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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

総括研究報告書

保健医療用人工知能の技術革新と国際競争力向上に資する

人材育成に関する研究

研究代表者　奥村 貴史

（北見工業大学 工学部　教授）

研究要旨

（目的）人工知能(AI)技術の医療への応用が期待されている。しかし、米中が熾烈

な研究開発競争を進めるなか、我が国における医療用人工知能の研究開発は国際競

争力を獲得しているとは言い難い状況にある。その背景として、そもそもの研究開

発人材の欠如に加えて、研究プロジェクトを支える人材の欠如により大きな制約を

受けている点が懸念される。そこで、本研究班は、医療用人工知能の研究開発を支

える人材育成を通じて研究分野の発展に寄与することを目的とした。

（方法）医療用人工知能研究に関わる研究開発者を支える 3 種の人材を対象に、

効率的な人材育成の検討や啓発資料の作成を行う。まず、医療機関や政策当局にお

いて医療用 AI の導入意志決定に関わる人材の理解促進に資する啓発資料の開発を

目指した。また、応用分野を開拓していくため、医療の周辺領域の研究分野におけ

る AI 活用について、参入促進に向けた現況調査を図った。最後に、データ生成や

研究開発に関わる、研究の生産性向上に資する人材育成の検討を行った。

（結果）昨年度の活動成果と合わせて、医療用人工知能の研究開発に関わる多様な

教材、啓発資料、研究班広報サイト上のウェブ記事の集積が実現した。また、研究

活動を通じて、現在の医療用人工知能研究における各種の課題とその対応に向けた

提言を行うことができた。人工知能技術は技術革新が続いており、技術解説等にコ

ストを掛けても短期間で陳腐化することが予想される。この問題への対策としては、

単に記事を公開するのではなく、参加者が自発的に学びまた情報共有してゆくコミ

ュニティの確立が重要となる。そこで、研究班終了後の広報サイトの継続的な維持

と利用者からのフィードバックに基づく改定に向けた体制構築を行った。

（結語）現在の我が国の医療用人工知能分野では、戦略的な研究開発投資が行われ

ていない。研究助成の選択と集中は研究の多様性を損ない、国際競争力を損なう逆

説的な状況を生じている。国内の各研究チームは、個別に意思決定者への啓発を行

うと共に研究協力者の訓練を行わざるを得ず、非効率な競争を強いられている。今

後、研究班の活動を通じた問題提起と整備した成果物が医療用人工知能研究の多様

化と効率化をもたらし、当該分野の国際競争力向上へと繋がることを願っている。
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研究分担者

安藤 雄一 国立保健医療科学院

福田 敬 国立保健医療科学院

中村 素典 国立情報学研究所

神谷 達夫 福知山公立大学

岡本 悦司 福知山公立大学

木村 眞司 札幌医科大学

亀田 義人 千葉大学

藤原 幸一 名古屋大学

Ａ．研究目的

研究代表者は、コンピュータの基礎研究

分野である計算機科学にて学位を取得した

医師である。2009 年、厚生労働省の研究教

育機関である国立保健医療科学院に赴任以

降、医療用人工知能研究に関わってきた。

2009 年、当時の舛添厚労大臣によって厚

生労働省が難病研究に充てる予算が大幅に

増額されると共に、医学研究や公費助成の

対象となる、いわゆる「難病」とされる疾

患の拡大に向けた政策検討が進められた。

その際に課題となったのが、制度の充実に

よって既知の難病については手当が充実し

ていくことが期待される一方で、そもそも

疾患概念として確立していない疾患につい

ては制度変更によっても救われないという

点であった。そこで、疾患概念として確立

していない潜在的な難病を扱う方法論の探

求のため、「未分類疾患の情報集約に関す

る研究」(研究班班長: 林謙治 国立保健医療

科学院院長)が設置された。そもそも疾患概

念が確立していなければ、症例定義を行う

ことができず、症例定義が行えなければ患

者情報を集積することができない。研究班

は、この難問に取り組むべく、専門施設か

らの情報集約や難治性疾患の疾患概念が確

立していく過程に関する分析等を進めた。

そうした研究班において研究代表者らが

取り組んだのが、全国すべての医師に「診断

困難症例に対する高品質な診断支援システ

ムを提供する」という手法であった。多数の

医師がこのシステムを利用することで、診断

に難渋する症例の情報が全国レベルで集約

される。このデータは、未知の疾患を効率的

に発見することを可能とするだけでなく、輸

入感染症など国内での発生事例が少ない既

知疾患やバイオテロの効率的な検知をも実

現する。そこで、臨床的な有用性の高い診断

支援システムの研究開発と関連した基礎研

究を継続してきた。しかしながら、当時、人

工知能技術は「冬の時代」にあり、研究予算

にも限りがあったことに加えて、世間的な認

知は極めて低く、とりわけ医療分野への人工

知能技術の応用には大きな困難が伴った。

この状況が変化したのは 2010 年代の後半、

いわゆる「第 3 次 AI ブーム」が生じてしば

らく経過した後のことであった。それでも、

いくつかの事情により医療分野への応用に

向けた政策面での対応は 2017 年以降に遅れ

た。さらに、技術的な特性や研究開発上の非

効率への配慮を欠いた施策が続いた。我々の

グループは、医療用情報技術に関する研究開

発だけではなく政策面での検討の必要性を

痛感し、(一財)新技術振興渡辺記念会からの

研究助成により「医療用人工知能の技術革新

と国際競争力向上に資する制度設計に関す

る研究」に取り組む運びとなった。

この研究を通じて、我が国の医療用人工知

能の研究開発にさまざまな問題があり、米中

が熾烈な研究開発競争を進めるなか、国際競

争力を獲得しているとは言い難い状況にあ

ることが明らかとなった。その背景に、そも

そもの研究開発人材の欠如に加えて、研究プ

ロジェクトを支える人材の欠如により大き

な制約を受けている点が懸念された。そこで、

研究分野の発展に寄与することを目指し、医

療用人工知能の研究開発を支える本人材育

成研究に取り組む運びとなった。
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Ｂ．研究方法

上記の研究目的の達成に向け、我々は、

研究統括を含む 10 名 3 グループの研究班

を組織し、昨年度より活動を進めた。今年

度は、昨年度の研究に引き続き、図１に示

す研究分担が活動を進めた。

医療用 AI の研究開発や導入の意志決定に

関与する人材育成

医療用人工知能の研究開発に際しては、

学会レベルでの大規模研究の組織や医療機

関における臨床研究に向けて各組織の長や

学会幹部の理解が不可欠である。しかしな

がら、既存の人工知能教材は、研究開発の

当事者に向けたものがほとんどであり、医

療系組織の意思決定に関与する人材を対象

とした教材はほとんど知られていない。そ

の結果、意思決定者を対象とした啓発は各

研究当事者が個別に努力を重ねる必要があ

った。また、我が国では医療機器に対して

厳しい品質管理が課されており、医療用 AI

にも規制が適用される。しかし、我々の政

策研究により、この状況が今後の研究開発

競争において米国・中国と比して著しい制

約となることが示唆されていた。今後、医

療用 AI 政策に関わる政府人材を対象とし

て、現行政策の問題点を整理し情報提供し

ていくことが望まれる。

そこで、亀田分担(千葉大学医学部付属病

院)は、医療機関における意思決定者を対象

とした人材育成を目指した。藤原分担(名古

屋大学大学院工学研究科)は、行政官を対象

とした啓発資料の作成に取り組んだ。木村

分担(札幌医科大学)は、医療系学会幹部を

対象とした啓発活動のあり方を検討した。

研究の多様性を高める人材育成

現在取り組みが進んでいる医療用人工

知能に関する研究の多くは、ディープラー

ニング技術を活用した画像認識研究が主

体となっている。そうしたなか、国による

プライマリ・ケアとAI

救急医療とAI

健康危機管理とAI

医療経済学と AI

公衆衛生とAI

歯科とAI

研究意義の啓発

研究の多様性を高める人材育成

参入支援・データ提供依頼 データ生成者の効率的養成

意思決定者の人材育成

政府機関担当者

学会幹部

医療機関幹部

研究の生産性を高める人材育成

海外医療従事者活用

国内研究支援者育成

認証基盤構築

システム開発と提供

教材作成

受容因検討

プログラム開発

事例情報の整理と
参入支援

図１ 研究班全体体制

研究統括

体制検討

自習用教材推薦システム
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研究助成も同分野に偏ることで、研究の多

様性が損なわれる懸念がある。とりわけ、

画像認識技術には性能限界があることか

ら、その後を見据えた研究の多様化が不可

欠である。そこで、医療用人工知能技術の

様々な応用分野を検討し、研究の多様化に

資する情報提供を目指した。

安藤分担(国立保健医療科学院)では、昨

年度より取り組んでいる歯科における人

工知能技術の応用に向けた動向調査を継

続した。神谷・岡本分担(福知山公立大学)

は、さまざまな業務において膨大な手作業

を介在させている公衆衛生行政において、

AI 技術を活用した効率化を図ることがで

きないか検討を進めた。

研究の生産性を高める人材育成

現在の医療用人工知能の研究開発には、

学習や評価に際して、医療従事者によるデ

ータ生成のために膨大な単純作業が求め

られる。しかし、医療従事者のほとんどは、

臨床や研究には動機付けられるものの、膨

大な単純作業に興味を示さない。そこで昨

年度は、研究協力者を対象として、「そも

そも医療用人工知能とは何か」、「なぜ単

純作業が必要なのか」を啓発していくため

の資料整備を行った。今年度は、その次の

ステップとして、医療用人工知能の研究開

発実務に関わるエンジニアを中心として、

同技術の習熟や理解を目指す方々を対象

とした自習環境の整備という課題に取り

組んだ。

また、医療における人工知能技術の発展

の基盤となる医師向けの認証基盤技術の

必要性について、啓発活動を行った。

研究統括

研究統括は、整備を進めた各種教材や記

事の一般公開に向けて、研究班の広報サイ

トの構築準備を担った。また、各分担研究

の企画段階、実施段階、報告段階それぞれ

に個別のディスカッションを行い、研究班

全体の方向性を定めた。さらに、事例検討

の対象として、研究班代表が携わってきた

医療用人工知能研究を継続して実施した。

Ｃ．研究結果

各分担研究の研究状況とその結果につい

て、3 つのサブテーマそれぞれに分けて以

下に整理する。

医療用 AI の研究開発や導入の意志決定に

関与する人材育成

亀田分担では、医療機関における経営幹

部を対象とした人工知能教育を検討し、そ

の成果を「医療機関における意思決定者に

対する人工知能教育」としてまとめた。検

討に際しては、医療における人工知能技術

の活用に向けた研究者と事業者の討議の場

として、「医療×AIシンポジウム」と称す

るシンポジウムをマイクロソフト社と開催

した。このシンポジウムには100名を超える

参加者があり、アンケートを通じて医療用

人工知能教育に求められる要件を整理する

ことができた。

また、人工知能分野においては、技術革

新が現在進行形で続いていることから、単

に教材を作るだけでは短期間で内容が古く

なってしまう懸念がある。そこで、自発的

に学びその内容を共有して規模拡大してい

くようなコミュニティの構築こそが、もっ

とも効果的な人材育成基盤であろうとの観

点から、医療用人工知能技術に関する学習

コミュニティの立ち上げを行った。医療機

関の経営幹部に対しても、千葉大学病院に

おいて続けている教育プログラム (ちば医

経塾 )の活動をを通じて啓発活動を行うと

共に、啓発用教材の改定を行った。
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藤原分担では、主に行政官を対象とした、

医療用人工知能技術の人材育成における政

策的な支援に関する検討を進め、成果を「医

療用人工知能技術の人材育成と政策的支援

に関する検討」としてまとめた。まず、さ

まざままシンポジウムでの討議を通じて、

医療系人材と工学系人材のそれぞれに対す

る医療用人工知能教育と、両人材の融合に

向けた論点整理を行った。昨年度の検討で

は、この分野の発展に向けて、Funding A

gency機能を持った橋渡し支援組織と橋渡し

人材の育成を提言した。今年度は、新たな

提案として、工学系の優秀な人材に医学部で

医学を専門的に学ぶ機会を与えるための奨学

金の設置を提言した。この手法は、優秀な

医療用人工知能の研究開発人材を低コスト

に育成しうる可能性がある。また、行政官

向けの人工知能教材として、日本における

情報政策の施行と失敗の歴史と、主要国に

おいて進められている保健医療用人工知能

の動向と政策概要を調査し、別添するレポ

ートにまとめた。これらのレポートは、今

後のブラッシュアップを通じて、人工知能

分野における政策的な支援の改善に繋がる

ことが期待される。

木村・奥村分担では、各種医学系学会の

幹部を対象とした啓発を実現していく前提

として、医師の有する「人工知能技術に対

する受容を決める要因」について検討し、

成果を「医療用人工知能技術の医師受容要

因に関する検討」としてまとめた。検討に

際しては、人工知能技術に興味を有する医

学生に依頼し、医師を対象にした構造化イ

ンタビューを重ねた。インタビューの状況

全てを研究報告書に含めることができなか

ったが、医療用人工知能技術に好意的な医

師といくぶん否定的な医師双方へのヒアリ

ングを重ね、 (自らの診療科への) 「関連度」、

 (技術の) 「利便性」と、 (技術に対する)

「理解度」が、技術受容に関わる可能性を

明らかとした。そのうえで、この定性的な

仮説を定量的に実証するための研究デザイ

ンを行った。また、一連の活動を通じて、

両担当者が所属するプライマリ・ケア連合

学会において、プライマリ・ケア分野の長

期戦略策定に向けた学会長諮問委員会に人

工知能技術の発展と活用を検討する体制を

敷くことが実現した。

研究の多様性を高める人材育成

安藤分担は、医療用AI技術の歯科応用に関

する動向調査に取り組んだ。昨年度から取り

組み始めたこの調査に際しては、当初は研究

発表も限られており調査も手探りであった。

昨年度末に至って、大阪大学歯学部付属病院

を中心としたグループがシンポジウムを開

催することが明らかとなり、情報収集を進め

た結果、その後の1年間で研究でテーマの質、

量ともに大幅に拡大したことが明らかにな

った。そこで、同グループの発展に焦点を絞

り、「歯科における人工知能の研究と人材育

成に関する事例検討 ～大阪大学歯学部附属

病院での取り組み～」と題した事例検討にま

とめた。

その大幅な発展の要因として、単なる研究

費上の支援や人材供給だけではなく、組織の

研究者が自発的に人工知能技術により知的好

奇心を刺激された点が特筆される。この要素

の影響は研究分野の発展において無視し得

ないものであり、阪大にはそうした研究者間

の自発的な活動を推進する組織的な素地が

あったことから多くの教員が研究テーマに

「のめり込んでいった」点の指摘がなされた。

この点は、他の応用分野の発展に向けても示

唆に富むものと考えられた。

神谷・岡本分担は、公衆衛生におけるAI

活用という課題に取り組んだ。そのために、

昨年度は、国保データベースを対象とした

各種事務作業を自動化するRPA(Robotic Pr

- 7 -



ocess Automation)に取り組み、公衆衛生業

界においておそらく最初期のものとなるR

PA技術の評価を行った。今年度は、いくつ

かの方向性を検討した末に、要介護認定業

務におけるAI技術の活用について試行した。

要介護認定審査においては、対象者の実

地調査結果を元にアルゴリズムに基づいて

「一次判定」を行い、そのうえで、人力に

より「二次判定」を行う。この二次判定を

自動化することが可能かを検証するために、

事例として公開されている判定対象のデー

タを利用して、その判定結果のアルゴリズ

ムによる予測がどの程度の正答率となるか

を確認した。具体的には、二次判定に用い

られる文章から「形態素解析」によってキ

ーワードを自動抽出したうえで、そのキー

ワードの出現パターンが判定結果に及ぼす

影響をロジスティック回帰モデルで予測し

た。結果として、100%の予測精度が実現し、

要介護認定業務に人工知能技術が貢献する

可能性を示すことができた。この成果は、

「保健医療福祉行政における人工知能応用

に関する研究ー要介護認定におけるAI活

用」として報告書に収載されている。

研究の生産性を高める人材育成

研究の生産性を高める人材育成としては、

奥村分担として、「医療用人工知能の自習

教材推薦に関する検討」に取り組んだ。現

在、人工知能技術への期待が大変高まって

いる結果、書籍やオンライン講座として大

変多くの教材が刊行されるに至っている。

これらの教材は、テーマや内容の難易度も

教材によって大きく異なることから、初学

者にとって自分の興味やレベルにあった教

材を見つけることに困難が生じている。そ

こで、研究の生産性を高める人材育成の一

環として、初学者に対して各々のスキルや

ニーズに合致した自習用教材を推薦するた

めの仕組みについて検討した。

同分担では、当初、教材データベースの

構築を目指した。しかし、自習者側の入力

を元にマッチングを行うモデルでは、スキ

ルやニーズの抽出に限界があることから、

検討を重ねた結果、対話的に利用者のスキ

ルやニーズを引き出し望ましい教材を提示

していくウェブシステムを構築する運びと

なった。今後、研究班の成果広報を進めて

ゆくことになる研究代表者が所属する北見

工業大学は、文部科学省による「数理及び

データサイエンスに係る教育強化協力校」

へと選定されている。来年度以降、大学で

の教育活動における活用を通じて利用者か

らのフィードバックを収集し、さらなるブ

ラッシュアップを図りたい。

また、昨年度に引き続き、医療用人工知

能研究の生産性向上に向けて、奥村・中村

分担として医師学術認証基盤の実現に向け

た検討とコンテンツ作成を進めた。

Ｄ．考察

今年度の研究においては、各分担にそれぞ

れのテーマでの研究の遂行を依頼しつつ、研

究代表は主にそれら研究成果を配布してい

くための研究班広報サイトの公開に向けた

作業に時間の多くを割くことになった。一般

的な厚労省研究班においては、数年間の研究

期間中に研究班公式サイトを構築し、維持す

るものの、研究班の終了と共にサイト運営の

予算が枯渇し、サイトの維持が困難となって

いくケースが少なからず存在する。

一方、人材育成に関する研究班は、その

成果を今後も継続して提供すると共に必要

なアップデートを重ねていく必要がある。

そのためには、研究年度終了と共に予算的、

人員的基盤を失う研究班組織によるサイト

運営ではなく、その後も恒常的なサイト運

営を行うことができる組織による運営維持

が望ましい。その観点からは、大学組織の

ように、組織として恒常性を有しつつ目的
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自体に教育が関わる主体による運営が望ま

れる。

そこで、今後の継続的なサイト運営を実

現するために、研究代表者の所属大学への

コンテンツ移管を目指した調整を重ねた。

また、同時並行で、広報サイトに収載され

る各種記事の執筆と校正作業を進めていっ

た。結果として、北見工業大学の有するド

メインにおいて、研究班終了後も継続した

運営体制を設けることが可能となった。今

後、コンテンツのさらなる充実を目指すと

共に、利用者からのフィードバックに基づ

いた記事やレポートのブラッシュアップを

目指したい。

最後に、研究班が集積した各種教材に対

する評価について考察する。そもそも教材

の有する教育効果に対する評価は短期的に

定めることが容易ではない。また、長期的

な評価を行う際も、さまざまな要因に埋没

することから正確な評価には原理的な限界

がある。そこで、研究班の開始段階より、

教育対象に対する教育効果の評価は困難で

あることを示したうえで、今回の研究期間

における研究活動を対象とした定性的、定

量的な評価を提案していた。

定性的には、今回の研究班活動を通じて、

「医療用 AI の研究開発や導入の意志決定

に関与する人材育成」、「研究の多様性を

高める人材育成」、「研究の生産性を高め

る人材育成」のそれぞれに対して、今後の

議論や啓発を進めるうえでの基盤となる論

点整理や教材整備を行うことができた。

定量的には、研究計画時、今回の研究班

を基点として開始された医療用人工知能研

究の数を定量的に評価することを提案して

いた。その観点では、本研究班をきっかけ

として新たに 5 件の研究が新規に開始され

ている。一方で、人工知能技術の発展に伴

い、多くの学会や医師、企業が、人工知能

系プロジェクトを開始しており、この 2 年

間で、既に数の面では十二分な供給が生じ

る結果となった。ただし、研究の多くは医

療用画像に関わるものであることに加えて、

研究の生産性という点では少なからず非効

率が見受けられる。そうした状況に対する

本研究班の貢献については、今後の継続的

な活動を通じた評価が望まれる。

Ｅ．結論

研究班開始後の初年度、研究班活動の準

備に加えて、一部分担において教材作成活

動を開始した。年度後半からの研究班設置

という背景に加えて、研究班の扱うテーマ

が幅広いこともあり、まずは研究体制の確

立を目指した。2 年目、かつ最終年度にあた

る今年度は、各分担による調査や検討、教

材作成を進めた。研究班代表は、主に広報

サイトの企画に取り組みつつ、それぞれの

分担研究者と協議を重ね、研究班全体の方

向性と各分担研究内容との調整を心がけた。

この一年半で、医療用人工知能技術に関す

る情勢は、いくぶん変化を見せた。医学系学

会において人工知能に関するシンポジウム

が数多く企画され、人工知能に関する演題も

珍しいものではなくなった。各大学医学部に

おいても、人工知能技術に関する関心は高く、

多くの試みが開始されるに至っている。一方

で、放射線科や病理、内視鏡等の画像診断を

中心に展開される科以外において、たとえば、

外科や小児科における人工知能技術への関

心は必ずしも高くない。また、研究との関わ

りが薄い市中病院や開業医師における理解

は、技術の潜在力と比して、高いものではな

い印象を受ける。そして、研究開発や人材育

成に対する政策的なサポートとしては、この

1 年半で本質的な進展は生じていない。

したがって、医療用人工知能を取り巻く情

勢は大きく変わってはいるものの、研究班が

掲げた「医療用人工知能に関わる研究開発者

の支援人材の育成」という観点は、依然とし
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て有効なものと考えられる。端的に述べて、

現在の我が国の医療用知能政策では、戦略的

な人材育成、研究開発投資が行われていない

ことに加えて、薬機法の規制により分野の発

展に制約がある。その点、 本研究班の試み

た意思決定者の人材育成、研究の多様性を高

める人材育成、研究の生産性を高める人材育

成は、既存の施策に欠けた要素であり、分野

への貢献として有意義なものであったと考

えられる。研究資金を通じてご支援頂いた厚

生労働省に感謝したい。

ただし、諸外国に目を向けてみると、我

が国の医療用人工知能技術は、客観的な情

勢として米中両国に大きく後れを取る懸念

が強い。今後、研究班の活動を通じて整理

した成果物の公開と継続的な改定を図りた

い。これにより我が国における医療用人工

知能研究の多様化と効率化へと貢献し、医

療用人工知能分野における数多くの技術革

新と国際競争力の向上がもたらされること

を願っている。

Ｆ．研究発表

１．論文発表

Tanaka H, Ueda K, Watanuki S, Watari T,
 Tokuda Y, Okumura T (2018) Disease vo
cabulary size as a surrogate marker for ph
ysicians’ disease knowledge volume. PLoS 
ONE 13(12): e0209551.

古崎晃司 , 堀口祐正 , 奥村貴史 , 津本周作 ,
 "OS-27 人工知能の医療応用 ." 人工知能 ,
Vol. 33 No. 6, 2018, pp.843-848.

奥村貴史 , "プライマリ・ケアと人工知能",
 プライマリ・ケア , 日本プライマリ・ケア
連合学会 , プライマリ・ケア , Vol.3, No.1,
 2018, pp.72-75.

２．学会発表

大村  舞 , 松本  裕治 , 奥村貴史 , "疾患間類
似度計算における分散表現の活用手法 ",
言語処理学会第25回年次大会(NLP2019), 2
019年3月14日.

奥村  貴史 ,「オホーツク圏における医療用
人工知能研究の現状と展望」 , オホーツク
医学大会 , 2019年3月9日.

奥村  貴史 , 『医療用人工知能における  政
策課題と人材育成』,「医療×AIシンポジウ
ム」,日本マイクロソフトDEEP LEARNING
 LAB, 2019.2.10.

人工知能の医療応用 , 2018年度人工知能学
会全国大会(第32回), JSAI2018 オーガナイ
ズドセッション(OS-27).

奥村 貴史, 「保健医療分野における人工知能
の研究開発に向けた課題と人材育成」,国立
保健医療科学院 公開シンポジウム2018 『A
I･ビッグデータ･IoT技術はわが国の保健医
療行政をどう変革するのか』, 2018.6.29.
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II. 分担研究報告書

- 11 -



- 12 -



厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

分担研究報告書

医療機関における意思決定者に対する人工知能教育

研究分担者 亀田　義人

（千葉大学医学部附属病院　病院長企画室　特任講師）

研究要旨

本研究分担では、医療機関における病院長、その候補や支援人材等、人工知能導

入に際する意思決定者に向けた教育プログラムの開発を担当した。

今年度においては、昨年作成した病院執行部向けの教育プログラムを株式会社

TAC の協力のもと撮影、TAC ホームページにアップし無料で公開した(現在は封鎖)。

また、さらなる情報収集を行い、内容をよりわかりやすいものへと更新した。次に、

医療用 AI 人材の育成について広く意見を拾うことを目的に、日本マイクロソフト

社 DEEP LEARNING LAB と共催で、「医療×AI シンポジウム－医療×AI 推進人材を

考える－」を開催した。シンポジウムでは、大学・研究機関、AI を活用していく

企業のそれぞれから 5 名づつに登壇頂き、医療における AI 活用の推進のために必

要な事項についてパネルディスカッションを行った。その上で、会場にて参加者ア

ンケートを実施し、情報収集を進めた。さらに、医療用人工知能技術の普及啓発を

目指して、医師専門のコミュニティサイト M3.com に医師のための人工知能入門

を寄稿した。また、病院経営者向けの書籍において、医療における AI 入門の記事

を分担執筆した。

人工知能分野においては技術革新が現在も続いており、教材等のコンテンツを作

成してもやがて陳腐化することは避けられない。この問題への解決としては、各人

が持続的に情報を収集し、実践的なリテラシーを身につける基盤としては、静的な

教材ではなく、「自らの学びを共有し規模拡大していくコミュニティづくり」が重

要と考えられる。そこで、DEEP LERANING LAB においてヘルスケア部門を開設

し、コミュニティとして今後継続的な情報交換ができる仕組みを構築した。また、

千葉大学病院の主宰する「病院経営スペシャリスト養成プログラム(ちば医経塾)」

の活動を通じて、医療機関経営に関わる幹部候補生を対象としたコミュニティの維

持に関わった。今後、これらコミュニティの拡大を通じて、医療機関における意思

決定者層における医療用人工知能技術の技術受容が進むことを願っている。

Ａ．研究目的

本研究班では、医療用人工知能(AI)分野

において、技術革新と国際競争力向上に資

する人材育成プログラムを開発することを

目的としている。本分担研究では、そのな

かで、医療機関における病院長、その候補

や支援人材等、人工知能導入に際する意思

決定者に向けた教育プログラムを開発する

ことを担当した。今年度は、AI を搭載した

技術への理解と医療機関への研究開発協力

への理解と社会実装を推進することを目的

として、活動を進めた。
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Ｂ．研究方法

昨年度の研究では、主に、「AI 教育プロ

グラムの現状・情報把握」、「AI 研究者・企

業の AI システム開発者へのヒアリング」、

「プログラム開発の管理体制の構築」に取

り組んだ。今年度の研究では、以上を踏ま

え、次の４点を中心に活動を進めた。

① さらなる情報収集によりプログラムの充実

を図る

昨年度に引き続いて医療分野における

人工知能に関して広く情報収集とネット

ワーキングを実施した。情報収集先として、

株式会社キカガクが提供する「AI システ

ム作成コース」、「AI 案件企画セミナー」

東京大学政策ビジョン研究センターが主

催する「医療×AI セミナー」、公益社団法

人　医療・病院管理研究協会が主催する

「医療における AI の活用と影響」、メドピ

ア社が主催する「Health 2.0 Asia -Japan

2018」、日本メディカル AI 学会および　日

本メディカル AI 学会公認資格「メディカ

ル AI 専門コース」に参加し、得られた内

容を教材に反映した。また、ベンチャーキ

ャピタルである Beyond Next Ventures 社や

日本マイクロソフト社 DEEP LEARNING

LAB ほか、次項のシンポジウム参加研究者

および事業者と意見交換を実施した。

② 「医療×AI シンポジウム－医療×AI 推

進人材を考える－」の開催・人材育成に

関する意見収集

医療用人工知能に関わる人材の育成に

ついて広く意見を拾うことを目的に、「医

療×AI シンポジウム－医療×AI 推進人材

を考える－」を日本マイクロソフト社が中

心となり運営する DEEP LEARNING LAB

と共催した。登壇者を表 1 に示す。

パネルディスカッションにおいては、パ

ネリストとして大学・研究機関から 5 名、

AI を活用していく企業 5 名に登壇を依頼

し、モデレーターを日本マイクロソフト社

廣野氏と亀田とで務めた。シンポジウムで

は、各パネリストより議論の素材となるプ

レゼンテーションを行って頂いたうえで、

医療用人工知能技術の推進のために必要

となる事項についてパネル討論を行った。

そのうえで、会場来場者を対象としてアン

ケートを実施した。

③ 情報発信

医師を対象としたコミュニティサイト

M3.com に、医師向けの人工知能入門を寄

稿した。また、病院経営者向けの書籍にお

いて、病院経営者向けの書籍において、医

療における AI入門の記事を分担執筆した。

モデレーター

○廣野 淳平 日本マイクロソフト株式会社
深層学習事業開発マネージャー

○亀田 義人 千葉大学医学部附属病院
病院経営管理学研究センター 特任講師

第一部 アカデミアセッション

○奥村  貴史  北見工業大学  工学部  教授
(厚労科研奥村班  班長)

○中田  典生  東京慈恵会医科大学
放射線医学講座

○林  秀樹  千葉大学フロンティア医工学
センター  教授

○藤原 幸一 名古屋大学 工学研究科 准教授

○浜本 隆二 国立がん研究センター研究所
日本メディカル AI 学会代表理事

第二部 サービス事業者セッション

○小川  晋平 株式会社 AMI 代表取締役

○岡本  茂樹 株式会社シーディーアイ
代表取締役社長

○谷口 直嗣 Holoeyes株式会社 CEO兼CTO

○多田 智裕 株式会社AIメディカルサービス
代表取締役会長・CEO

〇吉村  英樹 株式会社 OPTiM 医療事業
統括ディレクター

表 1. パネルディスカッション登壇者
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④ 医療従事者と工学系人材や企業が交わ

るコミュニティづくり

DEEP LEARNING LAB は、Microsoft 社

と日本を代表する人工知能技術系ベンチ

ャー企業である Preferred Networks 社とが

協力して運営するディープラーニングに

関連する開発事例や最新技術動向を情報

発信する技術系コミュニティである。ディ

ープラーニング技術の実社会における活

用推進を目指しており、5000 人を超える

参加者が参加している。本研究分担は、今

年度、この DEEP LEARNING LAB と共催

で、「医療×AI シンポジウム－医療×AI

推進人材を考える－」を企画した。その後、

集 ま っ た 参 加 者 を 核 と し て 、 DEEP

LEARNIG LAB のヘルスケア分科会を開催

する運びとなった。

Ｃ．研究結果

① さらなる情報収集によりプログラムの充実

を図る

情報収集先として、まず、株式会社キカ

ガクが提供する「AI システム作成コース」、

「AI 案件企画セミナー」に参加し、人工知

能を実装する際の企画立案に関する手法に

ついて情報収集を行った。公益社団法人  医

療・病院管理研究協会が主催する「医療に

おける AI の活用と影響」企画では、国立

がん研究センター研究所所属、日本メディ

カル AI 学会代表理事である浜本隆二氏と

の交流を通じて、DEEP LEARNING LAB シ

ンポジウムへの招聘を実現した。

日本メディカル AI 学会公認資格「メデ

ィカル AI 専門コース」は、同学会が主催

する AI 人材育成プログラムであり、AI に

関するリテラシーや基本的なプログラミン

グ教材を提供している。現在、企業や大学

等が中心となって AI のプログラミングに

関する講座が多数開講されるに至っている

が、メディカル AI 専門コースではプログ

ラミング教材に用いるデータとして医療系

データを用いている。そのため、医療関係

者が人工知能技術を学ぶ上でより身近な教

材となっており、モチベーションの向上に

繋がるものと考えられた。同コースでは、

修了者にサーティフィケイトを与えること

でも、モチベーションの向上を図っている。

以上に上げた他にも、複数の会合やシン

ポジウムに参加することにより情報収集を

進め、昨年度構築した教材の更新作業を行

った。更新した教材を文末に別途添付する。

② 医療×AI シンポジウム-医療×AI推進人

材を考える-を開催、広く医療×AI 推進の

ための人材育成に関する意見を募る

2019 年 2 月 10 日、日本マイクロソフト

本社会議室を会場として、シンポジウムを

開催した1。シンポジウムには、メーカーや

医療従事者等を中心として、総勢 150 名の

参加が得られた。

参加者にアンケートを実施した結果、95

名から回答を得た。アンケートでは、まず、

企画の満足度において、98%が満足とする

回答を行った(図 1)。そのうち、69%は、4

段階評価の最高点をつけており、参加者が

内容に高い満足を得ていたことが示された。

参加目的としては、「最新の技術を知り

たい」というモチベーションが大く、次に、

情報収集目的との回答が多かった(図 2)。

「現在解決したい課題」を問うた設問で

は回答が割れており、「AI ソリューション

を作りたい」、「AI への活用に向けたデー

タの溜め方」、「AI 化に向けたデータの活

用方法」への回答が多数となった(図 3)。

医療分野への AI 技術の活用に必要とな

る能力を問うた設問では、まず、「AI の知

識」、「医療の知識」、「コミュニケーション

力」がとりわけ重要と認識されていた(重複

回答可)。これらに次いで、「プロジェクト

                                                 
1 イベント URL:
https://dllab.connpass.com/event/112221/
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29.6%

35.2%

25.9%

9.3%

AI活用のためのデータの溜め方の相談をしたい

AIソリューションを作る相談をしたい

データがあるが活用方法を検証したい

AIソリューションがあるが露出の相談をしたい

AI活用のためのデータの溜め方の相談をしたい

AIソリューションを作る相談をしたい

データがあるが活用方法を検証したい

AIソリューションがあるが露出の相談をしたい

2.0%

29.0%

69.0%

満足

やや満足

やや不満

不満

7.7%

62.5%

12.5%

3.8%

13.5%

自社導入・活用と、外販の両方に向けた情報収集

最新技術のキャッチアップ

自社での導入・活用に向けた情報収集

外販のための情報収集

その他

図 3. 現在解決したい AI に関する課題

図 4. 医療分野への AI 技術の活用に必要となる能力

3.6%

6.9%

10.8%

17.7%

11.6%

7.6%

21.3%

20.6%

AIの知識

プログラミング技術

コミュニケーション力

AI教育能力

医療の知識

プロジェクト管理能力

コンプライアンスや論理

その他

図 1. シンポジウムの満足度

図 2. シンポジウムへの参加目的 (最も当てはまるもの)

AIの知識

プログラミング技術

コミュニケーション力

AI教育能力

医療の知識

プロジェクト管理能力

コンプライアンスや論理

その他
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管理能力」、及び、「コンプライアンス」や

「倫理」、「プログラミング技術」や「AI

教育能力」が続いた(図 4)。

その他、人工知能の推進に関して行政府

に求める事項についての回答を表 2 に、

DEEP LEARNING LAB に行って欲しい活

動や学びたい内容についての回答を表 3 に

示す。その他、アンケートの自由記載には、

「熱意、パッション」、「課題発見力、現場

の状況や問題の発見力」、「実用化アイデア、

ビジネスモデル構築力」、「法規制の理解・

PMDA への対応」等の重要性を訴える意見

が記されていた。

③ 情報発信

医師専門のコミュニティサイト M3.com

に医師のための人工知能入門を寄稿した2。

また、2019 年 4 月現在病院経営者向けの

書籍(編者：井上貴裕 )の分担執筆項目とし

て、医療における AI 入門の記事を寄稿し

出版準備中である。

                                                 
2 https://medicalai.m3.com/open/news/181108-
series-kameda1

・ 情報学出身者の医師免許取得の推進・支援政策

・ 医療は規制が多い

・ 守るものと進めるものを横の連携で支援してもらいたい

・ AI 利用が医師の責任になるならば、保険や医療点数など、周辺制度を早く整えてほ

しい

・ 薬事承認のための多施設研究を行うための仲継ぎ、など

・ まともなデータセットの作成・公開が必要。AI に活用できるまともなデータの整備

が必要

・ 国民の医療データの収集と匿名化した上での公開

・ 医療 AI についての承認ルールの明確化

・ 日本のリソースがレッドオーシャン市場につぎ込まれて、失敗した場合、サンクコ

ストが勿体ないと思いますが、アカデミアないし行政で、何らかの調整をしていく必

要はあると思いますか。それが、イコール、資金援助の選択と集中になるのか、別の

方法があるのか。また、淘汰された技術が、友好利用されていくためには無償化しか

ないのでしょうか。

・ ベンチャーに対応した認可

・ ベンチャーへの資金的な支援。

・ 手続き関連をやりやすく手軽に

・ 費用の拠出、費用のかくとくの Chance を広げてほしい

・ 薬機法の改正。医療に AI を入れるために規制をゆるめてほしい。そうしないと日本

は米国のみならず中国からも遅れをとってしまう。

・ 工学系のエンジニアとコラボできるようにした方がよい。医師に AI を利用できるよ

うに。

・ 薬機法承認基準の明確化、FDA に遅れすぎないデジタルラグの解消

・ 承認プロセスの可視化とその支援を手厚くすると、よりスピード感が出る

・ 人材育成のための幅広い年代に対する様々な支援がより強化されるのが望ましい

・ PMDA の講演を聞きたい

・ 産官学のコラボレーションの仕組み

・ 特許に関するサポート

表 2. 人工知能の推進に関して行政に求める事項
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・ データの取り方ケーススタディ

・ 子供の発達を予測できるようになれば、教育・発達(発育)の最適化につながるのでは。

健康増進、保健の分野での可能性を知りたい。

・ 物理セキュリティ、情報セキュリティへの AI の実適用例に関する講演、医療に劣ら

ず、過検知や見逃しを許容しない分野ではと思うので関心があります。

・ 遠隔画像診断と AI について。

・ 個別に指導していただきたい。本学で AI 利用の相談したい。

・ 自治医大の｢ホワイトジャック｣のような診断に関するテーマ (画像診断以外 )リスク

マネジメントに直結するテーマ。

・ 人間の能力向上の為の AI、ヒューマンオーギュメンテーションなど。

・ 医師以外の医療での活動を知りたい。

・ Azure と Chainer の事例、チュートリアル。

・ 画像認識について 顔認識、脳 MRI。
・ IT ヘルスケア学会よろしくお願いします。

・ 最新の DL の論文をひたすら紹介するだけの会。1 日かけて 30 本くらい。

・ 医療と企業との合同プロジェクト、いかに成功させるのか、などの実体験。

・ コメディカル向けのイベントがあればぜひ参加してみたいです。

・ 強化学習。

・ ベンチャー企業のことについて学びたいです。

・ 実用されている技術・サービスの事例紹介。それがどれだけ普及しているか、今後、

普及されていくために、今ある課題や課題解消に求められているものを知りたい。

・ 音声、シグナル系の特集をしてほしい。

・ 福祉×AI のシンポジウムも企画してほしい。地域包括ケアの視野に入れたテーマで

お願いします。

・ そもそもの AI、Deep Learning の概要を学べる機会があれば(初心者向け)参加した

いです。

・ AI をどのように活用するか(方法論)。
・ 地方創生のための、観光立国に AI を活用する内容。外国人観光客は右肩上がり、昨

年は 4 兆 5 千億円の収入があった。AI を用いて外国人観光客に対するサービスにつ

いて。お金をおとしてもらいたいのです。

・ 各大学(医学部)への支援にどのようにつなげられるか?さらに明らかにしていって欲

しい。

・ 予想以上に面白かったので、今後も是非開催して下さい。

・ コメディカル(看護師、理学療法師)のための AI 話は少なかったと思う。open-minded
な医療関係者はマイノリティなので、彼らのニッチ形成を支援して欲しい。

・ 千葉県内で地域中核病院等での一般内科外来を週 3～4 回行っている現場の人間で

す。国際競争の視点からも、一般外来診察等での診断に有用な AI 開発という”本丸の

一つ”に関する進展を期待しています。

・ 机と電源をもう少し増やしてほしかったです。

・ 大変参考になりました。

・ 期待以上でした。ありがとうございました。

・ 各セッションのお話の時間が短くて分かりづらい。

・ インターネットにつながっていないクローズドなネットワークと AI のうまいつきあ

い方など、情報をえられる場があるとぜひ参加したいです。

表 3. DEEP LEARNING LAB に行って欲しい活動や学びたい内容
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④ 医療従事者と工学系人材や企業が交わ

るコミュニティづくり

人工知能分野においては技術革新が現在

も続いており、教材等のコンテンツを作成

してもやがて陳腐化することは避けられな

い。この問題への解決としては、常に新し

い情報を得られ続けるコミュニティを形成

することが重要と考えられた。そこで、シ

ンポジウムをきっかけとして、5000 人以上

の人工知能関係者が集う DEEP LEARNING

LAB にヘルスケア分科会を開設し、コミュ

ニティとして今後継続的な情報交換ができ

る仕組みを構築した。今後はこれを核とし

て、他の諸団体とも人的ネットワークを形

成していくことを計画している。こうした

コミュニティは、医療系人材と工学系人材

が一同に会しイノベーションを生みうる場

であることから、今後さらに交流が進む仕

組み作りを検討している。

Ｄ．考察

昨年度の報告では、そもそも各個人の基

礎知識にばらつきがある中で、どのような

項目を学習するべきかを検討した。とりわ

け、コンテンツベースの教材作成には限界

があると考えられたことから、医学教育や

他分野の教育と同様、コンピテンシー(目標

の達成に求められる能力)を設定し、その習

得に向けて各個人が主体的な学び (Active

learning)を行う Outcome based Education が

必要であることを考察した。

今年度の取り組みでは、本分野に関心を

寄せる 100 名を超える参加者を集め、この

コンピテンシーに該当する事項をリスト化

することができた(表 4)。これらは、今後の

教育プログラムを設計するうえでの基盤と

なるものと考えられる。ただし、医療用人

工知能技術の研究開発において、根底には

熱意が必要という指摘があった。今後、こ

・ もう少し会場とのディスカッションや講演者同士のディスカッションを増やしてい

ただきたい。今日のパネルは単なる一問一答。

・ 様々な視点がヒアリングできて、非常にタメになった。弊社の AI 開発の活動も一度

発表してみたいと感じる。

・ 貴重な話が聞けて良かったです。

・ 各演者との ID 別のディスカッションの時間があった方がよいと思います。

・ 画像に偏りすぎで、もっと広い分野の人と交流したい。

・ 本日はありがとうございました。また、機会があれば、参加したいです。

・ コーディネーション、ありがとうございました。勉強になりました。

・ 内容も濃く、非常にためになるイベントでした。楽しい雰囲気で良いコミュニティ

作りとなる機会でした。ありがとうございます。

・ 社会課題への着眼点をどうみにつけるか。

・ 平日夜や、土日に開催していただくと参加しやすいです。

・ 何かあれば協力します。

・ 大変参考になりました。

・ アカデミアとサービス事業者の両方のセッションを同時に実施して頂いた点が良かった

と思います。可能であれば、パネルディスカッションでアカデミアとサービス事業者が同

席し、新しい発見が産まれる形式にして頂けますとよりおもしろくなると感じました。

・ 全体として大変良かった。

・ 発表の後で、質問時間がほしい。

・ トイレの時間がもう少し欲しいです。

・ 医療関係者側、企業側、相互の立場のご意見が伺えて大変参考になりました。
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れらを総合的に培うようなプログラムの構

築が求められると考えられる。またその実

践の場として、今回構築したコミュニティ

が有用であることが期待される。

Ｅ．結論

今年度の活動では、医療用人工知能分野

全般に関する情報収集を進め、昨年度に開

発した教材を更新した。また、医療用人工

知能技術に関するシンポジウムを開催し、

医療用人工知能の推進人材に求められるコ

ンピテンシーについて意見を広く収集した。

さらに、これらの情報に基づいて情報発信

を重ねると共に、医療系人材と工学系人材

が交わるコミュニティの構築を行った。

人工知能分野においては技術革新が現在

も続いており、現時点での最新教材を作成

したとしてもやがて陳腐化することは避け

られない。この問題への解決としては、自

発的に情報収集を行い、共有を図ってゆく

コミュニティの形成が重要と考えられた。

今後、研究分担が明らかとした知見や構築

した学びのプラットフォームを元とした、

本分野のさらなる発展を望みたい。

Ｆ．研究発表

　なし

シンポジウム参加組織一覧

AOI 国際病院

Intuitive Surgical

JB アドバンスト・テクノロジー株式会社

NTT コミュニケーションズ

アクセンチュア株式会社

イサナドットネット株式会社

エイツーヘルスケア株式会社

オムロン株式会社

オリンパス株式会社

クアドリティクス株式会社

シスメックス株式会社

スカイライトコンサルティング株式会社

スタジオアンスロウ

ソニー株式会社

たかせクリニック

パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

リコージャパン株式会社

レノボ・ジャパン株式会社

旭化成株式会社

医療法人弘遠会

科研製薬株式会社

株式会社 AI メディカルサービス

株式会社 GRCS

株式会社アーク情報システム

株式会社イードクトル

株式会社エクサウィザーズ

株式会社クレスコ

株式会社ケアネット

株式会社ジュピターテレコム

株式会社ダンクネット

株式会社メディカルデザイン

株式会社メドレー

株式会社モルフォ

株式会社曙ブレーキ中央技術研究所

株式会社博報堂

株式会社富士キメラ総研

近畿大学

公益財団法人がん研究会

・ AI の知識

・ 医療の知識

・ コミュニケーション力

・ プロジェクト管理能力

・ コンプライアンスや倫理

・ プログラミング技術

・ AI 教育能力

・ 課題発見力

・ ビジネスモデル構築力

・ 薬機法制

表 4. 医療用 AI 開発に求められる能力
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合同会社 Noteip

国立がん研究センター中央病院

国立大学法人千葉大学医学部附属病院

住友情報システム株式会社

新日鐵住金株式会社

聖マリアンナ医科大学

千葉大学

千葉大学医学部附属病院

全薬工業株式会社

総合南東北病院

第一三共株式会社

東京医科歯科大学

東京医科大学

東京医療保健大学

東京慈恵会医科大学

東京大学

東京都立駒込病院

特定非営利活動法人日本医療政策機構

日本医科大学付属病院

日本電気株式会社

日立建機株式会社

富士フイルム株式会社

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

北海道大学

北海道大学病院

北里大学北里研究所病院

名古屋大学
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

分担研究報告書

医療用人工知能技術の人材育成と政策的支援に関する検討

研究分担者 藤原　幸一
（名古屋大学大学院工学研究科）

研究協力者　奈須野 文槻
(NPO 法人 STeLA Japan )

研究協力者　磯谷 俊輔
(東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻)

研究要旨

近年、飛躍的に発達した人工知能(AI)技術の医療分野への導入が期待されている。

しかし、実際の医療現場は高度な情報技術が活用されているとはいい難い状況にある。

こうした状況を改善するには、医療用人工知能技術の研究開発人材の育成に加えて、

その導入や普及に強い影響力を有する各種組織の意思決定者や政策立案者における技

術への理解が求められる。

前者は、医療現場側の医師が最新の人工知能技術について理解することのみならず、

工学・情報系の研究者・技術者が医療現場についても理解を深めていくことが重要と

考えられる。後者においては、意志決定者や政策立案者による医療人工知能技術への

理解に裏付けられた適切な投資判断が求められる。そうでなければ、研究開発は極め

て非効率となり、また、制度的な制約によって技術の活用は妨げられることになる。

そこで本年度では、研究分担者による医学系学生および情報系学生を対象とした医

療用人工知能技術に関する教育経験を踏まえ、まず、医療用人工知能人材の育成ター

ゲットと有するべき資質について考察した。さらに、前年度から継続して、政策立案

者を対象とした人工知能技術に関する教材について検討を進めた。その結果、これま

での医療用情報技術政策や他国における人工知能技術に関する政策動向について整理

することができた。これらの活用により、医療用人工知能に関わる人材育成政策の充

実が期待される。

Ａ．研究目的

近年、ビッグデータ解析、人工知能(AI)

技術の進展を受けて、医療分野においても

これらの技術活用が期待されている。たと

えば、深層学習を用いた医療画像解析や自

然言語処理に基づいたカルテ解析などの

研究が進んでおり、データ解析・AI 活用

による医療における技術革新への期待は

大きい。しかしながら、研究レベルでは

様々な取り組みがなされているものの、実

際の医療現場ではそれらが活用されてい

るとはいい難い状況にある。今後、研究と

医療現場との間に、データ解析や AI 活用

への温度差が広がることが懸念される。
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その原因として、AI 技術の研究者側が

医療現場についての造詣が深くないこと

だけではなく、医療倫理や個人情報保護の

観点から現実の臨床データへのアクセス

が容易でないことが挙げられる。また、逆

に、医療現場側の AI 技術への理解不足も

原因として考えられる。結果として、医療

現場にいる医師が、自らの臨床に AI 技術

を活用したい、または AI の研究者とコラ

ボレーションをしたいと考えたときに、ス

ムーズに試みを進めることが難しい状況

が生じる。また、医療用人工知能技術の導

入について、現場がいかに医療用人工知能

技術についての理解を深めても、各種組織

の意志決定者や政策立案者によって適切

な投資判断がなされなければ技術の活用

は進まない。

そこで本研究分担は、まず、研究分担者

による医学系学生および情報系学生を対

象とした医療用人工知能技術に関する教

育経験を踏まえて、医療用人工知能人材の

育成ターゲットと有するべき資質につい

て明確化を目指した。また、政策立案者向

けに人工知能技術について啓蒙するため

の教材開発を試みた。とりわけ、我が国に

おける情報系政策の歴史と失敗、先進諸国

における医療用人工知能技術に関係する

政策についての教材化を目指した。

Ｂ．研究方法

研究 2 年目にあたる今年度は、研究分担

者による医学系学生および情報系学生へ

の医療用人工知能技術に関する教育経験

を踏まえて、医療用人工知能人材が有する

べき資質について考察した。また、医療用

人工知能の研究に携わる有識者との意見

交換を通じて、上記考察をさらに深めた。

さらに、前年度までの研究結果に基づい

て、意志決定者・政策立案者向けの教材の

整備を試みた。そのために、まず、国内に

おけるこれまでの情報系政策とその失敗

の歴史について整理した。また、人工知能

技術に関する諸外国の政策動向に関する

調査を行った。調査対象として、アメリカ、

イギリス、フランス、カナダ、シンガポー

ル、中国を選び、動向調査の結果をレポー

トとして整理した。

Ｃ．研究結果

1. 医療人工知能人材が有するべき資質

医療用人工知能に関わる人材の育成につ

いて広く意見を拾うことを目的に、本研究

班亀田分担(千葉大学医学部附属病院  病院

長企画室  亀田義人特任講師)、日本マイク

ロソフト社が中心となり運営する DEEP

LEARNING LAB と共催し、2019 年 2 月 10

日、「医療×AI シンポジウム－医療×AI 推

進人材を考える－」を開催した。研究分担

者は、同シンポジウムにパネリストの 1 人

として登壇し、医療用人工知能技術に関す

る研究者及び事業者らと意見交換を行った。

その結果、医療用人工知能人材が有するべ

き資質について幾つかの知見が得られた。

まず、医療用人工知能人材には大きく分

けて「医療と情報の双方に精通する医療用人

工知能研究における中心的人材」「情報に関

する最低限の知識を有する医療系人材」「医

療に関する最低限の知識を有する情報系人

材」という３種類の資質を持つ人材が存在し

得ることが示された。現在、国内の教育現場

では純粋な「医療系」もしくは「情報系」の

人材しか育成されておらず、それぞれの専門

分野については十分な知識を有するとして

も、他分野に関しては最低限の知識すら有さ

ない人材が少なくない。特に、AI の学習に

必要なデータを収集する過程で協力が必要

となる医療系人材における情報技術への知

識不足は深刻で、医療用人工知能開発におけ

る大きな課題となっている。
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一方、海外では、情報学の学位を持つ医

師が少なくなく、医療と情報に精通した人

材が医療用人工知能研究をリードしている。

日本でも、工学系の優秀な人材に奨学金を

与え医学部で医学を専門的に学ぶ機会を作

るなど、国の積極的な介入が求められる。

また、情報技術や AI に関する知識は高校

や大学で学んでおかなければ定着面で不利

であることから、早い段階で基礎的な数学

やプログラミングに関する知識を身に着け

ておくことが望ましいと考えられた。医学

に関する基礎的な知識については、様々な

教材が広く普及しており、ある程度は独学

で学べるような環境が整っている。情報系

人事側には、これらを活用し医学を積極的

に学ぶ姿勢を持った人材が求められている。

その上で、医学系人材と工学系人材のコ

ミュニケーションについても改善が必要で

あることが示唆された。専門性の背景が違

うと考え方や問題へのアプローチが根本か

ら異なることがあるため、そうした背景を

相互に正しく理解することが医工連携で取

り組む医療用 AI の開発には重要となる。

また、AI に関する様々な情報が氾濫してい

るため、研究開発に関わる人材は AI の現

状を正しく認識し、過剰な期待を持たない

人材が配置されることが望ましい。加えて、

医療知識を全く持たない工学系人材であっ

ても、医療関係者や患者を尊重し、互いに

十分配慮した関係構築を望める人材が必要

となる。

その他、具体的に医学系人材が学ぶべき

AI 技術として、画像診断に大きな影響を与

えたディープラーニング技術が挙げられる。

ディープラーニングは急速に進歩している

だけでなく、基盤的技術として応用範囲が

極めて広い特徴を有する。とりわけ、日本

には他国と比して高品質な医用画像が数多

く存在することから、それらの情報を有効

活用した医療用人工知能の発展という点で、

優先的に習熟すべき技術と考えられた。ま

た、研究者及び事業者共に、深刻な人材不

足と育成環境の不足については意見が一致

しており、今後の重要課題として認識され

ていた。

2. 我が国における情報政策の歴史と失敗

今後 AI の応用が進む医療分野において、

情報政策はその利活用に大きな影響を与え

る。医療用 AI に関する情報政策を検討す

る上で、過去の情報政策について考察する

ことは重要と考えられる。そこで、今まで

の政府の情報政策について、レポートを別

添すると共に、下記に概要を整理する。

我が国においては、まず、1950 年代に産

官学連携のハードウェアを主とした研究開

発とコンピュータの普及促進政策が始まり、

その後、1970 年代にソフトウェア分野にも

支援が広がった。これらの情報政策は、通

産省が主導し、「政官財の鉄のトライアン

グル」により強力に支えられてきた。しか

し、1980 年代になると米国との貿易摩擦の

影響を受け、国内産業の発展のみを志向し

た情報政策は限界を迎えることになる。そ

こで、1980 年代からは情報社会と国際化を

踏まえた「情報立国」という方針が掲げら

れ、人間を超える AI の開発を目指した「第

5 世代コンピュータ・プロジェクト」など

が開始された。しかし、このプロジェクト

は目立った成果を挙げられておらず、人工

知能分野における「冬の時代」に繋がる失

敗プロジェクトとして広く知られるに至っ

ている。1990 年代に入ってインターネット

が登場すると、通産省の情報政策はハード

ウェアやソフトウェアの開発からネットワ

ークインフラの構築へと進んでいく。この

頃から、郵政省の電気通信政策と通産省の

情報政策が重複し、両省間での権限争いが

常態化することになる。

インターネットが全国的に普及する

2000 年代に入ると、「IT 革命」が注目され
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るようになった。情報政策はハード・ソフ

ト・インフラといった情報技術の環境整備

から情報の利活用へと焦点が移ることにな

る。そして政府は、世界最先端の IT 国家を

目指し、「IT 基本戦略」や「e-Japan 戦略」

を策定し、インフラの強化の他に人材育成

や各種行政手続きを一括してオンラインで

行える電子政府の実現などを目標として掲

げた。実際にポータルサイトの整備やオン

ライン申請のシステム構築は進んだものの、

利便性の低さや周知不足から一般の利用率

は低く、大きな課題を残した。さらに、後

に策定された「e-Japan 戦略 II」では、「電

子政府・電子自治体」「教育・人材」「医療」

の３つに分野において人材・体制・財政に

構造的な課題が残っており対策が必要であ

るとされている。また、医療分野において、

厚労省は経産省等と連携し電子カルテの普

及と病院間ネットワーク化の促進政策を始

めたが、助成金を投じてシステムの導入を

進めたものの維持コストの問題などから多

くの病院で定着せず、医療の情報化におけ

る代表的な失敗政策として知られるに至っ

ている。

さらに、情報技術の応用範囲が急速に広

がる中で、2006 年には IT 基盤の整備や世

界的な情報発信を政策目標として掲げた

「IT 新改革戦略」が策定された。医療分野

においては「レセプトの 5 年以内オンライ

ン化」、「健診情報の生涯活用」、「電子カル

テの普及」等が目標に掲げられている。さ

らに、厚生労働省、経済産業省、総務省の

3 省連携事業として、「医療健康情報活用

基盤実証事業」が開始された。縦割り行政

が目立つ日本においては珍しい 3 省連携で

行われた事業であったが、目立った成果を

上げることはできていない。

2009 年には、デジタル技術の急速な発展

やリーマン・ショックへの対応などを背景

として、「i-Japan 戦略 2015」が新たに策定

された。電子カルテは「地域の医師不足等

の医療が直面する問題への対応」の方策の

１つとして、地域医療情報システムのイン

フラ基盤として位置づけられている。その

後、2014 年 6 月に成立した「地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律(略称、

医療介護総合確保推進法)」に基づいて、地

域医療介護総合確保基金が策定され、2014

年の予算から 2018 年度予算までに医療施

設そのものの建設やその他費用も含めて

4500 億円が投じられた。2016 年には「官民

データ活用推進基本法」が成立し、これに

基づき 2017 年 5 月、「世界最先端 IT 国家創

造宣言・官民データ活用推進基本計画」が

策定された。新計画では電子行政や健康・

医療・介護、農林水産などに加えて観光も

重視しており、2020 年を一つの区切りとし

た上で国民や企業にもたらすメリットを示

しながら施策を盛り込んだものとなってい

る。改革項目の中には過去の戦略や計画に

も見られていたものがあり、過去の政策の

「積み残し」を解消しようという意図がう

かがえる。

これまでの情報政策を振り返ると、イン

フラ整備を中心とした「e-Japan 戦略」を除

けば、戦略の重点項目は一貫して各分野に

おける IT の利活用を志向したものとなっ

ている。内容は時代ごとの政党の思考、経

済状況、世論や技術発展などに応じて常に

変更されてきたが、これまでの戦略では戦

略全体の調整について必ずしも成功してい

ない。さらに縦割り行政への批判は常に行

われ、重複する施策の排除も主張されてき

たにもかかわらず、どの情報政策において

も施策の重複等が指摘されてしまっている。

また、電子政府政策及び電子カルテの普及

政策自体は当時としては先駆的な取り組み

であったに関わらず、その時代のブームや

風潮に合わせて推進方法を選択していたた

め、将来起こると予想できた障壁を考慮で

きておらず、十分な成果を上げることがで
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きなかった。今後、医療用 AI の情報政策

を検討する際にも、上記のような関連した

情報政策における失敗の総括と抜本的な見

直しが望まれる。

3. 保健医療用 AI に関する諸外国の方針お

よび人材指針

次に、保健医療用人工知能に関する各国

の動向調査を行った。人工知能技術の世界

的な競争とその様々な分野への影響は著し

く、日本政府も 2018 年に AI 戦略実行会議

を通じて戦略パッケージを策定した。そこ

では戦略に関係する構造改革の事例として

農業、物流にならんで健康・医療・介護の

分野が大きくとりあげられた。それに前後

して、世界各国でも AI に係る戦略や保健

医療における AI に係る研究政策や人材指

針、規制を策定し、実行している。今年度、

それら各国の動向を調査し、今後の日本に

おける保健医療用人工知能のための政策企

画に向けた検討材料として整理した。

3－1. アメリカ

アメリカでは、公衆衛生・保健政策に加

えて、病院経営を含む保健医療用ソフトウ

ェア、研究データベース構築といったさま

ざまな角度から、人工知能技術の応用に向

けた議論がおこなわれてきた。これは保健

医療データに関する政策議論においても同

様であり、過去より蓄積されてきた多くの

医学研究用データを対象としたさまざまな

施策も存在する。そうした背景のなかで、

AI 技術の応用である各種ソフトウェアの

開発がなされてきた。

アメリカ合衆国保健福祉省(HHS)は IT に

関する組織のもっとも重要な側面は人だと

し、有能な人材確保のためのブランド確立

に加え、雇用の過程と基準、どういう人を

雇うかについて定義するために分析を進め

ている。そのために、IT に関係しない職員

についてもテクノロジーの活用のための理

解を求めている。

アメリカ国立衛生研究所(NIH)では、デー

タサイエンスに関わる人材育成の強化のた

めに、「人材育成のための研究資金配分」を

実施している。今後はさらに大学生、大学

院生、ポスドクを対象としたトレーニング、

およびデータサイエンティストを対象とし

た生物医科学領域のトレーニング、また研

究上必要な情報の安全性や倫理的に正しい

データの使いかたに関するトレーニングを

学生向けに実施することを検討している。

また、アメリカ政府への政策アドバイザ

ー的役割を果たしている研究者グループ J

ASONは、アメリカ合衆国保健福祉省への

政策提言において、「AIツール開発のため

のトレーニングデータベースの整備」「ラ

ベリングの質が高いデータがヘルスケア分

野でも成果を上げることを示すため、AIコ

ンペの支援とパブリックフォーラム上での

データのシェアの必要性」「AIの限界を理

解することの重要性」を説いている。デー

タ中に誤情報が増殖すればAIに悪影響が生

じ、時にはAIをヘルスケア分野に応用する

ことへの受容を妨げることもある。その現

状を踏まえて、深刻な事象を防ぐ仕組みづ

くりを提案している。

3－2. イギリス

イギリスでは、保健医療用 AI 戦略及び

方針において、他国と比較しても高度かつ

具体的な議論を行い実行している。スター

トアップや研究機関との連携も活発であり、

国策としてそうした連携をすすめる倫理的

なガイドラインを自ら設定し、実行にうつ

している。国内の医療格差是正の手段とし

ての AI という文脈を重視していることも

特徴で、NHS との連携のもとで一部のスタ

ートアップによる保健医療用 AI の国内で

のサービス提供や実証実験を進めている。

- 27 -



イギリスの保守系シンクタンク Reform

は、人材や政策について「AI はなにかを可

能にする道具であって、ビジョンではない」

「AI システムの調達についての明確フレ

ームワーク、及び医療従事者・医療スタッ

フがどう AI を意志決定支援ツールとして

使うべきかの明確なガイドラインをつくる

べき」と提案している。

3－3. フランス

フランスでは、米中への高度人材流出の

課題を念頭においたうえで、首長主導のト

ップダウンによって AI 政策を進めている。

その中でも、医療には重点が置かれており、

その戦略及び政策に基づいた実際の取り組

みが今後展開していくものと思われる。た

だし、その決定プロセスは関連資料の調査

からは不透明であった。

著名な数学者・国民議会議員であるセド

リック・ヴィラニ氏による報告書では、フ

ランスの AI 研究能力を高く評価した上で、

その科学技術の経済・産業上への応用が難

しい現状で他国への人材流出の懸念を念頭

に置き、政府がすすんで AI 開発に注力す

るべき優先領域を選定する戦略の必要性を

訴えている。また、ヨーロッパの「AI エコ

システム」の強化のためには、経済的な比

較優位のある領域にイノベーション支援を

集中するべきだと提言している。現状の AI

が抱える課題を解決するために、研究機関

ネットワークと応用研究向け計算機資源の

設置、研究教育者、研究者の職務経験の有

効活用や、各領域での様々な水準での AI

の人材養成を提言している。

3－4. カナダ

カナダでは、国家政策と州政策の研究開

発政策の連携、そして研究開発コミュニテ

ィの活発化が AI 戦略の中心となっている。

そのなかでも、今後の研究開発を担う人材

育成と国際的な議論のリーダーシップをと

ることが重視されている。各ファンディン

グエージェンシーは保健医療と AI に関す

る新しい研究資金を提供しており、今後、

さまざまな研究開発計画が進んでいくもの

と考えられる。

カナダ上院の Committee on Social Affairs,

Science and Technology は、2017 年のレポート

「Challenge Ahead: Integrating Robotics, Artificial

Intelligence (AI), and 3D Printing Technologies

into Canada’s Healthcare Systems」において、AI

の保健医療への応用については規制やモニ

タリングの統合に関する議論を進めること

が課題であるとしている。また、AI 産業界

からのヒアリングを通じて、技術を市場に

出す際の不満あるいは摩擦を明らかとする

と共に、州政府による政府調達の仕組みな

どの問題点の存在を指摘した。

また、カナダの Canadian Institute for

Advanced Research (CIFAR)は、AI に注力す

るために「Pan-Canadian Artificial Intelligence

Strategy」を制定した。これは 125,000,000

カナダドルの予算のもと、AI 研究を担う複

数の機関と連携し、「優れた AI の研究者・

学位習得者の数の増加」「カナダの３つの

主要な AI 研究の中心の科学的な卓越性を

相互に関係させる仕組みの構築」「AI の推

進に係る経済的・倫理的・政策的・法的な

領域において世界的な意見形成のリーダー

シップの育成」「AI に関する国家的な研究

コミュニティの支援」を目標に掲げた活動

を行っている。

3－5. シンガポール

シンガポールでは、「IT 立国」に向けて AI

に関する戦略や制度が議論されている。人材

育成や議論のための組織体制についても参

考となる取り組みが多く、国民、国営企業、

民間企業それぞれに向けた教育プログラム

やガイドラインの提供も積極的である。
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シンガポール政府は、National Research

Foundation(NRF)が主催する「AI Singapore」

という取り組みを通じて、AI による社会的

経済的インパクトの創出、シンガポール国

内における人材の育成、また AI エコシス

テムの構築を図り、AI 分野でシンガポール

を台頭させることを目標として掲げている。

人材育成の目標に関しては、今後 3 年間で

12,000 人のシンガポール国民に AI の知識

を獲得してもらう計画を発表している。そ

の他にも経営者層向けの基礎コースや、よ

り対象を広げたワークショップを提供する

計画であり、シンガポール政府のみならず

マイクロソフト等の企業も資金提供を行う

ことが明かされている。

また、シンガポールの個人情報保護を議論

する委員会 Personal Data Protection Commission

(PDPC)は、AI に特化した倫理的基準を設置

している。医療や金融を含めた国民生活に

係る AI 一般に関する産業および技術がこ

の倫理的基準の対照となり、また同時に意

思決定者向けの思考フレームワークも提供

されている。

3－6. 中国

中国では、諸外国との競争を重視してい

る。政策においては、Alibaba 社や Tencent

社に代表される民間企業主導の取り組みを

中心に据えていることが特徴で、民間企業

が各地域での研究開発と実証実験を進めて

いる。また、2020 年までに AI 産業を中国

経済の中心に据え、それを通じて経済成長

を目指すために「次世代 AI 発展計画」が

発表されている。この計画では、政府が民

間企業を指名し、率先して官民連携体制を

取る点が特徴であり、政府が州政府を指導

するのではなく、各企業がそれぞれ州政府

と協力する体制がとられている。実際に地

方政府として AI に関わる戦略をあげてい

る地域も多い。

Alibaba 社は、AI によるスマート医療サ

ービスの実現を目指している。とりわけ、

中国大衆の医療機関の受診における困難や

医療費の高額化を解決したいと表明するな

ど、次世代 AI 発展計画に盛り込まれたス

マートシティの領域を超えて事業拡大して

いる。Alibaba 社は、ヘルスケア関連企業と

共同で「医学 AI 開放革新応用プラットフ

ォーム」を作り、北京地域の 20 の医療機関

と、ブロックチェーン、AI、クラウドコン

ピューティング技術を基盤とした研究プラ

ットフォームとサービスセンターを設置す

る等の動向情報がある。

2018 年 4 月に中華人民共和国国務院によ

って発表された Internet-plus Healthcare で

は、インターネットを含む IT を通じて、オ

ンライン病院やビッグデータを利用した疫

学的予測、感染症の症状のモニタリングの

可能性を示している。これを通じて中国政

府はヘルスケアの現代的なマネジメントの

導入、リソース分配の最適化、サービスの

形態の変容、効率の向上、そして急増する

ヘルスケアの負担への対応を目指すと説明

している。そのためには国内のデータカタ

ログや標準システムの統合と制度化、医療

の基礎標準の制定、データセキュリティー

及び個人情報保護改善、情報のシェアの実

現が必要だと訴えている。

Ｄ．考察

人工知能の研究開発においては、質の高

いデータを大量に収集・整理することが重

要となる。しかし、医療用人工知能におい

ては、そのデータ収集・整理が、他分野に

おける人工知能開発のプロセスと大きく異

なっている。すなわち、データ収集・整理

の各フェーズにおいて、適切な倫理審査や

個人情報保護，電子カルテを含めたベンダ

固有のデータフォーマットの差異の吸収、

そして臨床現場におけるデータ解析を考慮
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した適切な測定・判読の粒度の設定などが

求められる。情報系ないし医療系を問わず、

この点をプロジェクトに関わる各人材が理

解していることが、プロジェクトの成功に

関わりうると考えられる。

しかしながら、医療用人工知能人材育成

を支援すべき行政・政策企画側は、医療用

人工知能の研究開発に直接関わる機会に乏

しいことに加えて、こうした情報を整理し

た教材が欠けてきたと考えられる。そこで、

本研究分担では、行政官を含む政策立案者

が医療用人工知能人材育成に必要な情報を

学ぶために、情報政策の歴史と、諸外国に

おけるが医療用人工知能人材育成に係る政

策をまとめた教材の作成を目指した。

調査の結果、保健医療の将来に向けて、

各国共に AI 技術や医療用データを重視し

ていることが明らかとなった。保健医療用

AI そのものを国家戦略と位置づけるかは

国によって異なるものの、保健医療上の問

題と密接に関係しうる重要政策として捉え

られていた。そのために、個別の研究開発

への投資だけでなく、政策やビジネス、研

究コミュニティにおける人材の育成や国家

的な AI・データ活用のための教育、ガイド

ライン策定による円滑な利活用を狙うなど

包括的な取り組みの重要性を訴えているも

のが多かった。また、世界的な AI 競争の

なかでの自国の立ち位置と、自国の保健医

療上での課題、現行制度、過去の医療 IT

政策などの取り組みを踏まえた上での議論

が展開されており、同様な政策であっても

異なった政策的な背景や事情を有する可能

性も示された。

各国の保健医療用人工知能についての政

策を大きく分類すると、IT を含めた過去の

取り組みを踏まえてインターネットやデー

タサイエンスを中心にそれを発展させる方

向性、自国の保健医療体制の問題点を踏ま

えて企業との連携を高める方向性、医療・

ヘルスケア、その他教育、規制など AI と

関連して進めてきた取り組みや自国の研究

機関の存在感を増す方向性、またトップダ

ウンで注力領域を決定する AI 戦略の方向

性が確認された。

日本は、各国の AI 競争下での立ち位置

と自国の抱える保健医療上の課題を踏まえ

た上で、包括的な政策議論を展開していく

ことが期待される。今回調査した各国は、

いずれも多様なステークホルダーの調整や、

高度人材の育成と国際的な移動、AI と研究

を先導する国際的な企業の動向を踏まえた

上で自国のリソースを活用した取り組みを

具体化させている。今後、諸外国の政策動

向を分析することにより、より効果的な政

策企画を進めることが期待される。

Ｅ．結論

本研究分担では、研究分担者の進めてき

た医療用人工知能に係る研究教育経験を

基として、医療用人工知能人材が有するべ

き資質について考察した。

情報系の人材としては、ディープラーニ

ング技術に代表される人工知能技術に関

する理解は欠かせない。しかし、それに加

えて、医療現場そのものや対象疾患、そし

て倫理審査や個人情報保護を含めた知識

が望まれる。一方、医療側の人材としては、

数学やプログラミング等情報技術に対す

る早い段階からの習熟を通じて、臨床にお

いて各種の情報を記録する際、データの 2

次活用を念頭においた測定や記載が求め

られる。さらに、医工連携を通じた両者の

コミュニケーションの改善が望まれる。こ

の点においては、諸外国においては情報学

の学位を有した医師が少なからず存在す

ることからも、我が国においても関連研究

をリードしていく人材の育成に向けた政

策的な支援が望ましい。

また、医療用人工知能技術に代表される

各種医療技術は、研究開発や許認可等にお
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いて政府の政策動向に大きく影響を受け

ている。それにも関わらず、医療用人工知

能技術のような新しい技術は、法的規制を

含む政策的な観点からの研究の蓄積が乏

しい。また、政府による研究開発投資によ

って発展の方向性が大きく左右されるこ

とから、前年度に引き続き、政策立案者・

意志決定者を対象として医療用人工知能

技術について啓蒙するための教材の開発

を試みた。それらの成果は、「我が国にお

ける情報政策の歴史と失敗」、および、「保

健医療用 AI に関する諸外国の方針および

人材指針」として整理することができた。

今後、研究成果物の活用を通じた医療用

人工知能に関わる各種人材の育成に向け

た各種政策の充実が期待される。

Ｆ．研究発表

１．論文発表

なし

２．学会発表

なし
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

分担研究報告書

医療用人工知能技術の医師受容要因に関する検討

研究分担者

木村　眞司
（札幌医科大学医療人育成センター教養教育研究部門）

奥村　貴史
（北見工業大学 工学部 地域未来デザイン工学科）

研究協力者

小笠原　亜美
（旭川医科大学医学部医学科学生）

研究要旨

医療用人工知能(AI)の研究開発に際しては、各医療機関の研究開発への参加や学会レ

ベルでの大規模研究の実現等において、各組織の長や学会幹部の理解が不可欠である。

しかしながら、これら意思決定に関与する人材を対象とした医療用人工知能の教材がな

く、各プロジェクトの負担となってきた。一方、これらの人材には、一方的な情報提供

は必ずしも有効ではなく、むしろ、対話を通じた信頼の醸成や疑問の解消が行動変容に

繋がりうる。そこで、本研究分担は、医療用人工知能の普及に向けて、これら各分野の

指導者を対象とした啓発活動のあり方を検討した。

今年度の研究では、医師による医療用 AI の受容度に影響を与える要因と受容度を変

化させるために有用と考えられる情報について検討するため、医師数名にインタビュー

を行った。その結果、受容度に影響を与える要因として自身の専門領域や関心分野にお

ける「関連度」と「利便性」、及び医療用人工知能に関する「理解度」が関係している

ことが示唆された。こうした要因について、対象の利益となりうる情報を提供すること

が受容的な態度変容を得る上で重要になると考えられる。

そこで、これらの知見に基づいて、医師における人工知能技術の受容における決定因

を定量的に明らかとする研究計画の策定を試みた。また、プライマリ・ケア連合学会に

おけるシンポジウム開催や学会幹部との意見交換を通じて、学会における長期戦略策定

に向けた学会長諮問委員会(2050 年のプライマリ・ケア検討委員会)において、委員会議

論における軸の一つとして医療用人工知能技術の発展と活用を据える体制を敷くこと

ができた。医師における技術受容の決定因定量化については、研究期間内に実施するこ

とができなかったが、次年度における実施を通じて医師の技術受容促進に向けた基礎的

知見の獲得を図りたい。また、今後、学会レベルでの技術活用の検討を深めることによ

り、医療系学会幹部を対象とした医療用人工知能の啓発手法の確立に繋げたい。
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Ａ．研究目的

人工知能技術の発展に伴い、医療分野へ

の応用が期待されている。しかしながら、

医療用人工知能研究は研究人材の欠如より

も研究プロジェクトを支える人材により制

約を受けることが明らかになりつつある。

そこで、医療用人工知能分野の発展に向け

た人材育成の一貫として、本研究分担では、

昨年度より医療用人工知能の開発や普及に

関わる意思決定者の啓発を進めてきた。

昨年度の研究では、総合診療の臨床現場

における医療用人工知能のニーズや課題の

ヒアリングを行った。これにより医療用人

工知能が臨床現場の抱える問題を解決しう

る可能性があることを確認する一方で、活

用に向けてはまだ解決すべき課題が存在す

ることを明らかにした。今後、こうした課

題を解決し、医療用人工知能の活用を進め

ていくためには、ユーザーとなる医師及び

研究協力に関わる医療機関の意思決定者に

技術が受容され、協力を得る必要がある。

しかし、医師の中には人工知能技術に受容

的な者だけでなく、否定的な者も少なから

ず存在する。

一般的に、医師のように高度な職能を有

した専門職においては、不足している情報

を一方通行に提供する「欠如モデル」は機

能しないと考えられる。実際、医師を対象

とした医薬品や医療技術の営業活動におい

ては、薬剤師資格者等質疑に耐える人材を

充てると共に、その分野の指導的な立場に

ある医師に依頼し各地の医師会における講

演を通じた啓発活動が行われる。そこで、

医療用人工知能の啓発に際しても、このよ

うな「双方向モデル」や「インフルエンサ

ーマーケティング」が欠かせないものと考

えられる。

しかしながら、医療用人工知能は、市販

化された薬剤とは異なり依然として発展途

上の技術と言える。現状では十分な性能が

得られないケースが多く、その性能向上に

向けた研究開発自体への協力医師の獲得が

求められる特殊な状況にあるため、一般的

な医療技術以上に理解に向けた難度が高い。

そこで、医療用人工知能技術の啓発に向け

て、どのような情報提供をすれば医師によ

る理解が進み、また、受容的な態度変容が

得られるのか、医師の技術受容に関わる要

因を検討するための知見の収集を図った。

Ｂ．研究方法

本研究では、医療用人工知能技術に対す

る医師受容の因子を明らかにするために、

まず、2 名の医師を対象にヒアリングを行

った。その際、それぞれの医師における技

術受容因を明らかとしていくために、半構

造化面接を採用した。この面接では、構造

化された質問によって相手の属性や受容態

度について明らかにした後、人工知能に関

する対象の理解を確認し、それを受けて要

因を検討するための質問を行った。その上

で、最後に本面接による受容態度の変質の

有無を確認するための質問を行った。

インタビュー対象

１. 大学病院消化器内科医師(卒後 10 年目)

T 氏

２. 大学医学部病理学講座教員・医師(卒後

年目)N 氏

主な質問内容

Q１: 相手の属性情報

Q２: 技術受容度、及び技術に対する態度

    (初期値確認)

Q３：医療用人工知能に対する理解度確認

※以下、受容態度や理解度に合わせた質問

QN ：技術受容度、及び技術に対する態度

(最終値確認)
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Ｃ．研究結果

１．大学病院消化器内科医師 T 氏

T 氏は大学病院に勤務する消化器内科の

内視鏡医(卒後 10 年目)であり、近年技術進

歩の激しい内視鏡医療を中心に情報収集を

行っていた。医療用人工知能については、

人工知能や先進医療について広く情報収集

をしているというよりも、あくまで自身の

専門分野に関わる部分についての情報とい

う形で認知していた。中でも、T 氏が注目

する医療用人工知能として挙げたのが、サ

イバネット社が昭和大学や名古屋大学と共

同で研究開発を行っているエンドブレイン

(EndoBRAIN)である。エンドブレインは内

視鏡画像を利用して癌か非癌かを識別する

医療用人工知能であり、2018 年 12 月には

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律(薬機法)の承認

を受けている。T 氏はこのエンドブレイン

について、内視鏡治療について多くの論文

を発表している昭和大学の研究として詳細

に理解していた。

T 氏はこのエンドブレインを医療用人工

知能の一つとして例に挙げ、医療用人工知

能による癌の識別や確率の提示により内視

鏡診断の精度や速度が向上することを期待

していた。特に内視鏡による診断や治療は

医師によって能力差が大きく出る分野であ

り、人工知能によってそうした能力差が是

正される可能性について言及し、実際に是

正される状況下になれば医療用人工知能も

注目も集まるだろうと発言した。その一方

で、医療用人工知能の学習に使われるデー

タが人間の医師によって作成されたもので

あり、データを提供する施設による偏りや

その正確さについて懸念を示した。その上

で医療用人工知能による誤診が起きた場合

に対する責任の所在が曖昧になる件につい

ても問題が残っていると指摘した。

また、エンドブレインが高倍率の内視鏡

画像診断に特化したものであることについ

ても触れ、人間の医師が低倍率から高倍率

の画像を使って総合的に診断するのに対し、

エンドブレインによる診断支援が限定的な

用途に限られることから、エンドブレイン

や医療用人工知能が医師に代わるレベルに

達するにはまだまだかかるだろうと T 氏は

結論づけた。特に、医師の業務が癌か非癌

であるかという「存在診断」以外に「組織

診断」や「範囲診断」にも広がる上に、治

療行為に及ぶことから代替可能性は極めて

低いとした。一方で、医療用人工知能によ

る治療行為の代替や支援については期待し

ている旨の発言があり、内視鏡手術につい

ては切開箇所のマークをしてくれるだけで

も十分に有益であるとした。

T 氏の医療用人工知能に対する受容度に

ついては、総じて「期待はしているものの

課題が多く実用レベルにはない」という中

立からやや受容的に近いものであると言え

る。また、エンドブレインのような自身の

専門分野に関わる人工知能についてはかな

り詳細に理解していた一方で、メディアへ

の露出が多かった IBM の「ワトソン

(Watson)」を認知していなかったことから、

自身の専門領域にどう関わってくるかとい

う点が医療用人工知能の理解における重要

な点であることが改めて確認できた。

２．大学医学部病理学講座教員・医師 N 氏

N 氏は病理学の専門家である医師 (卒後

20 年目)であると同時に、独学で病理組織

診断支援人工知能の開発を行っている研究

者でもある。N 氏には情報系のバックグラ

ウンドはなかったものの、学生時代からコ

ンピュータに関する興味を持っていたとい

うことで、ディープラーニングに端緒を発

するブームを受け、独学で勉強を進めたと

のことだった。特に病理学分野においては

早い段階から医療用人工知能の研究を行っ
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ており、人工知能の活用を進めていく立場

にある医師である。

このような背景を持つことから、人工知

能に関する理解度も高く、医療用人工知能

に関する不安や懸念にいても「あまりない」

と発言している。医療用人工知能も他の技

術と同様に、利便性に応じて広まっていく

かどうかが決まるだけであり、それについ

ては従来の技術と変わらないとした。医療

用人工知能の使用によって生じる責任問題

についても、従来の医療機器と同様に人間

である医師が行うことになるとしつつ、将

来的に人工知能が人間より信頼されるよう

な社会になった場合は別であると指摘した。

N 氏は技術に対して総じて受容的な態度

であるものの、現状の医療用人工知能の実

用性に対しては懐疑的な意見をもっていた。

現時点での医療用人工知能は医師の補助す

ら難しく、ダブルチェックのためのツール

という位置づけに過ぎず、あくまで医師の

仕事を少しだけ楽にする程度のレベルでし

かないと発言した。また、医療用人工知能

が医師に取って代わる可能性については、

まだまだ時間がかかるものの仮にそれが実

現したとしてもそれも技術の進歩の形であ

り、医師は別の仕事を探せば良いだけとし

ており、こうした点についても受容的な態

度が見受けられた。

医療用人工知能の普及における壁として

N 氏が挙げたのが「利便性の閾値」であり、

ユーザー側が便利であると感じるかどうか、

また、仕事の中で必須のツールになるかど

うかが全てだとしていた。ディープラーニ

ングを中心とする人工知能技術の可能性に

ついては未知数としながらも、現在はまだ

まだそれを活かせていない段階で、人々が

便利に感じるようになっていないことが原

因で普及しないという考えだった。ユーザ

ーからのフィードバックを経て改良を加え、

利便性の閾値を超えた時に一気に普及する

だろうとのことだった。また、意思決定者

の理解も重要である一方で、閾値を超えれ

ば理解度の低い人にも広がっていくと指摘

した。さらに、大きなブレイクスルーを促

進する可能性がある技術として、N 氏は学

習データのラベル付けや選定を自動化する

技術を挙げた。ディープラーニングの開発

において学習データの収集と選定は大きな

割合を占めており、この部分を効率化する

ことでディープラーニングの学習は大幅に

効率化するとのことだった。

一方で、普及には現場の人間と技術者の

協力関係も不足しているとし、N 氏自身も

人工知能の開発者と情報交換の機会を模索

しているものの機会が無いとのことだった。

この点については、医療関係者も技術者も

互いに専門領域に留まっているせいで関わ

りを持つ機会が少ないのではないかと指摘

している。互いに必要な情報を持っている

はずなので、互いの関心領域を広げ、交流

の機会を設けることが今後必要になってく

るのではないかと発言している。

以上のように、N 氏は医師でありながら

も開発者でもあるという背景からか、極め

て受容的な態度をもっていることがわかっ

た。また、医療用人工知能の現状を正しく

理解していることから現実的な視点を持っ

ており、医療用人工知能の活用に向けた課

題についても様々な見解を持っていた。こ

うした受容度の高い医師との協力関係は、

医療用人工知能の啓発においてより重要に

なってくると考えられる。

Ｄ．考察

本研究により、受容度に影響を与える可

能性のある要因がいくつか確認できた。

1 つ目は T 氏のケースで顕著に見られた

「関心分野との関わり」である。関心が高

い分野で注目を集める技術が登場し、課題

が多かったとしてもその技術によって専門

領域に良い影響を与える状況を提示できた
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という点は受容度に大きな影響を与えた可

能性が高い。特に内視鏡治療は医師によっ

て能力差が顕著に現れるという課題を抱え

ており、この問題を解決する方法を示した

点は無視できない。また、N 氏が医師にな

る前からコンピュータに関心を持っていた

という点は注目に値する。情報領域でディ

ープラーニングのような注目度の高い技術

が登場し、医師の専門領域とは関わらない

囲碁の分野で注目されたとしても、その開

発環境が整備され、独学で開発できる環境

があったことは受容度に大きな影響を与え

たと考えられる。

2 つ目は「利便性の認知」が挙げられる。

N 氏も言及していたように医療用人工知能

に関する理解度が低かったとしても「便利

であれば人は受容する」というのはシンプ

ルでありながらも重要な知見である。現状

の医療用人工知能には課題が多く実用性に

乏しいため、人工知能に対する理解度が低

い層に対しては利便性が正しく認識されな

い。その一方で、影響領域が限定的だった

としても、T 氏のケースのように関心分野

に合致し、将来的な発展の可能性を示すこ

とができれば態度は受容的に変化しうる。

また、技術の利便性は段階的に高まってい

くものであるため、受容度に変化を与える

具体的な閾値を知ることも重要になる。

3 つ目は「技術に対する理解」である。T

氏は内視鏡医療に関する研究を行っている

昭和大学の論文をチェックしており、論文

を通じて技術に対する理解を深めている。

N 氏はウェブサイトや書籍を通じて独学で

勉強しており、独学で人工知能に関する理

解を深められる環境や新しい技術に触れる

機会の存在は受容度に影響を与えた重要な

要因と考えられた。また、両氏共に医療用

人工知能が抱える課題の１つにデータの扱

いを挙げている。データの質と量が医療用

人工知能の性能に大きな影響を与えること

を理解しており、それ次第で医療用人工知

能は有用にもなれば無能にもなると認識し

ており、こうした認識の有無が受容度に影

響を与えていると考えられる。その他、利

便性の閾値は技術に対する理解度によって

変化する可能性があるため、理解度によっ

てその閾値がどのように変化するのかを把

握することも必要になりうる。

以上の点から、関心分野において十分な

利便性(またはそのポテンシャル)があるこ

とを示した上で、技術に対する理解度を高

めれば医師や意思決定者を受容的な態度に

誘導できると推測される。その上で課題と

なるのは、利便性の周知と技術に対する理

解の促進である。医療用人工知能が関わる

領域は広く、診断や治療にとどまらず医療

事務に関する人工知能も登場しており、関

心分野に関わる医療用人工知能というのは

多かれ少なかれ存在する。しかし、分野毎

にその進歩の度合いに大きな差があり、実

用性の高い技術が登場している分野では強

い関心をもって迎えられている一方で、関

わりがあるものの実用性が低く関心を持た

れていない分野が存在している。また、人

工知能の技術を理解するためのリソースや

機会も不足していることから、関心が高い

分野では「仕事が奪われる」といった誤解

が広まり、根拠のない脅威として受け止め

られている。また、関心が低い分野では「人

工知能は使えない」と受け止められている

と考えられる。

今後、医療用人工知能技術の啓発に向け

て医療用人工知能の利便性の周知と理解の

促進を進めていく必要があるものの、利便

性を高めるための研究開発に医師や医療機

関の意思決定者の協力が必要不可欠あり、

受容度が低い状態では協力を得ることも難

しい。そのような状況下で、医療関係者に

対し医療用人工知能に関する理解を深める

機会を設けることは、医療用人工知能の潜

在的な可能性を示す上でも重要な役割を果

たすと考えられる。
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Ｅ．結論

医療用人工知能の研究開発に際しては、

各医療機関の研究開発への参加や学会レベ

ルでの大規模研究の実現等において、各組

織の長や学会幹部の理解が不可欠である。

しかしながら、これら意思決定に関与する

人材を対象とした医療用人工知能の教材が

なく、各プロジェクトの負担となってきた。

一方、これらの人材には、一方的な情報提

供は必ずしも有効ではなく、むしろ、対話

を通じた信頼の醸成や疑問の解消が行動変

容に繋がりうる。そこで、本研究分担は、

医療用人工知能の普及に向けて、これら各

分野の指導者を対象とした啓発活動のあり

方を検討した。

今年度の研究では、受容度に影響を与え

る要因と受容度を変化させるために有用と

考えられる情報について検討した結果、受

容度に影響を与える要因として自身の専門

領域や関心分野における「関連度」と「利

便性」、及び医療用人工知能に関する「理解

度」が関係していることが示唆された。こ

うした要因について、対象の利益となると

なりうる情報を提供することが受容的な態

度変容を得る上で重要になる。

そこで、これらの知見を踏まえて、医師

における人工知能技術の受容における決定

因を定量的に明らかとする研究計画の策定

を試みた。上記によると、医療用人工知能

への理解を深めるうえでは、自らの診療科

に関わる医療用人工知能の研究開発に関わ

ることが効果的と考えられる。ただし、本

研究の実施に際しては多くの医師をリクル

ートする必要があることから、研究期間内

に実施することができなかった。今後、次

年度以降、医師の技術受容促進に向けた基

礎的知見の獲得を目指して実現を図りたい。

また、昨年度から始めた研究活動の一環

として、プライマリ・ケア連合学会におけ

るシンポジウム開催や学会幹部との意見交

換を進めた。その結果、学会における長期

戦略策定に向けた学会長諮問委員会 (2050

年のプライマリ・ケア検討委員会)において、

委員会議論における軸の一つとして医療用

人工知能技術の発展と活用を据える体制を

設けることができた。今後、学会レベルで

の技術活用の検討を深めることにより、医

療系学会幹部を対象とした医療用人工知能

の啓発手法の確立に繋げたい。

Ｆ．研究発表

１．論文発表

なし

２．学会発表

なし
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医師による医療用人工知能技術の技術受容決定因の検討

研究の背景

人工知能技術の発展に伴い、医療分野への応用が期待されている。この医療用人工知能

の活用には、ユーザーとなる医師の人工知能に対する理解や受容的な態度が重要な要素と

なる。しかしながら、医師の中には人工知能技術に受容的な者だけでなく、否定的な者も

少なからず存在する。

一般的に、医師のように高度な職能を有した専門職においては、不足している情報を一

方通行に提供する「欠如モデル」は機能しないと考えられる。実際、医師を対象とした医

薬品や医療技術の営業活動においては、薬剤師資格者等質疑に耐える人材を充てると共に、

その分野の指導的な立場にある医師に依頼し各地の医師会における講演を通じた啓発活動

が行われる。そこで、医療用人工知能の啓発に際しても、このような「双方向モデル」や

「インフルエンサーマーケティング」が欠かせないものと考えられる。

しかしながら、医療用人工知能は、市販化された薬剤とは異なり依然として発展途上の

技術と言える。現状では十分な性能が得られなかったり、性能向上に向けた研究開発自体

への協力医師の獲得が求められる特殊な状況にあり、一般的な医療技術以上に理解に向け

た難度が高い。そこで、医療用人工知能技術の啓発に向けて、どのような情報提供をすれ

ば医師による理解が進み、また、受容的な態度変容が得られるのか、医師の技術受容に関

わる要因を検討するための研究を企画した。

作業仮説

医師を対象とした医療用人工知能の啓発に際した課題の一つとして、予備研究を通じて、

そもそも医師にとって医療用人工知能に接する機会自体が限られていることが明らかとな

っている。そこで、単に啓発に向けた情報を提示するだけでなく、実際に技術へと触れる

機会の提供を通じて技術に対する理解が増すものと作業仮説を立てた。さらに、研究開発

過程への参加を通じて、技術への受容が促進される可能性を着想した。

そこで、医療用人工知能技術に関する教材を開発すると共に、「実際に医療用人工知能

を試用する」、「実際に医療用人工知能の研究開発を体験する」という 2 種類の介入によ

って、技術への理解と受容が変化しうるかを評価したい。医療用人工知能技術の教材とし

ては、医療用人工知能の現状と研究開発に求められる過程を情報提供する。また、医療用

人工知能の研究開発としては、医師の知識をコンピュータに教えるために、医師の手によ

り大量の「教師データ」を作成する単純作業を実体験するものとする。
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研究デザイン

研究デザインを図１に図示する。約 200 名の医師を、医療用人工知能の試用群と非試用

群に割り付ける。なお、対象として、医療用人工知能の利用経験者は被験者より除外する。

非試用群の約 100 名は、さらに、マイクロタスク実施群と非実施群に割り付ける。試用群

の約 100 名も同様に、マイクロタスク実施群と非実施群に割り付ける。以上により、医師

を 4 群に分け、2 種の介入の有無による医師の技術受容の変化を評価する。これにより、技

術に接する環境の有無、研究開発への参加の有無が、医療用人工知能に対する医師の態度

決定に与える影響を検証する。

医療用人工知能としては、我々の研究グループが開発した診断支援システムを用いる。

また、医療用人工知能の機能と精度の向上に向けた実作業としては、医療用人工知能研究

で必要とされている、「Web コンテンツを対象とした医学的有用性の判定タスク」、「退

院サマリ生成タスク」、「疾患類似度判定タスク」、「ICD コーディングタスク」等をマ

イクロタスクとして提示する。

研究の意義

医療用人工知能は、我が国や世界の医療水準の維持・改善に向けて有望な技術と考えら

れる一方で、医師側に、医師が不要となるのではないかという不安や技術の安全性への懸

念が存在する。本研究により、介入により技術受容が改善しうることを示すことで、医療

用人工知能の発展に向けた貢献が期待される。

医師
(200 名)

無作為
割り付け

技術
受容
評価

無作為
割り付け

図 1. 医師による医療用人工知能の技術受容検討

教材
提示

教材
提示

教材
提示

教材
提示

無作為
割り付け

診断支援
システム

試用
マイクロ
タスク

マイクロ
タスク
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

分担研究報告書

歯科における人工知能の研究と人材育成に関する事例検討

～大阪大学歯学部附属病院での取り組み～

研究分担者 安藤 雄一
（国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 統括研究官）

研究協力者 野崎 一徳
（大阪大学歯学部附属病院・医療情報室）

研究協力者 小山 和泉
（医療法人社団皓有会小山歯科・矯正歯科クリニック）

研究要旨

医療用人工知能技術の発展に向けて、研究予算や研究に要するデータ環境の整備等

への政策的な支援が求められている。そうした状況下で、医療用人工知能技術の歯科

への応用事例の検討を進めたところ、この1年間で当該分野の研究開発が大幅に進展し

たことが明らかとなった。さらに、その背景として、従来争点となってきた研究開発

予算やデータでなく、人材とその人材間の交流が大きな役割を果たしたことが明らか

となった。そこで本研究分担では、大阪大学歯学部附属病院における取り組みを取り

上げ、人材育成的な観点から同病院で生じたAI研究の進展状況とその要因について、

事例検討を行った。

ソーシャル・スマートデンタルホスピタル(Social Smart Dental Hospital、以下S

2DH)は、大阪大学歯学部附属病院、大阪大学サイバーメディアセンター、NECシス

テムプラットフォーム研究所の三者による産学連携プロジェクトである。当初、大阪

大学サイバーメディアセンターからの歯学部附属病院に対して共同研究依頼があり、

画像等の深層学習向きの医療情報を用いて共同研究を開始した。その後、産学連携プ

ロジェクトとしてミーティングを重ねた結果、単にAIをいかに歯科医療に導入するか

という視点を超えて、社会に繋がるAIを中心とした新たな口腔保健サービスの実現を

目指す構想が具体化するに至った。それが、S2DH構想であり、2018年3月9日にキッ

クオフミーティングが行われ、2019年3月19日には第2回シンポジウムが開催された。

シンポジウムでは、この1年の間に同プロジェクトにおける研究水準が大幅に向上して

いることが確認された。

こうした研究進捗の背景には、研究費やAIに堪能な人材の増加ではなく、大学研究

者らによるAI技術への関心が研究者らの潜在能力を刺激・賦活化したと共に、彼らが

協働しやすい環境が存在した影響が大きいものと考えられた。
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Ａ．研究目的

本研究班においては、医療用 AI の研究

プロジェクトを進めるうえで三種の人材

育成、①医療用 AI の研究開発や導入の意

志決定に関与する人材育成、②研究の多様

性を高める人材育成、③研究の生産性を高

める人材育成が重要となると想定してい

る。そのうち、本分担研究は、②の一環と

して、歯科を対象とし活動してきた。

昨年度は、歯科と AI に関する文献検索

やネット検索を行い、歯科における AI 導

入に関する取り組みの概況について報告

した 1)が、その中で大阪大学歯学部附属病

院におけるソーシャル・スマートデンタル

ホスピタル (Social Smart Dental Hospital:

S2DH)2)
の取り組みとして 2018 年 3 月 9 日

に行われたキックオフシンポジウム (資料

1)の内容を簡単に紹介した
3,4)

。

本シンポジウムは１年後(2019年 3月 19
日)にも開催され(資料 2) 5)

、筆者ら(安藤、

小山)も参加したが、1 年間で長足の進展を

遂げている様子が窺えた。本報告発表者の

野崎は S2DH 構想の事務局を担っている。

今回、大阪大学歯学部附属病院の取り組

みについて事例報告・分析を行うことによ

り、今後の AI 研究展開に示唆を得ること

ができるのではないかと考え、同病院にお

ける S2DH 構想について事例報告し、人

材育成的な観点から同病院で生じた AI 研

究の進展状況とその要因について検討す

ることとした。

Ｂ．研究方法

大阪大学歯学部附属病院におけるソー

シャル・スマートデンタルホスピタル

(Social Smart Dental Hospital: S2DH)に関す

る取り組みについて、構想の概要、取り組

みの経過、関与した組織とその連携状況、

人的資源、予算等について整理し、事例報

告を行う。

Ｃ．研究結果

1．S2DH の概要

S2DH(図 1)は、大阪大学歯学部附属病院、

大阪大学サイバーメディアセンター、NEC

システムプラットフォーム研究所の三者が

中心となって 2018 年 3 月 9 日にスタート

した産学連携プロジェクトである。その概

要は、ウェブサイトにおいて以下のように

説明されている(図 2)。

『あらゆるものがネットワークによって繋がる

スマートシティーやソサイエティにおいて、

歯学部附属病院は数少ない口腔専門病

院として、持てるだけの知識と技術を情報

化します。システムプラットフォーム研究所

は、スマートシティやソサイエティと医療情

報を安全安心に繋ぎます。サイバーメディ

アセンターは、集中する膨大なデータを超

高速なスーパーコンピューターを駆使して

処理し、医療関係者と共に新たな知識と

技術を創発させます。それによって得られ

た果実は、今後世界中で増える高齢者の

救いとなり、途上国においても得難いもの

となると願っています。S2DH が目指すも

の、それは個人個人が医療を身近に感じ

ることができ、自分にとって納得できるサー

ビスを受けるために、自身も情報を発信し、

お互いの情報で自分の健康を守る、そうい

った社会です。』

2．S2DH における各組織の連携

S2DH は前述したように、大阪大学歯学

部附属病院、大阪大学サイバーメディアセ

ンター、NEC システムプラットフォーム研

究所の三者による産学連携プロジェクトで

あり、その役割分担は以下の通りである。

・ 大阪大学歯学部附属病院は診療現場

にて、安全かつ効果的な治療方法を、
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データに基づいた AI 分析によって戦

略的に導き出し、患者に治療の選択肢

を提供する。

・ 大阪大学サイバーメディアセンター

は、これまで歯学部附属病院で蓄積し

てきた最先端の歯科医療のノウハウ

を広く地域に活かすための ICT サー

ビスプロバイダとしての役割を担っ

ている。これにより、大阪大学全体と

して、より患者の嗜好に合致した包括

的な治療方法を提案することで、家庭

でも可能な異常の早期発見など、日常

的な口腔健康維持に貢献することを

目指している。

・ NEC システムプラットフォーム研究

所はこの構想を実現するために必要

な、最新のスーパーコンピューティン

グ技術をはじめとする ICT 技術を提

供している。

3．S2DH で取り組んだ AI 研究テーマ

歯学部附属病院では、(1) 矯正歯科用、(2)

舌粘膜病変、(3) 歯の喪失、(4) 歯周病 AI

の４領域での AI 活用を、サイバーメディ

アセンターでは、病院のデータを計算機セ

ンターで高速処理するための (5) セキュ

ア・ステージングの研究開発を進めてきた。

各プロジェクトの取り組みについて、以下

に概観する。

(1) 矯正歯科用 AI (瞬時に効果的な治療計

画を立案)

矯正歯科は、医療の中でも最も扱う情報

量が多い分野の一つである。歯学部附属病

院矯正科は、これまでに三次元模型・顔形

態・レントゲン情報など、様々な複合情報

を解析する AI システムの開発に取り組み、

そのいくつかを発表してきた
6-9)

。これら

の診断支援システムを NEC のコンピュー

図 1. ソーシャル・スマートデンタルホスピタル (S2DH) 構想の概要

- 43 -



ティング・ネットワーク技術と組み合わせ

ることにより、包括的な口腔情報データ分

析とその共有の仕組みを提案する。

(2) 舌粘膜病変 AI (口腔内写真により病変

の早期発見、見落とし防止を支援)

歯学部附属病院では、患者の口腔内を撮

影するだけで口腔外科等の専門的医療機関

へ受診の必要性を確認することが出来る

AI の開発に着手し、国内の専門学会でも成

果を報告し、表彰された。このシステムは、

口腔内写真から、がんや前がん病変、口内

炎などを自動的にスクリーニングし、病変

の早期発見、見落とし防止の支援を可能と

するためのもので、現在も実用化に向けて

開発をすすめている。

(3) 歯の喪失 AI (データ同化技術を用いた

歯欠損シミュレーション)

高齢者の歯の欠損に関する危険性の予測

を、膨大な高齢者歯列データを AI に学習

させることで実現する。これにより、歯を

失いやすい患者を早期に判定し、健康寿命

に大きな影響を与える高齢者の歯の健康と

口腔ケアの拡充に貢献することを目指して

いる
10-12)

。

(4) 歯周病 AI

大阪大学歯学部附属病院に蓄積された歯

周病検査結果と口腔内写真とを二次利用し、

口腔内写真から歯周病重症度を推定する

AI を開発中である
13-16)

。これにより全身

疾患との関連性が高い歯周病を早期に発見

し、全身疾患の早期予防の実現に貢献する。

図 2. S2DH のウェブサイトにおける S2DHの概要説明  http://s2dh.org/about/s2dh/
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(5) セキュア・ステージング (医療データ

のセキュア分割、統合管理)

従来は病院外への持ち出しが難しかった

医療データについて、スーパーコンピュー

タをはじめとする最先端のコンピューティ

ング・ネットワーク技術を用いて解析する

ために、ネットワーク経路、ハードウェア

デバイス、メモリデータ、システム占有時

間などをセキュアに分割する仕組みと、そ

れを統合管理するソフトウェアを開発する。

これにより、データの秘匿度に応じてセキ

ュリティレベルの設定を簡便かつ頑健に実

現し、医療データを計算機センターで迅速

に処理することができる。

4．S2DH のプロジェクト経過

1) 第 1 回シンポに至るまで(助走期)

S2DH の出発点は、大阪大学サイバーメ

ディアセンターからの共同研究依頼であっ

た。サイバーメディアセンターには NEC

による寄付講座が設置されており、そこで

は深層学習に関する研究と、情報システム

プラットフォームに関する研究が行われて

いた。そうした技術の適用先として歯学部

附属病院が適当だという判断がなされた。

まず、医療情報室に連絡があり、画像等の

深層学習向きの医療情報を用いて共同研究

を開始することとした。矯正科の協力も、

あり互いの満足する成果が得られることが

確認され、共同研究の枠組みを産学連携と

して B2B(Business to Business)レベルにま

で引き上げた。その際に病院長、副病院長

のイニシアチブが重要なファクターであっ

たと思われる。

何回かのミーティングを重ねた結果、単

に AI を用いた歯科病院ではなく、社会に

繋がる AI を中心とした口腔保健サービス

を提供するプロバイダーを誕生させるイメ

ージが形成され、ソーシャル・スマートデ

ンタルホスピタル構想が立ち上がった。

2) シンポジウム開催 (資料 1、資料 2)

S2DH 構想は、すぐさま産学連携プロジ

ェクトとしてプレスリリースされ
17,18)

、多

くのメディアに取り上げていただくことが

出来た。第 1 回 S2DH キックオフシンポジ

ウム(資料 1)3,4)
は、その一環として 2018 年

3月 9日に大阪大学銀杏会館で開催された。

積極的な広報活動を行った結果、約 200 名

の参加があった。

第 2 回シンポジウム(資料 2) 5)
は、各分野

の AI に関して個別に研究が推進された成

果を発表することを主たる目的として、1

年後の 2019 年 3 月 19 日に大阪大学歯学部

で開催された。定員 70 名のところ 100 名

超の参加があり、超満員の盛況であった。

第 1 回と比較すると、歯科関係の AI 研究

が進歩し(資料 1-③④、資料 2-③④⑤)、会

場からの質疑も第 1 回に比べて大幅に増し

たように思われた。

5. 人的資源と研究環境等の変化

S2DH 開始時から現在までの人的資源と

研究環境等の変化は以下の通りである。

人的リソース

現在、S2DH 構想開始から２年経過し、

人的リソースに変化はないが、AI 研究に取

り組む歯科の研究者の数は倍増した。

人材育成

AI の学習は、研究に取り組む歯科の研究

者個人で行っており、病院としてとくに研

修等は行っていない。

多職種との連携

一連の活動をサポートする他職種との連

携は盛んであり、情報系アカデミック研究

者のみならず、企業系研究者、エンジニア

が加わっている。但し、S2DH としてだけ
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ではなく、別プロジェクトに発展したケー

スが数件存在する。

環境面での変化

環境面での変化は特にないが、大学の体

制や予算についても同様に変化はない。変

化があるとするとこれからである。

第 1 回シンポジウムと第 2 回シンポジウ

ムの内容面での向上は顕著であった。時間

が経過すると深層学習に関する書籍や解説

した Web ページの量と質が向上し、学習を

すすめやすくなってきたことや、深層学習

に必要な計算機資源も低価格化が進んだ。

Ｄ．考察

S2DH 構想は、AI 研究の成功例と捉え

ることができると考えられる。そこで、成

功の要因について以下に考察を加える。

まず、大阪大学内での連携に関しては、

サイバーメディアセンターと歯学部附属

病院との関係が長年個人間で形成されて

きていた。歯学部附属病院と NEC との間、

サイバーメディアセンターと NEC の間で

も長年のシステム導入を通した関係が継

続していた。このことから、3 者が連携す

ることに関して抵抗が少なかった。

また大阪大学では全学的にデータサイ

エンスの推進が行われており、特にデータ

ビリティ研究機構の創設など、S2DH にと

って追い風が吹いていたといえる。

大学の歯学部附属病院では、AI に強い

関心を持つ臨床歯科医が複数存在したこ

と、病院内に設けられている医療情報室が

AI 研究を４年程度実施していた点が大き

いと考えられる。

なお、AI 研究の人材育成という観点か

らみて最も重要と思われることは、画像に

関するラベリングをいかに多く正確に行

えるかが AI の性能を決めるという状況下

において、本来的に研究として捉えられる

のか否かという問題である。すなわち、大

学で行うべき研究開発であるのかという

ことである。画像認識としての深層学習等

は産学連携プロジェクトとして行うべき

ものであり、もし研究として AI を研究す

るのであれば、単純に写真を集められれば

開発可能な AI に取り組むのではなく、研

究要素のある AI がどのようなものである

のかをしっかりと認識する必要がある。

予算面で特段の措置がなされたり、AI
についての勉強会や研修が組織全体とし

て強化されたわけではなかったという点

は、今後のわが国における AI 研究の振興

を図るうえで重要な示唆を与えるものと

捉えることができる。このことは大阪大学

歯学部・歯学部附属病院に勤務する研究者

クラスであれば、特段の予算措置や環境整

備を行わなくても、ある程度は自律的に動

き出す素地を有しているということなの

かもしれない。また、歯科は AI に適した

研究素材を有しているとみることができ

るのかもしれないが、S2DH というプロジ

ェクトの立ち上げによって研究者が元々

備えていた資質と研究志向が動き出した

ことは間違いないと思われる。

Ｅ．結論

大 阪 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 に お け る

S2DH 構想に関する取り組みについて、人

材育成的な観点から事例検討を行った。同

病院で立ち上げた AI 研究は、2018 年 3
月に行われた第 1 回キックオフシンポジ

ウムから 1 年後に行われた第 2 回シンポジ

ウムにかけて長足の進歩を遂げていた。こ

うした研究の進捗は、研究費や AI に堪能

な人材の増加によるものではなく、プロジ

ェクト化したことにより AI に関心を持つ

大学研究者の潜在能力を刺激・賦活化し協

働しやすい環境をつくった影響が大きい

と考えられた。

このように大阪大学歯学部附属病院が

S2DH に取り組む経過から見えてきた内

容は、今後のわが国における AI 研究振興

に際して多くの示唆を与える事例と期待

される。
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

分担研究報告書

保健医療福祉行政における人工知能応用に関する研究

要介護認定における AI 活用

研究分担者 神谷 達夫†, 岡本 悦司‡

（†福知山公立大学 地域経営学部 医療福祉経営学科 教授）

（‡福知山公立大学 地域経営学部 医療福祉経営学科 教授）

研究要旨

保健医療福祉行政においては、データの収集･整理･分析に膨大な手作業が発生し

ている。近年著しく発展した人工知能(AI)技術の応用による効率化が期待されるが、

行政内部の業務は一般に公開されておらず、効率化の検討が進んでいない。

そこで本研究分担では、要介護認定の認定審査に着目し、ケーススタディとして、

認定審査の AI 活用による効率化を検討した。

研究においては、各種 AI 関連技術を調査し、要介護認定審査のために適した方

法を検討した。その結果、簡単なテキストマイニングの手法と機械学習アルゴリズ

ムの 1 つであるロジスティック回帰分析のモデルを作成することができた。これ

により、要介護認定における認定審査会の業務を軽減できる見通しができた。

また、本研究で用いた処理方法は、現在のコンピュータ環境においては、容易に

実現できる方法であり、周知により AI を用いた保健医療福祉行政を効率化が期待

される。

一方、本研究を進めるにあたって、計算に用いるデータを使用できる形に修正す

るためには手作業が必要となった。この手作業を軽減するためには、近年普及しつ

つある RPA(Robotic Process Automation)の利用も考えられるが、現状の RPA 技

術には困難な作業も含まれる。今後、行政機関において電子データを作成する際に

は、各データ項目に対して、コンピュータが自動解釈しうるようなデータを持たせ

た型式になっていることが望ましいということが示唆された。

Ａ．研究目的

人工知能 (artificial intelligence: AI)は

人間の経験に基づく判断や意志決定を学

習により機械に代替させる技術であり、自

治体業務においても適用可能な業務への

活用により以下の効果が期待できる。

    1) 過去の経験知の活用

    2) 決定の迅速化

    3) 事務量と人件費の節約

本研究では、この AI の効果を保健医療

福祉業務に適用した場合の効果を考える

ためのケーススタディとして、要介護認定

の認定審査の効率化を検討した。

本研究において着目した介護保険の要

介護認定業務における非効率な要素は、以

下の通りである。

1) 市役所の介護保険担当職員も要介

護認定審査会委員も人事異動等で

頻繁に入れ代わり、その都度、素人
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からのスタートとなるため、判断ミ

ス等を誘発しやすい。

2) 現在の要介護認定では、被保険者か

らの申請→訪問調査員による訪問

調査→コンピューターによる一次

判定→かかりつけ医意見書→認定

審査委員会による二次判定と、時間

がかかる。

3) 認定審査委員会は多忙な専門職を

通常 5 人から構成される合議体で

あり、毎月の日程調整に市町村担当

者は忙殺される。また委員への日当

等も支払われる。

これらの非効率は、AI により下記のよ

うに解決できるものと期待される。

1) AI 導入により、過去の夥しい経験

知が継続的に生かせるため、人事異

動等による影響をなくして正確な

判断や意志決定が可能となる。さら

に無限に経験を蓄積することによ

り AI の判断力は向上してゆく。

2) AI 導入により一次二次判定を同時

実施できるので申請から認定まで

の時間を短縮できる。

3) 認定審査委員会業務に AI を導入す

ることにより事務量と費用を節約

できる。

本研究では、上記の AI 導入の利点を示

すために、要介護認定審査判定事例集 [1]

に示されている 32 例の判定結果から機械

学習アルゴリズムの 1 つであるロジステ

ィック回帰分析により、判定のためのモデ

ルを作成した。現時点では、この方法が最

善の方法であると示すことができていな

い。ただし、本稿で示すような簡単な方法

でも十分有用であり、AI の非専門家によ

っても AI 技術の恩恵を得ることができる

ことを示すことができた。

Ｂ．研究方法

本研究では、市町村役場における AI 適

用可能な業務を検討した。その結果、AI

を適用可能な業務は以下のような条件が

ある。

1) 定型的かつ多量に発生する判断・決

定業務

2) 基準が定められており、恣意的な決

定は避けるべきこと

3) 過去の判断事例とその理由の集積が

ある

以上の条件を満たす業務として、介護保

険の要介護認定業務が考えられたため、本

研究ではケーススタディとして介護認定

審査の効率化への AI 導入を検討した。

要介護認定審査の流れ

要介護認定審査とは、介護保険において

被保険者がどれだけの介助を要するかを

推定し、月単位の支給限度額を決定するた

めに不可欠の業務である。

介護保険の受給を希望する者は、まず市

町村に「要介護者であることを認めて欲し

い」と申請する。申請を受けた市町村は、

訓練された訪問調査員を派遣し、被保険者

の現状を観察し、調査票に記入する。調査

票は客観的なマークシート方式である。ま

た調査票に記入できない情報は「特記事

項」として文章として追記される(図 1)。

このマークシートは、市町村においてコ

ンピューター判定される。判定は、決定木

と呼ばれる手法によって行われ、要介護時

間が推計される。要介護度は推計要介護時

間に応じて以下のように判定される (コン

ピューターによる一次判定)。

しかしながら一次判定がそのまま確定

するのではなく、介護認定審査会にかけら
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れ、一次判定を見直すべきかどうか審査さ

れ、場合によって、重度又は軽度に変更さ

れることがある(二次判定)。

二次判定は、あくまで調査票に記載され

た特記事項と主治医意見書の記載内容の

みを基に一次判定を見直すべきかどうか

を評価するのであって決して一次判定か

ら審査しなおすのではない。

認定審査委員会は医療福祉の専門職 5

人程度の合議体からなり、事前に事務局

(市町村介護保険課)一次判定結果の資料を

作成し、それと特記事項と主治医意見書の

みを参照して審査する。最終的に判定を変

えるか否かを決定するが、その理由を事務

局が必ず議事録として作成する。

判定はしかし恣意的であってはならず、

委員が適切な判定をくだせるよう事例集

が刊行されている。事例集は全国の認定審

査委員会の議事録より精選されたもので

ある。本研究では、この事例集を題材にし

て要介護認定の判定の AIによるを試みた。

AI 処理の実例

今回は、AI の専門家でない者にでも理

解が容易でかつ容易に実現可能とするた

め、機械学習アルゴリズムの 1 つであるロ

ジスティック回帰分析を用いた。

まず、要介護認定審査判定事例集 [1]の

内容をテキストファイル化した。この時に、

全てをテキスト化するのではなく、要介護

認定に対してどの項目が影響しているの

かを検討し、テキストファイル化する項目

を選定した。その結果、要介護認定の判定

見直しには、マークシートによる決定木の

項目は影響していないことが分かったた

め、テキスト化せず、判定結果の要介護認

定時間のみを利用することとした。

このマークシートによる決定木の結果

が判定結果に影響していないのは、その項

目が不要ということではなく、決定木の内

容が「要介護基準時間」の項目にすでに反

映されているためである。

図 1 介護認定の概要
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また、文章で記述された項目は認定見直

しに利用されているため、全ての文章をテ

キストファイル化し、判定に利用されてい

る項目に関しては、別途マークをつけた。

他には、主治医による意見書において、

「症状としての安定性」と「介護の必要の

程度に関する予後の見通し」をテキストフ

ァイル化した(図 2)。このファイルは、項

目と内容をタブで分離し、認定審査に影響

のあった項目にはアスタリスク*でマーク

をつけている。図 2 の例では、2-7 の項目

が認定審査に影響を与えていたため、2-7

の項目の 3 カラム目に*記号を記入してい

いる。

今回は PDF ファイルによって公開され

ている事例を手動により図 2 のようなテ

キストファイルに変更した。今回のように、

手動での作成が可能であったのは、事例が

32 例と少なかったからである。本来はも

っと多い事例を使用すべきであり、その場

合は自動的に必要とするデータが取り出

せるように元のデータを設定するべきで

あったと考えられる。

この処理を昨今普及しつつある自動処

理 技 術 で あ る RPA(Robotic Process

Automation)を用いて処理することも検

討した。しかし、認定審査に影響を与えた

項目を示すマークの処理が困難である上

に、事例集と同じフォーマットで記述され

ている PDFファイルが今回用いた 32例し

かないことから、手動での作業の方が結果

的に早いと判断した。今回のこの経験は、

現状の RPA の限界(画面認識を準備するに

は手間がかかり、その手間を許容できるほ

どデータ数が多くない場合、RPA を使用

しにくい)を知る機会となった。

また、今回のように、テキストデータを

取り出すことが考えられる場合は、PDF

のような人に見やすいことのみを考えた

フォーマットでデータを公開するだけで

なく、その後の再利用を見込んでの自動処

理に適したフォーマットの利用が望まれ

る。そのためには、今後、行政機関におい

て電子データを作成する際には、各データ

項目に対して、コンピュータが自動解釈し

うるような意味データを持たせた型式を

使用すべきであると考える。

●性別・年齢 ………………　女性・81 歳

●介護環境 …………………　居宅

●申請区分 …………………　新規

●一次判定結果 ……………　要支援

●二次判定結果 ……………　非該当(軽度変更)

●有効期間 …………………　なし

要介護認定基準時間 26.0

2-5 腰痛があり、杖を使用することはある。

2-7 近くのデパートであれば、地下鉄を一人で利用。遠出は不安があり、

家族が付き添う。*

5-6 地域の高齢者クラブに参加しているが、書類等の理解は困難なため、

図 2 テキストファイルの例

この例は、要介護認定審査判定事例集[1]の事例 1 を

テキストファイル化した状態を示している
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テキストファイル化した後、認定審査に

影響のあった文を集め、MeCab[2]により

形態素解析した。形態素解析とは、文章を

単語に分け、その単語の品詞等を決定する

ことである。この形態素解析の結果、出現

頻度が多く、記号や助詞でなく、「右」や

「上」のようにその単語のみで意味が分か

らない語を除くと、認定審査に影響のある

単語は図 3 のようになった。

この結果を用いて、各単語がそれぞれの

事例に幾つ含まれるのか集計した。この集

計のためには、専用のプログラムを用いた。

このプログラムは、UNIX 系 OS で用いら

れる bsh のスクリプトで作成した。この

bsh スクリプトは、比較的容易にプログラ

ムを作成することができるが、習得が RPA

と比較すると容易ではない。しかし、この

作業は、事例集 [1]をテキストファイル化

することと異なり定形作業であるため、プ

ログラミングの非専門家がこの処理を実

行するには、RPA のような簡易なプログ

ラミング環境による自動化が容易である。

集計の結果と要介護認定基準時間、主治

医の意見書に含まれている「症状の安定

性」と「予後の見通し」を合わせ、判定モ

デルを作成するための元データのファイ

ルを作成した。このファイルは、CSV フ

ァイルとし、表計算ソフトウェアで読み込

み可能とした。

この先は、表計算ソフトウェア上の作業

であり、この処理を可能とする者の数も十

分多く、また RPA による自動化にも適し

ている。

表計算ソフトウェア上では、「症状の安

定生」の項目が「不安定」であった場合を

1、それ以外を 0 とし、「予後の見通し」が

「悪化」であれば 1、それ以外であれば 0

であるとして、数量化した。さらに、要介

護認定の判定が認定審査会によって変更

された場合判定結果は 1、変更されなかっ

た場合の判定結果は 0 とした。この判定結

果を目的変数とした。

説明変数は、図 3 で示す単語の出現数と

要介護基準時間、数量化した「症状の安定

性」、「予後の見通し」とした。

ロジスティック回帰分析

ロジスティック回帰分析は、数量データ

の説明変数と 2 群のカテゴリデータを目

的変数とする回帰分析である。ロジスティ

ック回帰分析においては、目的変数と説明

変数を式(1)の関係で記述する。

)( 0111

1
axaxa nne

y 
  (1)

ただし、y は目的変数、xn は説明変数、n

は説明変数の個数、an は係数であり特に a0

は定数項を示す。

18  必要 12 移動 10 現在

18  介助 12 できる 9 麻痺

17  自分 11 介護 9 痴呆

17  関節 11 見守り 9 食事

16  歩行 10 入院 9 下肢

13  使用 10 転倒 8 可能

12  低下 10 障害

図 3 形態素解析の結果

出現数が多く意味に乏しい単語や記号は除外した
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ロジスティック回帰分析では、式(1)の係

数 a を決定し、目的変数を得るためのモデ

ルを構築する。ロジスティック回帰分析で

は、式(1)によって計算された尤度を求め、

その尤度の対数である対数尤度が最大と

なる係数 a の組を求める。

本研究では係数 a の計算のために、容易

に使用でき、普及の進んでいる表計算ソフ

トウェアによりロジスティック回帰分析

を実行する。対数尤度の最大値を求めるた

めには、表計算ソフトウェアのソルバーを

用いた。

ロジスティック回帰分析の結果得られ

たモデルによる推定では、100％推定に成

功した。また、モデルの検定の結果、p 値

は 0.00682 となった(図 5)。この結果から、

分析結果のモデルが問題なく介護認定結

果に適合していることが分かる。

モデル適合検定は、対数尤度の合計を LL、

判定見直しの数を n1、判定維持の個数を n2

とすると、統計的検定量は、式 2 ようにな

る[3]。

nnnnnk loglog 211 

統計的検定量 k2LL2  (2)

式 2 の統計的検定量でχ2 乗検定により

上側確率を求めることにより、p 値を求め

ることができる。この場合の帰無仮説は、

「求められたモデルが適合していない」で

あり、p 値が十分小さいので、帰無仮説が

棄却される。したがって、求められたモデ

ルには、正当性があると考えられる。

ロジスティック回帰分析のオッズ比は表

1 のようになった。項目の中で「予後の見

通し」と「要介護基準時間」以外はそれぞ

れの単語を示している。さらに、表 1 は、

オッズ比が 1 以上のものを示しており、こ

れ以外の項目は 1 未満である。また、表 1

において、「必要」のオッズ比は 40 を超え

ている一方、「要介護認定時間」のオッズ比

は 1 余りと急激に小さくなっている。この

ことから、今回のロジスティック回帰分析

の結果から、「必要」よりオッズ比の大きい

項目が支配的になっていると考えられる。

表 1 から、「現在」や「予後の見通し」、

「低下」のように時間的変化に関わる項目

と「移動」や「下肢」、「歩行」のような動

作に関わるような項目の影響が大きいと

いうことが分かる。したがって、表 1 の項

目で示す語が含まれる場合、介護認定が認

定審査会において見直される可能性が高

いといえる。また、このことは定性的感覚

とも大きく異ならないと思われる。

Ｄ．考察

本研究では、保健医療福祉に AI 技術を

導入するケーススタディとして、介護認定

の効率化を選択した。前章では、認定審査

の事例集 [1]から取り出した情報から判定

の見直しが発生するかどうか判断するため

のモデルを作成した。その結果、十分有効

なモデルを得ることができた。この結果か

ら見て、本手法により要介護認定における

認定審査会の業務を軽減できる可能性が確

認された。実際に実用化するためには、よ

表 1 オッズ比の大きいもの

項目 オッズ比

現在 3.007×1010

移動 9.948×107

下肢 5.771×105

予後の見通し 5.860×103

低下 2.681×103

歩行 8.314×102

麻痺 1.506×102

入院 1.039×102

見守り 9.727×101

介助 6.864×101

必要 4.047×101

要介護認定基準時間 1.074
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り多数のデータによる検証が必要ではある

が、手法としては十分実用化できると考え

られる。

このことは、簡単な AI 関連技術でも保

健医療福祉業務に適応できる可能性のある

ことを示している。今回、ケーススタディ

に用いた手法は、簡単なテキストマイニン

グと機械学習アルゴリズムの 1 つであるロ

ジスティック回帰分析である。この手法は、

比較的容易に計算できる方法であり、非専

門家によっても十分実施できる。ただし、

現状ではその環境が完全には整っておらず、

特に、処理方法のドキュメントの整備は重

要である。

今回のケーススタディによって明らかに

なったことは、元となるデータの型式変更

などの前処理に手作業が発生しやすいとい

うことである。今回用いたデータは、介護

認定審査判定事例集[1]であるが、この事例

集は PDF ファイルでのみしか公開されて

いなかった。

介護認定審査判定事例集 [1]に含まれる

内容は、定められたフォーマットの文章で

ある。しかし、PDF ファイルには、文章中

のどこに情報があるのかを示す指標が明確

にされていないため、その項目を捜すため

に手間がかかり、自動化処理が難しくなっ

ている。もし、データ中にデータの意味を

示す手がかりとなる情報が付加されていれ

ば、自動化処理が容易になる。また、手が

かりとなる情報を付加することは、RPA で

自動化する場合においても、RPA に与える

指示(簡易プログラムのようなものを含む )

の作成が容易になり、RPA 実行時の計算量

を減らすことにつながり、データ中にデー

タの意味を付加することは有効である。し

たがって、業務を効率化するためには、デ

ータ内でのデータの意味を付加したデータ

構造で作成すると業務効率化に有効である

と考えられる。

一方、今回のケーススタディのように帳

票を用いる業務は多く、またその業務の多

くは紙による帳票である。AI による業務の

効率化を推進するためにも、帳票の電子化

の効率を上げる必要がある。帳票の電子化

にも AI 関連技術が導入され、文字読み取

りなどは高精度になってきているが、紙を

移動させる等の物理的・機構的な部分の開

発は、急激には進展しないと思われる。し

たがって、業務の効率化を図るためには、

データ化を想定した帳票を設計する必要が

ある。しかし、現実には、実務において人

が見て正しい表に見えるような「Excel 方

図 5 モデルの検定結果
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眼紙」やいわゆる「ネ申エクセル」 (注 1)と

も呼ばれるような自動化に適さない帳票類

を見かけることがある。コンピュータ技術

が読み取りの難しい帳票を難なく処理でき

る程度に高度化するまでは、自動化に適し

たデータ入力となるような設計が望まれる。

Ｅ．結論

本研究においては、各種 AI 関連技術を

調査し、要介護認定審査のために適した方

法を検討した。その結果、簡単なテキスト

マイニングの手法と機械学習アルゴリズ

ムの 1 つであるロジスティック回帰分析

のモデルを作成することができた。これに

より、要介護認定における認定審査会の業

務を軽減できる見通しができた。したがっ

て、AI 関連技術は有望な解決策と考えら

れる。

また、本研究で用いた処理方法は、現在

のコンピュータ環境においては、容易に実

現できる方法であり、この方法を周知する

ことにより、AI 技術を活用した保健医療

福祉行政の効率化ができると期待される。

一方、本研究を進めるにあたって、計算

に用いるデータを使用できる形に修正す

るためには、手作業が必要となった。この

手作業を軽減するためには、RPA を用い

ることも考えられるが、現状の RPA では

困難なことも多い。このため、電子データ

を作成する際には、扱うデータの意味情報

をデータ自体に付与したようなデータ型

式が望ましいことが明らかとなった。

例えば、システム間でのデータ共有や定

型的な業務の自動化には RPA が有効であ

ろうが、不定形なデータを意味の分かる形

に変換するような業務には、現状の RPA

は適していない。

保健医療行政における各種データの分

析には、統計的機械学習などの AI 技術が

有効と考えられる。

Ｆ．研究発表

本研究により、要介護認定の効率化の目

処が得られたため、この部分に関して 2019

年度中に発表の予定である。

(注 1)

「ネ申エクセル」とは、表計算ソフトウ

ェアの罫線を方眼紙のように使い、人が見

ると正常なように見えるが、計算機として

は不整なデータであり機械的処理に適して

いないエクセルファイルを表す俗語である。

カタカナの「ネ」と漢字の「申」を並べる

と、人からは「神」という漢字のように見

えるが、計算機上では別の文字コードとし

て処理されていることと、「紙」と「神」の

訓読みが一致することから、このような俗

語が使われている。

この「ネ申エクセル」問題は、河野太郎

衆議院議員によって指摘[4]され、改善の方

向にはあるが、方眼紙的な使われ方をして

いる表計算ファイルはまだ残存している。
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

分担研究報告書

医療用人工知能の自習教材推薦に関する検討

研究分担者　奥村 貴史
（北見工業大学 工学部　教授）

研究協力者　西本 明弘
（関西大学 人間健康学部　非常勤講師）

研究要旨

人工知能技術の飛躍的な発展に伴い、人工知能技術の習得に向けた自習環境が大

幅に充実しつつある。一方で、自習者がどの教材を利用するべきか、適切な教材選

びに迷いや困難が生じかねない状況が生じている。そこで本研究分担では、医療用

人工知能研究における研究開発者を支える人材の育成に向けて、初学者のスキルと

ニーズに応じて適切な教材を推薦する手法について検討を行った。

検討に際しては、教材推薦に求められる、i) 自習者側のスキル評価、ii) 教材側

のテーマや難度評価、iii) 両者のマッチング、の 3 要素それぞれに対して検討を進

めた。そのうえで、教材のデータベースを開発すると共に、人工知能技術の習得に

求められるスキルやステップを図示することを目指した。しかし、適切な教材を提

示するためには、自習者側のニーズやスキルを正しく引き出し評価する必要がある。

そのためには、自習者からの入力データに応じて答えを返す受動的なシステムは必

ずしも有効でないものと考えられた。そこで、学習者に質問を提示し、その回答を

通じて学習者のスキルを評価すると共に、ニーズに即した推薦を行う対話型システ

ムの構築を行った。

今回の検討により、一定の有用性を備えたプロトタイプを開発することが出来た。

一方で、時間的な制約により、開発したプロトタイプを利用者へと供覧し、そのフ

ィードバックに基づいて改良を加えていくことはできなかった。今後、研究代表者

が研究班の成果物広報を進めてゆく北見工業大学は、文部科学省による「数理及び

データサイエンスに係る教育強化協力校」へと選定されている。来年度以降、大学

での教育活動における活用を通じて利用者からのフィードバックを収集し、さらな

るブラッシュアップを図りたい。

Ａ．研究目的

本研究班は、保健医療用人工知能の技術

革新と国際競争力向上に資する人材育成

に取り組んできた。その研究活動を通じて、

研究開発者そのものの育成だけでなく、研

究開発者を支える人材の育成の重要性を

明らかとしてきた。

この研究開発者を支える人材には、政策

面や所属組織面などの研究開発環境の整

備を通じて研究開発者を支える、いわば上

からの支援に加えて、研究開発活動の実際

を支えるエンジニアによる、下からの支援

がありうる。人工知能技術の飛躍的な発展

に伴い、これら人材のステップアップに向

けた自習環境も大幅な充実してきている。
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しかし、自習教材の充実に伴い、皮肉なこ

とにも、各学習者がどの教材を利用するべ

きか適切な教材選びに迷いや困難が生じ

かねない状況が生じている。

そこで今年度は、研究班のホームページ

を構築するとともに、そのコンテンツの一

つとして、人工知能技術の初学者向けに適

切な教材を推薦するための手法について

検討を行った。

Ｂ．研究方法

適切な教材の推薦に向けては、i) 自習者

側のスキル評価、ii) 教材側のテーマや難

度評価、iii) 両者のマッチング、の 3 つの

要素が関与すると考えられる。教材として

は、書籍が数としてはもっとも多く、

Amazon などのサイトでは利用者からの

フィードバックに基づくレーティング情

報が提供されている。しかし、高評価な教

材も、難度が高い内容が含まれていれば、

スキルが低い利用者にとっては有用でな

いものと考えられる。そこで、オンライン

の自習講座(MOOCS)等も参考としつつ、

最適な教材のマッチング手法の開発を目

指した。

まず、自習者側の基本的なスキルとして、

人工知能に関する教材の習熟には、数学力、

図 1. 自習教材に要求される数学

高校数学 IA

▷   (集合と論理)

▷   関数，不等式

▷   (三角比)

▷   データの分析

▷   場合の数，確率

▷   (整数)
▷   (初等幾何)

パーセプトロン

高校数学 IIB

▷   (方程式)

▷   座標平面

▷   (三角関数)

▷   指数・対数関数

▷   微分と積分

▷   数列

▷   ベクトル

ニューラルネットワークの学習

学習に関するテクニック

高校数学III

▷   (2次曲線)

▷   (複素平面)

▷   (極限)

▷   微分

▷   (積分)

大学初年度 微分積分学

▷  (実数の連続性)
▷  (極限)

▷  1 変数の微積分

▷  多変数の微積分

畳み込みニューラルネットワーク

大学初年度 統計学

▷ 確率，条件付き確率

▷ 確率分布

▷ 標本分布

▷ (仮説検定)

座標関数，論

Σ指数関数記号

対数関数

行列の

演算

微分

偏微分

合成関数の

微分

偏微分

ガウス

分布

ニューラルネットワーク

大学初年度 線型代学

▷   行列の演算

▷   (行列式，逆行列)

▷   (ベクトル空間)

▷   (線形変換)
▷   (固有値)

誤差逆伝播法
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プログラミング能力、英語力、の 3 点が関

わるものと想定し、構築する推薦手法の試

行対象としてスキルの異なる初学者のリ

クルートを行った。

また、研究協力者に依頼し、足立悠・著

『はじめての TensorFlow - 数式なしのデ

ィープラーニング』等、主要な教材を利用

したうえで、個々の教材についての評価を

進めた。その際、初期には定性的な評価を

行い、その後、試行錯誤を通じて定量的な

評価基準を定めたうえで、教材毎のテーマ

や難度等のデータ化を進めた。

さらに、これらと平行して、自習者と教

材をマッチングするための手法の検討を

進めた。候補として、学習ガイドをデータ

ベースとして提供するか、習熟すべきトピ

ックや教材を視覚的に表現した関係図を

作成し、自習者のスキルに応じてその関係

図を加工して表示する等の検討案を立て、

今回求める推薦手法に合致するマッチン

グ手法の検討を進めた。

Ｃ．研究結果

自習者側のスキル評価

まず、人工知能技術の習得にあたり自習

者側に求められる能力について、整理した。

その一環として、現在の人工知能技術の根

幹の一つとなるディープラーニング (深層

学習 )技術に要求される数学のリストアッ

プを行った(図 1)。これらの機械学習の理解

を深めるには、統計学の知識も求められる。

結果として、大学初年度程度の数学につい

ては、全て学んで頂く必要があるものと考

えられた。また、「メディカル AI 専門コー

ス・オンライン講義資料」等、実際に公開

されているオンライン教材等に取り組むこ

とを通じて、プログラミング初心者にとっ

ても人工知能技術の習得には困難が生じう

る点が明らかとなった。

教材側のテーマや難度評価

また、刊行されている関連書籍やオンラ

イン教材をリスト化したうえで、それぞれ

のテーマや難度の評価を行った。教材のテ

ーマとしては、試行錯誤を経て、「AI: 人工

知能全般，読み物」、「ML: 機械学習につい

ての解説」、「DL: 深層学習を主眼にした

解説」、「ST: 統計学」、「MA: 数学」の 5

区分に分類した。ただし、これらの境界は

必ずしもクリアでない。また、難易度の分

類としては、当初、「S: 動作の深い理解」、

「A: 動作の軽い理解」、「B: ライブラリの

利用(説明)」、「C: 読み物」を想定したが、

こちらも試行錯誤を経て、「S:専門書」、

「B: とにかくライブラリを使用していそ

うな本」、「A: その他」と簡略化された。さ

らに、表 1 に示す 5 つの観点から、手動で

のレーティング情報とコメントを加えた。

コメントは、たとえば、「数式を理解するに

は、大学初年度程度の数学が必要」といっ

たものとなる。本タスクを通じて、合計 115

件の教材をデータ化することが出来た。

表 1. 教材レーティングの評価項目

AI の理論の理解に役立つ                          ☆☆☆☆☆

AI の実装(プログラミング)に役立つ          ☆☆☆☆☆

深層学習の理解に役立つ                           ☆☆☆☆☆

数学の難しさ                                             ☆☆☆☆☆

総合                                                           ☆☆☆☆☆
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両者のマッチング手法

最後に、これらの情報を用いた、学習者

毎の推薦手法の検討を行った。当初、文献

のデータベース化を行って収載データを増

やすと共に、詳細な文献紹介の整備を検討

した。しかし、マッチングのためには、自

習者側のニーズやスキルを正しく引き出し

評価する必要があり、そのためには受動的

なデータベースは必ずしも有効でないもの

と考えられた。そこで、システム側から学

習者に質問を出し、その回答を通じて学習

者のスキルを評価すると共に、ニーズに即

した推薦ができるような対話型システムの

設計に切り替えた。結果として構築したシ

ステムのイメージを補遺として文末に示す。

Ｄ．考察

人工知能技術の学習に際しては、そもそ

も、その学習過程そのものに人工知能を役

立てるアプローチが存在する。

たとえば、“Personalized Learning”は、学

習者のスキルとニーズに合致する形で教材

をカスタマイズして提示することで、学習

効果の最大化を図る。こうした教育は、分

野を限定すれば有る程度の自動化が実現し

ている。人工知能技術のように技術進歩の

ペースが速く、また、多彩なトピックを含

むテーマにおいては、自動化は困難である

にせよ、優れた指導者を配することにより

有る程度は実現可能なものと考えられる。

それでも、そうした指導者を確保するには

コストが掛かることから、現在求められて

いる研究開発者を支える人材の育成という

観点からは現実的な解とはいえない。

今回試みた教材推薦という試みは、低コ

ストに一定の目的を達成するうえでは現実

的な選択と考えられた。ただし、システム

の有用性を高めていくためには、多くの利

用者に活用頂くと共に、利用者からのフィ

ードバックを元にして改良を重ねていく必

要がある。今年度の研究班活動においては、

時間的な制約が強かったことからそのフェ

ーズに移行することができず、研究班終了

後の課題として残されることとなった。

Ｅ．結論

本研究分担では、医療用人工知能研究の

生産性を高める人材育成に向けて、さまざ

まな選択肢が存在する人工知能技術の自習

教材のなかから、学習者のスキルとニーズ

に応じて適切な教材を推薦する手法につい

て検討を行った。

当初は、教材のデータベースを開発する

と共に、人工知能技術の習得に求められる

スキルやステップを図示することを目指し

た。しかし、適切な教材を提示するために

は、自習者側のニーズやスキルを正しく引

き出し評価する必要がある。そのためには、

自習者からの入力データに応じて答えを返

す受動的なシステは必ずしも有効でないも

のと考えられた。そこで、システム側から

学習者に質問を提示し、その回答を通じて

学習者のスキルを評価すると共に、ニーズ

に即した推薦を行う対話型システムの構築

を行った。

今回の検討により、一定の有用性を備え

たプロトタイプを開発することが出来た。

一方で、開発したプロトタイプを利用者へ

と提示し、そのフィードバックに基づいて

改良を加えていくフェーズへと移行するこ

とは、時間的な制約により実現しなかった。

今後、研究班代表が研究班成果物の広報

を進めてゆく北見工業大学は、文部科学省

による「数理及びデータサイエンスに係る

教育強化協力校」へと選定されており、大

学における教育活動においてシステムを活

用していくことができる。来年度、研究班

の成果物広報サイトにおいて教材推薦サー

ビスを提供すると共に、利用者からのフィ
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ードバックを収集し、当該分野の人材育成

への貢献を目指したブラッシュアップを図

りたい。

Ｆ．研究発表

１．論文発表

　なし

２．学会発表

なし
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III. 開発教材サンプル
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医療・ヘルスケア AI 入門
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y= a1x1+a2x2+ akxk+b
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情報政策の歴史と失敗政策 (仮)
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序文

近年、情報科学技術の進歩は目まぐるしく、次々と新たな技術が生み出されている。そし

て、その技術をどう利活用するかという課題も常に政府にのしかかっている。日本の情報

政策の歴史は古く、1950 年代に遡る。本研究では、これまでの日本の情報政策を俯瞰し、

その動向とその政策に対する評価を取り上げる。そして特に費用対効果の観点で失敗であ

ると考えられる政策に関しても取り上げるとともに、今後の政策立案への期待を示す。

研究協力者　磯谷俊輔

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
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1. 情報政策の変遷

1-1 情報政策とは

まず始めに、本稿における「情報政策」の定義に関して述べる。現在、情報化が社会に

浸透し、「情報政策」という言葉も多義的に使われ、多領域を含み使われる概念となって

いる。情報政策の歴史は古く、1950 年代から世界各地で議論されてきたにもかかわらず、

いまだに確立された定義がない。1976 年の米国では、ロックフェラーレポートにおいて、

情報政策は「社会に影響を及ぼす情報を管理統治する政策」と定義された。日本において

は、「情報学事典」(2002 年 6 月刊行、弘文堂)の中で中村円は、「情報政策の定義は確立

していない」としたうえで「通信政策、情報通信政策、情報化政策、情報基盤政策、情報

産業政策、情報管理政策などが含まれる」としている[1]。また Sandra Brama は、情報政策

は情報の創造、情報処理、流通、アクセス及び利用に関連した法令と、社会全体の構造に

対して重要な影響を与えるような意思決定と実践から構成されるものとしており[2]、堀部

政男は、「情報政策とは、国または地方公共団体の機関等が、社内的に、例えば OA システ

ム化等により、情報自由化・情報保護化・情報高度化等を図ることを明確にするばかりで

なく、国際的・全国的・地域的に、たとえば情報システム・情報公開・プライバシー保護・

広報公聴等により、情報自由化・情報保護化・情報高度化を進めることも明らかにする基

本的な方針である」とどちらも包括的な広い定義を述べている[3]。

一方、電気通信政策総合研究所の報告書によれば、「情報政策という言葉はおもに自治

体レベルでの情報化政策を総称する場合に用いられる傾向にある。」、「各省庁がそれぞ

れの所管領域との関連のなかで推進する情報化政策に加えて、通信政策や放送政策、ある

いは情報産業政策や技術開発政策など、社会全体にわたる情報化対応を総合的にくくる概

念は十分に認識されているとは言えないだろう」とし限定的な政策を対象とする場合もあ

る可能性を示している[4]。

このように様々な定義がある中で、東京大学社会情報研究所の浜田純一は、情報政策の

概念として「通信政策、電気通信政策やコミュニケーション政策の内容をすべて含み込む、

さらに広い射程を有するものとして観念すべき」としている[5]。国際大学グローバルコミ

ュニケーションセンターの砂田薫も、コンピュータ政策と電気通信政策とが不可分になっ

ている状況と、情報政策が産業中心のものから社会全体に関わるものへと広範囲に及ぶよ

うになり、他の政策との連携が不可欠になっている状況を鑑みて、情報政策を広い概念と

して捉えている[6]。

本研究の目的の一つにはこれまでの情報政策をまとめ俯瞰することにある。近年の情報

技術の進歩は目まぐるしく、情報技術開発の政策とその利活用との政策とは切っても切れ

ない関係性になりつつある。加えて情報政策の課題が個人レベルや組織レベルのものから

社会レベルのものへと広範囲に拡大しており、多くの分野を跨いで実施されることが不可

欠になっていることを考えると特異的な政策だけに注目してしまうと全体像を見出す事が
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出来ないだろう。したがって、本研究では情報政策に関して、とりわけ制限をせずに広い

概念で捉えることにする。
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1-2 これまでの情報政策

1-2-1 20 世紀の情報政策

戦後の日本における情報政策は、主に通商産業省(現：経済産業省)と郵政省(2001 年 1 月

情報通信部門が総務省として移管)によって行われ、情報政策が進められてきた[7,8]。通商

産業省は、産業政策を推進し 1954 年に、通商産業省工業技術院電気試験所(以下電気試験

所；1970 年 7 月に電子技術総合研究所に改組、2001 年 4 月に独立行政法人産業総合研究

所に組織変更)の中に「電子部」が設置した。これが皮切りに政府による情報政策が始まっ

た。第二次世界大戦中にコンピュー夕の電子技術が急速に進歩した欧米や西欧と比べると、

当時の日本の技術レベルは未熟であった。そこで、日本電信電話公社電気通信研究所(以下、

電気通信研究所)は「MUSASINO(むさしの)」というプロジェクトで、日本独自のパラメト

ロン式コンピュータの技術開発に力を注いだ。それに対して電気試験所はいち早くトラン

ジスタ式コンピュー夕の開発に乗り掛かった。この電気通信研究所と電気試験所の 2 つの

国立研究期間がコンピュータ産業の育成に関して大きな役割を担っていることは多くの文

献で散見される[7,9,10]。そして、1950 年代はこれらの国立研究機関が中心となって産官学

連携のコンピュータ開発が行われ、商用化のための情報技術政策が推進された。研究開発

の目的でなくコンピュータ技術を社会に取り入れようとする試みは評価できるところであ

る。

1957 年 6 月には、コンピュータ産業の育成政策に関する最初の法律として「電子工業振

興臨時措置法」(以下、電振法；1957 年法律第 171 号)が制定された[9]。この法律が施行さ

れたことが、日本の産業政策が重化学工業から電子工業へと変わる転換点となった[7]。1960

年代に入ると、通商産業省本省で情報分野の産業政策が本格化し、多くの情報産業政策が

立案、実施されていった。1960 年 10 月には「電子計算機国産化 5 力年計画」を実施し、

1961 年 8 月には通商産業省の主導により、日本のコンピュータ産業の育成発展を目的とし

て、大手コンピュータメーカ各社の共同出資で、コンピュータ専門レンタル会社「日本電

子計算機株式会社(JECC)」を設立した。また、1962 年 9 月には富士通、沖電気及び日本電

気の 3 社による「電子計算機技術研究組合」を結成し、3 億 3800 万円の補助金を受けて、

FONTAC(Fujitsu Oki Nippondenki Triple Allied Computer)という当時大計算コンピュータを開

発した。1964 年 4 月に IBM が沉用コンピュータ「System/360」を発表すると、これを受け

て通商産業省は 1966 年に大型プロジェクト「超高性能電子計算機プロジェクト」をスター

トさせ、5 年間で 101 億円を投入し、対抗機を完成させた。また電電公社(現：NTT)は国産

コンピュータの開発だけでなく、IT の先端のユーザとしてコンピュータの応用の開拓を進

めており、電電公社が果たした役割も大きかった[7]。そして、情報化に関しては、アメリ

カからの経営情報システムの導入により、MS ブーム(MS；マネージメント・インフォーメ

ーション・システム)が起こった。このように政府と企業が一丸となって国産コンピュータ

の開発を推進したのが 1960 年代であり、その推進力は熱狂的とも言える状況だった[11]。
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1967 年に通商産業省の産業構造審議会(以下、産構審)の中に情報産業部会が設置される

と、情報政策に関する最初の産業構造審議会答申として 1969 年に「情報処理および情報産

業の発展のための施策に関する答申」をまとめるとその中に「日本が情報社会への扉を開

く」ことを明記した。この答申を受ける形で、通商産業省重工業局の中に「電子政策課」

が設立され、人材育成として情報処理技術者試験も開始された。一方で郵政省は 1969 年 9

月に「データ通信のための通信回線自由化に関する基本方針」を発表するとともに、郵政

審議会に「データ通信のための通信回線利用制度について」を諮問した。郵政省は通信政

策を進めていた。郵政省は主に郵政事業を中心に取り扱う部署であり、電波・電気通信に

ついてはあまり主流ではない取り組みであった [12]。しかしながら、日本の情報化が進み、

インターネット化が急激に加速、拡大していたことからデータ通信に対する取り組みが活

発化していった[4]。

 1970 年 5 月には「情報処理振興事業協会に関する法律(略称：情振法または IPA 法)」が

公布され、それを受け同年 10 月に通商産業省に情報処理振興課が発足した(同法は 1985 年

に「情報処理の促進に関する法律(略称：情促法)」と改められた)。そして、情報処理振興

事業協会(独立行政法人情報処理推進機構の前身、以下いずれも IPA)とソフトウェア産業振

興協会の 2 つの業界団体が設立された。1971 年 4 月の「特定電子工業及び特定機械工業振

興臨時法(略称、機電法)」施行後、1972 年の電子計算機等開発促進費補助金制度の創設し、

民間企業に 500 億円の資金援助を行い国産コンピュータの開発を急がせるなどハードウェ

アの発展に関する政策が行われた。そして、1975 年にコンピュータの資本、輸入の完全自

由化に踏み切った。また 1978 年には「特定機械情報産業振興臨時措置法(略称、機情報)」

が施行され、従来のハードウェア産業の育成に加えて、振興対象としてソフトウェアが追

加され、ソフトウェア分野の強化が図られた。1970 年代までに通商産業省の行ってきた情

報産業は、ハードウェア、ソフトウェア、レンタル販売、人材育成、国産機の優遇といっ

たように産業政策と技術政策を一体化された包括的な政策となっており、この一連の政策

は「MITI モデル」として注目されるようになった。「MITI モデル」は、鉄のトライアング

ルとも呼ばれる政官財のトライアングルにより支えられた。「政」は 1969 年に発足した自

民党の情報産業議員連盟であり、「官」は通商産業省電子政策課(現在の情報政策課)、「業」

は富士通・日立製作所・東芝・三菱電機・沖電気工業のコンピュータメーカー大手 6 社で

ある[7]。さらに、官民連携のパイプ役として、経団連や通商産業省管轄の業界団体が存在

していた。このような大きなコミュニティーの中で「MITI モデル」は推進されていった。

1980 年代は、「MITI モデル」の限界が見え始めるとともに、日米ハイテク摩擦への対策

が課題となった時代である。1981 年には、1980 年代の主要政策を網羅した重要な産構審答

申が発表され「1980 年代には第二次情報化すなわち情報化が社会全般に広く浸透していく

新局面に入る」と指摘し、「情報立国」になることを目指した。通商産業省は 1981 年度か

ら 9 年間にわたって「科学技術用高速計算システム」というスーパーコンピュータに関す

るプロジェクトを実施し、翌年の 1982 年には「電子計算機基礎技術開発(第 5 世代コンピ

ュータ・プロジェクト)」が開始された。しかし、1982 年 6 月に IBM 産業スパイ事件が発

生すると、半導体やスーパーコンピュータをめぐった日米摩擦が加熱してしまい、政府は

どう対処していくのかという課題が浮上した。1980 年代後半になると、「情報立国」に変
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わり「国際化」というスローガンが付け加わり、矛盾するスローガンが打ち出されてしま

った。政府は、政策立案段階から一貫性を欠いていたとしているが、この背景には急速な

IT 発展により企業が国際進出に乗り出し、官民一体が強みであった「MITI モデル」が崩れ

始めてしまったことが挙げられる。こうして、国産技術の振興を維持しつづけることは困

難になってしまった。この時期に IT 市場の起こった急激な変化により競争力を大きく低下

させた。そして、1992 年 12 月、産構審情報産業部会の基本政策小委員会は、IT 市場の急

激な変化を踏まえ「緊急提言：ソフトウェア新時代」を発表し、ハードウェア重視の従来

の方針を早急に改め、情報産業の構造転換を促すべきだと論じた。エンドユーザーに近い

ソフトウェア業界が抱いていた危機感がここに代弁されている。この答申をきっかけに通

商産業省は、これまでのコンピュータメーカーの大手 6 社への助成を減らし、

CALS(Commerce at night speed)を通じてエンドユーザー側の助成を増大するという方向転換

を行なった。

この時期の郵政省の取り組みとしては、1979 年、当時実用段階であった通信・放送衛星

の管理・運用を行うため、「通信・放送衛星機構法」に基づき、通信・放送衛星機構(以下

TAO)」が設立された。この機構は、通信衛星や放送衛星の位置を制御し、これらの人工衛

星に搭載された無線設備を利用してもらうことにより、無線通信の普及と電波の有効利用

を図ることを目的に発足された。また 1985 年は、情報通信分野が大きく動いた年である。

まず制度として、「電気通信事業法」(1984 年法律第 86 号)と「日本電信電話株式会社法」

(1984 年法律第 85 号)が施行されたことにより電気通信市場が自由化され、電気通信分野へ

の競争原理が導入されることになった。また、それまでの電気通信事業は、国内が電電公

社、国際は国際電電による独占状態が続いており、これらの法律により日本電信電話公社

の民営化(日本電信電話会社(以下 NTT)の創設)が行われ、電電公社の民営化とともに新たな

枠組みが形成された。これは日本の通信政策上の大きな転換期となったとされている[13]。

インターネットに関しては、主に通商産業省が 1990 年代ごろから着目していたが、当初

は、学術研究用インターネットのバックポーン整備と、バックポ一ンのトラフィックをエ

クスチェンジする JIX(ジャパン・インターネット・エクスチェンジ)の整備の 2 つを主軸に

していた。そして、1993 年に国のインフラとなるソフトウェアやネットワークに公共投資

すべきだという「新社会資本」の議論を展開した。通商産業省は日本におけるインターネ

ットの普及を担っていたが、その一方で国の調達基準にも指定していた OSI を無視できな

かった。政策担当者は TCP/IP が OSI に取って代わると十分予想していたにもかかわらず、

1993 年産構審答申ではまだインターネットを「相互運用を可能にするひとつの選択肢」と

いう扱いしかしていない。政府が公式にインターネットに関して述べたのは、1998 年の高

度情報通信社会推進本部の基本方針であった。その後、2000 年の産業構造審議会情報経済

部会の答申で、インターネットが経済や社会にもたらす根本的な変革について初めて言及

するという経緯をたどっている。このように、インターネットの普及に関する通商産業省

の取り組みは世界の技術進歩の流れに対して、大きなタイムラグが生じている。これは、

「MITI モデル」から脱却し、インターネットの利用へと情報政策を大きく転換させたこと

が一因となっている[基準論文]。そして、1996 年には電子商取引の国内共通プラットフォ

ームの構築を目指し電子商取引推進協議会(ECOM)を設立し、インターネット時代の企業活
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動に関する調査や実証実験を推進した。また、1990 年代後半には、「不正アクセス行為の

禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)」(1999 年法律 128 号)などインターネットの利用

を考慮した様々な制度や基盤整備整備を行われた。

このように戦後の日本の情報政策は、コンピュータ産業の推進とその拡大に伴う通信イ

ンフラの整備の両輪で行われてきたのである。このように日本の情報化が進んでいき、イ

ンターネットによりコンピュータ同士が繋がっていき、社会を覆い始めたとき、通産省の

推し進めていったコンピュータ産業の領域と郵政省の電気通信の領域が混じり始めたので

ある[15]。それによって、それぞれの政策を所管する両省が権限争いや施策の重複などが起

こり始めた[16]。

1-2-2 IT 革命と IT 基本法の成立

インターネットの歴史は古く、1969 年の米国国防総省の ARPA ネット(Advanced Research

Projects Agency Network)の実験に始まったとされている。その後、インターネットは主に研

究者間において、ネットワーク化が進められてきた。日本も 1980 年代後半から大学間を中

心にネットワークが構築されており、インターネットは、一般に広く知られるようになっ

た。1990 年代中頃になるとパーソナルコンピュータ(略、パソコン、PC)の普及と同時にイ

ンターネット利用者も急速に増加した。これを受けて、政府は 1994 年に日本の高度情報通

信社会の構築に向けた施策を総合的に推進するとともに、情報通信の高度化に関する国際

的な取組に積極的に協力するため、内閣総理大臣を本部長とする「高度情報通信社会推進

本部」を閣議決定によって内閣に設置した。また翌年の 1995 年には「高度情報通信社会に

向けた基本方針」を決定した[17]。

米国では 1980 年代の深刻な不況を、積極的な情報化投資や企業経営への「IT」導入等、

「IT 革命」により乗り切った[18] と評価され、情報通信技術の進歩により社会経済が急速

に変化するとする「IT 革命」[19] に注目が集まった。諸外国においても、インターネット

の利用者は増加し、それと共に、情報通信関連の政策の重要性が高まっていった。例えば、

韓国では、1997 年のアジア通貨危機以降、情報通信技術が社会の構造改革のツールとして

使われ、1999 年の「サイバーコリア 21」の下、情報化が進められた[20] 。このように世

界中で情報政策が進められ、「IT 革命」に世界各国が注目している中、小渕恵三内閣総理

大臣(小渕内閣；1998 年 7 月〜2000 年 4 月)は、1999 年 12 月に「ミレニアム・プロジェク

ト」において重要性や緊急性の高い 3 分野の 1 つに情報化を挙げた[21]。また、2000 年の

第 26 回主要国首脳会議(九州・沖縄サミット)でも、主要議題の 1 つとして「IT 革命」を取

り上げたいとの意向を示すなど、小渕内閣が情報政策を重要視している姿勢を見せた[22]。

小渕内閣後の森内閣では、九州・沖縄サミットにおいて「グローバルな情報社会に関する

沖縄憲章」(IT 憲章)が採択された。IT 憲章において、IT は「21 世紀を形作る最強の力の一

つである」ことが示され、「IT が提供する機会の活用」や「情報格差の解消」などが掲げ

られた[23]。
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その後の 2000 年 7 月、森内閣は内閣総理大臣を本部長とする「情報通信技術戦略本部」

を内閣に設置した。また、本部の下に民間の有識者で構成される「IT 戦略会議」を設け、

戦略的かつ重点的に取り組むべき事項の検討を行った。森首相は 2000年の第 150回国会(臨

時会)冒頭の所信表明演説で、「日本新生の最も重要な柱は IT 戦略」であり、「日本型 IT

社会の実現こそが、二十一世紀という時代に合った豊かな国民生活の実現と我が国の競争

力の強化を実現するためのかぎ」とした[24]。同国会では IT 戦略会議・情報通信技術(IT)

戦略本部合同会議における議論を経て制定すべきこととされた IT 基本法案[25]が提出され、

成立した。IT 基本法が内閣総理大臣の主導する体制のもと成立した背景には、前述の韓国

のほか、米国、ヨーロッパ等において IT 推進の取組等が進められていたという国際的な趨

勢や国内のインターネット普及率の状況、インターネット教育の状況等があったものと考

えられる[26, 27]。

2001 年 1 月、中央省庁の再編にともない、内閣に高度情報通信ネットワーク社会推進戦

略本部(以下、IT 戦略本部)が設置され、省庁連携時代へと移りつつある。また、同年は中央

省庁の再編と並んで政策評価制度の導入が進められたのはすでに述べたとおりである。た

だし、情報政策におけるデマンドサイド重視の傾向はその後も基本的に継承されている。

e-Japan 戦略とは、政府や自治体をはじめとして教育機関、医療機関など日本全体が IT の活

用度を高める情報化政策の一環と見ることができる。情報産業政策が後退し、代わって情

報化政策が重視されるようになったこと、望ましい情報社会を構築するための制度やルー

ルの基盤整備に力が入れられていることもこれまでの政策の延長上にあるといえるだろう。

IT 基本法は 2001 年 1 月に施行された。この法律は、「高度情報通信ネットワーク社会の

形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進すること」を目的とした法律であり、国・地方

公共団体の責務等が定められた。大きく分けて 3 つの部分からなり、第 1 条から第 15 条ま

では総則で目的、定義、基本理念等が示されている。続く第 2 章「施策の策定に係る基本

方針」では、IT 政策の基本的な方向を示すものとして、ネットワークの整備、人材育成の

推進、電子商取引の促進などが列挙されている。第 3 章、第 4 章が IT 政策の推進体制に関

するものであり、高度情報通信ネットワーク社会の推進に係る施策の推進のため内閣に内

閣総理大臣を本部長とし、全ての国務大臣及び有識者を本部員とする IT 戦略本部を設置す

ること、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し政府が重点的に講ずべき施策等につ

いて定めた重点計画を策定することが定められた。IT 基本法の立案作業に携わった内閣官

房 IT 担当室の武田博之氏は、法案化の過程において、内閣法制局との間で論点となった点

として、「なぜ内閣に IT 戦略本部を設置するのか」という点を挙げている。本部等を無秩

序に内閣に設置することは、かえって内閣の機能の強化・弾力性を損なう可能性があり、

内閣に設置する特別の組織は限られた要件を充たすものに限るべきという考え方がその背

景にある。しかし、IT 戦略本部は、同本部が IT 革命を限られた時間の中で仕上げるという

時限性、政策の調査をし、大臣に対して具申を行うという通常の審議会の機能とは異なり

政策自体を審議し決定する機関であるという性質、施策を実行するのは各省庁であり IT 戦

略本部はその実施状況をチェックし推進するという役割を担う、という 3 つの機能を有す

ることから、他の組織と比較して、内閣に設置することが適当とされた。[26]
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1-2-3 「IT 基本戦略」の策定から「e-Japan 戦略」

この情報通信技術戦略本部によって最初に策定された戦略が IT 基本戦略である。IT 基本

法の成立する前の 2000 年 11 月に開催された IT 戦略会議・情報通信技術(IT)戦略本部合同

会議の第 6 回会合で、世界最先端の IT 国家を目指した基本戦略(IT 基本戦略)が取りまとめ

られた。IT 基本戦略は、「すべての国民が情報技術(IT)を積極的に活用し、かつその恩恵を

最大限に享受できる知識創発型社会の実現」と「5 年以内に世界最先端の IT 国家となるこ

と」を目的に掲げられている[28]。また、IT 基本戦略は、「基本理念」と「重点政策分野」

から成っており、基本理念では、「IT 革命の歴史的意義」、「各国の IT 革命への取り組み

と日本の遅れ」、「基本戦略」の三つの大項目が掲げられ、具体的な記述がなされている。

その中には、日本のインターネット利用は世界と比べて遅れているものとし、その遅れは、

地域通信市場における通信事業の事実上の独占による高い通信料金と利用規制によるとこ

ろが大きいとした。1985 年に通信事業の民営化が行われ、また外資規制の緩和などが実施

されたが、未だに数多くの規制や煩雑な手続きを必要とする規則が通信事業者間の公正か

つ活発な競争を妨げている現状を踏まえ、情報通信基盤整備を中心とした情報政策に関し

て基本戦略を定めた上で、具体的な施策を推進することが謳われている[28]。また IT 基本

戦略では、前述した「すべての国民が情報技術(IT)を積極的に活用し、かつその恩恵を最大

限に享受できる知識創発型社会の実現」のため、4 つの政策目標について「重点政策分野」

として具体的に記されている。

IT基本戦略が策定された2日後に、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(以下、IT

基本法)が成立した。この法律に基づいて、2001年1月に高度情報通信ネットワーク社会推

進戦略本部(以下、IT戦略本部)が内閣に設置され、IT戦略会議・情報通信技術(IT)戦略本部

は廃止となった。そして、同月22日に開かれた第1回会合でIT基本戦略に基づき、このIT戦

略本部の主導の下、ITに関する国家戦略としてe-Japan戦略が策定された。

「e-Japan戦略」では、「IT革命」の歴史的意義について「コンピュータや通信技術の急

速な発展とともに世界規模で進行するIT革命」が社会に歴史的な転換をもたらそうとしてお

り、「世界は知識の相互連鎖的な進化により高度な付加価値が生み出される知識創発型社

会に急速に移行していく」とした[29]。そして、「我が国が引き続き経済的に繁栄し、国民

全体の更に豊かな生活を実現するためには、情報と知識が付加価値の源泉となる新しい社

会にふさわしい法制度や情報通信インフラなどの国家基盤を早急に確立する」必要性があ

るとされた。そのうえで、各国のIT国家戦略に比した遅れを指摘し、必要とされる制度改革

や施策を緊急かつ集中的に実行し、5年以内に「世界最先端のIT国家」となることを目標と

して掲げた。目指すべき社会像としては、教育、芸術・科学、医療・介護など分野ごとの

具体的な像が描かれたが、これを実現するために、超高速ネットワークインフラ整備及び

競争政策、電子商取引と新たな環境整備、電子政府の実現、人材育成の強化の4つの重点政

策分野に集中的に取り組むことが必要とされた。つまり、この重点政策分野をみると、e-

Japan戦略は主として、インフラの整備といった高度情報通信ネットワーク社会の基盤整備
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を目指した戦略であることが窺える。この方針に対して、「IT戦略会議・IT戦略本部合同会

議」の第1回会合では、「ITの促進について、官民の役割分担を明確に意識してほしい。簡

単に言えば、民はビジネスの開発、そして官はインフラの整備、この大きな区分をしっか

りと意識する必要がある。」との指摘があり[27]、このe-Japan戦略の目標を誰がどこまで行

うのかという明確な線引きはなく、大きな目標を掲げて見切り発車してしまったことがわ

かる。

e-Japan戦略は、IT基本戦略を根拠とし、IT基本戦略から時間を置かずに策定されたことも

あり、その大半がIT基本戦略と同様の内容である。e-Japan戦略も、IT基本戦略と同様に「基

本理念」と「重点政策分野」から構成されており、その大半の項目は踏襲されている。し

かし、e-Japan戦略は、IT基本戦略とは異なり、戦略を受ける計画としてe-Japan重点計画が

策定されている(IT基本法第35条に基づく)。e-Japan重点計画における本重点計画は、

「「e-Japan戦略」を具体化し、高度情報通信ネットワーク社会の形成のために政府が迅速

かつ重点的に実施すべき施策の全容を明らかにするものである。」とし、基本的な方針か

ら世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、電子商取引等の促進や行政の情報化

及び公共分野における情報通信技術の活用の推進、高度情報通信ネットワークの安全性及

び信頼性の確保など7つの項目が記載されている。2001年のe-Japan重点計画に続いて、次の

2002年には、e-Japan重点計画-2002が策定された。このe-Japan重点計画-2002は、前のe-Japan

重点計画から若干の構成上の変化が加えられている。具体的には、e-Japan重点計画-2002で

は、「基本的な方針」・「重点政策5分野」、「横断的な課題」の三つの主要部分から構成

されているのである。このうち、「重点政策5分野」の中には、e-Japan重点計画において、

「2．世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」から「6．高度情報通信ネットワ

ークの安全性及び信頼性の確保」として独立に項立てされていた事項が「5分野」として並

べられている。

多くの懸念があった一方で、e-Japan 戦略は比較的順調に進められていき、2002 年 9 月の

IT 戦略本部の第 14 回会では、「高速インターネットを 3000 万世帯に、超高速インターネ

ットを 1000 万世帯に」という「利用可能環境整備」の目標が達成されるなど[30]、「IT 戦

略の第一期の目標は達成されつつある」と政府は評価した[31]。一方で、「e-Japan 戦略」

での目標は 5 年以内とされたことを鑑みれば、目標が早期に達成されたと考えることも可

能だが、一方でインターネット環境の人口普及率についてみると、世界における順位は下

がったとの指摘もされている[32]。また実利用では、高速インターネット・超高速インター

ネットを併せて 1000 万人程度に留まっていており、環境整備は進んだが、未だ利活用の普

及に課題があることが挙げられた[33]。また、電子行政の推進については、2003 年度末ま

でに、行政への申請・届出等の 97%をオンライン化することが可能となったが、国民によ

る利用が浸透していたとは言い難かったと指摘されている[33]。

そして、IT 戦略本部の第 15 回会合(2002 年 11 月)で「IT 戦略の今後の在り方に関する専

門調査会」(以下、在り方専門調査会)を置くことが決定され、在り方専門調査会において

「e-Japan 戦略」のレビューと新戦略策定に向けた議論が行われた[34]。調査会での提出さ

れた資料の中、「e-Japan 戦略」の民間の評価が示され、10 段階評価で 5.75 点と民間の評
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価は厳しいものであった[35]。政府の見解としてはインフラ整備に関して評価しており[36]、

これは民間の評価と一致している。また IT ベースにした通信事業は過去から概念を踏襲し

ているだけであり、新たな概念として考えていくべきとの指摘や、データ交換が認められ

ているのにも関わらず保存が認められていないという矛盾を抱えたものを整備する必要性

も指摘された[37-39]。このような指摘の中、2003 年 1 月では、「インターネット接続環境

整備は民間任せで、政府の施策が有効に働いたとはいえない」、利用環境は変化している

のにもかかわらず「企業の業務改革や個人の生活向上につながっていない」といった評価

があり、利活用を軸とした見直しが求められた[40]。

1-2-4 「e-Japan 戦略 II」の策定

2003 年 7 月に、e-Japan 戦略 II が策定された[31]。e-Japan 戦略 II は、e-Japan 戦略とは構

成を異にし、「基本理念」、「先導的取り組みによる IT 利活用の推進」、「新しい IT 社会

基盤の整備」、「方策一覧表」の 4 部構成からなる。e-Japan 戦略 II では、「IT の利活用に

より元気・安心・感動・便利な社会を目指す」ことが基本理念とされ、日本が得意とする

技術や基盤の応用・実践という、次の段階の構想を記している。e-Japan 戦略では、情報通

信インフラの整備に注力することが全体の基調となっており、一定の成果を出した一方で、

そのインフラをどのように利活用していくのかという課題に戦略の焦点が移った。具体的

な施策に関しては、「先導的取り組みによる IT 利活用の推進」という項目に「医療」、「食」、

「生活」、「中小企業金融」、「知」、「就労・労働」、「行政サービス」という 7 つの

分野が挙げられ、それぞれに関して施策が述べられている。7 分野には「e-Japan 戦略」で

目標とされた電子政府の実現といったテーマを引き継いだものが含まれる一方で、その時

期の課題への対応という視点が見受けられる。例えば、「食」では、この時期に問題とな

った牛海綿状脳症(BSE)や、その後に発覚した不正表示問題など食の安全に注目が集まって

いた。それを受け、国産牛のトレーサビリティシステム(追跡可能システム)の稼働が示され

た。その後、2003 年に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」

(2003 年法律第 72 号)が施行され、実際にトレーサビリティシステムが稼働している。

「e-Japan 戦略 II」の新規性としては、新たな戦略的視点として、情報セキュリティ対策

と国際戦略が追加されたことと、新しい IT 社会基盤の整備策として、次世代情報通信基盤

の整備、安全・安心な利用環境の整備、次世代の知を生み出す研究開発、IT 人材の育成と

学習振興、新たな国際関係の展開が組み込まれたことが挙げられる。そして、その実現の

ために、「既存の仕組みの無駄を排除し、経営資源を有効活用することにより、民は利益

が出る体質を、官は費用対効果が最大となる仕組みを再構築する」という意味での「構造

改革」が必要であるとし、同時にそれによって得られた経済力により「これまでに無い新

たな産業や市場を創り出す「新価値創造」が重要である」とした。また e-Japan 戦略 II にお

いても、重点計画は発表され、2003 と 2004 にそれぞれ e-Japan 重点計画が策定された。

e-Japan 重点計画-2003 では、e-Japan 重点計画-2002 と同様に、それまでの取り組み関する

成果が確認された後に、総合行政ネットワーク(LGWAN)の整備や公的個人認証サービス制

度の整備について、年限を定めて、実現すべき事柄が明示されている。
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また、「新戦略に関する政府の取り組み状況を事後評価し、他国との比較や新施策の提

案を行う等、IT 戦略本部に対して民間の立場から貢献することを目的」とした民間人によ

る専門調査会である「評価専門調査会」が IT 戦略本部傘下に置かれ、政府 IT 戦略の PDCA

サイクルを回していくことになったことも特徴である[41]。評価専門調査会では、2004 年 3

月の第一次中間報告書以来、一貫して「PDCA サイクルの確立と利用者視点の成果主義」を

基本として評価を行い、2005 年 12 月に最終の報告書が提示された[42]。この評価専門調査

会の報告書においては、e-Japan 戦略、及び e-Japan 戦略 II の 5 年間の取り組みに関して、

インフラのブロードバンド化をはじめとして世界最先端と言える基盤が整ったとし、IT 戦

略における実績を評価している。また、2001 年 1 月に施行された IT 基本法に掲げてある実

現したい社会のイメージを目標に、民間共通のビジョンを示すことにより政策の体系化を

促したことは成功例だとした上で、これらの目標について、実現したことと、実現には至

らなかったことの両方があるとした。しかし、デジタル・ディバイドや情報セキュリティ

については、ネットワークの高速な発展により、問題の深刻化している可能性を指摘して

いる。そして、今後の IT 戦略を考える上で、「電子政府・電子自治体」、「教育・人材」、

「医療」の 3 分野について、いずれも人的資源、推進体制、財政等に構造的な課題を残し

ている分野であり、今後も更なる取組の必要があるとしている。また、「e-Japan 戦略」で

は政治、司法、安全保障等の国家としての重要な課題や、「環境」、「防災」、「移動・

交通」といった国民にとって喫緊の課題に関しても対応が不十分であった点も反省点とし

て述べている。[42]

1-2-5 IT 新改革戦略

IT 基本戦略の目標期であった 5 年が満期となり、新たに 2010 年度を目標年限とした IT

新改革戦略が策定されることとなった。IT 新改革戦略は、これまでの戦略と類似し、「基

本理念」と「今後の IT 政策の重点」の 2 部構成となっている[42]。「基本理念」では、「IT

新改革戦略」では、「e-Japan 戦略」の 5 年間で、日本がインフラ整備や電子商取引の環境

整備等におけるように世界最先端の IT 国家となっており、21 世紀の IT 社会の構築におい

て世界を先導する局面に至りつつあるというように政府としての現状認識が示されていれ、

これに続けて、目指すべき社会像や推進体制などが確認されている。そして、「今後の IT

政策の重点」は、「IT の構造改革力の追求」、「IT 基盤の整備」、「世界への発信」の 3

つの項目から構成される。そのうちの「IT の構造改革力の追求」では、21 世紀に克服すべ

き社会的課題への対応、安全・安心な社会の実現、21 世紀型社会経済活動の 3 つの項目を

取り上げている。この IT 新改革戦略全体を俯瞰してみると、全体を覆う基調は、「基本理

念」の部分でも確認されているように、整備が進んだ情報通信インフラの利活用である。

また「IT 新改革戦略」では、2010 年度に「IT による改革を完成」することを宣言している。

この戦略では、目指すべき姿の 1 つとして「e-Japan 戦略 II」以降重要視されていたユビキ

タスなネットワークの実現を挙げ、副題も「いつでも、どこでも、誰でも IT の恩恵を実感

できる社会の実現」となっている。

重点的に取り組む IT 政策としては、大きく 3 つの政策群が挙げられた。1 つは、「IT の

構造改革力を追求して、日本の社会が抱えるさまざまな課題解決を IT によって行おうとす
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る政策群」(課題解決)、次に「IT の構造改革力を支えるとともに、来るべきユビキタスネッ

トワーク社会に向けた基盤の整備を行うための政策群」(基盤整備)、最後に「2 つの政策群

を通じて達成される成果を、日本から世界への発信する[ママ]という国際貢献のための政策

群」(国際貢献)である。

ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門各政策群に分類された個別分野の数は 15分野とな

っており、これだけ多分野に渡ってしまったことに対して、「IT 新改革戦略」の策定に関

わった委員が、在り方専門調査会において反省を述べている[43]。

しかし、これらの課題解決政策群について、「IT による医療の構造改革」や「世界一便

利で効率的な電子行政」などが挙げられるなど、規制緩和の路線にあった自民党の小泉純

一郎政権下での方向性に沿った施策が掲げられたとも言える。戦略の推進体制についても

「IT 新改革戦略」では、同戦略の意図する IT による構造改革の推進が、経済財政諮問会議

等と問題意識を共有するものであり、これら関係する会議との意見交換を密にし、役割分

担を明確にするとともに、方策の実施等において緊密に協力することが示されている。

しかし、2006 年 9 月に小泉首相が退任した以降の内閣は必ずしも情報政策に注力しなく

なったとの見方もされている。これまで、2000 年 7 月に IT 基本法を受け、情報通信技術戦

略本部(IT 戦略本部)が設置されて以降、情報通信技術(IT)政策大臣、いわゆる IT 担当大臣が

置かれてきたが、2006 年の安倍晋三内閣発足以降、この職務に該当する大臣は置かれるこ

とはなかったことからも言えるだろう。その後、2012 年 12 月に発足した第 2 次安倍内閣

まで、自民党政権下において IT 担当大臣が置かれることはなかった。結果として、IT 戦略

本部の求心力も低下し、通信業界の側も新しいインフラを十分に活用するまでに至らなか

ったという評価がある[44]。しかし、IT 担当大臣がいるからといって戦略が好調に進むと

いうわけでは無く、IT 基本戦略からこの時期までの約 6 年間で 12 人もの IT 担当大臣が交

代しており、これも一貫した IT 戦略を採ることを妨げたとする見方もされている[44]。

IT 新改革戦略策定から約 2 年経過した頃に世界的金融危機、いわゆるリーマン・ショッ

クが起こり、世界的な景気後退が問題となった。情報政策においてもその影響は無視でき

ず、2009 年 3 月には、「デジタル新時代に向けた新たな戦略」が発表された[45]。これは、

2009 年 9 月までに策定予定であった新規戦略について、その一部を緊急で前倒しにして発

表されたものである。デジタル新時代に向けた新たな戦略の「基本的方針」では、2015 年

に向けて目指すべき社会イメージを提示した上で、前倒しで戦略を発表す意義を述べ、特

に推進すべき施策について列挙している。推進すべき施策について述べている「具体的施

策」は、デジタル特区等による三大重点プロジェクトの推進、産業・地域の活性化及び新

産業を育成するための取組、あらゆる分野の発展を支えるデジタル基盤の整備推進の 3 つ

の項目から成る。このうち、「デジタル特区等による三大重点プロジェクトの推進」に記

載されている。
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1-2-6 i-Japan 戦略 2015

このような情報政策への急務感が揺らいでいる中で、デジタル新時代に向けた新たな戦

略が発表されたのと同じ 2009 年、新たな政府 IT 戦略として「i-Japan 戦略 2015」が策定さ

れた[46]。当初、IT 新改革戦略は 2006 年から 2010 年までの 5 年間を政策期間としていた

が、デジタル技術の急速な発展により、IT 新改革戦略策定時には想定していなかった技術

が具現化しつつあること[47]、そして、リーマン・ショックへの対応策が強く求められてい

ること、米国をはじめとする諸外国ではデジタル技術に焦点をあてた新たな戦略を検討、

策定しているとの現状を踏まえ、IT 戦略本部で 2015 年に向けた中長期戦略が策定された

[46]。そのため、2010 年度までの間「IT 新改革戦略」についても、「i-Japan 戦略 2015」

との関係を踏まえつつフォローアップを行うこととされた。i-Japan 戦略 2015 の構成に関し

ては、総論、分野別の戦略、戦略的に一層の検討を行うべき事項の 3 章構成となっている。

「分野別の戦略」に記載された 3 大重点分野として、電子政府・電子自治体分野、医療分

野、教育・人材分野に加えて、産業・地域の活性化及び新産業と、デジタル基盤の整備と

いう 3+2 分野の構成が取られ、重点化が図られた。「i-Japan 戦略 2015」策定に当たっても、

これまでの情報政策の反省として、ブロードバンドを中心とするインフラ整備が進んでい

る一方、とりわけ利活用の面で多くの国民がその成果を実感するに至っていないという問

題認識があり、その理由の 1 つとして、これまでの戦略が技術優先、サービス供給者優先

の戦略であったことが挙げられていた。

しかし、「i-Japan 戦略 2015」が 2009(平成 21)年 7 月 6 日に決定された直後、同月 21 日

の衆議院解散に伴い実施された第 45 回衆議院議員総選挙の結果、民主党政権が誕生し、同

政権下での新たな戦略が策定されることになった。しかし、第 45 回衆議院議員総選挙にお

いて、情報政策は大きな論点ではなかった[48,49]。

1-2-7 民主党政権下における「新たな情報通信技術戦略」

2009 年 8 月に、それまで政権を担ってきた自民党(及び公明党)が下野をして、民主党を

中心とした新しい政権が誕生した。そして、鳩山由紀夫内閣発足後、いくつかの省にて情

報政策に関連した戦略が始まった[50]。総務省では原口一博総務大臣により、新たな情報政

策のあり方について検討するために、2009 年 10 月「グローバル時代における ICT 政策に

関するタスクフォース」が設置された。そして、2009 年 12 月に「原口ビジョン」[51] を

公表、2010 年 4 月には、これを見直し「可能な限り、具体的な時期とビジョンを数値化す

る、目標を数値化するということに配慮」した「新たな成長戦略ビジョン―原口ビジョン II―」

[52]を公表した。このビジョンでは、経済・社会のあらゆる分野における ICT の徹底利活用

の促進、地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会の構築、そして埋もれている資産

の有効活用につながる政策を総動員することにより、2020 年以降、毎年 3％を上回る持続

的な経済成長を実現しようとするものとしたものであった。一方、「民主党は明らかに IT

への理解が乏しい」と悲嘆にくれていた IT 業界は民主党議員たちに働きかけ、その結果民

主党内に「情報通信議員連盟」が誕生し 2010 年 4 月「情報通信八策」という政策集が示さ
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れた。また、経済産業省では、2010 年 5 月に電子立国再興に向けて今後のエレクトロニク

ス・ＩＴ産業の取り組みを示した「情報経済革新戦略」が策定された[54]。

これらの IT 関連戦略がまとめられ、2010 年 5 月に「新たな情報通信技術戦略」が決定さ

れた[55]。この戦略の策定にあたって、IT 戦略本部に新たに「企画委員会」が設置された。

企画委員会は主に副大臣や政務官級の議員によって構成されており、この設置により、こ

れまでの政府 IT 戦略の策定に関わってきた在り方専門調査会は廃止された。この組織の変

更の目的は、それまで政治家の関与が戦略策定の最終段階に限定されていたことから戦略

の検討等を政治主導で行うことにあるとされている[56]。結果として、過去の戦略が各省の

戦略の集約であるのに対して、「事務方レベルでは出てこなかったような施策も盛り込ま

れた」とされる[57]。

戦略の内容は、基本認識、3 つの柱と目標、分野別戦略、今後の検討事項の 4 つの部分

から構成されている。「基本認識」には、過去の IT 戦略の延長線上にあるのではなく、新

たな国民主権の社会を確立するための、非連続な飛躍を支える重点戦略(3 本柱)に絞り込ん

だ戦略である、との記述がある。3 本柱は、「3 つの柱と目標」において示され、国民本位

の電子行政の実現、地域の絆の再生、新市場の創出と国際展開の 3 つの項目で構成されて

いる。民主党を中心とした新たな政権が誕生し、情報通信戦略も塗り替えられ、電子政府

の位置付けも変化が見られることになった。1 つ目の「国民本位の電子行政の実現」では、

情報通信技術を活用した行政刷新と見える化、オープンガバメント等の確立の 2 項目が立

てられた。これらの項目の内容としては、行政サービスのオンライン利用の計画化や国民

ID 制度の導入[58,59]、行政情報の二次利用可能な形での公開などが盛り込まれた。国民 ID

制度は「行政機関等が保有する国民に関する情報を、個人情報保護の確保を図りながら、ID

を利用し、情報保有機関相互間で安全かつ効率的に情報連携を行うための仕組を整備しよ

うとするもの」であり、国民本位の電子行政を実現するため、社会保障・税の共通番号の

検討と整合性を図りつつ、電子行政の共通基盤としての利用が期待された。2 つ目の「地域

の絆の再生」は原口ビジョンに当初から使用されていた用語であり、医療分野の取組、高

齢者等に対する取組、教育分野の取組、地域主権と地域の安心安全の確立に向けた 4 つの

取り組みとなっており、これらの内容は「原口ビジョン」との類似しているものが多い[50]。

3 点目の新市場の創出と国際展開については、経済産業省の産業構造審議会で使われていた

用語であり、これは情報経済革新戦略の中核をなしていた。具体的には、低炭素社会の実

現、研究開発等の推進、若い世代の能力を生かした新事業の創出・展開、クラウドコンピ

ューティングサービスの競争力確保等、国際標準の獲得・展開及び輸出・投資の促進が項

目として挙げられた。これら 3 つの柱に加え、安全・安心な情報セキュリティ環境の実現、

政治活動に関する電子化が含まれている。

また、「新たな情報通信技術戦略」では情報政策戦略として初めて「工程表」が作成さ

れた[60]。IT 新改革戦略策定後の「IT 政策ロードマップ」など工程表に類似したものも作

られたこともあるが戦略内で正式に策定されたのはこれが初めてである。IT 戦略本部が設

置されて以降、2008 年まで「重点計画」が各年度で作成され、各情報政策の趣旨と時代背

景を鑑みて、1 年間に実行すべき施策について記載されていた。今回作成された工程表は、
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その期限に対して法的な位置付けはないものの、各府省がどのような施策を行うべきか示

している。工程表は企画委員会による進捗状況のフォローアップ等 PDCA サイクルの中で、

必要に応じて修正されることとされた。企画委員会下に置かれたタスクフォース等におけ

る議論や東日本大震災からの復興に向けた対応等を踏まえ、2011 年 8 月、2012 年 7 月に

それぞれ改訂が決定されている[61, 62]。

1-2-8 「世界最先端 IT 国家創造宣言」

2012 年 12 月に行われた第 46 回衆議院議員総選挙の結果、民主党を中心とした政権から

自民党を中心とした政権への再度の政権交代が起きた。安倍晋三内閣総理大臣は第 2 次安

倍内閣において、「財政政策」、「金融政策」、「成長戦略」を三本の矢とする一連の経

済政策、いわゆる「アベノミクス」を発表した。情報政策はこのうちの「成長戦略」の柱

の 1 つと位置付けられた。そして、再度自民党政権下、第 3 回日本経済再生本部における

安倍首相の指示[63]を受けて、「IT 戦略起草委員会」が置かれ、政府 IT 戦略見直しの議論

が進められた。IT 戦略起草委員会は「世界最高水準の IT 社会を実現するべく、IT 戦略を再

構築する」という目的で 2013 年 3 月に IT 戦略本部に設置され、政府 CIO を委員長とし、

IT 戦略本部有識者を委員とする委員会である。IT 戦略起草委員会[64]での議論を経て、情

報通信戦略として位置付けられる世界最先端 IT 国家創造宣言が 2013 年 5 月に閣議決定さ

れた。同日閣議決定された「日本再興戦略」の中でも[65]、日本産業再開プランの一つとし

て、「世界最高水準の IT 社会の実現」が掲げられ、世界最先端 IT 国家創造宣言を「精力的

に推進し、規制・制度改革の徹底並びに情報通信、セキュリティ及び人材面での基盤整備

を進める」こととされた。

世界最先端 IT 国家創造宣言は、基本理念、目指すべき社会・姿、目指すべき社会・姿を

実現するための取組、利活用の裾野拡大を推進するための基盤の強化、戦略の推進体制・

推進方策という五つの部分から構成されている[66]。このうち、「目指すべき社会・姿」に

は、三つの大項目がある。そのうちの 1 つが「公共サービスがワンストップで誰でもどこ

でもいつでも受けられる社会」である。これまで日本の電子政府政策において常にその実

現が目指されてきたワンストップサービスの実現が改めて目指すべき社会・姿として定位

されたと述べている。そして、IT を経済成長実現のカギであるとともに、社会を抜本的に

変革し、安全・安心・快適な生活を実現するための重要なツールとして認識し、府省庁の

縦割りを取り払い、各種施策の推進に取り組もうとした。

これまでの政府 IT 戦略が、IT 戦略本部における決定であったのに対し、IT 国家宣言は閣

議決定となっている。これには、「内閣の大きな方針として、高い位置付けで意思決定」

をしたいという山本一太 IT 政策担当大臣の意向があったとされている[67]。また、高度情

報通信ネットワーク社会の形成(IT 基本法)に関する重点計画として位置付けもされている

[68]。

世界最先端 IT 国家創造宣言では、これまでの情報政策では IT の利活用を中心に進めてき

たのにもかかわらず、多くの国民がその成果を実感するに至っていないとし、その理由と

して、従来の戦略が、IT 利活用を強調しつつも、IT 化や IT 活用という名目だけで、利用者
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ニーズを十分把握せず、組織を超えた業務改革(BPR)を行わなかった点が挙げられている。

また、各省がバラバラに IT 投資、施策を推進し、重複投資や施策効果が発揮できない状況

を生み出してきた点も反省点として挙げている。その反省を踏まえ、経済財政諮問会議、

産業競争力会議、規制改革会議とも連携し、総合的に情報政策を取りまとめる「司令塔」

として高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の呼称を「IT 戦略本部」から「IT 総合

戦略本部」とした。この「IT 総合戦略本部」が、府省の縦割りを排し、「横串」を通すこ

とが強調されている。また、「IT 利活用の裾野拡大」が不可欠であり、そのために、政府

自身が自己変革を強力に進め、障害となる組織の壁や制度、ルールを打破するとともに、

各省連携により政策資源を集中投下し、成功モデルを実証する国家プロジェクトを推進す

るなど、政府が民間の活力や投資を引き出せる環境整備に取り組み、戦略の実現を現実の

ものとする必要があるとした。

政府全体の情報政策推進体制における近年の大きな変化として、内閣情報通信政策監(以

下、政府 CIO)が法的に位置付けられたことが挙げられる[69]。中央省庁では 2002 年に IT

戦略本部の下に各府省情報化統括責任者連絡会議(各府省 CIO 連絡会議)が設置された。また、

2001 年に IT 担当大臣が置かれた際には、政府全体に対する CIO としての役割も期待され

ていた[27]。その後も、情報システムが各府省で個別に運用されており、全体最適が図られ

ていないこと、電子政府の国民サービスの利用率が伸び悩んでいることなどが指摘されて

きた[70]。2009 年に公表された「i-Japan 戦略」以降、政府の各種戦略において、行政の効

率化推進を目的として政府 CIO 設置の必要性が議論されていた。2012 年には、民主党政権

における税と社会保障の一体改革との関連もあり、政府情報化統括責任者が置かれ[71]、遠

藤紘一氏がその職についたが、法的な位置付けはなかった。2013 年、「内閣法等の一部を

改正する法律」(平成 25 年法律第 25 号。以下、「政府 CIO 法」とする。)が成立し、内閣

官房に政府 CIO の職が置かれることになり、その初代に政府情報化統括責任者であった遠

藤紘一氏が就いた。政府 CIO の設置には、府省の縦割りの体制を打破し、政府システム全

体のガバナンス強化を行う役割が期待されている[70]。これは、政府 CIO 法において政府

CIO は IT 戦略本部の本部員となるとともに、「府省横断的な計画の作成」を行わせること

ができることからも見て取れる。また、IT 国家宣言では、政府 CIO に「政府全体を「横串」

で通す必要のある IT 施策」を前進させるための役割が期待されている。しかし、政府 CIO

の権限に拡大に関しては、「行政の近代化効率化のために電子政府を推進する責任者とし

ての業務に専念する CIO という、政府 CIO 本来のあるべき姿」からずれているという批判

的な見解もある[72]。

具体的な施策としては、2020 年までに、世界最高水準の IT 利活用社会の実現とその成果

を国際展開することを目標とし、IT・データの利活用による、国民が日本経済の再生を実感

できる革新的な技術や複合サービスの創造による新産業創出と全産業分野の成長への貢献、

国民が健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会への貢献、公共サ

ービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられるように、国民利用者の視点に

立った電子行政サービスの実現と行政改革への貢献、の 3 項目を柱として掲げた。これら

を推進する取組として可能な限り、定量的な評価指標(KPI(重要業績評価指標：Key

Performance Indicator))を設けたうえ、戦略の PDCA サイクルを確実に実行するために「工程
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表」が作成された。その後、政府 CIO を中心とした新戦略推進専門調査会[73]による PDCA

サイクルの推進管理を踏まえ、東京オリンピック・パラリンピックの招致決定など状況の

変化を受けた形で 2014(平成 26)年 6 月に世界最先端 IT 国家創造宣言の改定を閣議決定し

ている[74]。

これまで日本の累次の情報通信戦略は e-Japan 戦略が改訂をされて「II」が発表された以

外は、前倒しで策定されるとしても題名を変更したものを出すという方式が踏襲されてき

たが、安倍政権下で出された世界最先端の IT 国家創造宣言は、改訂を行うことによってバ

ージョンアップが図られてきた。これには一貫したアベノミクスとの対応と長期ビジョン

での情報政策への取り組みを示すものとなっている。世界最先端 IT 国家創造宣言は、2015

年 6 月と 2016 年 5 月に再度改訂される[75,76]。毎年改定がなされている点は、この宣言の

新規性である。この 2015 年 6 月の改訂の大きな特徴は、「目指すべき社会・姿」の大きな

変更である。具体的には、IT 利活用の深化により未来に向けて成長する社会、IT を利活用

したまち・ひと・しごとの活性化による活力ある社会、IT を利活用した安全・安心・豊か

さが実感できる社会、IT を利活用した公共サービスがワンストップで受けられる社会の項

目が増加し、各項目についてもその内容を変更している。

1-2-9 世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

2016 年 12 月に「官民データ活用推進基本法」が成立し、これに基づき 2017 年 5 月、「世

界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を策定し、閣議決定した[77]。

今後は同計画を策定した「IT 本部・官民データ戦略会議」を中心に、政府一丸となって推

進していくことになった。この計画の策定により、これまでの「世界最先端 IT 国家創造宣

言」は廃止された。新計画では 8 つの重点分野として、電子行政や健康・医療・介護、農

林水産などに加えて観光も指定され、2020 年を一つの区切りとし、国民や企業にもたらす

メリットを示しながら施策を盛り込んだものになっている。特に、日本が集中的に対応す

べき諸課題としてあげた項目のうち、観光は「地域の活性化」によって新たに掘り起こさ

れる観光需要に応じた地域の高齢者の雇用創出や、「生産性向上、イノベーション、働き

方改革」での効果が期待されている。

そして、2018 年に「世界最先端 IT 国家創造宣言」から「世界最先端デジタル国家創造宣

言」へと名称が変更され、この宣言部分の記述も大きな変更が加えられた[78]。また、2017

年までは、「第 1 部：総論」、「第 2 部：官民データ活用推進基本計画」から構成されて

いたところ、改訂では「第 1 部：世界最先端デジタル国家創造宣言」、「第 2 部：官民デ

ータ活用推進基本計画」から構成されている。第 1 部が宣言部分であることが明確となり、

なおかつ第 1 部について、その内容が大きな変更がなされている点が本年の特徴である。

「世界最先端デジタル国家創造宣言」は、「世界最先端 IT 国家創造宣言」の対応する部分

と大きく異なり。実行すべきことが明確になった。2017 年までの「世界最先端 IT 国家創造

宣言」は、問題の背景や現状の認識を説明する文章が中心となり、具体的に政府として着

手すべき事柄や目標といったことが分かり難いものであった。「世界最先端 IT 国家創造宣
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言」をさまざまな政策や施策に活用することために多くの根拠を示したことにより焦点が

不明確になっていた。それに対して、「世界最先端デジタル国家創造宣言」では、実行す

べきこと、そして、その目標がこれまでよりも明確なものとなった。IT を活用した社会シ

ステムの抜本改革の項目の中に、デジタル技術を徹底的に活用した行政サービス改革の断

行として、行政サービスの 100％デジタル化、行政保有データの 100％オープン化など詳細

な数値まで盛り込んである。しかし、これらの個別の事項を見ると、既視感があるものも

並んでおり、これまでの日本政府における電子政府政策の積み残しをあらためてここで解

消しようとしているともとれる。特に「ワンストップサービス」の実現はこれまでの電子

行政の取り組みにおいて何度も繰り返し謳われてきた事項である。マイナンバー制度が導

入される際にも、ワンストップサービスの実現が目標として挙げられていた。実現してい

ない事柄につき、あらためて実現へ向けて力を入れることを表明しているということであ

る。あらためて見直すと、「地方のデジタル改革」の「地方公共団体におけるクラウド導

入の促進」や「オープンデータの推進」も既に取り組まれてきた事柄の促進を謳っている

に過ぎない。「シェアリングエコノミーの推進」のように新たに重点化された事項もある

が、それよりも既に着手している事柄についての取り組みを加速しようというのがこの変

更であったように思われる。これまでの取り組みで実現できていなかったことを明確にし、

それを今度こそ実現しようと表明しているように思える。「世界最先端 IT 国家創造宣言」

の宣言部分には、「事業者等との連携・協力」という項目があった。しかし、その内容は

付け足し程度の扱いであった。今回の変更では、「IT を活用した社会システムの抜本改革」

の中に「民間部門のデジタル改革」という項目が設けられた。しかし、「民間部門のデジ

タル改革」の中身は、従来の包括的な記述とあまり変わるところがない。データ流通に関

する部分など抽象的な表現が多く、具体性に欠けるものとなっている。今後検討すべき事

項が多い分野であることは誰もが承知するところだが、「行政サービスの 100％デジタル化」

といった明確な目標を打ち出したところからは、どうしても物足りなさを感じるものとな

っている。

1-3 情報政策の課題

これまで情報政策の変遷を追ってきたが、戦略の重点項目について、インフラ整備を中心

とした「e-Japan 戦略」を除けば一貫して各分野における IT の利活用を志向したものとなっ

ている。その内容は、その時代の政党の思考、経済状況、世論や技術発展などに応じて常

に変更されてきた。しかしながら、これまでの戦略では戦略全体の調整について必ずしも

成功しておらず、「各省がやりたいことを単にホッチキス止めしただけ」との批判もある[79]。

重点分野として絞り込んだとする分野も実質的にまとめ方が異なるだけというケースもあ

り、戦略自体の大変換はほとんど見られなかった。また、政府の情報政策が目標年限を迎

え、その評価を経て新たな情報政策の策定を行ったのは「IT 新改革戦略」の 1 回のみであ

る。その他の戦略は、経済的、社会的、政治的な変化により目標年限の途中で策定あるい

は改定が行われてきた。どの時代であっても縦割り行政に対する批判的な指摘がなされて

おり、重複する施策の排除も主張されてきたが、どの情報政策においても施策の重複等が

指摘されてしまっている[74]。これを踏まえると今後の情報政策においては、まずこれまで
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の政策の評価を適切に行い、失敗を踏まえた上で現状に噛み合った情報政策を立案し、常

に慎重な検討と不断の見直しが求められる。
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2. 情報政策の失敗事例 (1)

2-1 電子政府政策の取り組み

2-1-1 はじめに

これまで日本の情報政策を時代に沿って考察してきたが、2001年からこれまでに途方も

ない予算が注ぎ込まれてきたことは容易に想像される。実際にその額は15年間で20兆円を

超える。その中でも最も金額が多いのが「電子政府政策」であり、広範囲での「電子政府

政策」という捉え方をするとおよそ「6兆円」以上使用されてきている。今回は、その内容

がIT基本法成立以降の約15年の間でどのように変化していったのかを追いながら、その中

で失敗とも言える事例を取り上げ、考察をする。

2-1-2 電子政府の定義

電子政府について論じる前に、まず本研究における電子政府の定義について述べる。電

子政府の始まりは、1990年代の米国のクリントン政権期の公文書において、「e-government」

という用語が初めて使用された頃だと言われている[80]。2000年代に入ると米国連邦政府

のみならず、世界各国で電子政府が整備され始めるようになり、日本もこの時期に電子政

府政策が始まった。電子政府は、ITの技術革新の影響を如実に受けるため、その定義につい

ても、時代や論者の立場によって多少なりとも異なることが指摘されている[81]。しかしな

がら、政府がITを利活用することであるという認識に関しては大方一致をしている[82]。

様々な定義がある一方、本研究では、これまで取り上げてきた情報政策に含まれている「電

子政府」政策を指すことにし、広い定義にて電子政府を捉えることにする。ただし、日本

の情報政策における「電子政府」に関しても、その内容は時間と共に変化していることに

は注意が必要である[83]。

2-2-1 IT 基本戦略と e-Japan 戦略

2000年に情報通信技術戦略本部が内閣に設置され、「IT基本戦略」が策定されると、そ

の重点政策分野の一つに「電子政府の実現」が挙げられた[28]。ここで重要なのは、情報通

信インフラの整備と商取引のルール整備といった日本政府が世界と比べて後進していると

された政策課題に並び、電子政府の実現が挙げられていることである。この当時は、世界

的にも電子政府に関する取り組みが活発になっているわけではなく、このような中で日本

政府が電子政府の実現を情報通信政策に関する戦略の中に組み込んだことは、日本政府の

先駆性を示しているとも言える[84]。「IT基本戦略」の電子政府の項目の中において、電子

政府に関する定義付けとして、「電子政府は、行政内部や行政と国民・事業者との間で書

類ベース、対面ベースで行われている業務をオンライン化し、情報ネットワークを通じて

省庁横断的、国・地方一体的に情報を瞬時に共有・活用する新たな行政を実現するもの」

と記載されている。この文章から、この当時の電子政府とは、行政業務のオンライン化に

より国と地方を繋げ、新たな行政の実現を目指すことであることがわかる。また、具体的
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な施策として、まず行政内部の電子化や官民接点のオンライン化が挙げられることから、

従来まで紙の書類で行われてきた行政手続きを電子化することが主要な取り組みであった

ように窺える。そして、具体的な施策の一つとして、行政情報のインターネット公開、利

用促進という目標からは、この当時急速に発展していったコンピュータ産業とインターネ

ットを利用することが述べられている。これを受け、中央官庁のWebサイトが次々に開設さ

れ情報提供の一つのツールとなっていった。そして、行政情報を公開するとなると問題と

なることは、どこまで公開して良いものかということである。これを境に行政情報の公開

に関して様々な規制が決まられ整備されていくことになる。以上をまとめると、IT基本戦略

における電子政府は、情報化の波に合わせて、行政組織内の電子化とインターネットを利

用した情報提供、そしてそれに伴う制度の見直しの3つの軸で行われていたことがわかる。

2001年にe-Japan戦略が策定された[29]が、その内容は大半がIT基本戦略を踏襲したもので

あった。電子政府の定義もIT基本戦略で示された定義と変わりはなく、行政内部の電子化や

官民接点のオンライン化など具体的に推進すべき施策もIT基本戦略の毛色を強く残してい

る。その後に発表された2001年のe-Japan重点計画[85]では、重点的に行う施策の一つとし

て、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進が挙げられている。そ

の内容は、e-Japan戦略で示された文書の電子化やペーパーレス化の推進などの目標が最初

に掲げられ、その後に現状と課題から施策の意義、具体的施策と詳細な記述がなされてい

る。現状と課題では、国の申請・届出等手続のオンライン化手続数や国の行政機関のホー

ムページ開設数など日本の情報化の現状が示されている。施策の意義では、行政の情報化

について、「国、地方公共団体の行政手続が時間的・地理的な制約なく行えることを可能」

とするために、「自宅や職場からインターネットを経由し、原則として、行政手続が24時

間受付可能」とすることで、国民の生活や産業活動の活性化と利便性の向上」が見込まれ

ることが述べられている。そして、これらを踏まえて、2003年度までのビジョンとして「申

請・届出等に必要な手数料納付、納税等をインターネットにより行うことが可能に」する

といったこと等が明示されている。具体的施策では、「行政の情報化」と「公共分野」に

分けて、取り組むべき具体的な施策が示されている。「行政の情報化」では、国民、企業

と行政との間の情報化、行政の事務・事業の情報化、その他の三つに分類して、各種の取

り組みが列挙されている。具体的には、行政情報の電子的提供、申請・届出等手続の電子

化、ペーパーレス化(電子化)、職員の情報リテラシーの向上と意識改革、法令の見直、アウ

トソーシングの推進、ICカードといった項目が並んでおり、IT基本戦略と変わらないものか

ら、ICカードなど新しい技術の利活用まで追加して含まれていることわかる。一方、「公

共分野」では、科学技術・学術研究分野の情報化、芸術・文化分野の情報化、保健・医療・

福祉分野の情報化、雇用分野の情報化、高度道路交通システム(ITS)の推進などの他分野の

項目が並び、各省庁が取り組むべき施策が示されている。e-Japan戦略においても「電子政

府の実現」の中で「推進すべき方策」において具体的な施策が示されていたのであるが、

e-Japan重点計画では目標の年限が明記され、また広範な分野における取り組みと連携を図

ることが確認されるなど、具体性が増した記述が見られるようになっている。
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翌年には策定されたe-Japan重点計画-2002[32]では、前年のe-Japan重点計画から大幅な変

更はないが、新しく前年度の成果が示された項目がある。この中で成果として挙げられる

のは、いわゆる行政手続オンライン化法の国会への法案提出や電子政府の総合窓口システ

ム(e-Gov)の稼働開始、総合行政ネットワークシステム(LGWAN)と霞が関WANとの相互接続

の実現などである。この成果を総括すると、この時点で、政府における情報通信インフラ

の整備や行政手続オンライン化の実現へ向けた取り組みが着実に進んできた様子が窺える。

電子政府政策については、e-Japan重点計画-2002の中の「先導的取り組みによるIT利活用の

推進」のは7つの項目が掲げられおり、電子政府は、7つ目の「行政サービス」において言

及されている。「行政サービス」において、「重複投資は徹底排除、行政の透明性を高め、

民の参画を促進」が大目標として掲げられている。そして、実現したいことや実現のため

の方策が記されている。実現したいこととしては、「日本の国際競争力の基盤となる効率

的で質が高く、24時間365日ノンストップ・ワンストップの行政サービスを提供する」こと

と、「国民が必要な時に政治、行政、司法部門の情報を入手し、発言ができるようにする

ことで、広く国民が参画できる社会を形成する」ことの2点が挙げられている。そして、実

現のための方策として、行政ポータルサイトの整備や一括してオンライン申請が可能とな

るワンストップサービスの整備など8つがあげられている。e-Japan重点計画-2002において

注目されることは、「行政サービス」という項はあるものの、電子政府に関する定義付け

のようなことはなされず、電子政府という語が登場するのは、「行政サービス」の「実現

のための方策」の中で、「電子政府の総合窓口と各府省、地方公共団体等のシステムと連

携し、関連手続を一括してオンライン申請できるワンストップサービスを整備する。」と

いう文章がある程度である。ITの利用が社会的に広まるなかで、改めて「電子政府」という

語を使用せず、端的に行政サービスにあってもITの利活用を進めるということが、このe-

Japan重点計画-2002で表明されているのである。また在り方検討会において、電子入札の開

始や住基ネットの稼動などある程度進展していることに対する評価の声が上がる一方で、

行政の効率化(BPR、手続の簡素化、人員削減等)につながっていないことや、国と地方が一

体でなく、進捗状況や導入システムに全国的な統一感、整合性がないことなど本来目指す

べき社会像になりきれていない現状を指摘されている。

2-2-2 e-Japan 戦略�

e-Japan 戦略では重要施策として取り上げられてきた電子政府であるが、e-Japan 戦略�の

中には電子政府に関する明言した文書はない[31]。強いて電子政府政策に関連した点を挙げ

るならば、行政サービス分野における具体的な方策について説明されている場面において、

「電子政府の総合窓口と各府省、地方公共団体等のシステムと連携し、関連手続きを一括

してオンライン申請できるワンストップサービスを整備する」との文面がある。この「ワ

ンストップサービス」の実現は、これ以降も日本の電子政府政策の主要な目標となる。ワ

ンストップ化の実現の過程については、行政手続のオンライン化が主要な課題とし、2003

年には、行政手続オンライン化法が施行されている。この法律は、日本の行政における行

政手続全般について包括的にオンライン化の対象とすることを定めたものであり、オンラ

イン化の対象外とする一部の手続きに関しては、限定的にそれを列挙する構造となってい

- 150 -



る。この法律により、日本政府はあらゆる行政手続のオンライン化を強く推進し、ワンス

トップ化を目指した。

e-Japan戦略 IIに基づき、e-Japan重点計画-2003や e-Japan重点計画-2004が策定された[86,

87]。e-Japan 重点計画-2003 では、e-Japan 重点計画-2002 と同様に、それまでの取り組み関

する成果が確認された後に、総合行政ネットワーク(LGWAN)の整備や公的個人認証サービ

ス制度の整備について、年限を定めて、実現すべき事柄が明示されている。電子政府に関

しては、e-Japan 重点計画-2003 よりも一か月ほど前に、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡

会議により決定された「電子政府構築計画」に基づいて各種取り組みが進められることと

されている[88]。そこで、電子政府構築計画を見てみると、この計画は「基本的考え方」、

「施策の基本方針」、「府省別計画」の三つの主要部分から構成されている。「基本的考

え方」では、電子政府の構築に関して、「利用者本位で、透明性が高く、効率的で、安全

な行政サービスの提供」と「行政内部の業務・システムの最適化(効率化・合理化)」との記

載があり、利用者目線での取り組みの重要性が記載され、電子政府の構築が行政における

業務や行政サービスのあり方そのものを変革することを指していることが確認されている。

2000 年の IT 基本戦略の以来、社会の情報化の拡大に伴い、行政においてもどこに IT を活

用していくのかが焦点となっていたが、どの分野であっても IT の利活用が一般的となり、

IT の利活用と同時に行政のあり方そのものの変革までも視野に入れざるをえなくなってき

た状況が窺える。具体的な内容に関して見てみると、電子政府構築計画の「施策の基本方

針」では、国民の利便性・サービスの向上、IT 化に対応した業務改革、共通的な環境整備

の 3 つの主要項目が掲げられている。

このうちの「国民の利便性・サービスの向上」では、e-Gov や各府省のサイトを利用した

行政手続のオンライン化とその利用の促進が謳われており、この計画に至るまでの累次の

戦略や計画との継続性も見て取れる。しかし、「IT 化に対応した業務改革」では、「業務・

システムの最適化」が最初に掲げられており、IT をどこに使用することで行政組織の変革

が行えるのかという点に重きを置きつつあることが窺える。また、「共通的な環境整備」

という項目は、2000 年代に入って各府省で導入してきた各種の情報システムの全体最適化

が求められるという認識からである。また「府省別計画」として各府省が最適化に関して

どのような取り組みをなすべきなのかを記したものも項目として追加されている。このよ

うに、政府による戦略とは別に電子政府構築計画が策定されるところとなった。これは、IT

を行政に導入する段階から IT で行政を変える段階へと至ったことの現れであるとみなすこ

とが出来ると考えられる[89]。

また、評価専門調査会の報告書においては、e-Japan 戦略 II の電子政府施策に関して主に

3 つの問題点を挙げている。1 つ目は、先端的な電子政府基盤が整備されると共に電子自治

体も整備されつつあるが、国民の利便性の実感が足りないことと IT を利活用した国民参加

の拡大が不十分であることである。2 つ目には、電子政府の推進体制において、PDCA の体

制が不備であり IT 投資の費用対効果の検証が不十分であること、3 つ目には、情報リテラ

シー向上、抜本的業務改革の推進、民間活力の活用といった社会的な推進と協力に関する

不十分さを指摘している。この 3 つの反省点を述べた上で対応案として、国民が利用しや
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すいように煩雑な手続きを簡素化するために一連の手続きの見直しの必要性と、IT の利活

用による業務改革を進め、民間活力の積極的利用も視野に入れ、行政全体としてのスリム

化、最適化を推進すべきとしている。この反省を見てもわかるように、この頃であっても

電子政府導入による国民の利便性への実感は薄いものであることが窺える。

2-2-3 IT 新改革戦略

2006 年に発表された IT 新改革戦略の「基本理念」では、情報化社会の現状への解釈とし

て情報通信インフラの分野では世界に対する遅れを取り戻したという認識を示している。

また電子政府に関しては、早稲田大学等の研究機関などにより、その達成度についてラン

キングが発表され、日本政府の取り組みは高い評価を得た[90,91]。このように自他共に情

報政策が評価されている中で、今後は IT の利活用の観点での取り組みを課題としている。

また目指すべき社会像や推進体制なども記されており、その具体的な利活用の構想が描か

れている。また、電子政府政策に関する言及としては、「今後の IT 政策の重点」の項目に

「「世界一便利で効率的な電子行政」として見出す事ができる。

IT 新改革戦略では、これまでの情報戦略で唯一、現状と課題が明確に述べられており、

その中で行政手続のオンライン化が進捗している一方で、「国民・企業等による電子政府

の利用は進んでおらず、また住民サービスに直結する地方公共団体の電子化が不十分であ

るなど、国民・企業等利用者が利便性・サービスの向上を実感できていない」との課題が

指摘されている。この利活用の課題と政府全体のシステム最適化の課題への認識について

は、既に決定されていた電子政府構築計画などと共通している。そして、目標として、「申

請・届出等手続におけるオンライン利用率を 2010 年度までに 50%以上」や「政府全体の業

務・システム最適化を図り、効率的な電子政府を実現する」が掲げられた。このように電

子政府に関する取り組みはシステム構築の段階からシステム運用の段階に中心が移ってき

ていることが窺える。また、ここで言及されている電子政府とは、e-Japan 戦略 II でも利用

の促進が謳われたポータルサイトを介したオンライン申請のことを指しているものと考え

られる。

IT 新改革戦略の中の「実現に向けた方策」では、オンライン利用の促進のために「利用

促進行動計画」を策定することが謳われていたため、2008 年 6 月には「オンライン利用の

拡大に向けた基本方針」と「重点手続分野ごとの取組方針及び目標値」から成る「オンラ

イン利用拡大行動計画」が策定された[92]。この計画は、「認証基盤の抜本的な普及拡大策」

や「使い勝手の向上」といった技術的な側面での障壁の除去に言及する一方で、「経済的

インセンティブの向上等」や「添付書類の削減に向けた方策」といった制度改革に踏み込

む内容となっている。そして、従来の情報政策と同じ目標を掲げているものではあるもの

の、実際に利用されていないオンラインでの手続は利用停止することも明示された。この

オンライン利用拡大行動計画により、行政手続のオンライン化推進という一辺倒の拡大策

から、利用可能性を考慮し、オンライン化を吟味しながら推進するという方針へと変更さ

れた。具体的施策の一つの柱として、デジタル特区等による三大重点プロジェクトの推進

が掲げられ、その中で国民がサービスの利便性を実感できる新しい電子政府・電子自治体
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の推進が取り上げられている。ここでは、「電子政府・電子自治体の推進は、2008 年にお

ける OECD 加盟国の ICT 政策において最優先課題とされている」としている。そして、そ

の取り組みとして、行政手続のオンライン化、ワンストップサービスや希望する個人又は

企業に提供される高度なセキュリティ機能を持った電子空間上のアカウントである国民電

子私書籍の整備、全体最適化の実現が挙げられている。この取り組みの一覧を俯瞰してみ

ると、国民電子私書籍の整備以外は従来の取り組みと同じままである。しかし、これまで

の IT 戦略と比べて、電子政府政策の位置付けは上昇している。

評価専門調査会において電子政府施策の推進状況を評価することを目的として「電子政

府評価委員会」が設置された[93-95]。「電子政府評価委員会」は 2006 年度から 2008 年度

までの 3 年間において評価報告書を公表している。2006 年度と 2007 年度の報告書では、

電子行政の課題を�利用者視点に立った「見える化」と成果主義、�フロントオフィス改革

とバックオフィス改革の連動強化、�オンラインに係る共通基盤整備・普及、及び府省内・

間連携、国・地方連携、官民連携による全体最適の実現の三つの観点から指摘している。

業務システムの最適化計画による投資予定額の 3 割削減や、自治体向け電子自治体オンラ

イン利用促進指針の策定、各府省 PMO や府省共通 GPMO の設置によるガバナンス体制の

強化などは評価できるとする一方で、オンラインの利用率の低迷と最適化へ取り組みや

PMO の活用も不十分であるとされた。オンライン利用に対しては、使い勝手の悪さと利用

者の業務フローが煩雑になってしまっていることに問題点を挙げている。また電子証明書

の発行件数は急増しているものの、年間運用経費にバラツキがあることに対しても問題と

している。2008 年度の報告書では、�利用者視点に立った「見える化」と成果主義に関す

る課題を取り上げ、その中でオンライン利用率が 20％を超えほぼ目標を達成し、利用率が

低迷しているオンライン手続きの見直しや廃止を検討している点を評価している。また課

題として、政府 CIO の設置の検討やサービス時間の延長、社会における電子的証明書の普

及等を課題としてあげている。

2-2-4 デジタル新時代に向けた新たな戦略

2009 年 3 月には、「デジタル新時代に向けた新たな戦略」が発表された。「基本的方針」

では、2015 年に向けて目指すべき社会イメージを提示した上で、前倒しで戦略を発表す意

義を述べ、特に推進すべき施策について列挙している[45]。電子政府の取り組みに関しては、

具体的施策の中の「デジタル特区等による三大重点プロジェクトの推進」において、国民

がサービスの利便性を実感できる新しい電子政府・電子自治体の推進が含まれている。こ

のプロジェクトに関して、現状と課題として、日本が電子政府政策を先駆的に進めてきた

ものの、諸外国も同様の取り組みを進めてきたため、諸外国に比べて遅れが目立つように

なってきているとし、ワンストップサービスの実現や行政の業務改革の推進にかかわる取

り組みを行っていくこととが明記されている。特に強調されるのは、国民電子私書箱の構

想である。政府は、国民電子私書箱を「希望する個人又は企業に提供される高度なセキュ

リティ機能を持った電子空間上のアカウント」として定義付けをしている。民間ビジネス

の分野では、一人一人の顧客に向けたサービスの提供が IT を活用することで可能となるな

か、行政にあっても一人一人の国民に合わせたサービスの提供を実現しようとしたのであ
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る。国民電子私書箱は、希望する国民・企業等に提供される、電子空間上で安心して年金

記録等の情報を入手し、管理できる専用の口座であり、社会保障分野のみならず幅広い分

野でワンストップの行政サービスを提供するものである。この電子私書箱の導入は、社会

保障カードの導入とセットで考えられている。既に、国民が所持出来るカードとして、住

民基本台帳ネットワークの導入に際して作られた住基カードが存在していたが、その普及

が伸び悩んでいた。そのような状況にあって、国民電子私書箱の整備が構想され、社会保

障カードの導入も併せて検討されるところとなったのである。しかし、この国民電子私書

箱は結局のところ現在まで実現せずに終わり、社会保障カードについては、税と社会保障

の一体改革とも関連して構築されることが決まった税と社会に関わる共通番号制度の中で

導入が決まっている。国民電子私書箱が構想された時には、いわゆる「消えた年金」問題

が社会的な関心を集めており、その対応策として、このような仕組みが電子政府政策の中

で位置付けられたのである。

2-2-5 i-Japan 戦略 2015

2009年7月には、3月に発表された「デジタル新時代に向けた新たな戦略」との整合性も

保ちつつ、当初策定予定であったi-Japan戦略2015が発表された[46]。このi-Japan戦略2015

においても、政府が力を入れる三大分野の一つに「電子政府・電子自治体分野」が挙げら

れている。これは、IT新改革戦略と比較してみると、推進体制強化のための法制度整備、及

び利用者視点での利便性向上や業務効率化に重点が移った内容となっている。そして、こ

の戦略では、行政窓口改革・行政オフィス改革・行政見える化改革を推進することによっ

て、「国際的に世界一の評価を受け、「国民に開かれた電子政府・電子自治体」を実現す

る。」という目標が謳われている。これまでの電子政府政策に関する政策では、ITの利用が

前面に出されていた。しかし、行政窓口改革では、従来から存在する行政の窓口やコンビ

ニにおけるキオスク端末の利用なども視野に入れた改革案が示されている。また国際的な

ランキングで隣国の韓国が世界一を獲得するなど、日本の電子政府政策の進展に遅れが見

られるようになったことにともない、国際的な評価も改めて獲得すべく、行政情報システ

ムの統合化や業務改革の実現、国民電子私書箱の整備、電子政府構築の推進体制の強化な

どが具体的な方策として示された。ただし、その内容自体は前の戦略を引き継ぐもので、

必ずしも新規性を持つものではない。この後、民主党を中心とした政権交代が起き、情報

通信戦略も改めて策定し直される事態が起き、電子政府に関する内容にも大きな変化が見

られることになる。

2-2-6 新たな情報通信技術戦略

2009年8月に民主党政権に変わり、その9ヶ月後に発表された「新たな情報通信技術戦略」

は、一つ前の自民党政権下での「i-Japan2015」の策定から1年未満という短期間での改定と

いうこともあってか、大きな施策内容の変更はなかった[55]。電子行政に関しても、i-

Japan2015と同様、目標の1番目の項目に書かれている。その具体的内容も、主に2020年ま

でに行政手続のワンストップ化の実現と行政の見える化の実現が掲げられており、過去の

戦略と変わりはない。ただし、インターネットによる行政情報の情報公開をすることによ

るオープンガバメントの推進が具体的な方策として明記されている点は新規性がある。オ
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ープンガバメントについては、「国民本位の電子行政の実現」に「2013年までに、個人情

報の保護に配慮した上で、2次利用可能な形で行政情報を公開し、原則としてすべてインタ

ーネットで容易に入手することを可能にし、国民がオープンガバメントを実感できるよう

にする。」との記述があり、抽象的ではあるがその目標が掲げられた。

2011年8月には「電子行政推進に関する基本方針」が出され、その中の「重要施策の推進」

において、主に国民ID制度、行政サービスのオンライン利用、オープンガバメントが掲げ

られている[96]。国民ID制度は、後に税と社会保障に関わる番号制度であるマイナンバーに

結実する。一方、この段階に至っても、行政サービスのオンライン化が提唱されているの

である。そして、同年に更に、新たな情報通信技術戦略を受けた「新たなオンライン利用

に関する計画」が策定された[97]。行政手続のオンライン化については、それまでと同様に、

計画を策定して、施策を推進することとされたのである。行政情報の公開・提供は、つま

りはオープンデータの推進であり、実際にその取り組みがなされていくことになり、議論

を先取りすれば、政権に返り咲いた自民の安倍総理の下で発表される情報通信戦略におい

ては特に重点的に扱われるテーマとなる。国民の意見の収集と政策形成過程への参加につ

いては、「電子行政推進に関する基本方針」が出される前の2010年2月から3週間、経済産

業省が国民からの意見募集サイト「経済産業省アイディアボックス」を開設し、IT政策に関

する意見募集を行っていた。さらに、同年4月からは文部科学省が学校・家庭・地域の教育

現場の声を集め、熟議を通じて教育政策を創り出すことを目指し、Webサイト「熟議カケア

イ」を開設していた。この時期には国民の政策形成過程への参画を目指した取り組みが模

索されていた。しかし、これらの取り組み以降は、意見募集や政策形成過程への国民の参

加に関する取り組みの影は薄れ、日本政府におけるオープンガバメントの取り組みは、い

わゆるオープンデータの推進へと傾斜したものとなっていく。そこで発表されたのが、2012

年の「電子行政オープンデータ戦略」である[98]。「電子行政オープンデータ戦略」では、

その策定理由に関して、「「新たな情報通信技術戦略」及び「電子行政推進に関する基本

方針」の趣旨に則り、オープンガバメトの推進に当たっては、公共データは国民共有の財

産であるという認識の下、公共データの活用を促進するため取組に速やかに着手し、それ

を広く展開することにより、国民生活の向上、企業活動の性化等を図り、日本の社会経済

全体発展に寄与することが重要であるため、公共データの活用促進のため基本戦略として、

「電子行政オープンデータ戦略」を以下のとおり策定する。」と記載がされている。この

文章からも明らかなように、新たな情報通信技術戦略や電子行政推進に関する基本方針を

受けて、オープンデータ推進のための戦略が策定されることになったのであり、オープン

ガバメントの取り組みは日本においてはオープンデータの推進に集約されることになって

いったと言えよう。2012年12月からは、「電子行政オープンデータ実務者会議」が組織さ

れ、この場で具体的なデータの公開方法や活用方法が検討されている[99]。
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2-2-7 世界最先端 IT 国家創造宣言 

2013年5月に、世界最先端IT国家創造宣言が閣議決定された[74]。世界最先端IT国家創造

宣言において、「目指すべき社会・姿」のひとつに「公共サービスがワンストップで誰で

もどこでもいつでも受けられる社会」がある。これまで日本の電子政府政策において常に

その実現が目指されてきたワンストップサービスの実現が改めて目指すべき社会・姿とし

て定位されたのである。また「目指すべき社会・姿」のもう一つの「革新的な新産業・新

サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現」の中の最初の項目には、「オープ

ンデータ・ビッグデータの活用の推進」が謳われている。目次からもわかるように世界最

先端IT国家創造宣言では、オープンガバメントではなく、オープンデータが前面に押し出さ

れるかたちになっている。ただし、ここでも公共サービスのワンストップでの提供が項目

として掲げられており、この点については従来の電子政府政策を引き継いでいると言える。

オープンデータの取り組みについては、政府が保有するデータの整理が行われ、2013年12

月には、オープンデータの「データカタログサイト試行版」が公開され、このサイトがデ

ータカタログサイトとして、一時予算の切れ目による中断も挟みながら、現在は本格版と

して運用が続けられている[100]。電子政府政策に関しては、「利便性の高い電子行政サー

ビスの提供」として、官民協同の利便性の高いサービスの創造、クラウドを活用したオー

プンな利用環境の整備が掲げられ、「国・地方を通じた行政情報システムの改革」では、

2018年度までにシステム数(現在約1500)を半減、2021年度までに原則すべての政府情報シ

ステムをクラウド化し、運用コストの3割減、番号制度を導入する行政分野の業務改革及び

システム改革の着実な実施が目標とされた。また「政府におけるITガバナンスの強化」とし

て、IT投資計画を2014年度予算から予算編成に合わせて策定・推進、日本版「ITダッシュ

ボード」を整備し[101]、2014年度早期から運用開始、政府IT調達に係る標準化・共通化の

推進、技術力評価の見直し等を実施し、調達コストの削減、透明性向上、競争市場の促進

をはかるとしている。この世界最先端IT国家創造宣言は、当初e-Japan戦略に比べると、生

活重視から産業振興重視へ戦略目標の方針転換がはかられている一方で、電子政府政策の

戦略目標に関しては、行政サービスの効率性から利用者の利便性重視へとシフトしている。

2-2-8 世界最先端の IT 国家創造宣言の再改訂

2015年6月に再改訂においては、「目指すべき社会・姿」の項目で「ITを利活用した公共

サービスがワンストップで受けられる社会」が追加され、大幅な内容の変更となった[75]。

内容としては、「今後は、全ての行政サービスが電子的に受けられることを原則とし、ク

ラウド及びマイナンバー制度の徹底活用により、オープンで利便性の高い公共サービスを

提供し、電子行政サービスがワンストップでどんな端末でも受けられる「便利なくらし」

社会を実現する。」、「こういった取組に加え、データ駆動型の行政運営に取り組み、革

新的かつ透明性の高い電子政府の実現を目指す。今後、政府においては、組織や業務の壁

を越えた分野横断的なデータの利活用を含め、データを駆使した行政運営を強化し、政策

企画や評価の高度化、サービスの品質向上、行政運営の効率化を図る。」と記載されてお

り、クラウド技術とマイナンバー制度を念頭にした政策であることが見て取れる。電子政
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府という用語自体、久しぶりに政府の戦略の中に登場したということもあるが、行政手続

のオンライン化ではなく、データ駆動型の行政運営という文脈の中に電子政府を改めて定

位し直したという意味でも画期的な改訂になっていると言える。「目指すべき社会・姿を

実現するための取組」において、電子政府政策に関わる項目は、「利活用の深化により未

来に向けて成長する社会」において、新たなIT利活用環境の整備、ビッグデータ利活用によ

る新事業・サービスの促進、公共データの民間開放(オープンデータ)の推進とし、「ITを利

活用した公共サービスがワンストップで受けられる社会」として、安全・安心を前提とし

たマイナンバー制度の活用、利便性の高い電子行政サービスの提供、国・地方を通じた行

政情報システムの改革、政府におけるITガバナンスの強化となっている。今回の改訂におい

て、これまでは同じ項目内で論じられていたビッグデータとオープンデータを切り分け、

電子政府政策に関連して、オープンデータの促進に注力することが書かれていることは注

目するに値する。

ワンストップサービスの実現については、改めて主張されるところとなっているが、マ

イナンバーの活用・オンラインでのサービス提供についての利便性の向上・行政情報シス

テム改革・政府CIOを中心としたガバナンス体制の強化と、電子政府に関して一体的な取り

組みを図ることが明確にされている。ここでは、自治体の取り組みに関しても、これまで

以上に踏み込んだ記述がなされている。これまでの戦略では、電子政府政策はワンストッ

プサービスの実現に傾斜したものとなっており、そこにオープンガバメントやオープンデ

ータの側面が加わってきたというのが一つの理解の方法であったと思われる。その流れを

汲んで、ワンストップサービスとオープンデータの両側面を統合的に位置付けたのが現在

の日本の電子政府政策であると結論付けられるだろう。しかし、現在においても未だに国

民の利便性に関する実感が向上しているとは言えず、マイナンバーの活用に関しても難儀

を示す人々も多い。
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3. 情報政策の失敗事例 (2)

3-1 電子カルテと地域医療連携

3-1-1 はじめに

地域医療連携を進めている日本において、オーダリングシステムや電子カルテによる医

療の情報化は必須なものとなっている。電子カルテを含めた医療情報の共有と標準化は相

互運用性実現の手段の一つであり、医療の効率化が課題とされる社会保障においては重要

な項目であるといえる。現在、データの利活用が活発化しデータ指向型社会となった現在

では、医療情報の価値は増大しておりその重要性も日々増している。しかし電子カルテに

関しては普及率が低いこと、標準化がされていないことなど多くの課題が残っているのは

事実であり、政府の取り組みについても疑問視されることが多い。今回は電子カルテに関

する情報政策を取り上げ、その変遷を述べると共にその問題を述べる。

電子カルテに関する情報政策について述べる前に、現状の電子カルテの普及率に関して

述べる。平成29年度の厚生労働省の医療施設調査によると、一般病院における電子カルテ

システムの普及率は46.7%(3432/7353施設)であり、病床規模別に見てみると400床以上の病

院では85.4％と高い水準であるが、400床以下の病院だと42.5％、とりわけ200床以下の病

院に絞ると36.9%と低い普及率となっている。オーダリングシステムも電子カルテよりも普

及が進んでいるものの、一般病院全体では55.6%(4088/7353施設)であり、400床以上の病院

では91.4％、400床以下の病院だと51.8％と電子カルテと同様の傾向を示している。このよ

うに現在も電子カルテやオーダリングシステムの普及は不完全な状態である[102]。

3-2-1 IT 基本戦略前の取り組み

日本では医療情報システムの普及は1950年代に始まり、諸外国に比べてかなり早い取り

組みであった。当時は事務処理の合理化がIT化の主目的であり、医療情報の標準化は重視さ

れなかった。このようなシステムの普及が医療情報の利活用のための標準化の普及を遅ら

せたことは否めない。本来ならば、医療行為の最適化や患者情報の適切な管理といった目

的で医療の情報化を進めて行くべきであるのだが、日本のIT化はこれとは違った道を歩むこ

とになる。この時代にはまだパソコンはなく、部屋を覆い尽くす巨大な機械としてのコン

ピュータであった。このようにコンピュータが開発されてまもない時点で、すでに医療機

関は情報化に取り組んだのである。これには、診療報酬明細書(以下レセプト)という日本独

特の医療制度による影響が大きい。日本は、現在まで全ての手術等の医療行為や処置、薬

剤や医療材料に1点につき10円の点数がつけられており、医療機関は毎月一人の患者ごとに

点数を集計し、細かなルールの下でレセプトを作成して10日までに支払機関に送り、翌月

末に報酬が振り込まれる、という流れになっている。10日を過ぎると報酬の受け取りが1カ

月遅れることもあり、ほとんどの医療機関では、毎月7日と8日は、職員は徹夜に近い状態

で業務をこなしていた。当時は紙のカルテだったので、これらを全部見直して点数を調べ、

- 158 -



罫紙に記入し、そろばんで計算し、書類を作成し、それを10日の午前中に送付するという

作業である。このような単なる点数の足し算とごく簡単な条件分岐といった作業は、極め

て能力の低い当時のコンピュータでも行うことができた。したがって、コンピュータの導

入により、業務時間は短縮し、残業時間や休日出勤が減少した。これは医療機関の経営者

にとって、とても大きなインセンティブであり、少々高かろうが、場所をとろうが、各医

療機関はこぞってコンピュータ化を進めていった。コンピュータ化といっても、電卓に近

い、あるいはワープロに近い装置であるにもかかわらず、60年代後半には、規模の大きい

医療機関ではほぼ100%、このレセプトを処理するコンピュータ、通称「レセコン」が導入

されるようになった。そして、1970年代には医事会計システムや臨床検査システムなど、

部分的な病院内部門システムが普及することになる。

また、1980年代、日本の景気の変動と同時に医療制度の破綻危機という問題が明確にな

り、普及が進んだのがオーダリング・システムである。医療費の抑制が求められる中、医

療にかかわるコストで削れる部分、すなわち、事務経費の大半を占める人件費を削ろうと

いう動きが活発化し、その代替としてオーダリング・システムの導入が進んだ。オーダリ

ング・システムとは、紙の伝票を使わずに最初からコンピュータに入力するもので、医事

課で入れ直す必要がなくなる。その結果、医事課で入力作業をしていた20数人の職員は不

要になり、人件費削減となる。医療費を当面上げない状態でも病院が従来通り運営を続け

ることができるということで、オーダリング・システムの導入が進んだ。オーダリング・

システムを導入するためには、医療の現場にコンピュータを置き、伝票をなくすためにコ

ンピュータの画面に入力する必要があった。また放射線の画像については品質を落とせば

可能ということで、高い品質を必要としないフォロー・アップの段階等で活用が進んだ。

オーダリング・システムが普及した要因は、医療機関の人員削減、つまり経営状態の改善

につながるという経済的なインセンティブだ。このため、導入に数億円かかろうが導入に

つながった。

その後、オーダリング・システムの技術を、例えば仕事の合理化や患者への説明の際に

活用できないかということで、90年代から開発が始まったのが単体試行システムの電子カ

ルテである。1988年5月厚生省健政局通知により、作成した医師等の責任が明白であればワ

ードプロセッサー等いわゆるOA機器により診療録を作成することができるとされたことか

ら、少数ではあるが、既に電子カルテを採用、紙に転記し保存している医療機関が見られ

た。しかし、レセコンやオーダリング・システムに比べると、電子カルテの進歩は非常に

遅かった。これは、電子カルテには医療機関にとって経済的なメリットが薄かったためで

ある。もちろん、医師や看護師の労働効率が多少改善し、患者の満足度が向上するという

メリットはあるが、医療機関の経営が楽になるという経済的なメリットは薄い。このため、

医療機関は高い理想のために自腹を切ってITシステムを導入するということにはならなか

った。

1999年の厚生省健康政策局長通達「診療録等の電子媒体による保存について」が出され

る前は、医療法第24条の解釈を巡って、カルテの記載を紙に限定すべきか、電子化を認め

るべきかで議論が行われていた。その後、医師会が折れる形で、厚生省は1999年4月に、診
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療録等の電子保存を認める通知を各都道府県に送付した[103]。これまで紙による保存を義

務づけていたが、これにより診療録、助産録、医療法上の病院管理、運営記録、調剤録、

診療報酬上必要な記録等10種の医療記録のフロッピーディスク、CD―ROM、MO等の電子

媒体での保存が可能となったのである。そして、電子媒体で保存する場合、情報の真正性

の確保(故意または過失による虚偽入力、書き換え、消去および混同防止と作成の責任所在

の明確化)  、情報の見読性の確保(必要時肉眼で見読が容易であり、内容を書面に表示でき

ること)  、情報の保存性の確保(法令に定める保存期間内は復元可能な状態で保存されるこ

と)の3条件(電子媒体での保存3原則)を満たすことが必要とされている。その後、6月には看

護料の算定の際の届出要件となっている看護記録についても電子媒体での保存を認める疑

義解釈を各都道府県担当課に送付した。このように1990年代半ばに電子カルテやレセプト

電算処理システムなどの院内情報システムが急速に普及し始めると同時に、地域や国レベ

ルで電子カルテに蓄えられた医療情報等を共有しようとする基盤構築に向けた動きが既に

始まっていたが、現時点において、当時想定されていたほどの発展は見られなかった。

3-2-2 e-Japan 戦略での取り組み

この時代から、経済産業省が主にシステム開発・実証等を行い、厚生労働省が制度改正・

普及事業等を実施する政策を取ることになる。厚生労働省の保健医療情報システム検討会

は、e-Japan戦略を受けて、2001年12月に「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザ

イン」の最終提言を策定した[104]。数値目標として、電子カルテにおいては、2006年度ま

でに全国の400床以上の病院及び全診療所の6割以上、レセプト電算処理については、2006

度までに全国の病院レセプトの7割以上に普及させる目標を掲げた。これにも謳われている

ように医療のIT化は、「21世紀の医療提供の姿を考える際に不可欠の要素」であり「実現

すべき具体的な政策課題」とされた。厚生労働省では、医療施設のIT化に向け助成金を基本

とした事業をいくつも行うことになる。まず、2000年度の補正予算において90億円をかけ、

「病院内情報システム整備促進事業」を行なった[105]。これは医療情報化のために病院内

情報システム(電子カルテシステム、オーダリングシステム、医事会計システム)の導入を促

進する目的でシステム導入に係る費用の一部を補助するものであった。この事業を通して、

108施設の病院が援助を受けた。その後、厚生労働省では、2002年から2年間に渡り電子カ

ルテの促進政策として「電子カルテ導入施設整備事業」を施行した[105]。これは、電子カ

ルテ導入助成金にて行われ、2002年には124億円をかけ108施設で、2003年には188億円を

かけ141施設が対象となった。この後、「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイ

ン」で掲げた2006年度まで目標を達成すべきと、約5年間で9事業が実施され、合計500億

円ほどの予算が使用された[105]。

一方、ITを使った診療情報の地域での共有は全国各地で進められているものの、うまくい

かないケースが多いとされている。この状況に対して真っ先に政策的介入をすることを決

めたのは経済産業省である。経済産業省は2000年に「先進的情報技術活用型医療機関等ネ

ットワーク化推進事業(電子カルテの共有モデル事業)」が開始され、全国26ケ所に総予算56

億円をもって地域の電子カルテ医療連携システムが構築された。2003年3月に発表された先

進的情報技術活用型医療機関等ネットワーク化推進事業事後評価報告書では、利用者の4割
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が持続継続の意思があるとの評価であった[106]。しかしこれを裏返すと、6割は事業から撤

退する意志があることを意味しており、実際にこれらの多くは5年も経たないうちに休止さ

れていると報道されている[107]。この敗因にはまず地域医療のニーズに合わない技術の押

し付け合いとなってしまったことが挙げられる。早期に各地方において様々なベンダーが

独自に技術を導入させてしまったため、標準化の観点においても整備が遅れる障害にもな

った。また事業開始時の継続性の十分な検討がされずに実施されてしまったことも問題視

されている。システム導入における費用もさることながらシステム運用の費用も決して少

ないわけではない。システム導入では補助金で何とか実施することができたが、事業維持

の計画が曖昧であるため予算的に継続が出来ないことが多いであろう。またシステムへの

入力の手間もよく取り上げられる観点である。ユーザーインターフェースの問題や二重入

力問題、異なるベンダーやシステム間の非連携・非互換性などは使用者にとっては悩みの

種である。また地域医療連携の観点でいうと、連携双方(病院、診療所)のIT導入レベルの差

違やITリテラシーの差異、個人情報・プライバシーの問題などもある。

IT戦略本部においては、2001年のe-Japan戦略では医療の情報化に関しては明記がないも

のの、2003年7月に「e-Japan戦略II」を策定し、医療分野を国民にとって身近で重要な「先

導的7分野」に位置付けた[31]。その中で実現したいこととして目指す社会像が描かれてお

り、電子カルテに関する項目では、�電子カルテに生涯にわたる健康状態を国民自らが把握

し、健康増進に役立てるための総合的な保健・医療サービスが提供される体制の整備、�患

者が複数の医療機関において継続性のある治療が受けられ、専門家の意見も踏まえながら

適切な医療機関を選択できるなど、患者基点の医療体制を整備する(2005年までに、保健医

療分野における認証基盤を整備するとともに、すみやかに電子カルテのネットワーク転送、

外部保存を容認する)、�診療報酬請求業務の効率化及び合理化を進めることにより、医療

機関のキャッシュフローの改善を図る(診療報酬請求業務のオンライン化について2004年

度から開始し、2010年までに希望する医療機関等について100%対応可能とする)などが記

載されている。これらの実現のための方策として、現場の業務の観点において、患者医療

情報を医療・保健機関間で連携活用できる仕組みの確立や請求業務オンライン化による診

療報酬請求業務の効率化及び合理化の実現等が挙げられ、国民の視点では医療機関につい

ての情報の国民開示する仕組みを構築などが挙げられている。そして、方策実施上の課題

と対応として、病名や医薬品等の統一コードの整備や医療関連のセキュリティ・ポリシー

や個人情報保護に関するガイドラインの整備など標準化や周辺の法整備に関する課題をあ

げている。e-Japan戦略IIでは評価をどのようするかについても記載されているが、患者本位

の医療が実現や医療の質の向上等が達成されたかどうかや、医療機関がより良質な医療を

高い経営効率の下に提供できるようになったかどうかと、評価項目としては抽象的な表現

でまとめられているものとなっている。

その後、e-Japan重点計画2004[87]では、電子カルテの普及促進が明記された。具体的に

は、ITを活用した医療情報の連携活用、ITを活用した医療に関する情報の提供、電子カルテ

の普及促進、レセプトの電算化及びオンライン請求、遠隔医療の普及促進の5つの項目が挙

げられている。ITを活用した医療情報の連携活用においては、e-Japan戦略IIと同様、成果目

標として電子カルテのネットワーク転送と外部保存等による、患者の医療情報を医療・保
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健機関間で連携活用できる仕組みの確立が掲げられ、保健医療分野における認証基盤の開

発・整備、電子カルテの医療機関外での保存の容認、電子カルテの連携活用に対応したセ

キュリティ等に関するガイドラインの作成、電子カルテの連携活用を行う医療機関への支

援が具体的な施策として挙げられている。また、電子カルテの普及促進に関しては、「保

健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」の目標に合わせて、電子カルテの普及

を2004年度までに全国の二次医療圏の中核的な病院、2006年度までに400床以上の病院及

び全診療所のうち6割以上にすることが挙げており、具体的に電子カルテの用語・コードの

標準化及び相互運用性の確保、診療情報の電子化など医療分野でのIT利用促進、医療情報化

に係る人材育成を実施するとされている。レセプトの電算化及びオンライン請求の普及に

関しても述べられており、電算化では2004年度までに全病院レセプトの5割以上、2006年

度までに全病院のレセプトの7割以上を、オンライン請求では2004年度から開始し、2010

年までに希望する医療機関等に対して100%対応可能にすることを掲げ、医療機関への普及

促進、審査支払機関及び保険者における電子レセプトへの対応整備、オンライン請求開始

に向けた体制整備を通して診療報酬請求業務の効率化及び合理化を図るとしている。

2005年2月に発表されたIT政策パッケージ-2005では、医療IT化課題と診療報酬インセン

ティブに関して述べられており、医療分野においても一層のIT化が求められた[108]。基本

的な方針は変わらずに主にIT導入に関するコスト削減について述べられる項目が増えた。電

子カルテの普及促進に関しても、これまでと同様に電子カルテの標準化の推進が謳われた

後に、新しく電子カルテの導入及び運用に係る負担の軽減として、地域中核病院等にWeb

型電子カルテの導入が挙げられ、診療所等の電子カルテ利用を支援する新規事業を2005年

度に実施するとしている。レセプトの電算化及びオンライン化の推進に関しても、レセプ

ト電算化の導入コストの低減のための対策やレセプト電算化の導入インセンティブの付与

など金銭的なハードルへの対応が見られる。

3-2-3 新 IT 改革戦略

2006年 に策定された「新IT改革戦略」では、医療分野への積極的なIT活用に向けて、「レ

セプトの5年以内オンライン化」、「健診情報の生涯活用」、「電子カルテの普及」等を目

標に掲げられている[42]。さらに2006年6月には、医療IT推進協議会が発足された。「新IT

改革戦略」では、医療分野の情報化の現状と課題について、e-Japan戦略IIの策定以降、先導

的7分野の一つとして重点的に取り組んできたところであるが、情報化の状況は未だ低いレ

ベルに止まっているとし、レセプトのほとんどは紙で処理されているため、医療保険事務

の高コスト化を招くとともに、予防医療等へのレセプトデータの活用が十分になされてい

ないこと、電子カルテの普及が進んでいない状況にあるとの現状を示している。その上で、

個人情報保護及びセキュリティに配慮しつつ、導入コストの低減や奨励策の活用等により、

情報化を積極的に進めていく必要があるとしている。また国民医療費の急速な伸びが予想

される中、疾病の予防、医療の質の向上と効率化、医療費の適正化を図るためにITによる構

造改革が必要不可欠との認識を示した。2006年時点において、「保健医療分野の情報化に

むけてのグランドデザイン」で掲げられた目標は達成できず、再度目標設定をし、遅くと

も2011年度当初までにレセプトの完全オンライン化をすることに延長修正を行った。医療
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機関・薬局と審査支払機関の間のレセプトの提出及び受領について、2006年度よりオンラ

インで行えるようにすることとし、遅くとも2011年度当初から原則として全てのレセプト

についてオンラインで提出及び受領しなければならないものとする(大病院・薬局、中病院、

小病院・診療所といった区分により2005年度中に期限を設定)。そして、この頃から熱が入

り始めたレセプトのデータベース化とその疫学的活用を推進するために、「医療機関・薬

局及び審査支払機関が電子媒体又はオンラインで提供及び受領するレセプトは、全項目が

分析可能なデータ形式によること」とされた。また、レセプトのオンラインでの提出及び

受領を促進するための奨励策(医療機関に対する診療報酬上の評価等)を2006年度までに導

入し、紙又は電子媒体での提出及び受領に対する抑制策(診療報酬の支払い期日の伸延等)

を2011年度当初までに順次導入するとし、標準化に関しても医療機関等におけるオンライ

ン化に伴うシステム導入・改変が適正な価格で行われるよう今後販売される全てのレセプ

トコンピュータへの標準コードの標準搭載化を順次進め、2010年度までに完了するとした。

電子カルテに関しては、統合系医療情報システム(オーダリングシステム、統合的電子カ

ルテ等)を200床以上の医療機関のほとんどに導入し、業務の効率化、医療安全および診療

情報の提供を実現するとし、具体的な数値目標として2008年度まで400床以上の医療施設で、

2010年度までに400床未満の医療施設で導入をすることが掲げられた。そして、なかなか電

子カルテの導入が進まない小規模な医療機関に対して、低コストで診療情報連携に適した

電子カルテ等を用いることで2010年度までに医療連携を図ることが示された。また、個人

単位での医療電子データの基盤づくりとして、電子データとして収集される健診結果等の

健康情報を個人、保険者等が活用するための基盤(健康情報を管理するデータベース、ICカ

ードを活用した個人による自らの健康情報への参照機能等)の整備を2008年度までに開始

し、2010年度までにその普及を推進することも掲げている。医療機関間の診療情報連携、

マルチベンダー化によるシステム導入コストの低減を実現するため、システムベンダーは

標準的なデータフォーマット及びデータ交換規約の医療情報システムへの標準搭載を2006

年度より開始するとした。これらの目標のため、厚生労働省と経済産業省は2005年頃から

2007年頃まで様々な実証事業を行い、病院内部のシステムの統合化・マルチベンダー化を

図るための院内システム間の情報接続標準化を政策的に推進した。ベンダー間でシステム

が接続できないなどの問題の解決に取り組み、院内システムの情報接続は一定の成果があ

るとされている一方で、病院間の情報接続は未だ達成されていなかった。

2007年3月に厚生労働省が、 2001年の「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザ

イン」に引き続き、「医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン」いわゆる

「新グランドデザイン」を厚生労働省が公表し、医療IT化に係る総合的施策の着実な実施等

を目指した[109]。同年の2007年には、厚生労働省、経済産業省、総務省の3省連携事業と

して「医療健康情報活用基盤実証事業」が始まった[110]。この頃から厚生労働省と経済産

業省に加えて、総務省も医療IT化に事業として介入することになる。この事業は日本の縦割

り行政にしては珍しく3省連携事業であったが、その進捗はあまり順調とは言えない状況で

あった。この要因の一つに医療と介護で共通のIDがないことが挙げられる。レセプトを見

ても、医療保険には医療保険のID、介護保険には介護保険のIDが入っているのだが同一人

物のものか判断できない。また、検診データに関しても共通IDがないため個人単位で突合

- 163 -



することができない。会社員が受けている労働安全衛生法上の健診は、事業者の責任によ

り事業者によって実施されるため、その情報は社員番号で識別されることが多い。一方、

40歳から始まる特定健診は保険者の責任で、医療保険の番号で管理される。これにより労

働安全衛生法上の健診と特定健診はそのままでは突合することができない状態であった。

結局、このプロジェクト期間である3年の間、参加者自らが健康管理の記録を白紙のノート

に入力してもらうという事態になってしまった。その結果、生活習慣病を中心に取り組も

うとしているにもかかわらず、あまり魅力のあるものにはならなかった。

3-2-4 i-japan 戦略 2015 と地域医療再生基金 

2009年に策定された「i-japan戦略2015」では、三大重点分野に医療・健康分野が含まれ、

「地域の医師不足等の医療が直面する問題への対応」と「日本版HER(仮称)の実現」という

二本柱が掲げられた[46]。電子カルテに関する記述は、「地域の医師不足等の医療が直面す

る問題への対応」の中の方策の1つとしての立ち位置となっており、これまでの戦略のよう

な電子カルテの普及そのものを1つの課題とするのではなく、地域医療情報システムの構築

のためのインフラ基盤としての立ち位置に変わった。そのため本文中でも「適切な価格で

医療機関等における情報処理環境の整備に資するASP・SaaS等を活用した電子カルテシステ

ムや遠隔診療機器等の導入支援等を行い、地域医療連携や健康管理等のための医療機関等

の間の情報連携の仕組みを整備する」という記載になっている。また、これまでも重要政

策として取り上げられてきたレセプトオンライン化に関しても、この方策の1つに組み込ま

れており、「レセプトオンライン化の導入に伴う諸課題を解決しつつ、医療機関・薬局等

におけるデジタル技術導入の取組を引き続き支援し、レセプト請求審査業務等の医療保険

事務の効率化を図る」とこれまで通りの内容となっている。標準化に関しては、「地域の

医師不足等の医療が直面する問題への対応」と「日本版HER(仮称)の実現」ともに記述があ

るがあくまでも方策の一つという記載である。この後のIT戦略本部が打ち出す情報政策には

電子カルテの項目はなくなって、電子カルテの普及は主に地域医療再生臨時特例交付金(以

下、地域医療再生基金)にて地域医療情報システム事業と共に行われることになる。厚生労

働省は2009年度補正予算として、地域医療再生基金を打ち出した[111]。この地域医療再生

基金は、救急医療の確保や医師の確保などのために、都道府県が策定する地域医療再生計

画に基づく取り組みを支援する事業のことであり、電子カルテ普及を含めた地域医療の情

報化はこの地域医療再生基金を基に行われることとなる。しかし、都道府県から厚労省へ

の計画提出の締め切りまでの期間が短く、十分な議論が行われた地域は少ないこと、地域

のネットワークの整備ではなく病院施設そのものの建設といった、いわゆる"ハコモノ"を整

備する計画が多いなど批判が多かった。2009年から3年間で約5000億円が予算として当て

られた。しかし2011年の東北での震災以降、2012年度からは東北地方の復興支援として重

心が移った。

その後、地域医療再生基金に代わり、2014年6月に「地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(略称、医療介護総合確保推進法)」

が成立し、この法律に基づき地域医療介護総合確保基金が策定された[112, 113]。
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この地域医療介護総合確保基金は消費税の増収分を活用して各都道府県に設置した財政

支援制度であり、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域で総合的に

確保するため、医療・介護の整合的な計画策定に向けた措置や、医療・介護の実施事業を

対象として財政支援を行うものである。具体的な対象事業は、地域医療構想の達成に向け

た医療機関の施設または設備の整備(病床の機能分化・連携)に関する事業、居宅等における

医療(在宅医療)の提供に関する事業、介護施設などの整備に関する事業(地域密着型サービ

スなど)、医療従事者の確保に関する事業、介護従事者の確保に関する事業の5分野であり医

療分と介護分で分けて予算がつけられている。医療介護総合確保推進法の基本的方向とし

て、効率的で質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築、質の高い医療・

介護人材の確保と多職種連携の推進といったことに加え、情報通信技術(ICT)の活用も示さ

れている。また、2015年6月の「日本再興戦略」改訂により、2018年度までに地域医療情

報連携ネットワークの全国各地への普及を実現するという目標を受け、地域医療介護総合

確保基金を財源として利用していくことになった[114]。この地域医療介護総合確保基金の

予算は、2014年の予算から2018年度予算まで医療分ではおよそ4500億円が投じられた。こ

の金額は医療施設そのものの建設やその他の費用も含まれるため、電子カルテ事業にかか

った費用ではない。しかし、電子カルテの普及事業が2000年から始まっていることを踏ま

えると、20年ほど経った現在でも電子カルテが普及しておらず、今もなお予算が注ぎ込ま

れている現状は問題視せざるを得ない。

3-2-5 縦割り行政の失敗

これらの縦割り行政が上手く機能しなかったことが窺える顕著な事例に「3省4ガイドラ

イン」が挙げられる。「3省4ガイドライン」は厚生労働省、経済産業省、総務省の3省が出

している4つのガイドラインの総称である。具体的には、厚生労働省が定めた「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」、総務省が定めた「ASP・SaaSにおける情報セキ

ュリティ対策ガイドライン」および「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理

に関するガイドライン」、経済産業省が定めた「医療情報を受託管理する情報処理事業者

における安全管理ガイドライン」を指す。事業者が電子カルテをはじめ、電子化された医

療情報をパブリッククラウドなどに外部保存する際に必要な事項をまとめたガイドライン

が必要である。しかし、「3省4ガイドライン」のために、クラウド環境で医療情報システ

ムサービスを提供する事業者(開発会社やデータセンター、クラウド事業者など)は、これら

すべてのガイドラインの対策項目を満たす必要が求められているのである。

この「3 省 4 ガイドライン」のベースとなっているガイドラインが、厚生労働省の「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」である[115]。2005 年 3 月に第 1 版が発行

された。その後、1 年もしくは 2 年に 1 度改定されており、2017 年 5 月末には第 5 版が発

行された。対象を病院、診療所(一般、歯科)、薬局、助産所、訪問看護ステーション、介護

事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等とし、これら組織で扱う医療・介護情報

システムを運営するための組織体制や設置基準、外部委託時に外部事業者と定める内容な

どを提示している。具体的には、電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方や情報システ

ムの基本的な安全管理、診療録と診療諸記録を外部に保存する際の基準、運用管理などに
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ついて定められている。さまざまな要求項目などに対して、その考え方、最低限実施すべ

き対策、さらに推奨される対策などが示されている。この厚生労働省の「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」に対して ASP(Application Service Provider)・

SaaS(Software as a Service)事業者の観点から追加・補強したものが総務省の 2008 年 1 月に

「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」である[116]。

医療情報の処理を ASP・SaaS で提供する事業者や団体などを対象とするもの(ただし、医療

情報の外部保存のみをサービスとして提供する者は含まない)。ASP・SaaS 事業者が医療情

報の処理を行う際の責任や安全管理に関する要求事項、医療機関の管理者との責任分界の

考え方や安全管理の実施における医療機関との合意形成のあり方などが示されている。同

じく総務省が 2010 年 12 月に策定した「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイド

ライン」は、医療分野に限らず、ASP・SaaS 事業者が ASP・SaaS サービスを提供する際に

実施すべき情報セキュリティー対策の指針を示しており、組織・運用および物理的・技術

的対策が述べられている[117]。主にクラウド上で稼働するアプリケーションサービスが提

供する ASP・SaaS サービスを提供する際に実施すべき情報セキュリティ対策の指針、組織・

運用および物理的・技術的な対策などを規定している。事項を提示している。

一方、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対して情

報処理事業者の観点から追加・補強したものが 2012 年 10 月に施行された経済産業省の「医

療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン」である[118]。医療

情報を受託管理する情報処理事業者を対象とし、医療情報処理施設や装置の物理的安全対

策、装置やソフトウェア、ネットワークの技術的安全対策、人的安全対策などの要求が述

べられている。

このような運用し難い状況を鑑みて、総務省は 2018 年 7 月、医療情報を扱うクラウドサ

ービス事業者向けの「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関す

るガイドライン(第 1 版)」を公表した[119]。これにより「3 省 4 ガイドライン」から「3 省

3 ガイドライン」への対応へと変わった。2018 年 5 月 22 日から 6 月 21 日まで実施したパ

ブリックコメント募集を受け、加筆・修正を加えた第 1 版の正式版である。今回のガイド

ラインは、2010 年に公表された「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に

関するガイドライン(1.1 版)」と「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に

関するガイドラインに基づく SLA 参考例」を見直し[120]、改称したものである。医療向け

クラウドサービスが、ASP・SaaS のみならず、IaaS、PaaS などに拡大し、サービス利用形

態が多様化したことを受け、ガイドラインの対象範囲を明確化した。特に、具体的な対象

サービスとしての EHR(医療連携ネットワーク運営事業者など)や医療情報を含む PHR、オ

ンライン診療サービスなどの位置付けを明確化した。さらに、医療情報を扱う際に事業者

が順守すべき総務省のもう一つのガイドラインである「クラウドサービス提供における情

報セキュリティ対策ガイドライン」との整合性を取った。これにより、医療情報を取り扱

うサービスを提供する事業者は、いわゆる「3 省 4 ガイドライン」から「3 省 3 ガイドライ

ン」へ対応すれば良いことになった。
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また、1 カ月間の意見公募では、個人やクラウドサービス事業者などから 19 件の意見が

寄せられたという。それらに対する総務省の見解を示すとともに、意見を踏まえて加筆・

修正し、第 1 版の正式版とした。総務省と経済産業省は 2019 年度中に、今回公表したガイ

ドラインと経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイド

ライン」(2017 年 5 月に第 5 版公表)の整理・統合を共催会議で検討する考え。つまり、事

業者向けガイドラインを「3 省 2 ガイドライン」としていく予定だ。さらに、厚生労働省の

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」との整合性確保も検討するとして

いる。
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結語

　これまで情報政策を取り上げ、そのうちの 2 つの主な失敗を時代とともに追ってきた。

この 2 つの失敗に共通することは、どちらも世界と比べて先駆的な取り組みであったのに

も関わらず、その時代のブームや風潮に合わせて推進方法を選択してしたため,

将来、起こると予想できた障壁を考慮できなかったことに尽きる。過去の政策を鑑みて、

これまでの関係性を考慮して政策や事業者選択をするのであれば、これから急激に発展し

複雑化していく情報化社会において世界のトップを掴み取ることはできないであろう。今

後、抜本的な情報政策の見直しと先を見通した政策立案を期待する。
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保健医療用人工知能に関する主要各国の政策状況概要 (仮)
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序文

人工知能(AI)の世界的な競争とその様々な分野への影響は著しく、2018 年に日本政府は AI
戦略実行会議を通じて AI 戦略パッケージを策定した。そこでは戦略に関係する構造改革の事

例として農業、物流にならんで健康・医療・介護の分野が大きくとりあげられた。それに前

後して世界各国は各々の AI に係る戦略や、保健医療における AI に係る研究政策や人材指針、

規制を策定、実行している。その中で盛んに議論されていることとして、保健医療という政

府による規制が他の業界にくらべて強く働く領域においては、AI との将来を考えるにあたっ

て、その規制・推進にかかわらず積極的な政策的議論はさけられないということである。本

レポートは、そういった各国の動きを調査し、今後の日本における保険医療用 AI のための具

体的政策策定及びその実行の比較対象や検討材料とするためのものである。

各国の AI 戦略及び保健医療用 AI 政策あるいは保健医療データ政策の事例として、AI 研究

において大きな存在感をみせる米国、NHS を代表に保険医療制度の政策あるいは研究でモデ

ルケースとされることの多いイギリス、米国やイギリスの周縁にある国として自身の路線を

さだめるフランスとカナダ、特徴的なガバナンスにより率先して保険医療を視野にいれた AI
の政策や制度を定めたシンガポール、近年の躍進著しい中国をとりあげる。それぞれの国に

ついて、ここ数年間の政府あるいは議会の AI に関する国家プラン、保険医療を所管する組織

による現状の取り組みと今後の方針、及び関連するシンクタンクのレポートを調査し整理し

た。

調査の結果、各国が保健医療の将来において AI あるいはデータを重視していることがわか

った。また保健医療用 AI そのものを国家戦略とおいているかどうかは国によるものの、AI
あるいはデータの将来については、制度、倫理なども通じて保健医療上の問題と密接に関係

しうる重要なものとして捉えられていた。そのため、個別の研究開発への投資だけでなく、

政策やビジネス、研究コミュニティにおける人材の育成や国家的な AI・データ活用のための

教育、ガイドライン策定による円滑な利活用を狙うなど包括的な取り組みの重要性を訴えて

いるものが多かった。また、世界的な AI 競争のなかでの自国の立ち位置と、自国の保健医療

上での課題、現行制度、過去の医療 IT 政策などの取り組みを踏まえた上での議論も展開され

ており、同じような主張であってもその背景や議論の経路が異なる可能性があった。

日本は、現状の AI 競争下での立ち位置と自国の抱える保健医療上の課題、将来性をふまえ

た上で、多様なステークホルダーの調整や、高度人材の育成と国際的な移動、AI と研究を先

導する国際的な企業の動向をふまえた包括的な政策議論を今後展開していくことが期待され

ている。今回調査した各国は、いずれもそれを踏まえた上で自国のリソースを活用した取り

組みを具体化させているところも多く、彼らの動向と日本における医療、IT の政策及びその

現状を踏まえることでより効果的な政策立案が期待できるのではないか。

2018 年 12 月 31 日

NPO 法人 STeLA Japan 奈須野文槻(リサーチャー)
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要旨

保険医療用の AI の政策議論にいたる経緯においては、ICT 技術の応用先としての視点、国

内の保健医療における課題解決の視点、既存の医療・生物統計学あるいはデータサイエンス

の一分野としての視点などがその中心となる。各国はその国ごとに、従来の政策の議論や国

内外の情勢を踏まえて議論していた。また保険医療用 AI の国家戦略及び政策における捉え方

も、それぞれの政策の議論を反映して大きく異なっていた。

アメリカは公衆衛生・保険政策の視点からだけではなく、病院経営を含む保険医療用ソフ

トウェア、研究データベース構築といった ICT を強く意識した異なる視座からも盛んな議論

がおこなわれてきており、現行の保健医療データの政策議論についても同様であった。アメ

リカには過去の多くの医学研究のデータが蓄積されていることから、データサイエンスを通

じた広い視野からの施策が目立ち、その一分野として AI としても考えられるような ICT シ

ステム、ソフトウェアの開発へ取り組んでいた。

イギリスは、保健医療用 AI 戦略及び方針について他国と比較しても高い精度と具体性を持

って議論、実行している。スタートアップや研究機関との連携も活発であり、国策としてそ

ういった連携をすすめ倫理的なガイドラインを自ら設定しそのプロダクトを実行にうつして

いる。またその特徴として、国と地域の公衆衛生・保険政策のレイヤーを強く意識した、国

内の医療格差是正の手段としての AI という文脈を重視している。現実に NHS との連携のも

と一部のスタートアップによる保険医療用 AI を、国内でサービス提供、実証実験のプロセス

にうつしていることからもそれが伺える。

フランスは米中への高度人材流出の課題を念頭においたうえで、首長主導のトップダウン

によって AI 政策がすすんでおり、とりわけ医療に重点を置いている。一方でその決定プロセ

スは当該資料の調査からは不透明であった。その戦略及び政策に基づいた実際の取り組みは

今後展開していくものと思われる。

カナダの AI 一般に対する戦略については、国家政策と州の研究開発政策の連携、そして研

究開発コミュニティの活発化が中心となっていた。保健医療等といった個別の分野への重点

的な投資や具体的な制度議論ではなく、今後の研究開発を担う人材育成と国際的な議論のリ

ーダーシップをとることを重視していた。各ファンディングエージェンシーは、個別に保健

医療と AI の領域についての新しい研究資金を設定しており、今後その具体的な研究開発計画

が決まっていくものと思われる。

シンガポールはイギリスとは異なる、IT 主導の立国という観点から AI に関する戦略や制

度が高い精度で議論されている。人材育成や議論のための組織体制についても参考になる取

り組みが多く、国民・国営企業・民間企業に向けた教育プログラムやガイドラインの提供も

積極的である。
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中国は国の産業としての諸外国と競争するための医療、国家間のレイヤーを重視している。

中国は政策において、Alibaba や Tencent に代表される民間企業主導の取り組みを中心に据

えたことが特徴的である。民間企業が各地域において、研究開発と実証実験を行っている。
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諸外国各論

1. 事例(１) アメリカ

1-1 アメリカ合衆国保健福祉局

アメリカ合衆国保健福祉局(HHS)はアメリカの保健福祉サービス及び、科学の安定的かつ持

続的な発展による米国民の保険福祉の向上を図ることを目的とする米国連邦政府機関である。

HHS は食品医薬品局(FDA)及びアメリカ国立衛生研究所(NIH)の所轄機関である。1NIH の方

針については後述する。ここでは HHS の研究に限らない保険医療用 AI に対する取り組みの

姿勢、及びその土台となっている方針について説明する。

1-1-1 HHS Information Technology Strategic Plan FY 2017-2020

これは従来の Information Resources Management Plan,2014-2018 を置き換え、

FITARA 実行計画2を踏まえた HHS として初の IT の戦略計画であり、2017 年 3 月に発表さ

れた。本計画中では「Artificial Intelligence」と AI について特出して触れる記述は見られ

ないが、データ取引やビジネスインテリジェンス3の文脈において、EHR や遠隔医療、患者の

モニタリング、ウェアラブル技術といった AI とむすびつけて考えられることの多い技術群を

念頭においており、その内容は他国の議論する保険医療用 AI をも十分に射程に捉えていると

言える。

戦略の大目標としては、国の保健医療の強化を原則として、イノベーション、カスタマー/

ユーザーエクスペリエンスへの注力、情報の品質と可用性、効率、価値を掲げながら、5 つの

具体的戦略目標を設定している。そのうち目標１は IT 人材、目標４はデータの相互運用性や

使いやすさ、目標５では IT マネジメントの観点から IT 人材やデータの議論だけでなく、そ

れぞれ HHS における人材及び組織体制のあり方について深く議論され、今後の戦略の設定や

提案がなされている。そこでこの３つに特に焦点をしぼって説明したい。

                                                     
1 日下部哲也　米国保健福祉省 HHS の組織構造<https://www.pmda.go.jp/files/000157800.pdf>より
2 オバマ政権時代の 2014年に制定された「修正連邦 IT調達改革法」に基づき制定された実行計画のこと。
3 ビジネスインテリジェンスとは、経営上の意思決定支援ツールなど。例えば病院の会計自動化ソフトウェアな
ども含まれる。
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図 1-1. HHS の IT 戦略概観(資料より)

目標１は「IT WORKFORCE」と設定され、具体的には技術を可能にするための人材を獲

得し、展開し、維持すると説明されている。IT に関する組織のもっとも重要な側面は人だと

し、HHS を IT 人材にとって政府系の IT コミュニティのなかでも魅力的なブランドとすると

ともに(Objective 1.3)、雇用の過程と基準、どういう人を雇うかについて定義するために分析

をすすめる(Objective 1.1)としていている。また IT に関係しない職員についても HHS のミ

ッションの達成のため生産性向上ツールなどのテクノロジーの活用のための理解を求めてい

る。 The Office of the Chief Information Officers(OCIO)と協力しながら内部での IT 教育

やアウトリーチプログラムの充実を通じ、HHS 全体の IT への適正を向上させるとしている。

(Objective 1.5)
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図 1-2. 目標５に関する戦略と対応する小目標(p.19)

すでに実行された例としてサイバーセキュリティー部門における教育パイロットプログラ

ムの例が取り上げられている。これは NICE フレームワーク4を活用した人材に関する取り組

みで、とくに IT 人材のトレーニングとツール及びマテリアル開発に注力したものである。こ

れを通じて、人材の分析やターゲットを絞った採用、人材配置計画、能力の測定、専門的な

開発努力、パフォーマンスと人材をマネジメントする計画を、よりよい情報や特性に基づい

て実行することが期待されている。

目標４では相互運用性やユーザービリティー、データシェアリングやデータの統合を推進

していくことが語られている。そのなかで HHS 全体の取り組みを前提としており、データの

管理ガバナンスから相互運用性のあるデータ取引などは HHS 全体で取り組んでいく目標

(Objective 4.1、Objective 4.2)であるとしている。

目標５では成熟した IT マネジメントとガバナンスによって、IT 投資と IT の購入の管理・

受託を改善することを目標としている。そこでは FITARA の体制を強化しながら、HHS の

IT に関するリソースや投資をより可視化し、わかりやすくすることで、ミッションの優先事

項の接続を強化し、IT と事業のリスクマネジメントや予算のプロセスにおける IT ガバナンス

                                                     
4 アメリカ国立標準技術研究所が設定した、National Initiative for Cybersecurity Educationフレームワークのこと
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を統合する。加えて、プログラムにおいてリーダーシップを発揮することで情報をよりよく

入手し、IT プロジェクトが既存の可能性をひろげるだけでなく、法令を最新のものにしたり

経営上の出費を減らしたりすることにおいてもうまくいくように意志決定ができる。

(Objective 5.1)

またプログラム、プロジェクト自身においても、それらを有効的に実行することでより成

熟した IT サービスを提供することも目標としている。(Objective 5.2)ミッションを実現する

こと、行政上の機能、IT の可能性のギャップを埋めることで、HHS が革新的なミッションの

アイデアを、革新的なミッションの回答へと変容させていく過程の障害を減らすことできる

と考えている。またこれらの改善全体により、所轄官庁の企画能力、管理能力そして予算内

で需要にこたえる IT プロジェクトを実現する能力が高まるとしている。

HHS の内部ガバナンスとしてはもう１点、報告プロセスの流れに無駄をなくして、ミッシ

ョン提供により重きを置くことを目標としている。(Objective 5.3)テクノロジーに多額のお金

が毎年使われる HHS のような組織ではとくに、プログラムやプロジェクトの効果的な報告を

通じ、透明性やアカウンタビリティを推進することができる。しかし必要とされている報告

は組織における複数の機能に、開発のレベルに始まる複数のレイヤーにおいてまたがってい

る場合があり、研究室から機関のレベルまで返答を必要とすることが課題である。

それぞれの小目標に対応するように、戦略が設定されている。その中には事業評価ライフ

サイクルツールの更新やトレーニングの充実化や、マネージャー向けの革新的かつ漸進的な

プロセスと取り組みのためのトレーニングが明言されている。

1-1-2 HHS の近年の取り組み.

HHS は 2018 年 6 月に、AI イノベーションのためのアクセラレータを８つ選定した。全体

としての注力領域は、治療における患者の安全性の改善を見据えて、従来のワクチンと薬剤

中心のあり方ではない感染の早期発見や敗血症の発見手法といったものとしている。5これに

より、公的私的セクターのさらなる投資を呼び込むことが期待される。HHS の新しく

BARDA6のもとに設定される組織「DRIVe」7が監督する。取り組みの狙いはアクセラレー

タと協力しながら、スタートアップや他の企業が知見をもつパートナーとなり、BARDA の

専門家と効果的に協力しながら新しいアイデアについて規制認可へとつなげることだ。

HHS は自身の調達ツールについても、AI を活用した取り組みをしている。

BUYMASTER は、公式の調達プロセスをより効率的にするために、AI を用いて契約内容を

分析するツールである。8HHS に限らず公的機関はこれを用いて調達のプロセスのなかでも、

                                                     
5 HHS Names Accelerators for Artificial Intelligence Innovation、HEALTH IT ANALYTICS
<https://healthitanalytics.com/news/hhs-names-accelerators-for-artificial-intelligence-innovation>
6 Biomedical Advanced Research and Development Authorityのこと
7 DRIVe<https://drive.hhs.gov/>
8 HHS BUYMASTER <https://www.hhs.gov/grants/contracts/buysmarter/index.html>、
　HHS BUYMASTRE JOURNEY:OUR SUCCESSES THUS FAR <https://www.hhs.gov/sites/default/files/hhs-buysmarter-
journey.pdf>
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一般的なものや大量購入などに伴うコストを下げることが期待されている。9プロセスを自動

化するだけでなく、契約内容のモニタリングや要旨の共有における活用もありうる。

1-2 アメリカ国立衛生研究所

アメリカ国立衛生研究所(NIH)は、HHS の下にある医学研究拠点である。特徴として NIH
に属する研究施設経営だけでなく、研究所外の研究者及び施設での研究についての大型支援

予算を運営している。米国のアカデミアにおいては、研究費のかなり大部分をこの NIH のグ

ラント(科学研究費補助金)が占めている。そこで、ここでは NIH の各研究所個別の研究テー

マではなく、戦略に係る NIH 全体の AI 及びデータサイエンスにまつわる方針や連携につい

て説明する。

1-2-1 NIH Strategic Plan for Data Science

NIH は 2018 年 6 月に新たなデータサイエンスに係るストラテジックプランを設定した。

そもそも NIH は 2014 年にはデータサイエンス専門のアソシエイトディレクターを設置し、

Big Data to Knowledge などのプログラムを通じてソフトウェア開発について研究費を投資

してきた経緯がある。その範囲は多岐にわたり、データの単純な比較からアルゴリズム開発、

ウェブベースのソフトウェアから特定のもののための API のサービス提供から、公的データ

ベースや計算機科学の支援などをこなしてきた。このストラテジックプランの実行のために

NIH はさらにリーダーシップを発揮するための役職として NIH Chief Data Strategist を導入

した。そして NIH だけでなく HHS の各部門はもちろん、アメリカ国立科学財団やアメリカ

合衆国エネルギー省10や国外の機関及び民間セクターとも連携していくとしている。

本ストラテジックプランでは NIH による研究資金配分を通じて、現在データの増加により

急激な変化が起きている生物医科学研究及び医学研究において、データによる価値提供を最

大化することをミッションとしている。そのため今後取り組むべきものとしてプレスリリー

スにて以下のようなものをあげている。

・ NIH によって資金提供されたデータセットやデータリソースの見つかりやすさ、相互連

関性、相互運用性

・ 既存のデータツールとの統合および互換性、そしてそれを踏まえた新規開発

・ アカデミアの科学者によって開発された革新的なアルゴリズムやツールが、事業に用いる

ことのできるような産業界に基準に適したリソースとして展開できるほどの普及すること

・ データマネジメントコストの増大

同時に現状の課題についてプラン内では以下をあげている。11

                                                     
9HHS “BUYSMARTER”: Modernizing Acquisitions Through Artificial Intelligence and Blockchain
<https://www.ncmahq.org/docs/default-source/default-document-library/presentations/wc18/wc18_g16---hhs---modernizing-
acquisitions-through-artificial-intelligence-and-blockchain.pdf >

10 いずれもアメリカ合衆国連邦政府を代表する大規模グラントを交付する機関
11 プレスリリースとプラン本体において記述の順序、内容が異なるため双方をのせた。
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・ データマネジメントコストの増大によって、科学者による科学的営みと公衆衛生的な営み

をするための NIH の能力が阻害されうる。

・ データがサイロ化しており、統合されていない。

・ 重要なデータセットが異なるフォーマットで存在している。

・ 過去にも NIH は研究資金配分することで取り組みを支援してきたが、それらが目的や評

価の期待値からずれてしまってきた経緯がある。

・ ツールの開発やデータリソースへの投資はもつれており、それぞれを独立してユーティリ

ティーを図ることも価値や効率を最大化することも難しい。

・ アカデミアの科学者によって開発されたアルゴリズムやツールの中に、事業に用いること

のできるような産業界の基準に容易に適しており、かつ効率も良いリソースとして展開で

きるものが存在しないこと。

NIH は努力目標(Goal)として５つを設定している。それぞれデータストレージとセキュリ

ティーの最適化(Goal 1)、データリソースエコシステムの最新化の推進(Goal 2)、データマネ

ジメント・分析・可視化のより発展したツールを開発し普及させる(Goal 3)、生物医科学のデ

ータサイエンスにおける人材育成を強化する(Goal 4)、受託管理責任と持続性を支える適切な

政策を実行する(Goal 5)である。とくに人材に係る Goal 4 について説明する。

NIH データサイエンスの人材育成の強化のために、まずトレーニングや新しい仕組みでの

データの専門家やコンピューターサイエンスの専門家の雇用を推進することが述べられてい

る。NHI data fellow プログラムという形でもそれを支え、NIH の Cancer Moonshot や
BRAIN initiative といった既存のプロジェクトにもくみこむとしている。また広い視点でも、

国の研究労働力での拡大を訴えている。すでに The NLM Institutional Training Grants for
Research Training in　Biomedical Informatics and Data Science (T15) program12 という

形でそれに相当する人材育成のための研究資金配分がある。今後はさらに大学生、大学院生、

ポスドクのレベルで計量と計算についてのトレーニング、また逆にデータサイエンティスト

に対して生物医科学領域のトレーニングをすることを検討している。同時に研究において必

要な情報の安全性や倫理的に正しいデータの使いかたのためのトレーニングを NIH のグラン

トを通じて学生を対象として進めることとも検討されている。人材の新規育成以外の部分で

は、ライブラリアンや情報の専門家を、データサイエンスを通じたソリューションやプログ

ラムに関与させること、人材の多様性をみるためにデータドリブンな手法を用いることを訴

えている。

またプランではより広いコミュニティとの関与を達成目標に設定している。NIH は、生物

医科学の研究のためのサンドボックスを研究者のなかでもコミュニティカレッジや非研究機

関に所属する人、そして市民科学者にも提供することで、クラウドソーシングを通じた新し

い公との関わりや専門家と非専門家のデジタルメディアを通じた新しい相互作用のなかでも

                                                     
12The NLM Institutional Training Grants for Research Training in　Biomedical Informatics and Data Science (T15) program
< https://www.nlm.nih.gov/pubs/plan/lrp17/NLM_StrategicReport2017_2027.html >
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開発を推進している。今後 NIH はさらに Hack The Pentagon13の事例をあげながら、Bug
Bounty programs(バグ探し懸賞金稼ぎプログラム)の導入も検討しており、アメリカ合衆国司

法省やアメリカ国立標準技術研究所、アメリカ合衆国国土安全保障省、そして民間企業との

密接な連携が必要だと考えている。またデータサイエンスをつうじた治療への応用について

ヘルスケア事業従事者についてトレーニングのための教材を開発するとしている。

1-2-2 NIH と Google の連携14

2018 年 7 月に Google が、NIH の STRIDES Initiative15のパートナーとして提携した。

Google はクラウドコンピュータィングサービス「Google Cloud」を提供し、そのサービス

を通じて NIH によって資金援助がされたデータセットを適切なプライバシーの管理とともに

活用できるようにするとしている。Google はすでに Global Alliance for Genomics &

Health 16や the BioCompute Consortium などと連携しており、その連携を活かしながら、

産業界のデータへのアクセスや発見、クラウドコンピューティングの基準策定も同時に進め

ると発表した。こうして研究者の新しい発見を支援するとしている。

1-3 JASON の政策提言「Artificial Intelligence for Health and
Health Care」

JASON17が HHS からの受託のもと作成し 2017 年 12 月に発表した、アメリカ合衆国にお

ける医療用 AI の今後についてのレポートである。2017 年時におけるアメリカの保健医療に

おける大きな不満でもある品質とデリバリーというものに着目し、公衆衛生やコミュニティ

ヘルス、ヘルスケアデリバリーが今後 10 年間の AI の技術的な可能性と限界、そして応用例

についてまとめたものである。HHS の医療 IT に関する公式情報ポータルサイトにて閲覧で

きる Artificial Intelligence(AI)をターゲットにした数少ない準政府資料である。

本レポートでは保健医療領域において AI を用いたツールはすでに、スマホにおける健康志

向のアプリなどにおいて普及していると説明している。特に、過去の AI をめぐっておきた社

会的熱狂とは違い、今回の健康領域における AI の応用は違いをうむとしている。その理由と

して遺産として受け継がれてきた現行の保健医療システムに対するフラストレーションの高

まり、社会におけるユビキタスなスマートデバイスの展開、amazon の商品に例をあげられる

家庭用デバイスの普及をあげている。

そうした状況下において本レポートの目的は、HHS への提言を通じて

・ 個人のネットワーク機器と AI を用いたツールの合流をレバレッジすること。

                                                     
13 アメリカ合衆国国防総省のウェブサイトの脆弱性を探すバグ探し賞金稼ぎプログラム
<https://www.hackerone.com/resources/hack-the-pentagon>
14Google Cloudの NIHとの連携を発表<https://www.blog.google/products/google-cloud/building-a-global-biomedical-data-
ecosystem-with-the-national-institutes-of-health/ >
15 Science and Technology Research Infrastructure for Discovery, Experimentation, and Sustainabilityの略語
<https://commonfund.nih.gov/data>
16 健康情報や診療情報、遺伝学的情報といったデータについて、その世界的な共有の推進とそのためのフレーム
ワークの開発をする組織。
17 科学者による政策提言および科学的政策提言の非営利の専門機関。
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・ それを通じて AI の応用例がつくられ、維持されるような質のいいトレーニングデータを

使えるようにすること。

・ 見逃されたデータも含めて、大規模なデータ収集を実行する。

・ 他の領域での成功にならって、関係する AI の競争をつくること。

・ 健康、保健医療領域の AI 応用の限界を知ること。

を達成することとしている。それに合わせて、米国の AI をもちいた健康産業の事例紹介や技

術用語の解説にはじまり、最終的に個別具体に向けた政策提言までカバーしている。とくに

現状のアセスメントとそれに応じた政策提言について説明する。

現状分析と提言内容は大きく６つにまとめられている。一点目は治療現場における AI 応用

事例のありかたについてである。標準治療として新しい技術を開発するプロセスにおいては、

ピアレビューの研究開発をロバストに実行する。そうすることで、そのプロセスのなかで AI
アルゴリズムの当てにならない使い方や AI アルゴリズムがちゃんと検証されず使われること

に対してセーフガードを設けられる。また AI による診断を現行のものと置き換え標準とする

には、AI を意志決定のための情報支援ツールとして使うのに比べて高い水準での妥当性確認

が必要であると分析している。

そこで AI 由来の結果が治療現場で受け入れられるためには厳しい認可の仕組みが必要であ

り、この準備を支援する必要があると提言している。AI をトレーニング環境とは違う条件化

に置いて、そのアルゴリズムのパフォーマンスを評価するテスト、妥当性評価アプローチが

具体的には必要であるとまとめている。

二点目は AI と健康や疾患をモニタリングするスマートデバイスの合流である。個人のヘル

スを見るためのスマートデバイスによって健康及び保健医療領域での革新的な変化はすでに

始まっており、伝統的な診断や治療現場の外において、こういった技術の発展が台頭してい

る状況であると分析している。また将来的に AI とデバイスは現状よりも相互依存したものに

なり、健康に関する場合でもそれは同じであると考えている。それぞれのモニタリングデバ

イスやアプリの弱いもののその結果莫大なデータセットがつくられ、それがまた AI を用いた

ツールの開発につながると考えている。

この状況をふまえてモニタリングデバイスやアプリの活用を強化する AI の応用を活用する

べきだとしている。その際にデータの収集と統合を担うデータのインフラストラクチャーの

構成、プライバシーと透明性を担保するような開発手法を求めること、そして他国の保健医

療システムを観察しその結果失敗と有用なものを探すことなどを提言している。

また高品質のデータセットをベースにした AI アルゴリズムがすでに医療画像において高い

精度をしめしている状況を三点目にふれ、トレーニングデータベースを AI を用いたツールの

開発のために整備することが必要であるとしている。高いクオリティの臨床におけるデータ

が利用可能であることアクセスできることが AI の応用において重要であるとしている。AI
の応用については、疾患における新しい相関関係の発見やより多くの人に最適な治療を提供
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するなどを想定し、データの統合を課題ととらえている。同時に EHR18をトレーニングデー

タとして用いる際には厳重に注意する必要があり、その誤った情報や予期せぬ見えない相関

要因により結果が意味のないものになりうると喚起している。ラベルのついていないデータ

から学習する技術を用いて、多様なソースからのデータを用いる時の問題について解決につ

ながる可能性をしめしている。

データベースについての提言では、ラベルされた研究用のデータベースやラベルされてい

ない健康データ双方について開発とアクセスを支援すること、データのシェアをどうインセ

ンティブをつけれるかの調査協力をすること、従来のアセスメントを超えるラベルデータで

訓練された AI アルゴリズムのアセスメントをすること、データの質・情報(データの複雑性、

密度)とサンプルサイズのトレードオフを特徴づける研究をすることについて援助が必要だと

している。健康上の重要なデータギャップについては、それを埋めるための戦略を策定し発

展させることを提案している。また AI ツールのために広いデータ収集をフォーマット化した

ものを自動キュレーションできる手法を開発するべきだと提案している。

四点目は、致命的なデータギャップを埋めることを提案している。トレーニングデータに

重大なもれがあると AI を応用してもうまくいかない。また健康状態は、多様な環境暴露と社

会行動によって影響されるものである。しかし、AI によるプレシジョンメディシン(精密医

療)の技術を応用するため広いデータを集める努力も、現状まだ達していない。

そこで環境暴露のデータを将来性を見据えたクリエイティブな形で収集することを支援す

るべきだと提案している。その例としては血液のデータ、都市のデータ、またウェアラブル

デバイスそのものの開発があげられている。その上でデータを集めて統合するプロトコルと

IT 能力を開発するべきだと提案している。

五点目では冒頭に説明したようなクラウドソーシングの動きに触れている。AI コンペの形

をとることで、データが広く使われることを推進し、キュレーションの結果よいラベリング

がされたデータに基づいた AI が健康領域においても高い能力をしめすことを示すためである。

ここでの提案内容はコンペの支援とパブリックフォーラムにおけるデータのシェアである。

六点目として AI による限界を理解することの重要性を説明している。AI はデータのなか

に誤情報が増殖することが原因で害をなしうる。時には AI を健康目的で応用することへの受

容を妨げることもある。その課題について科学コミュニティにおいても、閉鎖的な大規模デ

ータについて、透明性の観点や学術的な再生産の視点からはじまったばかりであると説明し

ている。

その現状を踏まえて、深刻な事象を防ぐ仕組みをつくることを提案している。その仕組み

が AI を公衆衛生、コミュニティヘルス、ヘルスケアデリバリーにおいて受容されるためには

                                                     
18 Electronic Health Recordのこと。健康電子記録、電子カルテとも。
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不可欠であると考えている。具体的には透明性のあるプロセスと方針を導入して大規模な計

算モデルの再現性を担保する取り組みと、専門家、専門機関の関与を通じて誤情報が増える

ことを防ぐことを提案している。
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2. 事例(２) イギリス

2-1 Reform：NHS への提言「Thinking on its own: AI in the
NHS」

本レポートはイギリスの保守系シンクタンク Reform がイギリスの国民保健サービス(NHS)

への政策提言として 2018 年 1 月にまとめ、発表したものである。レポートのアドバイザリー

ボードには NHS やイギリスの Science Technology Committee の役員がおかれている。

NHS の設定しているイギリスの保健医療の課題について AI を通じて解決することが可能で

あり、Deepmind をはじめとする AI 技術の強みがあることを提言している。

NHS の設定した課題とは、その五カ年計画において設定された３つの格差は以下のように

なっている。

 ある個人や集団についての疾患リスクを予想することで発生する健康上の格差。及びそ

の格差に対してどう NHS が最適な治療を届けるか。

 治療とクオリティにおける格差。その格差をどう減らし、AI ツールが医療従事者をどう

助けるか。

 効率と資金投下における格差。資金を投下しても、効率的にうごかないシステムへの問

題提起である。医療システムの自動化、患者のセルフケアができるようにすることとで

システムをどう効率化できるか。

 それらについて AI を活用したアプローチが格差の解決に有効であるとしている。

また AI の社会的側面、倫理的側面についても意見を述べている。まず AI の活用について

賛同者は増えているものの、人々と医療従事者の不安は克服される必要があるとしている。

NHS と外部機関においてより多くのデータが共有されることへの人々からの信頼は重要であ

ることを明言している。またデータを正しく得ることについても論じている。現状の保健医

療のシステムが紙に依存しているか、あるいは公開規格にそってない IT システムを使用して

いることは課題であると考えている。そこを改善し、またデータのクオリティを上げること

が AI のアルゴリズムの正確性とフェアネスのために重要である。同様に AI を作成する際の

倫理面について、NHS のデータに基づいて民間企業がアルゴリズムを作成する際には、長期

的にヘルスケア産業にとってためになることを保証しなくてはならないと議論している。保

健医療は間違いが個人の生命にかかわるハイリスクな領域である。現行の規制はアップデー

トされ、AI の活用がよりよいよく、効率的なものになるようにするべきであると論じている。

全体として 16 種類の提案が本資料において提案されている。それは NHS の個別事情にあ

わせた具体的なものである。とくに人材やその政策に係る部分を抜粋すると

 AI はなにかを可能にする道具であって、ビジョンではない。(Recommendation 1)

 AI システムの調達について明確なフレームワークを NHS England と National
Institute for Health and Care Excellence はつくるべきだ(Recommendation 2)
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 DQMI19を義務化(Recommendation 5)

 医療従事者・医療スタッフがどう AI を意志決定支援ツールとして使うべきかの明確な

ガイドラインをイギリスの保健省と医薬品・医療製品規制庁はつくるべきだ。

(Recommendation 16)

2-1-1 NHS の Reform の AI レポートへの応答

NHS は NHS Digital の公式サイト上で、この Reform のレポートに対して応答している。
20そこでもレポートと同様に DQMI を重視する姿勢がみてとれる。データクオリティの保証

のため DQMI の推進を考えており、今後もフィードバックを期待していると応答している。

NHS Digital ではテストデータを用いて作成した AI アルゴリズムの外挿性、AI による意

志決定がどのタイミングで行われるのが患者にとって一番利益であるといえるかなどの点が

課題だとして今後克服する必要があるとしている。また健康関連データはパーソナルでセン

シティブなので、どのように、いつ使われて公開・共有されるのかについては厳しいルール

を設定する必要があるとしている。一方で、ある特定の分野において AI は非常に高い可能性

をしめし、NHS にもよい事例はあるとも説明している。

2-2 NHS の取り組み

2-2-1 NHS と Deepmind、Babylon Health の連携

Google に買収された AI 開発企業である Deepmind は 2016 年以来、NHS や NHS トラス

ト21のひとつである Royal Free 病院と協力し Deepmind Health というヘルスケアのための

AI 開発の取り組みをつづけている。22AI を活用した医療従事者向けのモバイルアプリの開発

や画像診断アルゴリズムの開発が活発である。

一方で、その活動にはたびたび問題意識がなげかけられている。2018 年 6 月には、政府関

係者及び研究者により構成された Deepmind から独立した監査パネル23よりイギリス中の健

康保険サービスが閉鎖的な状態で Deepmind によって独占されていること、透明性の欠如に

ついて指摘された。また Bloomberg は同年 11 月にイギリスと Deepmind の間でかわされた

契約ややり取りされているデータ、その成果物が Google 全体へと拡張する懸念をしめしてい

る。24現状、Deepmind Health は Google とは分離した状態で進められているとされている

                                                     
19 Data Quality Maturity Index。2016年 5月に National Information Board のグループによる臨床データデットのクオリ
ティ向上のための取り組みとして開始。<https://blogs.bmj.com/quality/2016/12/13/improving-clinical-data-quality-the-
digital-health-challenge/ >
20

21 病院機構とも、各病院施設や地域の医療機関を管轄する組織のこと。
22 Deepmind Health <https://deepmind.com/applied/deepmind-health/ >
23DeepMind Health’s Independent Review Panel
< https://deepmind.com/applied/deepmind-health/transparency-independent-reviewers/independent-reviewers/ >

24 Bloombergより
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-21/google-taking-over-health-records-raises-patient-privacy-fears>
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ものの、プライバシーをはじめとするデータの安全性について人々が不安を感じうるのでは

ないかと問題視している。

Babylon Health はイギリス初のチャットボットアプリを開発する企業である。252015 年

より AI チャットボットのスマートフォン用アプリをイギリスにてサービス開始した。現在は

NHS と提携し、イングランドにおいて「GP at Hand」を通じて GP サービスの支援と改善に

取り組んでいる。また Babylon Health は中国においては Tencent(騰訊控股)と提携し AI チ
ャットボットによる健康支援アプリを提供している。

2-2-2 NHS Health Education England「Preparing the healthcare

workforce to deliver the digital future」

NHS Health Education England(NHS HEE)の 2018 年 6 月に発表された健康教育の観点

からの仮レポートであり、今後の調査及びエビデンス収集のためのたたき台となるものであ

る。今後 20 年のゲノム科学、デジタルメディシン、AI とロボティクスによる、患者とヘル

スケアの人材への影響力を重大にとらえている。NHS はヨーロッパ最大の世界でも５つの指

にはいる雇用主であり、120 万人のスタッフを雇っているゆえの責任を踏まえている。このレ

ポートは３つのプリンシパル、患者、エビデンス、Gift of time(テクノロジーの adoption に

時間を与えること)を中心に記されている。そして NHS HEE はこのレポートを仮のものであ

るとし、さらなる議論・会話のきっかけとすることをもくろんでいる。今回はとくにその AI
とロボティクスに関する項目を説明する。

テーマ３として本レポートでは AI とロボティクスを取り上げている。まず AI のフィール

ドは現在、深層学習を含む機械学習のエリアに現在有名な成果物が集中していることに触れ

ている。レポートにおいて NHS HEE は、最新の注意をはらってデザインされた AI アルゴリ

ズムによって、だいぶ工程について楽観視してるともいえるが、NHS の生産性を向上させ、

診療の流れや公衆衛生への応用を強化するだろうと説明している。AI と関係する領域では医

療用ソフトだけでなくハードでの発展も著しく、診療用ロボットの開発が進んでいる。ロボ

ット技術は、ソフトロボティクスや微小手術(マイクロサージェリー)のためのロボットプラッ

トフォーム、発展型のロボット内視鏡、カプセルロボットやウェアラブルロボット(外骨格な

ど)も含む。リハビリ用や認知症当事者を助けるものが目下開発中であることに触れている。

このについて健康教育における今後の取り組みを３つのステークホルダー、患者、医療従

事者、医療システム全体の視点からそれぞれ説明している。

まず患者からの視点において重要なことは、AI 導入によってバーチャルヘルスコーチが可

能になることである。行動科学を盛り込んだものを活用し、患者をナッジして、よりよい生

活スタイルや服薬、リスクの軽減につなげることが可能であると説明している。具体的には、

                                                                                                                                                              

25NHSに対する意見団体である NHS Support Federationより <http://www.nhsforsale.info/private-providers/babylon-
health.html>
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患者が自分で記述する情報と EHR をパーソナルレコードとして統合することで、長期疾患や

長期の状態を自分でマネジメントしやすくなるとしている。またインターネット環境によっ

て、メンタルヘルスに関して問題をもつ人がどこにいても必要なときにセラピーにアクセス

できるようになり、そこで自然言語処理が CBT26の強化のため活用されていることに触れて

いる。ロボット技術としては、バイオニックアーム(義手)をあげており、小さいこどもにも使

えるような 3D スキャナーとプリンターの活用に触れている。

健康教育をつうじた患者へのアプローチについてレポートでは、患者はつねに最新のデジ

タルテクノロジーのも最適な使用方法や、どうやってセットアップするかについて教育と技

術的サポートがえられるようになってなくてはならないと訴えている。患者教育と患者サポ

ートの改善は、新しい専門家・ロールをつくることや、コミュニティの薬剤師やプライマ

リ・ケアナース、巡回保健師といった医療従事者のスキルを向上させることを通じて集団を

ファシリテーションすることで達成できると述べている。

ヘルスケアに携わる専門家については、15~70%の時間を管理業務に費やしていることを述

べている。試験薬・試験器具を注文したり、医療記録をコンパイルしたりするような経営管

理業務を、AI システムが近い将来のうちにこなすようになるだろうと NHS HEE はみている。

こうした AI システムは NHS 全体におおきな生産性の向上をもたらし、ヘルスケアの専門家

が、人間にしかできないと患者に思われているような診療行為に集中できる。つまり専門家

がインタラクションやコミュニケーションによりおおくの時間をさけるようになるだろうと

考えている。

また AI のなかでもとくに機械学習やロボット技術によって、臨床家・治療の実務家がより

安全でクオリティの高いケアをとどけることを支援すると述べている。すでに機械学習によ

る早期発見技術は、病院において容態が悪化するリスクのある患者にたいして使われている。

深層学習は医療画像、たとえば乳癌や皮膚癌、目の疾患においてはすでにその専門家レベル

の成果をしめしている。放射線、病理、眼科はとくによく AI ツールに影響される見込みの高

い領域と見られている。しかしながら、影響はすべての医療・治療行為の専門家、実務家に

対してあると NHS HEE は考えている。

そこで、すべての臨床現場の者は倫理的基準と AI とともに働くためのやり方を習得してい

るべき、それはつまりデータキュレーションやデータガバナンスの適切やり方や、診療統計

や AI からのレコメンデーションの読み解き方について教育されているべきであるという主張

をしている。また NHS はその達成のために、患者と医療従事者の必要とするものを理解し、

あらゆる治療の現場状況へとすすんで入っていき、AI システムを目的にあったものとする AI
の専門家を必要としていると考えている。

また医療従事者向けの事例も紹介されている。ひとつめは眼の光干渉断層計スキャンを地

域の検眼医はおこなわせ、そのスキャン画像を深層学習にもとづくアルゴリズムで糖尿病由

                                                     
26 認知行動療法のこと。うつ病をはじめとする精神疾患に対する治療として使われる。
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来の視野狭窄網膜障害や加齢黄斑変性を診断しようとする事例だ。結果として眼科医と検眼

医27双方にとって有益な結果となったと報告している。

もうひとつの事例は Chief Clinical Information Officer(CCIO)の制度である。2016 年に

NHS は、初の CCIO を任命し、その CCIO 制度は NHS トラストに広がりつつあることを説

明している。CCIO は患者のアウトカムと患者へのケアの継続的改善における生産性を重視し

た活動を行っている。CCIO は通常、医師やナースが多いものの、10 年以上の医療従事者と

しての経験がありそして、医療システムやプロセス再設計についての追加的な経験があるこ

とが多いと説明している。

システムの視点においては、現在の AI による適用による効率や生産性の改善のみこみがあ

る例として、病院での患者フローの最適化と予測、現在の調達の費用対効果やその効率をよ

くしたり、労働力のロジスティクスやサービス設計を強化したりすることをあげている。く

わえて AI を公衆衛生上のトレンドを読んだり、ポピュレーションヘルス(集団の健康)の効果

がある動きや取り組みをみつけたりすることにもつかえると説明している。

AI テクノロジーを使うことの重要なゴールは、デジタルデータをコミュニティの健康サー

ビスの提供のため統合、分析、パーソナライズすることであり、そうすれば病院における治

療など急速に必要なくなることもありうるとしている。機械の画像認識能力は進歩し、もし

慎重に技術が実行されれば、リモートモニタリングと合わせて患者が自身の快適な家から安

全にケアをうけることができる。それは同時にスタッフも中央集権的ではない、現代的なヘ

ルスシステムで働くように教育され、トレーニングされることによって可能になる。リモー

トモニタリングはヘルスサービスが急に必要となることをへらすための手法として、明確に

可能性があると訴えている。

NHS 自身の強みとして、包括的なデータセットをあげている。AI や機械学習はデータを

分析することで、そこに潜在するベネフィットを具体化できる。そこで NHS には高いクオリ

ティーで安全な情報インフラが必要であり、それは同時に人々を巻き込んで作られ、彼らか

ら同意を得られたものでなくてはならないと説明している。そして患者自身由来の情報とそ

れとは異なるいろいろな健康医療環境で取られたデータを集計し統合できる能力が必要だと

訴えている。NHS の現在の取り組みとしてインフラを Local Health and Care Record
Exemplar28を通じて集めていること、2016 年から CCIO が NHS に導入し、潮流や将来的な

患者の需要に即したユーザーフレンドリーな EHR の導入が進められていることが挙げられる。

よりよい統合された電子健康データセットを用いることで診療におけるリスクを様々な疾

患、とくに複雑な疾患でより予測することできるようになる。この手法は、ある特定患者個

人のセラピーを準備する時に、個人の需要に即したようによりよく準備することにも使える。

加えて機械学習はたとえば老人や複数の健康上の問題をもっているような、「複雑な患者」

                                                     
27 イギリスにおいて Ophthalmologistは Medical Doctorを所持する目の専門医であり、Optometristは目の検査を専門
とする職種である。ここでは前者を眼科医、後者を検眼医とした。
28 地域健康医療記録雛形、LHCREとも。
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にもアプローチする手法でもある。彼らのように治験から除外されてしまいがちな人のため

のセラピーをみつけることで、その不平等を解決しようとする研究を機械学習によってファ

シリテートしうることを提案している。

2-3 UK Research and Innovation の医療用 AI への多額投資

英国政府による取り組みである UK research and Innovation(UKRI)が運営している

Industrial Strategy Challenge Fund から医療用 AI のプログラムに対して総額 5000 万ポン

ドを投資することを 2018 年 11 月に発表し、29この投資はより高度な診断やプリシジョンメ

ディシンのために AI を活用するためのイノベーションを進めるためにもちいられる。具体的

にはデジタル技術を活用した病理、医療画像、そして AI を活用した施設の立ち上げとネット

ワーク構築のためにつかわれる。

そのなかでも 1750 万ポンドをオックスフォード大学に投資をすることも同時に発表された。
30この投資は「National Consortium of Intelligent Medical Imaging」というコンソーシア

ムを、オックスフォード大学を中心に形成する取り組みにも使われる。このコンソーシアム

はとくに医療画像と診断に注目しており、15 の病院のほかに地元の中小企業とも連携して、

今後の課題である早期診断のスピードと精度の向上などにとりくんでいきたいとしている。

                                                     
29 <http://www.oncology.ox.ac.uk/article/oxford-secures-innovate-uk-funding-use-ai-improve-diagnosis>

30Oxford Universtiyの各部門におけるプレスリリース
< https://www.nds.ox.ac.uk/news/oxford-secures-ps17-5-million-to-lead-national-ai-healthcare-programmes>
<https://www.medsci.ox.ac.uk/news/oxford-secures-ps17-5-million-to-lead-national-ai-healthcare-programmes>
<http://www.ox.ac.uk/news/2018-11-06-oxford-secures-%C2%A3175-million-lead-national-ai-healthcare-programmes>
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3. 事例(３) フランス

フランス政府は AI 領域への 15 億ユーロの出資31の計画をを 2018 年 3 月に明らかにした。

これはアメリカや中国のテックジャイアントと呼ばれる企業群による「Brain Drain」32への

対策として説明されている。フランスのもつアセットや障害とふまえて AI 戦略にむけ投資を

すすめることが語られた。

このマクロン政権による戦略は昨年度にフィールズ賞を受賞したことでも著名な数学者・

国民議会議員であるセドリック・ヴィラニ(Cédric Villani)氏によって発表された政府調査33

の結果をうけてのものであるとされている。マクロン政権はフランスの中央集権的なヘルス

ケアシステムのような公的機関により運営される組織を通じてデータを集めることを推進し

ている。そしてそのデータを通じて AI による効率化と意思決定を行おうとしている。

3-1 セドリック・ヴィラニによる「FOR A MEANINGFUL
ARTIFICIAL INTELLIGENCE」

本レポートではフランスの AI 研究能力を高く評価した上で、その科学技術の経済・産業上

への応用が難しい現状、その結果より活動が充実している他国へ人材が流出してしまうこと

への懸念を念頭においている。そこで、政府がすすんで AI 開発の努力を傾注させる優先領域

を選定する戦略の必要性を訴え、その領域にはヘルス、移動、環境、国防があたると提言し

ている。今回はとくにその医療及び領域選定に係る部分について説明したい。

まず AI 開発においては、領域ごとの公共の利益に合わせたアクセスの開放が重要であると

述べている。

                                                     
31 ロイターより <https://www.reuters.com/article/us-france-tech/france-to-spend-1-8-billion-on-ai-to-compete-with-u-s-china-
idUSKBN1H51XP >
32 高度技能人材の移動、とくに一部の先進的な場所に人材が集中しようと国外へ流出していくこと
33フィールズ賞受賞者ヴィラニ氏による AIに関する報告書
<http://crds.jst.go.jp/dw/20180522/2018052216023/>
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図 3-1. 医療と移動におけるデータと AI の活用例と公共の利益について(資料より)

そしてフランス、同時にヨーロッパの AI エコシステムを強化するためには、経済的な比較

優位があるもののなかでもニッチをとれるものである必要があるとしている。制限されたリ

ソースを薄く分散投資させるのではなく、短中期的に大きな機会がみこめるセクターに、公

的なイノベーション支援は優先してなされる必要があると提言している。

そのセクターがみたすべき条件として以下のようなものがあげられている。

 インパクトの大きさ

 エコシステムの存在

 最初の段階で「燃料」があること、そして短期以上の長期間にわたってこの「燃料」が

使えること。ここでの「燃料」ではファイナンシャルな面は些細であり、かわりにたと

えばデータ、ユースケース、ビジネスノウハウ、リソース、フレキシブルな市場、マー

ケットなどが重要である。とくにデータが大事なファクターで、比較優位を生み出す源

泉であるとしている。

 ファイナンスとリソースの存在。公的資金、民間資金が動くようになっていること。ま

た資金と同時に必要な人材もいっしょに動く必要があるとしている。

 マーケットと公開性。フランス内外の公的・私的マーケットで各アクターがノウハウを

活用できることも、AI のスケールアップと今後の大きな市場を見据えるために重要であ

るとしている。

 領域の二面性と技術ろ過。もしそれまでの努力や投資が特定のあるものに向けられてい

たとしても、それが後にまた技術ろ過34が担保されるような領域を選べること。

 国家による弾み。関係するセクターは、国家自身が変革のために大部分において巻き込

まれることが必要としている。

                                                     
34 ある分野での技術が、急激に他のものへ動かすことが可能であること
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以上によって健康、移動、環境、国防が注力すべき４領域であることが、明確に言えると

説明している。

その４領域についてレポートでは、現状の課題をまとめて以下のように述べており、これ

らによって AI の推進がおくれているとしている。

・ 組織的な限界。組織の運営管理体制は AI を活用することができるようにつくられていな

いことと説明している。それは組織の性質としても見られるものであり、いろいろなミッ

ションを達成しようとする時に課題となりうることを訴えている。

・ 歴史的に受け継がれてきた遺産。AI の技術を割り当て適用する際に、その AI の発展のた

めからすると好ましくない文化や物事の進め方と対立する事が多々ある。組織の情報シス

テムと搾取的な開発のあり方がそれにあたり、データの収集と公開性のこととなるとプロ

セスや調達、実行のすべての局面において対立がうまれることを訴えている。

・ パラダイムの変更。AI は新しく勃興する需要が解決方法を伴って表出する状況がありう

る、そのため重要のニーズと仕様の表現方法は無効のもとなることを訴えている。

・ サイロエフェクト。将来的に AI を使用するにあたって、見通しや横断的な思考なしでは

将来的な AI の発展と合致しない孤立した環境で、排他的に設計された優先付ありきの仕

組みとなってしまうことを訴えている。こうした見通しや思考の欠如は、あるデータのコ

ントロールについて、それを失いたくないという怖れから生まれることも多く、そういっ

た「サイロロジック」をつづけることでデータの流通を大きく阻害する怖れがあることを

訴えている。

・ セクターの制約に適合した AI のため、対象にしたいデータを集めるプラットフォームが

ないこと。加えてそれを利用するために必要な計算機資源と実験的運用的アプリケーショ

ンを開発するために必要なソフトウェアスタックを提供するプラットフォームが資材とし

てないことを訴えている。

・ AI 開発に関係している規制と法的フレームワークが、需要に対して不適切に適合してい

るように見えることを訴えている。

こういった課題を解決するためにレポートでは、研究機関ネットワークと研究応用向け計

算機資源の設置、研究教育者、研究者の職務経験の有効活用や、各領域での様々な水準での

AI の人材を養成することを訴えている。
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4. 事例(４) カナダ

4-1 Senate Committee on Social Affairs, Science and
Technology の取り組み

カナダ上院は Committee on Social Affairs, Science and Technology35は 2017 年 10 月

31 日に、レポート「Challenge Ahead: Integrating Robotics, Artificial Intelligence (AI),
and 3D Printing Technologies into Canada’s Healthcare Systems36」を発表した。委員会は

今後避けることのできない究極的でかつ急進的な保健医療サービスの変革について周知至ら

しめることを目標として設定している。

保健医療サービスに変革をもたらす技術としてレポートは、ロボット、AI、3D プリンティ

ングの３つを上げている。そしてレポートを通じてそれらの中でもとくに AI についてはカナ

ダにおける先進的な研究の取り組みを資本化し、多様なステークホルダーによる規制やモニ

タリングの統合のための議論を進めることが喫緊の課題であると連邦政府にもとめている。

またレポートではロボットも含めて自動化された保健医療サービスが効率的に成果をさげる

ためには、連邦政府からの資金援助の必要性を訴えている。

AI の研究開発に加えて、倫理・プライバシーの議論、ホームケアを含むヘルスケアを届け

る方法の一新、地方における遠隔ヘルスケアサービス、労働力・教育・トレーニングの最適

化、規制における見逃しについても今後は特段注意して議論を進める必要があるのではない

かと委員会は述べている。また AI 産業界からのヒアリングを通じて、委員会は技術をマーケ

ットに出す際の不満あるいは摩擦、事例として州政府による政府調達の仕組みなどの問題点

の存在を指摘した。

4-2 Canadian Institutes of Health Research の取り組み

カナダの医科学研究にかかわる連邦研究機関 The Canadian Institutes of Health
Research(CIHR) 37は 2018 年 5 月に Collaborative Health Research Projects(CHRP)におい

て、AI への取り組み・公募を開始することを発表した。CHRP は革新的かつ学際的なコラボ

テーションを必要とする研究プロジェクトを支援するための取り組みであり、自然科学や工

学・技術コミュニティと健康科学コミュニティのそれぞれ参加が必要とされる。また研究成

果である知見や技術を利用する人向けにその成果を「翻訳」することにも重点を置いており、

そのためアカデミアや研修環境外の関係するステークホルダーも重視していると説明されて

いる。

                                                     
35 Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology’s 2017 report on AI in Health
 < https://sencanada.ca/en/newsroom/soci-challenge-ahead/ >
36< https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/SOCI/reports/RoboticsAI3DFinal_Web_e.pdf>
37Collaborative Health Research Projects (CHRP) with a Special Call: Artificial Intelligence, Health and Society
 < http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50922.html >
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2018 年 5 月に発表されたものは Special Call として「Artificial Intelligence, Health and
Society」、つまり AI と健康、社会における研究を募集するものである。この取組において

は CHRP の枠組みを最大限活用して、The Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada、The Canadian Institutes of Health Research、The Social Sciences
and Humanities Research Council of Canada(CHRP へは初参加)などの研究基金組織の３機

関連携での資金提供をおこなうと発表した。総額 2487.5 万ドル が提供され、そのうち 600
万ドルは倫理・法学・社会的影響の研究にわりあてられる。2018 10 月 30 日が応募の締切で

あった。

4-3 Canadian Institute for Advanced Research の取り組み

カナダ政府及びケベック州、オンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州

政府から支援をうけて先端的な科学技術研究とグローバルな研究ネットワークの維持に携わ

る Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) 38は、脳の発達過程の解明や生化学

の研究を含む多分野の研究開発のためにプログラムに加えて AI に特化するために複数のスト

ラテジー、プログラムをそれらとは別に39推進している。

その AI に関する取り組みの基底にあるのが 2017 年に連邦予算にて制定された Pan-

Canadian Artificial Intelligence Strategy40の推進・実行を担っている。125,000,000 カナダ

ドルの予算のもと AI 研究を担う複数の機関と連携し４つの目標(1)カナダから排出する優れ

た AI の研究者・学位習得者の数を増やす。(2)エドモントン、モントリオール、トロントのカ

ナダの３つの主要な AI 研究の中心の科学的な卓越性を相互に関係させる仕組みをつくる。

(3)AI の推進に係る経済的・倫理的・政策的・法的な領域において世界的な意見形成のリーダ

ーシップを育成すること。(4)AI に関する国家的な研究コミュニティを支援すること。の達成

を掲げている。

このストラテジーにおいては保健医療用 AI や農業用 AI といった特定領域に特化した AI
の研究開発については名言されていない。しかし、推進委員として名をつらねる研究者のな

かにはトロント大学において自然言語処理技術を通じた保険医療用 AI の研究開発にとりくむ

ものもいる。

CIFAR は加えて AI & Society41という取り組みを推進している。この取り組みは AI シス

テムによって社会へ提起される問題・影響について、イギリスの UK Research and
Innovation、フランスの Centre national de la recherche scientifique や NGO などと協力し

ながらワークショップなどを通じて考えていく取り組みである。問題意識の一つとして、労

働市場と雇用の問題、アルゴリズムの規制の考えなどに並べられて医療についても AI によっ

て、現行の制度及び慣行が考え直される機会がきていると説明している。

                                                     
38CIFAR < https://www.cifar.ca/ >
39 CIFAR AI <https://www.cifar.ca/ai>
40CIFAR Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy < https://www.cifar.ca/ai/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy >
41CIFAR AI & SOCIETY < https://www.cifar.ca/ai/ai-society >

- 203 -



5. 事例(５) シンガポール

5-1 AI Singapore の取り組み

AI Singapore とはシンガポール政府 National Research Foundation(NRF)による、シンガ

ポールの AI の能力を最大化させる取り組みである。42取り組みを通じて、AI による社会的経

済的インパクトの創出、シンガポール国内における人材の育成や AI エコシステムの構築をつ

うじて、世界的にシンガポールを AI の領域において台頭させることを目指している。

NRF を始めとして、シンガポール政府機能のデジタル化をめざす Smart Nation
Singapore、シンガポールの経済計画を担当する EDB Singapore、情報通信を担う Info-

communications Media Development Authority(IMDA)、健康・保健医療領域における電子

化を推進する IHiS やイノベーション推進機関 SGINNOVATE といった政府機関、政府公認

機関、準政府機関といったステークホルダーと多数連携している。また研究パートナーとし

て国内のトップ大学と契約している。

取り組みは多岐にわたり、AI の領域における研究の資金支援や他施設連携研究のための運

営支援などから、後述する技術の実践の場である Grand Challenge、人材育成の視点にたっ

た多数の取り組みがある。

とくに人材育成の視点の取り組みにおいて AI for Industry(AI4I)と AI for
Everyone(AI4E)は、大学や教育機関を対象としていないという点において特徴的である。AI
Singapore は 2018 年 8 月に今後 3 年間で 12,000 人のシンガポール国民に、AI の知識を獲得

してもらうプランを発表した。43まず産業化にむけては AI4I を通じて 2,000 人の経営層向け

に AI 技術の基礎やデータを応用して用いることを盛り込んだ３ヶ月の基礎コースを提供する。

またより広い対象として、AI4E を通じて無料で３時間の AI とデータサイエンスに関わるワ

ークショップを、10,000 人に提供する計画である。その資金はシンガポールの IMDA の他マ

イクロソフトやインテルといった企業によって運営されることも明かした。

5-1-1 AI Singapore による AI in Health Grand Challenge44

AI Singapore の主導する Grand Challenge の取り組みにおいて、そのテーマとしてヘルス、

都市、金融の３つが指定された。学際的なチームを支援するため取り組みであり、AI の専門

家、ドメインの専門家、政策決定者などがシンガポール国内外より人選され関わっている。

ヘルスについてはすでに AI in Health Grand Challenge としてプログラムが実行された。45

                                                     
42 About AI Singapore<https://www.aisingapore.org/about-us/>
43 Leg-up for AI with moves to develop Singaporean talent
<https://www.straitstimes.com/singapore/leg-up-for-ai-with-moves-to-develop-singaporean-talent>
44 AI in Health Grand Challenge <https://www.aisingapore.org/grand-challenges/health/>
45 AI SINGAPORE AI IN HEALTH GRAND CHALLENGE Challenge Rules & Guidelines
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AI in Health Grand Challenge のルールとガイドラインは AI Singapore とシンガポール

国立大学によって設定された。この Grand Challenge は AI によるプライマリーケアの強化

をテーマとした競争的リサーチファンドとして機能することを目的として設計された。テー

マはとくにシンガポールにおける主要慢性疾患の進行、複雑化をとめることと遅らせること

があげられ、主要慢性疾患の例として糖尿病、高血圧、高コレステロール血症の３種類の疾

患(3H)があげられていた。

健康で幸福な状態となるためのプライマリーケアを AI によって強化することを通じて、

2030 年までにこの 3H を予防することを目標として掲げるにあたって、AI シンガポールはこ

の取組においては５年以内に患者数で 20%の疾患の進行・複雑化の予防という目標を設定し

た。またこのプログラムは、公的基金にもとづく教育機関である IHLs46と A*STAR
Institutes47に公開されるものとして設計された。

5-2 IHiS の取り組み

IHiS は Integrated Health Information Systems の略称であり、シンガポール保健省の所

有する外部組織・企業である。シンガポールのヘルスシステムをデジタル化し、それらを接

続そして分析することを推進していくヘルスケア IT 領域におけるリーダーを自称している。
48とくにシンガポールの大手の公立病院において、電子医療記録に関して患者のケアにおいた

先端的な技術を使われているかの国際的ベンチマークである HIMSS EMRAM のステージ 6
と 7 を達成するために貢献したことが業績としてあげられている。また IHiS の CEO の

Bruce Liang はシンガポール保健省 の Chief Inforamtion Officer も務めている。

AI に関する自身の主導の取り組みとしては、National Healthtech Challenge 201849にお

いて Govtech Singapore やシンガポール保健省に並んで AI Singapore と連携している事例

がある。次の TeSA との連携とともに説明する。

5-2-1 IHiS と TeSA の連携

医療用 AI よりも広範であるが、ヘルスケアと IT、ヘルスケアと ICT という文脈から IHiS
は人材育成事業を行っている。そこでは IMDA が中心となって Workforce Singapore、
SkillsFuture Singapore といったシンガポールの組織と協力しながら行っている IT 技術のス

                                                                                                                                                              
<https://www.aisingapore.org/wp-content/uploads/2018/11/AI-Singapore-AI-in-Health-Grand-Challenge-Rules-and-
Guidelines.pdf>
46 Institute of HIgher Learningのこと。おそらく The National University of Singapore (NUS)、Nanyang Technological
University (NTU)、Singapore Management University (SMU)、Singapore Institute of Technology (SIT)、Singapore University of
Technology and Design (SUTD)のシンガポールの国立大学群に準国立大学や研究教育機関を加えたものを指す。定
義範囲は不明確。
47 シンガポール科学技術研究庁(A*STER)に属する研究機関のこと
48About IHiS milestones < https://www.ihis.com.sg/About_IHiS/Pages/milestones.aspx >
49National HealthTech Challenge 2018 <https://www.ihis.com.sg/nhtchallenge>
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キルを教育する仕組みである TechSkills Accelerator50(TeSA)と IHiS が連携している事例が

あげられる。

2018 年 3 月にパートナーシップを締結したことを発表した。51この連携を通じてヘルステ

ックの領域での専門家の優秀な人材プールを国内に引き寄せ、さらに人材開発していくこと

を目標としている。またこの連携は若手やミッドキャリアの ICT プロフェッショナルのヘル

スケア領域などでの雇用を触媒すること、とくにヘルスケアセクターにおいてそのエコシス

テムの創出に寄与すると発表された。

この連携は先に説明した National Healthtech Challenge の開催へとつながった。この

IHiS 主催の National HealthTech Challenge は、医療従事者、研究機関、ハイテク業界を結

集しその技術を通じて国内規模の緊急の医療問題を特定・解決しようという試みとして企画

されたものである。このチャレンジでは、シンガポール保健省の提示する３つの変化

・ ヘルスケアを超えてヘルスへ

・ 病院を超えてコミュニティへ

・ そしてクオリティを超えてバリューへ

をテーマにすると発表された。このテーマのもと、様々な選抜によって IHiS は最大 10 の有

望なソリューションを選択し、政策とコンプライアンス、規制および倫理的承認、開発資金

の確保、臨床試験のセットアップなど、パイロットプロジェクトの支援を行うことを発表し

た。

またそのパイロットプロジェクトの結果において価値があると評価された場合、そのソリ

ューションは IHiS と公衆衛生に携わる医療機関の支援を受けて、関連する医療セクター全体

の規模へと拡大される。このチャレンジは 3 月に開始され、最終的なショートリストセッシ

ョンは 2018 年第 3 四半期に実施される予定であった。

同時にシンガポールマネジメント大学での Health Economics and Managemnt のセカンド

メジャーを、IHiS と IDMA が連携して設定することも発表された。

5-3 IMDA、Personal Data Protection Commision の取り組み

2018 年 5 月、IMDA によって活動を支援されているシンガポールの個人情報保護を議論す

る委員会 Personal Data Protection Commision(PDPC)が AI に特化した倫理的基準を設置し

た。医療や金融を含めた国民生活に係る AI 一般に関する産業および技術がこの倫理的基準の

対照となり、また同時に意思決定者向けの思考フレームワークも提供されている。そこでこ

の内容について説明する。

                                                     
50TeSA
< https://www.imda.gov.sg/imtalent/about-us/frameworks-and-initiatives/techskills-accelerator--tesa >
51 Major Push to Develop ICT Talent for Health Tech Careers、IMDA,IHiS and TeSA
<https://www.ihis.com.sg/Latest_News/Media_Releases/Documents/2018%20Media%20Releases/Major%20Push%20to%20Devel
op%20ICT%20Talent%20for%20Health%20Tech%20Careers/Media%20Release_Health%20Tech%20Day%20by%20TeSA%20
16%20March.pdf>
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資料では、データによって推進されるテクノロジーの一部としての AI 技術があることがあ

げられている。AI の可能性については、生産性を向上、ビジネスの変革、経済成長、人々の

生活のエンハンスメントなど多様な可能性をしめしている。AI ソリューションの商業上にお

いて開発し、それを応用にむけた問題を分析すると大きく二段階にわかれるとしている。一

段階目は AI それ自身のガバナンスを、技術的に中立であるように適切に運用することである。

そして二段階目データからアルゴリズムを生成してモデルを選ぶ過程、つまり AI バリューチ

ェーン及びデプロイプロセス(実行プロセス)である。
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図 5-1. AI バリューチェーンを説明する図

図 5-2. AI のデプロイのプロセスを技術の観点から説明したもの

PDPC は AI 自身のありかたについて「RESPONSIBLE AI」という指針を提案している。

ここでは大きくわけて 2 つの柱によって概念を説明している。1 つ目は AI の補助の下、ある

いは AI によってなされた意志決定は説明可能、透明性があり、フェアでなくてはならないと

いう点である。2 点目は AI システム、ロボット、AI をつかってできた意志決定は人間中心的

であるべきだという点である。この２点目には倫理的にいうところの善行原則、あるいは無

害原則が原理としてある。ここでの害には身体的、精神的、心理的、経済的なものが含まれ、

最小限の害をみとめるにはそれを上回る便益の必要があるとも説明している。
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図 5-3. ガバナンスフレームワークの前提と限界

AI バリューチェーンのあり方とこの指針にもとづいて報告書では、ガバナンスフレームワ

ークを提案している。同時にその２種類の前提と１種類の限界についてまず説明されている。

前提としては技術の中立性とセクターに依存しないことを設定し、そして限界としては法的

な信頼性について述べられていないことをあげている。

具体的なガバナンスのフレームワークについて説明する。PDPC はガバナンスフレームワ

ークを４段階に設定した。AI ガバナンスフレームワークの目的の設定、組織における適切な

ガバナンス指標の選定、顧客関係マネジメントプロセスのあり方、意志決定リスクアセスメ

ントのフレームワークの作成の４段階である。順を追って説明する。

AI ガバナンスフレームワークの目的の設定は３つのプロセスに分解される。まず、説明可

能性と検証可能性をみることである。これはニューラルネットのような意志決定の仕組みが

難しいような時でも同様であり、AI エンジンの種類は関係ない。最低限、組織は AI エンジ

ンが設定された技術的・倫理的パラメータの範囲の予想内でうごいていることを検証できる

ことが必要である。また説明可能な AI であることを達成するためには、バリューチェーンに

おける異なるステークホルダーの役割を考え、それに合わせて説明のありかたを考える必要

がある。

２点目はデータアカウンタビリティのための実践手法である。組織は、データについてま

ずデータの系統を理解しなくてはならないとしている。データがもともとどこから来て、ど

のように集められ、キュレートされ、組織のなかで動かされるのか、そして経過とともにど

うその制度を維持しているのかがそれに該当する。またバイアスのリスクを最小化するため

に組織は努力する必要がある。データの正確性やクオリティーは、データセットのなかから、
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バイアスが将来的に見つかったりすでに潜在していたりするリスクと関係している。組織は

データのなかにあるかもしれないバイアスを見つけられるような実践方法を、今後バイアス

の問題に取り組んでいけるように採用する必要があるとしている。データの系統のためにも

一般的に重要であるのは、データの出処の記録を維持することであると説明している。しか

し時には出処の異なるデータが AI のデプロイプロセスモデルや AI バリューチェーン全体に

使われ、記録されつづけることもある。こうした要因による第一種と第二種の間違いがなく、

意図しない差別被害のリスクがないと消費者が安心できるようにデータアカウンタビリティ

を考える必要があるとしている。最後に、AI のユーザー企業にとっては、データの準備やモ

デル作成の段階におけるデータアカウンタビリティーと、組織が差別的であったりフェアで

なかったり法を遵守してない意志決定をしたりするのを避ける責任概念を同一なものとして

扱わないことも大事である。

３点目は透明性である。AI バリューチェーンにおける多様なステークホルダーとのオープ

ンで透明なコミュニケーションは、AI エコシステム全体の信頼を築くために貢献すると説明

している。

AI ガバナンスフレームワークの２段階目は組織における適切なガバナンス指標の選定とさ

れている。これは規制者の視点か個人の視点から見るかでも、ステークホルダー同士によっ

ても、ケースによっても指標の選定はかわってくるものだと説明している。ルールベースや

機械学習といった AI のエンジン、組織のセクター、意志決定の種類、自動化の程度(例：

Man-in-the-loop か Man-out-of-the-loop52)によってもカスタマイズもするべきだ。

指標の選定はガバナンスの観点からと、組織のオペレーションやマネジメントの観点から

のものと大きく２分される。ガバナンスの観点からは、３点あげられている。まず組織の内

部ガバナンスである。AI を使うことへの責任意識を考え、そのうえで見落としのメカニズム

が存在することを前提にして取り組む必要があると説明している。またモニタリングあるい

はレポーティングシステムをガバナンス内に組み込み、定期的なレビューの機会を儲ける必

要がある。２点目はリスクあるいは危害の緩和に取り組むことである。リスク・インパクト

アセスメントを導入するべきだと説明している。AI を実行するにあたり、その候補となるモ

デルを選ぶ時にもモデルの精度だけでなく、モデルによるリスク・インパクトアセスメント

が大事となる。このような倫理的な考慮があるべきだと説明しており、またその考慮におけ

るリスクやインパクトの見積もりは記録化あるいは資料化しておくべきだと主張している。

３点目は AI のデプロイメントや AI による意志決定が適切であると、その時点における暫定

的な結論を出すために定期的なレビューをすることが必要であるとしている。

オペレーションマネジメントとシステムデザインの観点からは４点あげられている。

１点目にあげられているのは、データアカウンタビリティである。データの完全性をはじ

め、データが集められたり更新されたりしたのがどれほど最近であるのか、データはコンピ

ューターなどの機械によって理解可能な形式であるかどうかか、そしてその集められたデー

                                                     
52 Man-in-the-loopはシステム・プロセスのなかに人の関与を含むこと、人間参加型、Man-out-of-the-loopはその逆。
また Man-over-the-loopというシステム・プロセスでは、最終的に人による決定がなされる。
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タのソースは何であるのか、データは第一目的で集められたのかそれとも副次目的として集

められたのかなど多様な項目についてアカウンタビリティが大事である。組織の観点からは、

データアカウンタビリティについて発生しうる問題について、記録をどうとりそしてどう対

処するか書面化しておく必要がある。開発者の観点からは、トレーニングデータの正確性ス

コアについて考慮し、バイアスのリスクを最小化する必要がある。AI を利用する企業は、第

二の正確性スコアとしてオペレーション上で使用するデータやインプットするデータについ

て検証するべきであるとしている。

２点目に再現可能性、つまり AI が同じシナリオ同じ状況で一貫して動作するかの点である。

そのためには再現可能性のアセスメントが必要である。それに加えてたとえもし再現可能で

ない状況においても、例外の存在がどのように特定され、対処されるのか考えて AI を設計し

ておく方法もある。再現可能性の測定結果は確認できるようにしておくべきで、またその結

果が経過や時間とともに変更するとき、例としては時間を変数にふくむデータである時や、

AI が時間に沿って進化していく時、には追加で説明が必要であるとしている。

３点目にはトレーサビリティ、つまり追跡可能性が設置されている。AI における監査証跡

をつくり、また AI にたいしてブラックボックスレコーダーを設置することでそれが実現され

る。AI アルゴリズムのアクセスと監査どちらか、あるいは両方を組織のリスクマネジメント

機能として設置することを求めている。

４点目には AI モデルのチューニングについて述べられている。モデルの選択、モデルのチュ

ーニングは十分な考慮をともなった決定であるべきで、プロセスや理由は書面化することを

求めている。そしてなにより継続的に AI をアップデートすること、AI モデルのチューリン

グを継続的にすることが重要であると述べている。

指標の選定に続いて、顧客関係マネジメントプロセスのあり方を考えるにあたって PDPC
は透明性、インタラクション、コミュニケーションの３つの観点から説明している。透明性

の観点からは AI の停止のための方針及び、AI やその意思決定をどう説明するかについての

方針を設定することを訴えている。

インタラクションつまり相互交流の観点からはヒューリスティック評価、つまり経験則に

基づいた AI のユーザビリティーやユーザーインターフェースを評価することと、オプトアウ

ト方式の採用による組織のオペレーション効率の向上が提案されている。

コミュニケーションの観点からは、組織においてフィードバックのための個人向けの窓口

を設置することと、意思決定による個人への影響を評価することを求めている。窓口につい

ては、それを通じて個人が自身のデータへアクセスすることが可能でありデータの校正をす

ることができるようなものが特にデータの正確性の担保のためになると説明している。

以上を踏まえて、ガバナンスフレームワークの最終段階として意思決定フレームワークと

リスクアセスメントフレームワークの構成にいたると PDPC は説明している。AI を活用した
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意思決定のモデルのありかたとして、Human-in-the-loop、Human-out-of-the-loop と

Human-over-the-loop を提案している。Human-in-the-loop モデルは、人間の意思決定者が

AI を含む知的情報システムによる１つ以上の選択肢をもとに、最終意思決定をするモデルで

ある。Human-out-of-the-loop は事前にいくつかきまったシナリオに応じてシステムによって

自動的に意思決定がなされるモデルであり、現実にも掃除用ロボットなどに採用されており

人間による立ち入り禁止ゾーンなどの設定によってシナリオを制限している。Human-over-
the-loop はシステムによる選択肢を参考にして、人間の意思決定者が自身の判断で意思決定

をするモデルであり、地図のナビゲーション機能に近いとしている。
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図 5-4：リスクアセスメントフレームワークのための意思決定マトリクス(資料 p.14)

リスクアセスメントフレームワークは上記のような図を用いて説明された。有害事象のリ

スクに応じて、意思決定のモデルを使い分け可能であることが提案されている。PDPC はこ

の資料について、こういったフレームワークを様々な組織体での議論の参考にしてもらう目

的で作成したと結んでいる。
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6. 事例(６) 中国

6-1 次世代 AI 発展計画における取り組み

2017 年 1 月に次世代 AI 発展計画が中国では発表された。これは 2020 年までに AI 産業を

中国経済の中心に据え置き、それを通じて中国全体の経済成長のための計画53である。またそ

れに合わせて 2017 年 11 月に中華人民共和国科学技術部を中心として「次世代 AI 発展計画

推進室」が設置された。この組織は「次世代 AI 発展計画」の遂行と AI を活用したイノベー

ションの実現に責任を負う。54科学技術部を筆頭に国家発展改革委員会や財政部、教育部など

15 の部門と、中国科学アカデミーや工学アカデミー、中国科学協会等の AI 専門家や学者を

含む関係者 27 名で構成されている。現状の中国の経済の課題として、高齢化や医師不足が国

内外55からあげられるなか、AI を活用した対策に期待されている。

本計画の特徴として研究開発の予算をつけるだけでなく、政府が民間企業を指名して官民

連携体制を率先してとる仕組みがあげられる。政府が州政府を指導するのではなく、各企業

がそれぞれ州政府と協力する体制がとられている。実際に地方政府として AI に関わる戦略を

あげている地域も多くある。

                                                     
53 国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知
<http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm>
英語訳は、中国政府の Department of International Cooperation Ministry of Science and Technology(中華人民共和国科学技
術部　国際連携部門)発行の China Science Technology Newsletter Sep.2017号を参照。
<http://www.cistc.gov.cn/upfile/901.pdf>
54 日本総合研究所 AI(AI)強国を目指す中国 <https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/10456.pdf>
55世界経済フォーラム　AIによる中国の医師不足問題の解決は可能か
< https://www.weforum.org/agenda/2018/09/ai-can-solve-china-s-doctor-shortage-here-s-how/ >
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図 6-1.「中国における AI 研究開発の現状と動向」より

科学技術部は 11 月に、自動運転に関しては Baidu と、スマートシティに関しては Alibaba
と、医療画像・医療診断については Tencent と密接に協力していくことを発表した。とくに

ここでは保健医療に関わる AI を開発しているステークホルダーとして Alibaba と Tencent
に注目したい。Alibaba は都市の視点から、救急医療などにおける保健医療に関わる AI の開

発をしている。また Tencent はゲノムによる個人医療に投資してきた強みと SNS プラットフ

ォームサービス「WeChat」という強みがある。実際に、2018 年 4 月にイギリスの Babylon
Health と Tencent がパートナーシップを結んでおり、加えて 38,000 個の WeChat のアカウ

ントをもつ中国の病院のうち 60%がオンラインでの予約に対応し、また 2,000 の病院が

WeChat 経由での支払いを認めている。一方で、以前に中国国内において積み上げられてき

たデータは存在しない、あるいは不十分であり中国のスタートアップのなかには iCarbonX
のように米国のデータと市場を求めて米国に進出する企業もある。56

6-1-1 Alibaba と次世代 AI 発展計画の取り組み

Alibaba2018 年 2 月に浙江大学付属病院に 5 億 6000 万元の寄付を行った。そして AI によ

るスマート医療サービスを推し進め、中国大衆の診療難や高額医療費の問題を解決したいと

表明57するなど次世代 AI 発展計画のなかで指定されたスマートシティという領域以上に活動

範囲を拡大している。Alibaba による決済プラットフォーム「支付宝」や信用調査会社「芝麻

信用」との連携による患者と医療費支払いシステムの構築が気体されている。また医療領域

では「Alibaba Cloud ET Brain」と呼ばれる AI 製品のなかで「ET 医療大脳」と呼ばれるサ

ービスを開発している。「医療大脳」は１．医療の品質管理、２．精密な運営分析、３．AI

                                                     
56Rise Of China’s Big Tech In AI: What Baidu, Alibaba, And Tencent Are Working On
< https://www.cbinsights.com/research/china-baidu-alibaba-tencent-artificial-intelligence-dominance/>
57アリババ、新しい病院のあり方示す「未来医院」構想を発表 <https://www.msn.com/ja-
jp/money/news/%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%90%E3%80%81%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%8
4%E7%97%85%E9%99%A2%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%80
%8C%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%8C%BB%E9%99%A2%E3%80%8D%E6%A7%8B%E6%83%B3%E3%82%92%E7
%99%BA%E8%A1%A8/ar-BBJloRU#page=2 >
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の接続、４．インテリジェントリソースの配置をサービスとして提供するとされているが、

実用については未知数である。58

また北京市は Alibaba と提携し「医療用 AI プラットフォーム」を開発していくことが発表

された。59北京市科学技術委員会と Alibaba のヘルスケア関連企業が手を握り、「医学 AI 開
放革新応用プラットフォーム」をつくり、北京地域の 20 の医療機関と、ブロックチェーン、

AI、クラウドコンピューティング技術をベースにしたオープン型研究エンジンの基礎プラッ

トフォームを構築し、エンジン応用サービスセンターを設置すると報道されている。他の地

域では、杭州市も Alibaba との連携を実践している。60救急車と都市部の信号が連携させ、

AI によってそれらを最適化しようとしう取り組みである。背景には、医師不足や都市部の大

病院の混雑の一方、中央政府主導のヘルスケアシステム改革が遅れていることがあると言わ

れている。病院のデジタル化も遅れ、病院のシステムもいまだ未統合でその管理は州の息の

かかった企業に支配されている面もあり、こうした大都市と Alibaba の連携につながってい

ると考えられる。

6-1-2 Tencent と次世代 AI 発展計画の取り組み

Tencent は先に説明したような iCarbonX への投資をはやくから行うなど、医療と IT の領

域において存在感をしめしている。「覓影」という製品を通じて、１．病気のスクリーニン

グ、２．カルテの構造化・診断、３．リスクモニタリング、４．医師による臨床診断をサポ

ートするサービスを提供しており、医療機関とすでに提携し実用化されている。61

                                                     
58 「中国における AI研究開発の現状と動向」　JST 中国総合研究・さくらサイエンスセンター
<https://www.spc.jst.go.jp/investigation/downloads/r_2018_04.pdf>
59 アリババと北京市が提携し「医療用 AIプラットフォーム」を開発へ
<https://roboteer-tokyo.com/archives/13524>
60 AI ambulances and robot doctors: China seeks digital salve to ease hospital strain
<https://uk.reuters.com/article/us-china-healthcare-tech/ai-ambulances-and-robot-doctors-china-seeks-digital-salve-to-ease-hospital-
strain-idUKKBN1JO1VB>
61 「中国における AI研究開発の現状と動向」　JST 中国総合研究・さくらサイエンスセンター
<https://www.spc.jst.go.jp/investigation/downloads/r_2018_04.pdf>
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6-2 The Chinese Intelligent Medicine Association の設立

2018 年 5 月に中国政府は The Chinese Intelligent Medicine Association を設立すること

を発表した62。このアソシエーションを通じて医療の品質向上のために、AI 技術と医療の統

合について推進する目論見である。アソシエーションのスーパーバイザーを務める Zhang
Yanling によると医療における AI 技術の活用を推進すると同時に、この機関を通じて政府が

技術標準か規制を制定していくことも支援したいと語っている。アソシエーションの代表を

つとめる Dong Jiahong は医師や IT リサーチャーはその才能を活用すべきだと訴えた。

過去の事例、具体的には広州の眼科においては 2017 年より AI を診断支援に用いている事

例、が挙げられた。導入した病院の説明によれば、目の画像をプラットフォームにあげるこ

とで数分以内に診断がくだり、AI による診断の精度は 90%を超える。また IBM 社の製品で

ある「Watson for Oncology」が中国における 39 の都市の 65 の大病院において活用されて

いる事例も紹介されている。

本アソシエーションの取り組みには、医療・ヘルスケアと IT の領域における中国政府のマ

クロな取り組みである「Internet-plus Healthcare」63とも関係し、そのガイドラインに従っ

てこのアソシエーションの取り組みは今後実行されるとしている。

Internet-plus Healthcare は 2018 年 4 月に中華人民共和国国務院によって発表された。イ

ンターネットを含む IT を通じて、オンライン病院であったり、ビッグデータを通じて疫学的

な予想、感染症の症状のモニタリングの可能性が示されている。この取組の推進を通じて、

中国政府はヘルスケアの現代的なマネジメントの導入と、リソース分配の最適化、サービス

の形態の変容、効率の向上、そして急増するヘルスケアの負担への対応を目標とすると説明

している。64そのために国内においてデータのカタログや標準システムが、統合され制度化さ

れるべきであること、医療の基礎標準の制定、データセキュリティー及び個人情報保護改善、

情報のシェアができるようになるべきであることを訴えている。

                                                     
62Merger of IT, medical care to be fostered <http://english.gov.cn/news/top_news/2018/05/07/content_281476137912606.htm>
63State Council issues guideline on Internet Plus healthcare
< http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2018/04/28/content_281476127312948.htm>
64 Guideline blends internet, medicine to assist patients
<http://english.gov.cn/news/top_news/2018/04/17/content_281476115003829.htm>
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結語

保健医療用 AI の各国の方針の建て方については大きく分類する(一つの国家において、複

数文脈で方針をたてる国もありうる。)と、アメリカや中国のように医療・ヘルスケアと IT の

複合領域における過去の取り組みを踏まえ、インターネットやデータサイエンスを中心にそ

れを発展させる手法。イギリスや中国のように自身の国家の保健医療の体制の問題点を踏ま

えて、自国の研究開発をおこなうスタートアップや有力な IT 企業、プラットフォーム企業と

密接に連携する手法。それらの変形系として、シンガポールのように医療・ヘルスケアと IT、
AI と規制、IT と教育など複数方面からの既存の取り組みや自国の研究機関を強調させる手法。

フランスのようにトップダウンで AI 戦略を制定し、その注力領域をきめてしまう手法のよう

に言えるのではないか。

  

アメリカの取り組みは AI に限定せずにデータサイエンスというより広い視野にたっている

もので、その具体的手法もプロジェクトマネジメントから調達、研究資金など多岐にわたる。

イギリスの取り組みは現在成果をあげており、NHS HEE の資料はそれを前提としてすでに具

体的な実践を計画しているように思える。一方で、その倫理的課題、ガバナンス面からの不

安は拭いきれていない。シンガポールの倫理面におけるフレームワークの制定は、諸外国と

比較した際に特徴的であり独自の競争戦略を思わせる。一方で、研究開発の支援については

遅れを見せている。中国の取り組みはその民間企業に完全に依存した仕組みであるのに加え

て、すでにその民間企業が独自に地方政権と連携し実証実験を行っているという点において

特徴的である。

  

以上を踏まえて、保健医療用 AI に関し以下のような政策面での提案と提案の際に参考にす

るべき諸外国をあげる。

・ 医療やデータベースの電子化・インターネット化のための取り組みの更新・さらなる推進

アメリカの「HHS Information Technology Strategic Plan FY 2017-2020」および

「NIH Strategic Plan for Data Science」が参考になるのではないか。

・ データベースの効率的な仕組みやデータの品質及び正確性を保証するためのガイドライン

あるいは制度の設定

アメリカの「NIH Strategic Plan for Data Science」、Reform の NHS への提言

「Thinking on its own:AI in the NHS」が参考になるのではないか。

・ AI による診断に限らず、病院経営や患者のリスクアセスメント、研究環境での支援ソフ

トウェアなど多様な AI の活用方法の受容

中国において Alibaba や Tencent が実際に提供しているサービス、Reform の NHS へ

の提言「Thinking on its own:AI in the NHS」が参考になるのではないか。
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・ 臨床現場での医療従事者、病院経営者や政策決定者、患者などそれぞれに対して適切なト

レーニングと教育内容の策定

NHS Health Education England「Preparing the healthcare workforce to deliver the
digital future」とシンガポール IHiS の取り組みが参考になるのではないか。

・ 政策決定組織や研究資金配分機関、病院経営組織において CIO や CDO といった人材を

配置すること。またその配置は上層部のみとどまらず、各意思決定部門・レイヤーにおい

ても同様に専門人材を配置すること。

アメリカの「NIH Strategic Plan for Data Science」、シンガポールの AI Singapore、
TeSA が参考になるのではないか。

・ トレーニングデータの構築など政府主導によるオープンな取り組み

JASON の政策提言「Artificial Intelligence for Health and Health Care」が参考になる

のではないか。

・ 適切な官民連携体制と研究開発機関への支援

NIH、NHS の取り組みが参考になるのではないか

この調査の限界及び今後の調査課題として本調査は、とくに AI 及び人工知能を諸外国がど

う政策面でとらえているかという文脈のもとであるために、各国がいままでとりくんできた

保健医療領域におけるインターネット化・電子化のための政策、国や自治体が関わるデータ

のための政策についての調査が不十分である。

  

中国に関しては民間企業との具体的な連携のためのノウハウが地方政権に、保健医療用 AI
の開発に関する指針も民間企業内にあるのではないかと想像される。中央政府の政策文書の

読み解きだけでは不十分である。

  

アメリカやカナダに関して、その国内にある IT 企業や国際的コンソーシアムは今回対象外

とした。「Tech Giants」と呼ばれる企業はもちろんながら、GA4GH や Sage Bionetworks
など高名な医療に関わるデータ・コンピューターサイエンスに取り組み、積極的に政策への

関与もしている組織の指針についても調査の価値があるのではないか。
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Digital Evolution Laboratory drivenサイトをリリースしました
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「AIは医療をどう変えるか　～AI研究者と語る医療
の未来～」前・後編
近年、AI（人工知能）の技術を利用した製品やサービスが身近
なものとなり、私たちの生活に様々な変化をもたらしていま
す。医療の分野においてもAIの導入は始まっており、診断の精
度やスピードの向上などに期待が寄せられています。AIが医療
の進歩に貢献する一方で、医療のあり方にはどのような変化が
起きるのでしょうか。AIを利用した診断支援研究の分野で活躍
されている奥村貴史先生を招いての対談の様子を前後編でお....

2018/03/10 行政官向け

医師学術認証基盤構想
日本の医療用人工知能は、米国、中国に大きく差をつけられつ
つあります。その背景には、いくつかの理由があり、とりわ
け、研究開発と技術の実用化に要する様々なコストが高い点へ
の対応は急務です。「医師学術認証基盤構想」は、この問題へ
の有力な解決策の一つとして、我々が提案してきた施策です。
この研究開発基盤により、医療用人工知能研究への対応を切り
口に、「医師認証基盤の普及」、「医療用人工知能の発展」、
「医師キャリアの効率的な追跡」という、日本の医療を支え....
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Home / このサイトについて

このサイトについて
　本サイトは「保健医療用人工知能の技術革新と国際競争力向上に資する人材育成に関する研究」の一環と
して制作された医療用人工知能の普及促進を図るための情報発信と情報交換のためのウェブサイトです。医
療用人工知能をこれから学ぼうとする方、これから関わっていく方、導入を検討する方、関連技術の研究開
発に携わる方に有益なコンテンツをご用意しました。また、本サイトでは単に医療用人工知能の紹介・解
説・最新情報を記事として提供するだけに留まらず、中国情報・研究資料・学習教材なども提供しておりま
す。人工知能の開発者・研究者、医療関係者、学生の皆様に価値あるサイトとなれば幸いです。
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厚労科研奥村班 研究班員紹介

研究代表

奥村 貴史：北見工業大学 教授・保健管理センター長
　ピッツバーグ大学大学院卒。計算機科学の博士号を取得した医師であり、国立情報学研究所客員教授、理
化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP) 客員研究員。2009年、国立保健医療科学院に赴任して以来、
医療用人工知能の研究開発に携わってきた。また、医療や公衆衛生の情報化に関する政策評価研究を進めて
いる。

研究分担

安藤 雄一：国立保健医療科学院 統括研究官
　新潟大学歯学部卒。国立保健医療科学院統括研究官として、歯科保健に関する疫学研究、並びに、人材育
成に携わる。本研究班においては、医療用人工知能技術の歯科応用について分担した。

福田 敬：国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター長
　東京大学医学部保健学科卒。国立保健医療科学院において、保健や医療、福祉サービスの医療経済学的な
評価に取り組んできた。我が国における医療技術評価(HTA)研究をリードしており、中央社会保険医療協議
会を通じた政策応用を進めている。本研究班においては、医療用人工知能技術の医療経済学応用について分
担した。

神谷 達夫：福知山公立大学 地域経営学部 教授
　大阪電気通信大学大学院工学研究科修了。感性情報学の立場から、ビデオゲームと人間の認知や疲労の研
究に取り組んできた。ここ数年間は、同大学岡本悦司教授と共同し、データウェアハウスによるビッグデー
タ解析やレセプトデータの利活用に取り組んでいる。本研究班においては、医療用人工知能の保健医療行政
への応用について分担した。

岡本 悦司：福知山公立大学 地域経営学部 教授
　大阪大学大学院医学研究科修了。近畿大学講師、国立保健医療科学院統括研究官を経て、福知山公立大学
教授に赴任。レセプトデータ解析のトップランナーであり、厚生労働科学研究「保健医療福祉計画策定のた
めのデータウェアハウス構築に関する研究」や「レセプトデータを利活用したデータヘルス事業の現状と課
題」などの研究班代表を務めてきた。本研究班においては、医療用人工知能の保健医療行政への応用につい
て分担した。

木村 眞司：札幌医科大学 医療人育成センター 教授
　札幌医大卒。横須賀米海軍病院、茅ヶ崎・大和徳洲会病院を経て、米国家庭医療科レジデント、老年科
フェロー。北海道松前町立松前病院院長を経て、札幌医大教授。専門は総合診療。日本プライマリ・ケア連
合学会副理事長として、プライマリ・ケアに関する啓発活動に携わる。本研究班においては、医療用人工知
能技術に関する医師の技術受容について分担した。
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中村 素典：国立情報学研究所 学術基盤推進部 特任教授
　京都大学大学院工学研究科修了。立命館大学理工学部助手、京都大学経済学部助教授、京都大学学術情報
メディアセンター助教授を経て、2007年より国立情報学研究所教授。本研究班においては、医師の学術認
証基盤について分担した。

亀田 義人：千葉大学医学部附属病院 病院経営管理学研究センター 特任講師
　千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了。厚生労働省雇用均等児童家庭局母子保健課課長補佐、医薬食品
局血液対策課課長補佐を経て、千葉大学医学部附属病院病院長企画室にて医療機関の経営幹部を育成を目指
す「ちば医経塾」に携わっている。本研究班においては、医療機関の幹部を対象とした医療用人工知能教育
について分担した。

藤原 幸一：名古屋大学工学研究科 准教授
　京都大学工学部卒。京都大学情報学研究科システム科学専攻助教を経て、名古屋大学工学研究科物質プロ
セス工学准教授。JSTさきがけ研究員。中枢系の疾患を対象として病院や研究機関と連携して臨床データを
収集し、てんかん発作の予測研究などを行っている。本研究班においては、医療機関の幹部を対象とした医
療用人工知能教育について分担した。

市川 学：芝浦工業大学システム理工学部 准教授
　東京工業大学大学院総合理工学研究科修了。東京工業大学部署大学院総合理工学研究科 助教、国立保健
医療科学院健康危機管理研究部を経て、芝浦工業大学システム理工学部准教授。コンピュータシミュレー
ションを利用した公衆衛生・健康危機管理・医療制度の分析に取り組んできた。本研究班においては、人工
知能の健康危機管理への応用について分担した。

!
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厚労科研奥村班 ミッション

ミッション

研究を支える三種の人材

技術革新が進む人工知能技術の医療応用が期待されています。しかし、医療用人工知能の研究開発にはさま
ざまな障害があり、制度的な支援策も限定的なものとなっています。そうした問題のひとつが、医療用人工
知能の研究開発に関わる人材育成策です。

人工知能分野の人材育成と言うと、その対象としてまず機械学習の基礎研究者や機械学習の医療応用に関す
る研究者が思い起こされるかもしれません。しかし、この分野の研究人材は、既存の教育機関が積極的に育
成していることに加え、文部科学省による支援策なども既に講じられています。また、周辺領域の人材を対
象とした自習環境も充実しており、こうした人材の育成策は充実しつつあります。一方、研究に必要不可欠
でありながら育成支援策が不足している人材があります。それは医療用人工知能研究を「支える人材」で
す。そこで私達は研究を支える人材の育成策に目を向けることにしました。

このプロジェクトでは、医療用人工知能を支える人材を大きく「研究開発や導入の意志決定に関与する人
材」「研究の多様性を高める人材」「研究の生産性を高める人材」の３つに分けました。この三種の人材は
人工知能研究に大きな影響を与える人材であるにもかかわらず、十分な育成策が講じられておらず、常に不
足している状態です。既にそれによる弊害も出るようになっており、研究を「支える人材」の育成は急務と
なっています。そこで、私達はそれぞれ効率的な育成プログラムを策定することで、研究分野の発展を促進
することを目指しました。

こうした研究を「支える人材」を充実させることにより、医療用人工知能の研究開発と普及が促進され、コ
ストが低廉化され、医療用情報技術に多彩な技術革新がもたらされるはずです。その上で、大幅な技術進歩
を果たした情報技術の恩恵を、多くの困難を抱えた我が国の医療と医療現場に役立てていくための基礎とな
るでしょう。

研究を支える三種の人材育成
医療用人工知能の研究は研究者達の力だけで成し得るものではありません。研究を支える人材がいて、初め
て医療用人工知能の研究開発は前に進むのです。私達はこうした研究を支える人材として以下の３種を想定
し、その育成策について提案していきます。

このサイトについて

厚労科研奥村班 ミッション

厚労科研奥村班 メンバー

奥村・鎗目プロジェクト紹介
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三種の人材育成と対象となる人材

医療用人工知能の研究開発や導入の意志決定に関与する人材育成
医療用人工知能の研究開発に際しては、各医療機関の研究開発への参加や学会レベルでの大規模スタディの
実現等において、各組織の長や学会幹部の理解が不可欠です。しかし、これら意思決定に関与する人材を対
象とした教材は存在せず、プロジェクト毎に教材を作成する形になっており、これは研究者にとって大きな
負担となっています。

また、我が国では医療機器に対して厳しい品質管理が課されており、同様の規制が医療用人工知能 にも規
制が適用されます。しかし、我々の政策研究により、この状況が今後の研究開発競争において米国・中国と
比して著しい制約となることが示唆されています。スタンフォード大学のレポート
（https://ai100.stanford.edu/2016-report）でも、政府機関における人材育成の必要性が提言されており、人
工知能技術に精通した意思決定者の人材育成が世界的に見ても必要不可欠なものとして注目されるようにな
りました。

「医療機関・学会幹部」「政府機関の政策担当者」に対する学習プログラム開発・教材作成・啓発活動など
を進めていきます。こうした「研究成果の社会実装を支える意思決定者」の育成は、国・自治体・医療機関
レベルでの医療用人工知能の普及・発展を促進し、医療現場をより良く変えていくことに繋げていきます。

研究の多様性を高める人材育成
医療用人工知能に関する研究は既に類似研究の山となっています。国による研究助成もディープラーニング
による画像認識研究が多く、多様性が損なわれているのが現状です。こうした画像認識処理には性能限界が
あるため、その後を見据えた研究の多様化が不可欠です。たとえば、質の高い「スモールデータ」を活用す
る試みや、カルテ等医療文書を対象とした自然言語処理技術の発展等が望まれます。そこで、様々な職種の
専門家を対象とした医療用人工知能の啓発と研究の多様化に資する教育プログラムを策定します。

そのためには現場側からのアイディアや意見を取り入れていくことが重要であり、一方的な情報提供は必ず
しも教育効果を示しません。十分なヒアリングを行った上で、各々の事情に即した支援策が必要です。そこ
で、学会シンポジウム等を通じた相互理解の醸成や各分野において影響力のある指導層を対象に絞った「イ
ンフルエンサー・マーケティング」手法の適用を検討します。

本プロジェクトでは「医療経済学」「公衆衛生」「歯科医療」「健康危機管理」「プライマリ・ケア」につ
いて焦点を当て、医療用人工知能の影響やその活用について情報交換を進めます。これにより、医療用人工
知能について理解を深めた「意義のある応用分野の発見と有用性の向上に欠かせない橋渡し人材」を育成
し、医療用人工知能研究の多様化を促し、持続的な研究開発へと繋げていきます。

研究の生産性を高める人材育成

　　　

- 230 -



医療用人工知能の研究開発には、学習や評価に要するデータ生成に際して、医療従事者の協力による膨大な
単純作業が求められます。このためには研究協力者である医療従事者に「そもそも医療用人工知能 とは何
か」「なぜ単純作業が必要なのか」を理解して貰う必要がありますが、そのための手段が限られています。
そして、その単純作業を訓練する手法も各チームの努力に負っているため、研究協力者に対する広報・教
育・訓練のプロセスがそのまま研究チームの負担となっているのです。そのため、研究協力者を対象として
研究の意義を広報し、実際の作業を訓練する場を設けることでこうした負担を軽減することができれば、医
療用人工知能の研究効率は大きく向上します。

そこで、医療用人工知能 研究への協力者を対象に、研究支援の人材育成手法を開発します。研究コストを
下げるうえで、私達が今までに進めてきた発展途上国の医療従事者の組織化手法を教材化し、ひいては「研
究に求められる各種データを地道にかつ高品質で生成する協力者」の育成へと繋げ、各種研究開発の効率化
と低廉化を目指します。

!
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医学生と民医連の情報誌「Medi-Wing」72・73号　特集

「AIは医療をどう変えるか　～AI研究者
と語る医療の未来～」前・後編 医師向け

この記事は20分で読めます

講師（敬称略）
　・奥村 貴史（おくむら　たかし）
　　 北見工業大学 工学部・工学研究科 教授 保健管理センター長
　　 ピッツバーグ大学 大学院 計算機科学科
　　 旭川医科大学 医学部 医学科 卒
インタビュアー（敬称略）
　・井村 春樹（いむら　はるき）
　　 尼崎医療生協病院　内科/感染症内科 　　 旭川医科大学　医学部 医学科 卒
　　 京都大学大学院医学研究科　
　　 社会健康医学系専攻　健康情報学分野 専門職学位課程修了
　　 現在、博士後期課程在籍中
　・山田 康平（やまだ　こうへい）
　　 横浜市立医科大学　医学部　医学科2年

医学生と民医連の情報誌「Medi-Wing」

近年、AI（人工知能）の技術を利用した製品やサービスが身近なものとなり、私たちの生活に様々な変化を
もたらしています。医療の分野においてもAIの導入は始まっており、診断の精度やスピードの向上などに期
待が寄せられています。AIが医療の進歩に貢献する一方で、医療のあり方にはどのような変化が起きるので
しょうか。
AIを利用した診断支援研究の分野で活躍されている奥村貴史先生を招いての対談の様子を前後編でお届けし
ます。

(mediwingより)

医療用人工知能を知る

医療用人工知能とは (研究者
向け)

医療用人工知能とは (医師向
け)

医療用人工知能の応用事例
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井村： 尼崎医療生協病院で内科をしています、井村と申します。診療支援や意思決定支援に興味が
ありまして、今回参加させていただきました。よろしくお願いいたします。

山田： 横浜市立大学医学部医学科2年の山田康平と申します。知識的に至らない点もあるかと思い
ますが、わくわくした気持ちで参加しました。よろしくお願いいたします。

奥村： 北見工業大学の奥村です。公衆衛生系の研究所にいて、公衆衛生や保健医療行政の情報化に
携わっていました。そこで医療用のAI研究に出会い、10年ほど関わっています。

井村： 先生が、医療用AI研究の方針を決めるきっかけはあったのですか。

奥村： それは明確で、私が北海道の富良野で臨床研修をしていた時のことです。場所は北海道の富
良野で、そこはいわゆる医療崩壊地域だったのですが、ちょうど私が研修をしていたとき
に、内科医が院長だけになってしまったんです。

井村： それは非常に厳しい状況ですね。

奥村： はい。見て見ぬふりをするわけにもいかず、院長と2人で内科を守りましょうということに
なりました。ですが、状況があまりに酷かったのです。電子カルテなど、本来仕事をサポー
トしてくれるはずの機械が、逆に仕事の効率を落としたり、待ち時間を増やしたりというこ
とがあまりに多く、「患者が死ぬか医師が死ぬか」というぐらいの苦境に追い込まれていま
した。
当時、コンピューターの基礎研究の学位を持った医師として、それはあまりにおかしいと考
え、臨床研修2年間が終わった後に厚労省の研究所へ行きました。こうした経験から「本来
医師や看護師、パラメディカルの仕事を支えるべきコンピューターが、何故ここまで非効率
なのか。それをどうにかしたい」という思いが当初からのモチベーションの1つでしたの
で、それに類似する依頼が来たときに「これはチャンスだ」と思い、自分のストーリーに近
いところを見つけて取り組んだという経緯になります。

奥村： 医学生の山田君は、医療用AIについてどういうイメージをお持ちですか。

山田： 医学生としては、医療用AIがいま医療従事者がしている仕事のうち何を助けていく方針に
なっているのか、気になっているところです。

奥村： ありがとうございます。井村先生はいかがでしょうか。

井村： 医療用AIについて初めて聞くような方、特に学生さんとか一般の医療従事者だと、AIって何
かすごい魔法の道具で、場合によっては「人類を脅かしかねないのではないか」「仕事を奪
われるのではないか」という懸念を抱いている方は多いと思います。僕はそうじゃない、む
しろ助けてくれる技術だと思っています。基本的には補助のツールで、分かりやすい例で言
うと電子カルテが挙げられます。また、奥村先生が開発を担当されている診療支援システム
も医療用AIに含まれますね。

奥村： そもそも医療に限らず、社会生活一般でコンピューターと関わりがないものは、なかなか無
いですよね。医療研究を助けるAIは当然のようにあり、僕らが患者さんと向き合ったとき
に、診断を助けるAIもあります。治療法の選択や予後の予測、次の外来あるいは何年後かに
振り返る際にも関わります。言ってみれば、医療の入口から出口まで、それぞれの過程に何
らかの形でAI的な技術というのが関わり得るのです。ちょっぴりイメージが湧きますか？

臨床研修を通じて感じた疑問

医療用AIの抱える課題
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山田： はい。今までは、医師が診断する道筋を示してくれたり、在宅の患者さんから情報を引き出
して病院につなげていく、臨床の場でのAIを強くイメージしていましたが、研究利用であっ
たり、他の分野にも広く散らばっている印象を受けました。

奥村： そうですね。これは医師側から見た説明ですが、患者さん側にも直接関わる技術ではありま
すね。

井村： 患者さん自身が困っていることを自分でうまく表現できないとき、AIがどのように情報を引
き出せるのか、というところは大きな課題だと思います。
例えば、患者さんが「頭が痛い」と言っているとき、本当に頭が痛いのか、痛みのステージ
はどうなのか、そういう情報をうまく引き出せるのかは、AIではなかなか代替、補助ができ
ない部分ではないかと思います。こういった部分は人でもバイアスが掛かるので、それを補
助するものとしてAIを使った場合に、患者さん自身の誤解がシステム自体に影響を与える可
能性も課題ではないかと思います。
　加えて、そもそもの課題としてAIが診断支援をするときに誰がその診断に責任を持つの
か。確率的にまれな事象が起こった場合に、どう対応するのかが、今後は問われてくると
思っています。

奥村： ありがとうございます。大きく2つの課題を挙げていただきました、 1つ目はAIと人間との
接点、ユーザーインターフェースの問題です。相互に情報をやりとりしていく対話型のAIで
ないと、医師のもつバイアスに引き付けられて誤った解釈する可能性がある。それを排除す
るためには、人間の認知のバイアスなども含めたユーザーインターフェース研究を進める必
要がありますが、なかなかそういう研究の蓄積がありません。私の行っている研究の1つが
まさに、医療用AIのユーザーインターフェース研究になります。　
2つ目は責任問題です。これは薬機法の問題になります。そのルール上、薬や医療機器は国
が定めた品質管理基準を満たす必要があります。例えば「埋め込み型のペースメーカーで変
な製品を体に入れてしまったらどうするのか」という話です。
そのため、リスクの大きなものはがちがちに縛る必要があります。しかし、実は今問題に
なっているのはソフトウエアの方です。 医療用ソフトウエア自体は長らく薬事的な枠組み
の外にありましたが、最近になって医療用ソフトウエアも薬事の網に掛けるという動きが出
てきました。しかし、技術革新と品質管理を両立させていくための方法論が確立していると
は言い難い状況にあります。

井村： そうですね。

奥村： ただ、シンプルに考えると、人の体に入れるような命に直結するものは、安かろう悪かろう
では困りますよね。けれど一方で、診断支援において「95％はこれ、5％はこれ、0.5％で
この可能性もある」と可能性を提示して、医師に判断を委ねるシステムが直ちに患者の命を
奪うでしょうか。
極論ですが、診断に困った医師を支援するシステムの出力はランダムでもいい。なぜかとい
うと、診断困難時の原因の多くは、コモンな疾患における稀な病態(atypical presentation)だ
からです。後から冷静になって振り返る、あるいは別の医師が関わると簡単に分かる。けれ
ども、患者がその病院に来たときの経緯や、医師に伝えるストーリー、それまでの診療経験
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など、医師は色々なバイアスに囚われがちです。その結果、本来であれば辿り着ける診断に
辿り着けないというケースは、おそらく多い。
そうすると、診断支援システムも「答えはコレです」というより、「この可能性を見落とし
ていませんか」と教えてくれる方が、実は誤診などの改善にもつながる。僕らはこのことを
debiasing（デバイアシング）と呼び、医療用AIに求められる大きな機能の1つだと考えてい
ます。それは気付きを与えるものであれば何でも良くて、例えばチェックリストなど「この
可能性を忘れていた」と気付かせてくれるものであれば、臨床的に有益です。
しかし、「AIの出力はこの品質を満たさなければならない」という品質管理基準を設ける
と、確率的に高い選択肢が上位に来ないとおかしくなる。それでは人間が持つバイアスを補
強する結果になりかねない。逆に、ランダム出力を見せたほうがdebiasingに資するとした
ら、そもそも品質管理基準とは何なのかということになります。

井村： なるほど。

奥村： ですから、医療用のソフトウエアの品質は、生命予後に直結するような病態の判断に関わる
ソフトウエアか、そうでないものかで考え方を分けるべきです。前者については、僕は法的
規制派です。そうでないと技術の信用を落としてしまいます。
しかし、排除できないリスクが残るものについては、品質管理のためにレギュレーションを
強めるのではなく、(自動車保険のように)何か起きた時の補償で守るべきです。そうするこ
とで、研究者も医師も技術に対するハードルが下がり、いろいろなトライアルが可能になり
ます。
　なので、僕らはいっそのこと、間に医師が介在する相対的にリスクが少ないものは、レ
ギュレーションの枠から外すべきだと主張しています。それが井村先生が問題提起された医
療用AIの研究における責任問題に対する見解となります。

井村： 先生は、他にどんな課題があるとお考えでしょうか。

奥村： 現状の課題は、大きく分けて3つあります。1つ目は先ほど話題になった、法的なレギュレー
ション。2つ目はデータの問題です。日本では、研究利用できるデータが諸外国と比べて明
らかに不利な状況にあります。

井村： それは僕も日々実感しています。元々利用できるデータが非常に少なく、守秘義務や個人情
報保護の問題もあり、オープンにされていないナショナルデータベースもかなりあります。

奥村： 3つ目は理解の問題です。それは医療従事者や医療機関トップ、あるいは各医学に関わる研
究団体の執行部の理解、究極的には社会の理解の問題でもあります。AIはうまく使うべき技
術ではありますが、社会的あるいは医療従事者側の理解はまだまだ相互不理解というか、意
思疎通ができていないところがあります。
同じように、これから社会的な理解が進んでいく分野の例では、自動運転技術が挙げられま

社会的な理解はこれから
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す。AIには人間の持つバイアスがないので、おそらく死亡事故も減る。将来、自動運転がそ
のレベルになったときに、初めて社会的な合意が進んでいく、そういう時代が来るはずで
す。しかし、そこに至るまでには犠牲も出て、それに対する社会的な合意を形成しながら、
少しずつ進んでいくと思います。
そこで振り返ってみて、医療用AIはどうか。僕らが現役の間はともかく、100年後、200年
後と考えたときに、場合によっては医師よりもAIの方がミスの少ない分野がいくつも出てく
るでしょう。人間を補う形で、技術の支援を得ようという時代は来る。そこに向けて、今の
時代の研究者としてどう社会と向き合っていくのかは、考えるべき課題です。実際に僕らの
ところにもそういう疑問がよく寄せられています。先の話でも「医師が要らなくなるのでは
ないか」などが挙げられましたね。

井村： そうです。「どの科がいらなくなる」あるいは「新しい診療科の形ができるのでは」という
話もあります。私たちの予想では、内科系や精神科系の負担は増えるけれど、外科系や画像
診断、病理などの科は、かなり自動化が進んでいくのではないかと考えています。

山田： 学部の中では、精神科に関しては「人が診ないと精神は分からない」という意見が大多数
で、「AI導入後も今までと変わらない」という見方の人が多いです。一方でそれ以外の科は
「自動化して負担は減っていく」と考えている人が多いと思います。

奥村： 技術進歩によって、必要なくなる治療や手技、検査はあってしかるべきで、僕らはちょうど
歴史の転換期に立ち会っていると捉えた方が自然でしょう。100年後や200年後に「診断の
入口自体がデジタル情報で、それに対しデジタルな反応をするタイプの診療行為は、機械の
方が適している」という時代が来ても驚きはしません。ただ、恐らく僕らが現役のうちはそ
こまでは到達しないと思います。

井村： そうですね。いずれは洗練された外科医の技術が、オートメーション化されていく時代も来
るでしょう。例えば、CTなどの画像検査においても、自分たちが見つけられていないもの
を教えてくれる技術は、どんどん進んでいくと思います。
それとは逆に、内科系や精神科系など、患者さんから情報を引き出す部分に関しては、もう
少し時間がかかる気もします。ただ、精神科領域の診断に関しては、「対人間だとバイアス
が入ってしまうが、AIだと冷静に分析できるのでは」という印象もあります。この辺りは技
術の進歩とともに、自分たちが想像していないような形で変貌していくのでしょうね。

奥村： そういう意味では、懸念を持っておられる方々と、実際に研究であるとか、今の日本の医療
が抱えている問題や技術が解決できるものをうまくすり合わせないと、本来は技術で突破す
べきところにブレーキがかかってしまいますね。

井村： 「医療従事者の仕事が奪われる」という方向に向くと、そうなってしまいますね。本当はAI
で業務がもっと楽になり、労働時間を短くするなどの目的が伝わればと思います。

奥村： 僕が言いたいのは、「医師の睡眠時間を長くする」、まさにこれです。それがある意味ゴー
ルの1つで、このような言い方をした方が社会的な理解が進むと思います。
　僕らも医師という仕事に進んだ以上、自分の人生を捧げているわけですから、夜中に起こ
されることそのものに不満はない。けれども、コンピューターの待ち時間や、「1ヶ月前の
心電図と最新の心電図とを比較したいが、古い方は隣の病院にあり電話して取り寄せる必要
があるがなかなか手元に来ない」という事態には不満が出てきます。

井村： 画像診断でCDが送られてくるけれど読み込みに時間がかかることや、電子カルテを開く時
間が長いなどもありますね。

奥村： そういった点は、AIを活用し業務改善につながればと考えています。

奥村： AI技術はこれから発展が見込まれる、間違いなく人類に貢献する技術です。しかし、その研

～後編～

社会との認識のギャップを埋める
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究にはさまざまな制約があり、「少しずつでも成果を出していくためには、多くの方の理解
を得ていかなければ」と感じています。
研究者が感じている課題と、世間あるいは一般の医師が感じている問題の間にあるギャッ
プ。それを広く理解していただければと思います。

井村： 先生が感じておられるギャップとは、具体的にどういうところでしょうか。

奥村： 「AIが誤診したらどうするのか」という一般の懸念に対して、問題の焦点は別にあるという
ことです。コンピューターの誤りが、すぐさま患者の健康とか生命に影響を及ぼし得るよう
な状況では、コンピューターを使わない。あるいは、とても高い品質管理のハードルを設け
る。これは当たり前でしょう。
しかし、患者に直接的な不利益やQOLへの影響がない分野の研究開発までもが、「誤診した
らどうするんだ」と同じ枠組みで捉えられてしまう。すると技術開発のハードルが上がり、
巡り巡って技術の可能性を狭めていると感じています。

山田： そうですね。診断の必要に迫られていて、なおかつ、患者さんの命に関わるときの誤診とい
うのを、僕ら医学生も怖がっているというか、心配しているので、そこの誤解は大きいと思
います。

奥村： 理解が進まない理由の1つは、使ってみる機会が限られていることだと思います。「現在の
医療用AIはこういうもの」という情報がないまま、別の分野で発展しているAIの情報だけが
大量にテレビで流れてくる。そのため、期待と実態との齟齬が生じてしまっているのだと思
います。
例えば、今まさに日本中の医療機関で診断そのもの行うAI技術があります。何かイメージが
湧くものはありますか。

山田： 日本中の医療機関で使われている･･･。想像したこともありません。

井村： 心電図でしょうか。

奥村： おっしゃるとおり、心電図の自動診断です。山田さんは心電図を取っているところを見たこ
とがありますか。

山田： はい。実習は年に何回か行っていて、その中で見たことがあります。

奥村： 「異常なし」「ノーマルECG」などの診断結果が機械から出てきますね。異常心電図だと
「医師の確認を要す」としながら、機械が診断した病名が表示されます。

井村： そうですね。「心筋梗塞の疑い、医師の確認を要する」などと書かれています。

奥村： その診断結果が臨床現場でどう使われるのか。僕の場合は「機械読みの結果を見るな」と指

（カーディオスター「FCP-7301 ver.03 取扱説明書」より引用）
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導されました。まず自分の目で診断した上で、その答え合わせのつもりで見なさいと。そう
でないと、機械の診断結果というバイアスに囚われるからです。しかし、そういう習慣をつ
けた上で読んでみると、それなりにいいことが書かれています。

井村： 「そういえば、この可能性を見落としていた」というときがあります。

奥村： はい。それが医療の質を上げているか下げているかというと、確実に上げていると思いま
す。

山田： 今の話で、医療用AIが誤診する・しないのではなく、人のミスを減らすための1つの指針と
いうか、「これも参考にしたほうがいい」という情報を提示してくれるものという印象が強
まりました。

奥村： そうですね。そもそも医療現場では、重大な決断を単一の情報源だけでは決めません。仮に
血液検査で１つの項目が異常値だったとしても、その他の項目や全身状態、これまでの経過
などを総合して判断します。
心電図の例でいうと、病棟では、各部屋、各ベッドの患者さんの心電図を遠隔でモニターへ
飛ばして、様子がある程度見えるようにしています。その時、アラートに誤診があるとする
と、どう思われますか。

山田： それを監督するのはあくまで医師なので、それを使っている医師の責任がかなり大きいのか
なと思っています。

奥村： 法的な責任の所在はおっしゃる通りです。極端な話、僕らは、僕らの責任で相当なことをす
るわけですよね。けれども、その機械が誤っていた責任についてはどう思いますか。

井村： モニターが間違っていたときですね。例えば波形を見て判断して、怪しかったらもう一回心
電図を取ったりするので、機械の診断のみで何かをするというのは極めて少ない。

奥村： そうですね。詰所から見えない病棟のベッドで寝ている患者さんの状況を、僕らは24時間
見守れません。100パーセントでなくても、99.99パーセント信頼できる機器を使うこと
で、医師や看護師の手と目だけでやるよりも、チームや病棟、全体での医療安全的なパ
フォーマンスは明らかに上がります。

井村： 夜中に伺ったら冷たくなっていた、ということは格段に減ると思います。

奥村： そうですね。技術の本質、あるいは今実用性があるものがどういうもので、どういうことに
使うべきか、使うべきでないのかという議論こそが求められています。具体的な議論の一歩
前で、医療用AIが危険かどうかという話が出るとすると、研究者あるいは医療制度を持って
いる側の広報が、まだまだ足らないのだと思います。

井村： 実は臨床現場で浸透しているはずなのに、なぜかディープラーニングだとか世間のAI理論と
ごちゃ混ぜになっているんですね。僕自身も、心電図がAIだと結び付いていませんでした
が、実際に自動判定に助けられたことは何回かあります。そういう意味で、AIが自分の診療
にも深く染み込んでいるなと、今改めて認識しました。
お話を伺って、医療人が「これが医療用AIだ」とまず認識するところから、理解が始まるよ
うな気がします。

奥村： 認識のギャップをどう埋めるかというのも、僕ら研究者サイドの悩みではありますね。

井村： そうですね。先生が挙げられたポイントの中で「社会の理解」、すなわち医療用AIに対して
「何か怖いもの」みたいな誤解が、この技術革新を妨げている一番大きい要因のような気が
します。「実はそうじゃないよ」っていうところをうまく広報していく必要があると思いま
す。医医療用AIの発展を続ける中で、どうすれば正しい情報をキャッチできるのか、何か具
体的アドバイスはありますか。

奥村： そういう意味では、僕ら研究サイドも医療従事者、とりわけ医師を対象に広報の努力を始め
たところです。どの医師でも使える診断支援のツールをネットに設置し、体感してもらっ
て、医療用AIがどういうものかを分かっていただこうとしています。
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　また、発展途上の技術なので、ぜひいろんな方に研究に参加してほしい。医学部を目指し
ている高校生や、これから自分の専門を決めていく医学生、あるいは大学に戻って研究する
と考えておられる医師など、さまざまな立場での参加があり得えます。ひょっとすると、こ
の技術の研究に参加してもらうことが、一番の広報なのかなという気もしています。

井村： 「医療従事者を含む多くの人が、医療用AIの研究に携わる機会を作っていく」ということで
しょうか。

奥村： はい。実際に今そのための準備をしているところです。

山田： どの人にも、AIが導入された医療の形をイメージしきれない部分があると思います。「アル
ファ碁」のように自分で考え、情報を引き出してどんどん診断を進めていく医療用AI。それ
が誤診をしたときには、自動運転車の死亡事故のようにセンセーショナルな記事になる。そ
のようなイメージを持っている人も多いと思います。AIが導入された診断や、医療の形を視
覚的にイメージできるようなものがありましたら、教えていただければと思います。

奥村： 技術予測はなかなか難しくて、ある技術革新が「来ない」と言って来ることもあれば、その
逆もあり得ます。ただ、少なくとも僕や山田さんが現役の時代に、AIが医師を代替するよう
な事態にはならない。それは僕ら研究者が求めているゴールではなく、今はそこまで先の話
をしていないんです。
医師が健康と家族を犠牲にして、どうにか成り立っている今の医療水準を、どう現実的なコ
ストで持続可能にするのか。それこそが、まず僕らが取り組むべき課題です。それが達成で
きて初めて、「診療行為のうち、この辺は機械が置き換えていく」という話が現実味を持っ
てきます。
ただ世界では日本より医療水準や医師数が厳しい国があって、「AIでいいから診療所を支え
てほしい」という状況もあります。そういった国では導入の議論も異なるでしょうが、日本
では先ほど話した通り、医師の代替ではなく支援が喫緊の課題です。

井村： 「医師の業務負担をできるだけ軽減する方向で、医師自身が仕事を長く続けられるように支
援していきたい」ということですか。

奥村： それが結局のところ、日本の患者の利益になると考えています。
　とりわけ地方だと、そこに医師がいないと、子どもが産めません。子どもが産めないと、
人口を維持できません。それをどう解決するのかが、僕らの社会が抱えている大きな問題で
あって、医師を代替するかどうかというのは当面問題にならないし、なるべきではない。
　例えば映画で医療用ロボットが手術をしたり、出産を助けるシーンがあります。ゆくゆく
はそういう時代が来るのかもしれませんが、突き詰めると医療と同胞意識って切り離せない
んですよ。結局「人間がどう生きてどう死ぬか」という話だからです。機械に「あなたの寿
命は78歳です。しかし今の習慣をやめれば、○パーセントの確率で80歳まで寿命が延びま
す」と言われて、それが三度の飯より好きなものの場合、やめられますか。

AIで変わる医療と、変わらないもの
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山田： 僕なら、それで「読書やめろ」と言われたらやめないと思います。

奥村： そうです。結局価値観の問題で、自分がどう生きてどう死ぬのかという判断に対して、客観
が入り込む余地はあまりないのです。なので、医師がなくなるかと言われれば、なくならな
い。じゃあ機械に負けるのかというと、負けたくはないですよね。
　僕らは機械に負けないように学ばなければいけない。ただ、人間にもバイアスという大き
な落とし穴があるので、機械と共に働くことで、どう自分たちのパフォーマンスを上げるか
というのが、僕らが考えて取り組むべき課題です。

井村： そうですね。AIは医師の代わりにはならないだろうし、なるべきでもない。対立すべき存在
ではなく、医師と医療用AIが共働して、人の支援に当たるというか。

奥村： より良い医療を目指すということかと思います。

井村： そうですね。医師の側だけじゃなくて患者の側も含めて、そういう未来が訪れるのを信じ
て、誤解が解けていければいいな、と感じました。僕自身、目からたくさん鱗が落ちまし
た。非常に良い機会をいただきました。どうもありがとうございました。

奥村・山田： ありがとうございました。

!
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プライマリ・ケアと人工知能 医師向け

この記事は11分で読めます

奥村 貴史(北見工業大学)

日常となった画像認識技術
　先日、大学同期による恒例の忘年会にて、集合写真を撮りました。そして、出席できなかった同期のため
にと、撮影者がFacebookにアップロード。これで良いか？と確認のために見せられた画面では、各顔写真
にメンバーの名前が入っていました。Facebookでは、もうお馴染みの機能です(図1)。

図1. 顔認識技術の様子 (著作権フリー素材より作成)

　このような人物画像を対象とした顔認識(Facial recognition)技術は、2000年代にはまだ珍しく、防犯等限
られた分野でのみ利用されていました。しかし、認識精度の向上やインターネットの普及に伴い、とても身
近な技術となりました。Facebookで友人の顔写真を自動的に認識するのはその一例です。デジタルカメラ
を購入すると、自動的に被写体の顔を認識し、フォーカスを合わせる機能が付いてきます。近頃では、病院
の受付に顔認識を利用するケースもあるようです。

　コンピュータは、従来、文章や画像の作成や表示が得意とされ、1990年代以降のインターネットの普及
も静的なウェブページにより支えられてきました。2000年代に入り、コンピュータの性能が向上したこと
で、ネットにおける音楽や動画の利用も拡大して行きました。それでも、コンピュータの役割は情報の保存
や閲覧に留まっていました。こうした状況が大きく変化した背景のひとつが、画像認識技術の発展です。コ
ンピュータが静止画や動画を認識する技術が向上したことで、情報技術の活用範囲が一気に広まりました。
これを、技術革新によってコンピュータが「眼」を持つに至ったと、進化になぞらえて説明する論者もいま
す1)。

　「眼」を持ったコンピュータは、今まで実現しえなかった様々な技術を現実にしてきました。自動運転車
は、コンピュータが人間の代わりに自動車を運転する技術です。公道での無人運転はまだ許されていません
が、特殊な用途ではすでに実用水準に入っており、輸送コストの削減や渋滞緩和等、文明社会の在り方その
ものを変革しうる可能性を秘めています。農業においては、従来自動化が困難であった収穫業務へのロボッ
トの活用が試みられており2)、警備業の各社は、既に巡回警備用のロボットを実用化しています3) 4)。こう
した技術は介護分野にも応用されており、夜間の見回りにロボットのPepperを活用するような試みも進め
られているようです5)。

医療用人工知能を知る

医療用人工知能とは (研究者
向け)

医療用人工知能とは (医師向
け)

医療用人工知能の応用事例
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画像認識技術の医療応用と人工知能
　画像認識技術がこれだけ発達すると、医療へと応用したいと考えることも自然な成り行きです。実際、画
像認識技術を胸部単純X線写真やマンモグラフィーに対して適用し、読影を支援する研究が長年試みられて
きました。これは、検診によって発生する多量の画像を限られた医師で効率的に診断していくうえで、有意
義な試みと考えられます。同様に、病院において撮影されるCTやMRI等の膨大な医療画像を対象として、
肺癌や脳動脈瘤を指摘するような試みもなされてきました。このように、医療における人工知能というと、
まずは画像診断が思い浮かぶかも知れません。実際、現在の人工知能技術の飛躍的な発展は、画像認識技術
により牽引されてきました。そうした人工知能の応用先として、画像診断への期待は高いといえます。

　実は、人工知能技術の診断への応用は、これら画像診断が一般化する遥か以前から行われてきました。
Logoscope6)は、1950年代にイギリスのFirmin Nashが開発した診断支援ツールです(図1)。このツールに
は、主要な症状に対応した細い短冊が収められています。各短冊には、その症状を呈しうる疾患の位置に黒
線が刻まれています。診断に際しては、患者の呈する症状に対応する短冊を選びだし、土台に並べます。す
ると、ところどころに黒線が並ぶので、土台に付属する移動式の拡大鏡を動かして黒線が揃った箇所を探し
当てると、その隣に記された診断名が目に入るという寸法です。

図1. NashのLogoscope (筆者所蔵)

　この仕組みは、Diagnostic slide rule(診断尺)とも呼ばれ、「症状」を入力し「診断名」が出力されるとい
う点において、医療用人工知能の先駆であると考えられます。そして、20年を経て、実用的なコンピュータ
が一般化し、症状から診断名を推論するプログラムが開発されました。その代表的なシステムが、スタン
フォード大学において開発されたMycinと呼ばれるシステムです7)。これは、医師が有する感染症に関する
知識を、「Aであれば、Bが疑われる」といったルールの集合として表現し、この情報に基づいて感染症の
診断推論を行うシステムでした。この試みは、その後、専門家の知識をコンピュータに代替させる「エキス
パートシステム」と呼ばれるシステムの先駆となり、80年代におけるAIブームへと繋がりました。

　そこからさらに30年を経た現在、医療用人工知能研究の主戦場は、画像認識技術の応用としての医療画
像診断に加えて、ゲノムを対象とした生命情報科学にシフトしています。医療画像診断技術の発展は、いわ
ゆる「ディープラーニング」技術によって画像認識の精度が飛躍的に向上したうえに、画像情報の標準化が
進んでいたために応用研究が容易であったという背景がありそうです。後者もまた、技術革新に支えられゲ
ノム情報の利用が低コストとなったことに加えて、画像認識技術のような「膨大な情報から一定のパターン
を抽出する要素技術」の精度向上に支えられていると考えられます。つまるところ、認識の対象が画像かゲ
ノムかという違いがあるだけで、これらはどちらも、技術革新により実現した「コンピュータの眼」を、医
療の核である診断に応用した結果といえます。

プライマリ・ケアへの応用
　このように、人工知能の医療応用は、診断支援という文脈で進展しつつあります。これは、プライマリ・
ケアにおいても有用な技術に違いありません。しかし、プライマリ・ケアにおいて医師の接する患者の多く
は、診断自体には困らないcommon diseaseとなります。したがって、プライマリ・ケアへの人工知能の応
用では、このcommon diseaseへの対応に代表される「ルーチン的な業務」に対する支援に期待が持たれる
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ことになります。また、プライマリ・ケアの発展に向けては、医師を対象とした診断支援だけでなく、患者
やコメディカルを対象とした活用も考えられるでしょう。そこで以下では、表1に示す分類を用いて、人工
知能技術のプライマリ・ケアへの応用の可能性について、概観してみましょう。

表1. プライマリケアにおける人工知能の応用例

 医師を対象 医師以外を対象

ルーチン的な業務 外来における検査・処方支援
退院サマリの自動生成

自動問診システム
お薬手帳管理

非ルーチン的な業務 診断困難時の診療支援
(狭義の診断支援システム)

タクシー簡易救急車化

　まず、一番に期待されるのが、医師を対象としたルーチン業務の支援です。たとえば、私達が携帯電話に
てメッセージを送る場合、今までの入力履歴に基づいて文字入力を予測し、少ない操作で本文を記すことが
一般的となっています。こうした「予測入力」技術をオーダリングシステムに応用すれば、患者の所見に基
づいて、検査や処方を提案してくれるような仕組みが実現します。こうした仕組みは、現在、薬事法(薬機
法)の観点からの難しさがありますが、人工知能による医師の外来業務支援技術として期待されます。病棟
業務の支援技術としては、入院カルテの情報を元にした「退院サマリの自動生成技術」などに、大きなニー
ズがあるでしょう。

　次に重要となるのが、数の上で医師を上回る看護師などのコメディカルや、患者を直接支援する仕組みで
す。たとえば、最近では、問診票の代わりに、タブレット端末を用いた「自動問診システム」が数多く開発
されています。こうしたシステムの多くは、紙の問診票を電子化し、入力結果を電子カルテに効率的に流し
込む仕組みを備えています。今後、スマートフォン等で急速に発達している「対話システム」に類する人工
知能を活用することにより、単純な選択肢による問診票以上に効果的な問診が実現できる可能性がありま
す。「電子お薬手帳」と組み合わせることにより、多剤処方を患者側でチェックし薬剤師に質問できるよう
にするような仕組みも、プライマリ・ケアにおける人工知能の有益な応用と考えられます。

　医師を対象とした非ルーチン業務としては、診断困難時を対象とした診断支援が想起されます。臨床にお
いては、大学病院であれ地方の診療所であれ、病態生理をうまく説明できない診断困難症例に遭遇し得るで
しょう。そうした際、医師に対して可能な鑑別疾患を示したり、有力な診断仮説を提示したり、次に行うべ
き検査を提案したりする技術があれば、医師の負担を大いに軽減するものと考えられます。これは狭義の診
断支援システムにあたり、多くの研究がなされてきました。

　最後が、医師以外を対象とした非ルーチン業務の支援策です。たとえば、現在、軽症患者による救急車の
利用により、救急外来の負担が増し、特に台数が少ない地方において救急車が占有されてしまう問題があり
ます。そこで、タクシー乗務員を対象とした診断支援ツールを提供してはどうでしょうか。乗客に「病院に
行ってほしい」と頼まれた際、症状を入力すると、どのような疾患が疑われ、どの病院に送れば良いかがわ
かるスマホアプリを開発し、配布するのです。スマホにはGPSが備わっているために、救急隊が利用してい
る救急搬送先の病院データと組み合わせることで、最適な病院へのナビゲーションが実現します。メディカ
ルコントロール医との連携機能を持たせることで、さらに有用性は増すでしょう。こうしたアプリがタク
シー向けに提供されていれば、患者も安心してタクシーを利用することが可能となり、救急車の適正利用に
繋がるでしょう。

医療用人工知能の研究開発に向けて
　このように、医療用人工知能には、医療を支えていくためのさまざまな可能性があります。しかし、実際
にはあまり研究が進んでいるとはいえない状況にあります。政府の投資は、研究として価値が高い、すなわ
ち、論文になりやすい医療用画像認識やがん治療といった分野に偏っています。医療用人工知能分野は、民
間の投資意欲も旺盛な分野ですが、民間投資はビジネスとして成り立つ分野に限定されます。結果として、
公益性が高くても論文になりにくかったり、収益が望めなかったりする分野は、過少投資となりがちです。
救急車支援技術などは、まさにこの状況が当てはまりそうです。
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　また、医療用人工知能の研究開発には、医療・医学と情報技術の双方に通じた人材が不可欠ですが、我が
国にはそうした人材が限られており、研究開発における障害となっています。人材という点では、研究を
リードする人材だけでなく、研究用の膨大なデータを準備して下さる研究支援者の不足も深刻です。現在の
人工知能研究では、コンピュータは人間が作成した膨大な「お手本データ」から知識を獲得します。研究の
価値を理解し、そのデータをこつこつと作成する医療従事者なしには、医療用人工知能研究は成り立ちませ
ん。こうして研究開発した医療用人工知能を試用し、また、評価を得ていく上で、各医療機関の経営者など
意思決定者への啓発も重要です。

　そこで我々は、今年度より、「保健医療用人工知能の技術革新と国際競争力向上に資する人材育成に関す
る研究」(厚生労働科学研究費補助金研究)を開始しました。この研究により、我が国における医療用人工知
能研究を進めていくうえでの課題となっている人材育成に、研究当事者として貢献することを目指していま
す。こうした試みにおいて、プライマリ・ケアに関わる医療従事者の関与は、技術の健全な発展に向けて欠
かすことが出来ません。そこで、昨年のプライマリケア・連合学会学術大会でも、シンポジウム「プライマ
リ・ケアにおける人工知能の可能性」を開催させて頂きました。

　医療用人工知能は、プライマリ・ケアを含め、医療・医学の発展に直結する技術です。しかし、その研究
開発においては、人材不足の問題に加えて、薬事法制上の問題など、さまざまな課題が存在します。今後、
本稿のような機会を通じて学会員の皆様と問題意識を共有すると共に、学会での討議を通じて、議論が深ま
ることを期待しています。こうしてプライマリ・ケア分野ならではの成果を示していくことにより、医療全
体における人工知能の健全な活用に繋がることを願っています。
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国立保健医療科学院における診断支援研
究 医師向け

診断支援AI「PGY-01」の歴史・現状・展望 
2017年8月10日　奥村貴史（国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 特命上席主任研究官、国立情
報学研究所客員教授）

診断支援システムの実際
本年5月13日、第8回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会において、「プライマリ・ケアにおける人工
知能の 可能性」と題したシンポジウムが開催されました。人工知能(AI)技術の医療への応用が進むことで、
各学会において もAIに関連した研究発表やシンポジウムが増えています。そうした中でも、医療用AIがプ
ライマリ・ケアという第一 線の医療現場における活用についても討議されるまでになったことは、この分
野の試みが基礎研究から応用研究にま で幅広く広がってきたことを示しています。

「私たちは、このシンポジウムで、「診断困難症例の診断支援」と題した発表を行いました。臨床では、大
きな大学 病院から小さな診療所に至るまで、どのような環境であっても、時折、診断に困る症例に遭遇す
るでしょう。そうし た際、全身状態が悪ければ、必要に応じて高次施設に紹介するかもしれません。しか
し、他施設に紹介するにして も、適切な科に送りたいという心理は働きます。症状が軽く明らかに生命予
後に関わらなければ、診断が付かない状 況でも経過観察を選択するかもしれません。それでも、自分を
頼って受診をしてくださった患者のためにまずは診断 を付けたいという気持ちも、医師誰もが感じること
でしょう。

そうした際、診断の糸口をつかむために、先生方は何をどのように調べられるでしょうか。病名が明らかと
なって いる際には、成書を確認するというのが正しいあり方かもしれません。しかし、そもそも診断が付
いていない場合に は、症状を頼りにウェブで関係しそうな疾患を検索するという方法が少なからず行われ
ているようです。この方法の 問題は、良質な情報にたどり着くためには、検索結果に現れる膨大なページ
や論文を一つ一つ確認する等の手間と経 験が必要である点です。昔であれば図書館に行かなければならな
かった文献検索が、昨今ではネットで簡単に調べら れるようになりました。一方で、手に入れられる情報
も膨大となり、新たな非効率を生んでいます。

私たちは、この問題に取り組み、診断困難症例への対応を支援するシステムを2009年から研究してきまし
た。図1 は、その入力画面です。画面上部にある「基本情報欄」には、患者の基本情報を入力します。例え
ば、年齢と性別を 入力することで、診断の計算に好発年齢や性別を加味することが可能となります。同様
に、急性か慢性か、あるいは 亜急性かといった発症様式を問うことにより、疾患の自然歴を加味した計算
が可能となります。主訴現症欄は、入力 情報の中心となります。これら臨床所見を入力する毎に、画面右
にある「選択症状」に追加され、必要な情報を入力 した後に「病名診断」ボタンを押すと、結果画面へと
切り替わります。

図2は、結果の表示画面です。「神経系の疾患」という表示の中に、中枢神経系の炎症性疾患や変性疾患と
いった疾 患グループが並び、さらにその中にあるアルツハイマー病やレビー小体病が並んでいます。この
ように疾患を階層的 に表示することにより、何百という鑑別疾患を効率的に閲覧することが可能となりま
す。システムには、現在、1500 ほどの疾患情報が登録されており、今年度中に5465件ほどに拡張される予
定です。

さらに、図3に示すように、それぞれの疾患に関する説明文や詳細情報を効率的に確認することが可能と
なっていま す。画面例では、疾患説明文の下に、疾患情報、所見情報、関連疾患、参考文献の詳細情報タ
ブが示されています。 参考文献はとりわけ有用で、それぞれの疾患に関するオンライン上の各種文献への
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リンクが整備されています。その なかでも、メルクマニュアルや難病情報センター等、品質の高いサイト
はアイコン化されており、直接移動すること ができます。診断支援システムがウェブや論文の検索システ
ムと比して大幅に効率的である点を、ご理解いただけることと思います。

図1　症状入力画面（提供：奥村氏）

図2　結果表示画面（提供：奥村氏）
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図3　疾患情報表示（提供：奥村氏）

国立保健医療科学院における診断支援研究
ここで、一つ疑問に思われるかもしれません。ご紹介したシステムは「それなりに有用に見える」のに、な
ぜ今まで知られていなかったのでしょう。この疑問に答えるためには、私たちの研究の背景についてお伝え
する必要があります。

　
従来、日本の医療では、公費負担の対象として56種類の「難病」が知られていました。その後、2015年に
制度が変更され、現在では330疾患が認められています。これは、難病対策の大きな転換であったことか
ら、その制度変更に先駆けてさまざまな検討がなされました。しかし、たとえ対象疾患を広げても、疾患概
念として確立していない難病の患者を救うことはできません。疾患概念として確立していなければ、そもそ
も患者を診断することが困難です。診断基準の策定に向けた研究を進めようにも、明確な症例定義がなけれ
ば、症例を集めることも困難でしょう。

そこで2009年、「未分類疾患の情報集約に関する研究班」(研究代表：国立保健医療科学院の林謙治院長)が
設けられました。医学は今までさまざまな疾患に対して多くの科学的知見をもたらしてきました。しかし、
そもそも名前がなく症例定義も定まらない疾患に対する研究方法論は知られていませんでした。そこで私た
ちが着目したのが、オンラインの診断支援システムでした。臨床においては、大学病院や診療所といった施
設区分を問わず、多かれ少なかれ診断に困る症例に遭遇します。そうした際のために医師の診断を効果的に
支援するシステムをネット公開すれば、多くの医師が利用することになるでしょう。そして、もし、「未知
の疾患」が既知の疾患と異なる症状を呈するのであれば、このシステムの検索履歴中に、既知疾患とは異な
るパターンの検索が現れるはずです。そうした患者に地域集積性が認められれば、未知の公害病の端緒をつ
かめるかもしれません。もし職業集積性が認められれば、職業性胆管癌のような未知の公害が示唆されるか
もしれません。国内で知られていない感染症が疑われれば、新興感染症やバイオテロの検知にもつながるで
しょう。

このような体制を実現するためには、まず、臨床的に有用な診断支援システムを研究開発しなければなりま
せん。そこで、私たちは、実際に動作する診断支援システムを試作した上で、医師を対象としたセミナーを
開催して症例検討を行い、出席した先生方から頂戴したフィードバックを基にシステムを改良し、それをま
た次回のセミナーで供覧する、という試みを8年間ほど続けてきました。臨床現場での実用に耐えるシステ
ムの研究開発には、大変地道な作業を要します。開発途中の不完全なシステムに対してフィードバックを得
ていくためには、システムの将来的な価値を理解して下さる限られたテストユーザーから、根気強くフィー
ドバックを集めていかなければなりません。その際、良質なフィードバックをいただくためには、頂戴した
ご意見を真摯に受け止めシステムを改良していかなければならず、多くの時間がかかることになります。

　
また、診断支援システムを大々的に広報する上では、診断性能を担保するために臨床的な評価を行う必要が
あります。しかし、臨床研究には多額の予算がかかります。そこで私たちは、まずは基礎研究として要素技
術の完成度を高める道を選び、主に情報系の国際学会を中心に研究成果の発表を行ってきました。私たちに
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とっては、臨床的な性能評価を行ったり、広報を行い渉外に要する負担を増すよりも、現場の臨床医の先生
方との対話を通じて技術としての完成度を高め、研究成果を一つ一つ積み重ねていくことが重要だったので
す。

診断支援技術とその本質
さて、私たちの診断支援システムには既に8年の研究実績があることから、さぞ高度な診断が可能かと思わ
れるかもしれません。しかし、私たちのシステムの診断性能そのものは、決して高いものではありません。
それでも、私たちのシステムは、前述のシンポジウムや今まで積み重ねてきたセミナーにおいて、臨床の先
生方より高い評価をいただいてきました。次に、その理由をお伝えすることで、そもそも診断支援とは何か
という技術の本質を明らかにしたいと思います。

医師の有する知識の補完
人類が今までに発見した疾患がどれくらいあるか、ご存知でしょうか。数え方にもよりますが、WHO（世
界保健機関）は、2万～3万という数字を挙げています。分子生物学の発展によってさまざまな疾患に多くの
責任遺伝子が見出されてきたことで、区別できる疾患の数が増えたことが背景にあるようです。歴史的に
は、18世紀頃には既に2400種程度の疾患が知られていたようですので、医学の進歩が疾患概念をおよそ10

倍に増やしたと言えるでしょう。

問題は、この中で一人の医師が知っている疾患数はどれくらいかというものです。実は、この問題には正確
な調査がなく、私たちの調査により概算で2000疾患弱であると推計されています。つまり、普通の医師は
既知疾患の一部を知っているにすぎず、実は大多数の希少疾患については知らないことになるのです。この
希少疾患に関する知識量では、生身の医師はコンピュータに決してかないません。医師が知らない希少疾患
についての知識をコンピュータが支援することができれば、人間と機械が得手不得手を補い合うことができ
ることになります。

医師の有する各種バイアスとデバイアシング
　以上のように記すと、「医師は希少疾患を知らないかもしれないが、医学知識に基づいた診断推論が可能
であり、簡単に機械には負けないのではないか」とお思いになられるかもしれません。これはその通りで、
AIは網羅的なデータベースを用いることで、可能性のある疾患を列挙することは得意ですけれども、今のと
ころ医師が有するような診断推論能力はありません。一般的な症例において医師の診断能力がAIを凌駕する
のも、人間の診断推論能力が高度であることが理由の一つです。

　
　しかし、医師の推論能力にも、大きな欠陥があります。それが、人間だれもが有する「バイアス」です。
診断に際して、医師はさまざまな情報に影響を受けます。患者からの訴えや説明、患者が発する雰囲気、そ
の日に診察した他の患者の容態や自分が今までに診た患者、とりわけ、困難な診断にたどり着いた成功体験
などは、とりわけ医師の思考を制約します。CT上に見つけた重要所見に意識を奪われ、隣のスライスに
あったわずかな変化を見逃すような経験は、誰もが通る道でしょう。 　AIの長所の一つは、人間と異なり
これらのバイアスに影響を受けない点です。バイアスがないことで、機械は時折、医師が想像もしていな
かった可能性を提示します。診断支援システムは、たとえ正解を示すことができないとしても、この「デバ
イアシング(debiasing) 」能力によって医師の有するバイアスをキャンセルすることが臨床に高い価値を有
するものと考えられます。

関連情報の効率的な提示
進行に時間がかかる疾患においては、診察時に全ての症状が発現しているとは限りません。その場合、限ら
れた所見から正確な診断を下すことは原理的に困難です。例えば、腹部の違和感という病歴のみから、胃軸
捻転症を確定診断することはできません。したがって、診断困難症例の診察を支援する診断支援システム
は、正確な診断結果を示すことよりも、「診断に役立つ情報を提供すること」に価値があると考えることが
できます。とりわけ、診断困難な症例に接した際に、質の良い診断仮説を提示したり、その質の良い診断仮
説に基づいて次に行うべき検査を示唆したりということ機能は、臨床的に極めて有益です。
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そのように考えると、診断支援システムにおいては、答えが分かっている症例に対する正診率が99%ある
かないかという単体性能で評価することが困難であることをご理解いただけるでしょう。診断支援システム
は、医師と相互補完的に働くものであり、その総体として評価しなければ、診断支援システムの利用による
臨床的なアウトカムを正しく把握することは困難なのです。したがって、診断に関連した情報を的確に、ま
た、効率的に提示することが、診断支援システムにおいて本質的な要素となります。

医師と診断AIの協働に向けて
今までの研究を通じて、医療用AIが発達することによって「医師が怠惰となる」懸念を少なからずお伺いし
てきました。このように、機械の発達によって人間の能力が落ちるのではないかという危惧は、AIの本格的
な登場以前より指摘されてきました。とりわけ深刻であったのが、飛行機の自動操縦が発達することによっ
てパイロットの技量が衰え、異常事態への対処能力というパイロットにとっての根源的な能力が衰えるので
はないかという危惧でした。こうした事態をautomation complacencyといい、医療においても当てはまる
のかもしれません。確かに、CTやMRIの普及によって頭部の画像診断が容易となったことで、医師の神経
学的診察能力は低下してきたのかもしれません。この後、診断までもを機械に依存することで医師の診断能
力が衰えていくことは、決して望ましい未来ではありません。

　
しかし、多くの医師が臨床において眼鏡という「機械」に頼っていますが、医師の臨床能力は減退したで
しょうか。靴を履くことによって、人類の活動領域は明らかに広がりました。これらの事例は、機械と人間
とがうまく補い合うことができれば、人間の能力が減退ではなく発展していくことも可能であることを示し
ています。とりわけ大切なことは、診断支援システムや医療用AIは医師や医師の診断を置き換えるものでは
なく、医師と相互補完的に働くものだという認識です。実際、診断学分野で高名なUCSF（米カリフォルニ
ア大学サンフランシスコ校）のDr. Dhaliwalも、自身で診断を行った後に、診断支援システムを用いて自分
自身の診断推論に見落としがないか確認されるそうです。教育への応用も重要でしょう。今後は、眼鏡が人
間の能力を拡張したように、また、飛行機が人間を豊かにしたように、診断支援技術が人類の将来に貢献す
るような方向に研究開発を導いていくことが重要と言えます。

　　
そのためには、診断支援システムの要素技術がバランス良く健全に発展していく必要があるでしょう。具体
的には、医学知識をコンピュータが利用可能な形に整備した「知識ベース」、医師とのやり取りを担う
「ユーザーインターフェース」と、入力された所見等から実際の診断を行う「診断エンジン」、それぞれが
高度化していく必要があります。そこで、私たちは、「疾患知識ベース」から研究に取り組み始め、現在、
医師とコンピュータが協働していく要となる診断AIのユーザーインターフェース研究へと辿り着きました。

　　
私たちのシステムは、1年目研修医の状況に似ていると考えています。つまり、「国家試験に通ったばかり
であることから覚えている疾患の単純な数はベテランよりも多い」ものの、「学んだ知識を組み合わせて診
断を行ったり適切な治療を考えたりという能力は一般的な医師には到底及ばない」という状態です。そこ
で、研修医が先達に育てられ経験を積むことで臨床能力を高めていくように、私たちのシステムも先生方か
らの指導を通じてより有用で効果的なシステムへと育つことを願って、1年目研修医を意味するPGY-01(※)

と名付けています。今後、医療用AIのユーザーインターフェース研究を中心に基礎研究を進めつつ、臨床の
先生方との共同研究を少しずつ増やすことにより、より有益なシステムへと育つこと、そして、医学の発展
に資する研究成果につながることを願っています。

※　PGYは、本来Post-Graduate Yearですが、ここではProgrammed General phYsician。

※M3.com『医療維新』より許可を得て転載

!
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保健医療用人工知能を「知る・学ぶ・作る」サイト

Home / 医療用人工知能を作る / （行政官向け）医師学術認証基盤構想

行政官向け 医師学術認証基盤構想
この記事は9分で読めます

日本の医療用人工知能は、米国、中国に大きく差をつけられつつあります。その背景には、いくつかの理由
があり、とりわけ、研究開発と技術の実用化に要する様々なコストが高い点への対応は急務です。「医師学
術認証基盤構想」は、この問題への有力な解決策の一つとして、我々が提案してきた施策です。この研究開
発基盤により、医療用人工知能研究への対応を切り口に、「医師認証基盤の普及」、「医療用人工知能の発
展」、「医師キャリアの効率的な追跡」という、日本の医療を支える多彩な波及効果が期待されます。

資料ダウンロード (PDF: 1.7MB)

医師学術認証基盤とは
医師学術認証基盤とは、医師を対象としたオンラインの認証サービスを提供する仕組みです。医師が普段利
用するアカウントを利用し、中医療関連分野の様々なサービスを利用することを実現します。
政府は今まで、保険医療分野の公的な認証基盤(HPKI)の運用を支援してきました。しかし、この基盤は法的
な効力を有する電子署名システムとして構築されており、医師にとっては紹介状の電子署名以外の使い道が
ないことから、利活用も進んでいませんでした。医師学術認証基盤は、普段から利用されているアカウント
を活用することで、この厳密な認証を必要としない幅広いアプリケーションを低コストに実現し、医療の情
報化にさまざまなメリットと波及効果をもたらすことが期待されます。

医師学術認証基盤が実現するメリット
医師学術認証基盤には、[パンフレット]が示すように、12項目にも及ぶメリットが期待されています。ここ
では、医療用人工知能と保健医療福祉行政にとっての代表的なメリットを抜粋します。

〔メリット１ー医師向けサービスの統合認証化〕

医療用人工知能を作る

イベント報告・論文紹介

医療用人工知能と政策

医療用人工知能の作り方 / 研
究開発の中心となるデータ作
成の実際

医療用人工知能研究に求めら
れるデータ作成作業の海外委
託
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医師は、日常的に各種学会や医療サービスをオンライン上で利用していますが、それぞれのサービスでIDを
作成し、管理する必要がありました。医師学術認証を用いることで、所属大学やUMIN等、日常的に利用し
ているアカウントを用いて、連携する各種学会・医療情報サービスにアクセスできるようになります。これ
により、医師は様々な医師向けオンラインシステムのために、いくつものアカウント情報を管理する手間か
ら開放されます。
こうした認証システムは、コンシューマ向けのサービスでは既に実現されています。たとえば、Facebook

やTwitter、Google等のアカウントを使って様々なウェブサービスを利用できることをご存知ではないで
しょうか。このように、単一のアカウントにより様々なサービスを利用できるサービスを、「シングルサイ
ンオン」と称します。医師学術認証基盤により、医師向けな多彩なサービスのシングルサインオン化が実現
します。

〔メリット２ー医療用AIの研究開発促進〕
医療用人工知能の研究開発には、人工知能に正解を伝えたり、開発した人工知能の精度管理を行なうため
に、多くのデータが必要となります。こうしたデータの生成に関しては、医師でなければ品質を確保するこ
とが困難であることが少なくありません。しかし、膨大な数のデータを生成する単純作業に従事して下さる
臨床医は決して多くはありません。また、その単純作業の意義を啓発するためにも、時間と手間を要しま
す。
医師学術認証が実現することにより、たとえば、研究用データの生成タスクをインターネット上で公開し、
医師のみを限定して受け入れるような体制が簡単に実現できるようになります。医師学術認証は、このよう
に、研究協力をして下さる医師の参加促進を通じて、医療用人工知能研究のコストを大幅に低減します。こ
れは、医師学術認証基盤を医療用人工知能の開発に必要なデータを作成する「クラウドソーシング」(別記
事：「医療用人工知能研究に求められるデータ生成・監査タスクを海外委託する」参照)に活用する試みで
す。実際にクラウドサービス上で医師にデータ生成を依頼する試みも行われていますが、国内ではクラウド
サービスを通じてタスクを請け負う医師は多くありません。医師学術認証基盤は、医師の資格確認を大幅に
軽減すると共に、アカウント管理の負担をなくすことにより、医療用人工知能研究のコスト削減を通じて研
究開発の促進に貢献します。

〔メリット３ー医師キャリアの効果的な追跡〕
医学部においては、卒業生の進路や勤務先の把握によって大学教育や入学試験制度の改善に繋げることがで
きます。そこで、同窓会組織等を通じた卒業生の組織化が行われていますが、自主的な報告に基づく動向把
握は完全ではなく、また、医師側、同窓会組織側の双方への負担が大きいものでした。適切な同意のもとに
在籍医学部がアカウント発行を行うことは、そのアカウント情報を通じた卒業生のキャリアの効率的な把握
を実現します。
政府は、医師需給に関する政策の検討に向けた基礎資料として、医師の卒後動向の調査システムの確立を望
んできました。しかし、こうしたシステムの確立のためには大きな予算を要することに加えて、たとえ予算
化が実現したとしても、医師側に報告するインセンティブを設けることは容易ではありません。出身大学を
含む各組織が協力する分散型の医師認証基盤を実現することにより、医師キャリアの効率的な追跡を低コス
トに実現します。
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低コスト化の工夫
このように医師学術認証基盤には様々なメリットが期待されています。しかし、そのような施策の実施に
は、従来、多大なコストがハードルとなってきました。そこで次に、医師学術認証基盤が、なぜ、どのよう
にして低コストであるのかを紹介します。

〔工夫１ーフェデレーション型認証の利用〕
医師学術認証基盤では、新たな政府認証局のような公的基盤を構築「しません」。代わりに、各大学や
UMIN(大学病院医療情報ネットワーク)等にて医師が利用しているアカウントを、相互接続します。
これにより、各医師は、自分がメインで利用しているアカウントを維持するだけで、インターネット上の
様々な医師向けサービスを利用することが可能となることが期待されます。FacebookやTwitterのアカウン
トにより、他のさまざまなオンラインサービスが利用できるようなイメージです。
このような認証システムは、フェデレーション型の認証と呼び、世界の学術認証において利用されていま
す。我が国においても、国立情報学研究所が、主として大学等の高等教育機関を対象として運用している
フェデレーション型認証基盤「学認」があり、その仕組みを再利用することで、低コストに医師向けの学術
認証基盤を実現します。

〔工夫２－ユーザー管理コストの軽減〕
認証基盤の維持には、インフラの維持コストだけでなく、ユーザーの登録・維持といった管理コストが掛か
ります。提案手法では、ユーザーの管理は個々の大学医学部やUMINという既存組織に委ねられていること
から、新たに政府は大きな管理コストを予算化する必要がありません。

また、今まで政府は、「臨床研修マッチングプログラム」のために大きなコストを負担し全国の医学生に
マッチングプログラム参加のためのアカウントを配布して来ました。しかし、このアカウントはマッチング
終了と同時に利用が終わり、無駄が生じていました。医師学術認証基盤を利用することにより、医学生は、
在学時に利用していたアカウントにより「臨床研修マッチングプログラム」への参加が実現します。これ
は、臨床研修予算を、医師学術認証基盤の実現に振り向けうることを意味しています。

〔工夫３－サービス提供コストの軽減〕
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従来、医師向けサービスを提供する学会や事業者、公的機関は、ユーザーの獲得と維持のための事務コス
ト、システム運用コストと大きなコストを負担する必要がありました。このコストがハードルであることか
ら、医師向けサービスを立ち上げたり拡大することは容易ではありません。結果として、医師を対象とした
様々な情報システムの開発と普及が進まないという問題がありました。
医師学術認証基盤によって、サービス提供側は認証基盤への接続に要するコストを負担するだけで、多くの
医師ユーザーを獲得することが可能となります。フェデレーションの運用のために要するコストは、商用
サービスの接続に対して課金を行う等することにより容易に確保することが可能となると考えられます。

医師学術認証基盤の実現へ向けて
以上のように医師学術認証基盤は、サービスを利用する医師、サービスを提供する研究者や各種事業者、ア
カウントを提供する大学等組織のそれぞれに大きなメリットがあります。そして、このように参加各位に
様々なメリットが存在することで、事業に参加する各種の主体が増し、サービス種別の拡大が情報基盤とし
ての価値を高めます。こうして利用医師が増えることで、サービス提供者が拡大し、さらに利便が高まるサ
イクルが成立します。

こうした仕組みの整備は、インターネットが爆発的に普及した背景にある「イノベーションのためのシステ
ム」の確立に似ています。政府は1980年代、日本社会の情報化に向けてキャプテンシステムやISDNといっ
た公的情報技術の普及を目指し、多くの投資を行いながらも挫折を続けてきました。そうしたなか、1990

年代に大きく普及したインターネットは、利用者が技術革新を主導することで絶え間ない技術革新を実現
し、これがネットワークの価値を高めてさらなるユーザーを獲得するイノベーションシステムを実現し、爆
発的な普及を実現しました。

我が国の医療用情報技術は、コストが高いうえに品質が低い特徴を有しています。そうしなた状況において
技術革新を実現していくためには、コストを低廉化し、品質を上げる施策が不可欠です。そのためには、そ
の公的な性質が故に目的が制限された政府認証基盤(HPKI)に加えて、ユーザー数とサービス種別の拡大を実
現する医師学術認証基盤の導入が合理的です。今後、啓発活動を通じて関係者による理解を得ることで、施
策化に向けた検討が進められることを願っています。

!
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保健医療用人工知能を「知る・学ぶ・作る」サイト

Home / 医療用人工知能を作る / イベント報告・論文紹介<

医療用AI開発者イベン
ト参加記 -DEEPCORE+M3交流ピッチイベン

トに参加して-

この記事は7分で読めます

旭川医科大学 医学部医学科 小笠原亜美
　　　　(監修: 北見工業大学 奥村 貴史)

医師とITエンジニアの交流からみえた現代医療が抱える課題
　2018年9月29日午後、東京文京区本郷にて、エムスリー社「AIラボ」とAI特化型インキュベーターである
ディープコア社による、医療AIについて医師とエンジニアの交流を目的としたイベントが開催された。講演
や懇親会での交流を通じて、医師側とエンジニア側の双方が抱える疑問や課題について意見交換をするこ
と、そこから新たな課題を発見することが今回のイベントの目的である。
　主催者による開会の挨拶の後、多田智裕さん(医師AIメディカルサービス代表取締役予定)が基調講演を
行った後、髙橋秀徳さん(医師自治医科大学)をトップバッターに、医師、エンジニアを含む計10名による
「ピッチ」と称するショートプレゼンテーションが行われた。
　5時間に渡ったイベントにおいて医師側は、AIを医療の現場でどのように活用しているのか、また現場で
はたらく医師がどのようなことをAIに期待しているのかといった話題を提供した。それに対してエンジニア
側は、具体的にどのようにエンジニア側が現場や事業に介入できるのか、またビジネスとしての市場価値は
どこにあるのかといった疑問を医師側に直接質問したり、意見を述べるなどした。
　医療用AIに興味を持つ医学生として今回イベントに参加し、医師とITエンジニア双方から現状や今の状況
に対する意見を聞いた結果、医療の現場に医療AIの導入やITエンジニアの参入を行うために解決した方がよ
い課題がみえてきた。イベント参加記として、以下に紹介したい。

医師の抱える困りごとから始まる医療用AI開発
　開会式の後、最初に医師であり起業家でもある多田智裕さんによる基調講演が行われた。世界に挑戦する
内視鏡AIというタイトルで、内視鏡画像から癌を識別するAIを作成した経緯や今後の展望について語った。
「はじまりは現場の困りごとだった」と多田さんは述べた。さいたま市の市民検診で撮影された内視鏡画像
のダブルチェックは終業後に行われる。検診を受けた市民の数は4~5万人、1人につき4、50枚の画像が存在
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するので医師一人あたり毎週2,800枚もの内視鏡画像をチェックしなければならない。技術の進歩によって
大量に生産されるようになった医療画像は専門医の処理能力を超えていた。このような日常業務の困りごと
から、トップ医療機関と共同研究により、50万枚の内視鏡画像から、AIを用いたダブルチェックができる
ソフトが製作された。現在はリアルタイムで内視鏡を使用している間に癌を診断できるシステムを開発中で
ある。AI内視鏡画像診断での癌の見逃しゼロを目指すと述べながら、「治療方針や手技のサポートなどと
いった用途があり、AIは医師の道具である」と強調していた。
　次に、眼科医師である髙橋秀徳さんがプレゼンテーションを行った。タイトルは「たたみ込みニューラル
ネットワークで解決する画像診断」で、機械学習を用いた糖尿病網膜症病期分類のための画像診断AIについ
て発表した。現在AIは一般画像識別において画像識別に特化した人の認識率を超えたという。加えて人工知
能に慣れていなくても、ディープラーニングが登場したことにより、人工知能の学習方法が洗練されたこと
で広いユーザーが使えるようになったと髙橋さんは述べた。髙橋さんが作成したAIは、診断、病期分類、数
値推測これら全てがたたみ込みニューラルネットワークで画像から自動的に行い、開発したAIの病期的中率
81%であったという。一方人工知能の開発で苦労した点の1つとして学習パラメータやハイパーパラメータ
の調整を挙げていた。他には人工知能に学習させるためのデータを獲得するために様々な課題をクリアしな
ければならないと述べていた。精度の高い人工知能を作るためには大量の学習用データが必要とする。大学
病院と周辺クリニックなどからデータをもらうためにデータの契約形態と協力形態の方法、個人情報のマス
ク方法を倫理委員会に通したり、大学病院の外の有識者委員会から許可を貰ったりと人工知能を開発する前
の準備段階からの苦労がみえた。フロアからの質問で、今から作るには最小何例必要かという問いに対し
て、「特化型AIでは、1万枚は必要」と述べていた。
　続いて現役医師10名による「ピッチ」が行われた。匿名、非公開を前提とした発表も多いことから氏名
と内容については伏せるが、今の医療の課題を解決する手段としてAIをどのように利用しているか、AIに現
場のどのような困りごとを解決してもらいたいと期待しているかなど、一人一人様々な視点で発表してい
た。

交流を通じて明らかとなる様々な困りごと
　イベントの最後には懇親会が行われ、AIに造詣が深いITエンジニアと、AIを利用しているないし興味のあ
る医療関係者との、交流の場となった。本イベントを開催した方々、講演を行った医師やイベントに興味を
持って参加した大学生など様々な立場の方と話す機会があった。
　懇親会中、ディープコア社の田中さんは「いま医療用AIに興味を持ち、今の医療現場の状況に危機感を
もって行動している有識者を日本中から集めてこの規模は本当に異常なこと」との懸念を述べていた。エン
ジニアと医師の交流イベントを設けても都内のビルのワンフロアで済んでしまった点について、今の医療の
現場に対して危機感をもって行動に移そうとしている医師やエンジニアが少ないとの認識に立っての発言
だ。
　また同じくディープコア社の雨宮さんらに話をうかがったところ、医療という現場が特殊すぎることか
ら、医学生や医師にとって当たり前の情報や状況を非医療従事者側が承知していないことが判明した。これ
は、興味がないと言うより、医療の現場の情報にITエンジニアらがアクセスする手段がなく、そういった情
報を知る機会や手段がそもそも与えられていない、分からないということが大きいようだ。交流イベントや
求人もほとんどなく、医療というフィールドは、当事者以外にはかなり閉鎖的であるということが理解でき
た。
　　続いて講演者の一人である髙橋先生と話した。電子カルテや医師の問題意識の低さが、医療AIの導入の
足かせになっているという。髙橋先生は、「電子カルテのデータが先生毎に好き勝手にかかれていて規格化
されていない、データ同士が紐付けされていない、簡単にアクセスできない、集約されていないデータが多
すぎる。だから患者のデータを利用するときに無駄な作業が多くなってしまったり、データを抽出するのに
時間がかかったり、一度取り出したデータが使い切りになったりしてしまいとても不便だ」と述べる。また
電子カルテは導入も更新も高額であり、電子カルテを維持するのに数千万円がとんでしまい、ユーザーであ
る医師が使いやすく改良したいという要望にまで手が回らないことも分かった。一方で、髙橋先生の専門で
ある眼科では、診察、検査、診断、手術といった一連の流れが1つの科でまかなえるため、AIやIT関連の導
入が比較的しやすいとも述べていた。

コミュニケーションを目的としたイベントへの需要と効果
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　今回の参加者の割合、講演やピッチにおける質疑応答、懇親会を通じて、医療の現場にはIT側が介入でき
る課題(日常の困りごと)がとてもたくさんあることが分かった。しかし、ビジネスの領域として、医療現場
と医師はとても扱いづらい。医師側は「とにかく困っていて、患者さんを救いたい」という気持ちが強い。
それ自体は悪いことではないが、必要な情報提供がうまくできない例も存在するのではないかという考えが
浮かぶ。「どのくらいの症例があって、どのくらいの患者がいて、それをどのようにしたら問題が解決する
のか、ビジネスたり得る利益はあるのか、そういった具体的な話や背景が分からなければエンジニア側も仕
事を受けられない」、ピッチの質疑応答でのエンジニアのコメントである。
　また、解決が求められる困りごとだけでなく、医療の現場には、大量にデータがある。それは、外来カル
テ、入院カルテのみならず、各検査や画像、さらに健康診断のデータなどにおよび、AIの研究開発に利用で
きるデータの原石はたくさんあることが今回のイベントで再確認できた。しかし、そのデータの管理が画一
化されていないため、いわゆる「汚いデータ」であるのが難点となる点も認識できた。こうした問題を解決
していくためには、電子カルテのデータベース化、ユーザーインターフェースの簡便化と画一化が求められ
る。
　こうした問題を解決していくためには、ITエンジニア側が、常に医療者側のオーダーを聞きながらシステ
ムを改良し続けることができる、そして医師もエンジニアを信頼して定期的にプロジェクトの会議に参加し
たり要望を具体的に話したりといった基盤が必要だと感じた。医師側のAIへの興味・期待、ITエンジニア側
の医療領域への興味は共に高い。しかし、AIやプログラミング言語の勉強会、医師の困りごとを定期的にフ
ローするシステムなど人工知能を臨床現場に導入する前に、準備しなければ成らない課題がまだ数多くあ
る。
　AIに興味のある医療者でもAIを万能機だと思っている方が多く、難しいことや分からないことは人間にで
きないことはAIに全部任せれば解決するのではないか、という考えの方もいた。医療用AIの発展に向けた基
盤を整備し、また、医療従事者とITエンジニアの相互理解を深めるうえで、双方のコミュニケーションを目
的としたイベントには潜在的な需要が大きく、また、効果的な情報交換が実現すると実感できた。

!
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この記事は15分で読めます

概要
　機械学習を用いた人工知能に開発において、学習データは必要不可欠なものとなってきました。この学習
データの生成には人間による作業が必要不可欠あり、学習データの種類によってはその作業に高度な専門的
な知識を要求します。そんな中、医療用データを用いて学習を行なう医療用人工知能は学習データの生成に
医師の協力が必要となることがあります。
ところが、このデータ生成には膨大な単純作業が含まれ、医師の多くがそういった作業を好みません。こう
した状況は医療用人工知能の開発を遅らせる大きな原因となり得ます。こうした作業に関して医師の理解を
得られれば、医療用人工知能の実用化に向けて大きな一歩となります。

１．人工知能と機械学習
　近年、人工知能が急激に進歩したことで、関連技術があらゆる領域で話題になっています。顔認識技術が
スマートフォンなどのセキュリティ分野に応用され、記者の代わりに記事を書き、症状から疾患を提示して
医師の手助けをするようになってきました。人間の知能を再現するという人工知能の試みは長い年月を経て
ようやく形になってきました。こうした人工知能の成長を支えているのがディープラーニングを始めとする
機械学習です。

　今までは人工知能の認識・判断・行動に関わるあらゆるルールを人間が自ら教えていました。しかし、人
間が直接教えられることには限界があり、特に人間が無意識に行っている感覚的なタスクである画像認識や
音声認識などの領域では長らく壁にぶつかっていました。それがディープラーニングによって壊れたので
す。

　大きく進歩した人工知能による認識能力によって人工知能は改めて注目を集めるようになり、様々な応用
に期待がかかるようになってきました。その一方で、人工知能がどのように学習し、成長しているかという
点についてはよく理解されていません。そこで、画像認識システムの学習プロセスを例に挙げ、機械学習の
特性について簡単に解説していきます。

２．画像認識を行なう人工知能の開発
　人工知能の開発と一口に言っても様々なアプローチがあります。人工知能の目的と目的達成の手法、使わ
れる技術によって開発方法は全く異なっており、全ての人工知能が同じプロセスで作られているわけではあ
りません。今回、人工知能の応用技術の中でも社会に大きなインパクトを与えた「画像認識システム」にお
ける画像の学習プロセスについて紹介します。
機械学習には大きく分けて人間が学習データに正しい情報を付与する「教師あり学習」と正しい情報を付け
ない「教師なし学習」があります。ここでは学習効率に優れた教師あり学習について解説します。この場
合、学習プロセスは「データの収集」「データへのラベル付け」「ラベル付きデータでの学習」「性能評価
と改善」の4つです。性能評価で満足の行く結果が出ればこのプロセスは終了しますが、出なければアルゴ
リズムや学習方法に改善を加え、必要に応じて新たにデータ収集・ラベル付け・学習・評価を繰り返しま
す。次に、各プロセスで何が行われているのかを細かく見ていきましょう。
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医療用人工知能の作り方 / 研
究開発の中心となるデータ作
成の実際

医療用人工知能研究に求めら
れるデータ作成作業の海外委
託
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＜データの収集＞
　まずは学習させたい対象の画像を収集します。人間の顔であれば人間の顔を、犬の画像であれば犬の画像
を集めることになります。ここで収集される画像の枚数は時に数千万に及び、手軽に集められるものではあ
りません。さらに、同じ人間の画像であっても角度・背景・光によって見え方が異なるように、全く同じ物
体の画像であっても、バリエーションに富んでいることが望ましいのです。

　当然ながら「どこからそんなに沢山の画像を集めてくるか」という点が問題になります。一昔前であれ
ば、この段階で画像が集められず人工知能の性能は頭打ちになっていたところですが、今ならインターネッ
トがあります。キーワードで検索すれば大量の画像がヒットする上に、動画を使えば１つの動画から同じ対
象の角度の違う画像を複数枚入手できるため、「人間や動物の画像」であればさほど学習用データの収集に
は困らなくなりました。

＜ラベル付け＞
　ところが、こうして得られたデータはそのまま学習に使うことはできません。データを集める際に人間が
一枚一枚選んでいた場合はともかく、通常はより多くのデータを一度に収集できるようにするためにデータ
収集用のプログラムを作り、そのプログラムにデータを集めさせます。そのプログラムはあくまで「特定の
キーワードで得られた画像を全て収集する」もしくは「特定のキーワードで検索した動画の中からランダム
に画像を抽出する」などのタスクを行なうだけのものであることが多く、全く関連性の無い画像も多数混
ざっています。

　そのため、収集した画像は人間が目で見て分類していかなければなりません。人間の顔を認識させたいの
であれば、人間の顔が含まれている画像に「人間の顔」というラベルを付け、犬を識別したいのであれば犬
の含まれている画像に「犬」というラベルを付けていきます。この作業は人間の顔や犬を識別出来る人間な
ら誰でも出来る極めて単純な作業ですが、それを1人で何千何万と行なうため、ここでも効率化のためにプ
ログラムを組むことが多いです。

　例えば、犬を識別するために、画像と一緒に「犬である」「犬ではない」と書かれたボタンが表示され、
クリックすると次が表示されるようなプログラムを作れば、人間が行う作業は画像を見てマウスやキーボー
ドを押すだけになります。単純作業でも、最低限の作業で済むプロセスを作ることで時間と労力は最小限に
抑えられます。

＜データでの学習＞
　退屈なラベル付けの作業が終わると今度はそれを使って人工知能に画像を識別するための学習を施しま
す。この際、ラベルの付け方によって成果は大きく変わってきます。例えば、「犬である」「犬ではない」
というシンプルなラベルしか貼っていないのであれば、人工知能が学習するのは犬か犬ではないかだけで、
犬の種類までは識別しません。もし、「犬であるかどうか」に加えて「犬の種類」も加えれば犬の種類も学
習できますし、犬ではないものに「人」や「猫」を加えれば、そのデータを使って人や猫の識別について学
習させることもできるでしょう。

　そして、人工知能の学習時間は画像の枚数・アルゴリズム・コンピューターの性能にもよりますが、学習
プロセス全体から見てそれほど多くの時間はかかりません。場合によっては一瞬で終わります。人工知能の
開発プロセスにおいて「学習」は重要なプロセスであることに変わりありませんが、手間と時間がかかるの
はそれ以外のプロセスなのです。

＜性能評価と改善＞
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　学習が終わった後に行なうのは性能評価です。ここでは、学習用のデータとは別に作っておいたテスト用
のデータを使って検証します。人工知能は学習を経て「犬だと思った画像」「犬ではないと思った画像」を
出力します。こうして出力されたデータを人間がチェックし、その精度などを評価します。

　ここで良い結果が出ても、悪い結果が出ても、評価と改善のプロセスは重要です。以前と比べて良くなっ
た原因、悪くなった原因を推察し、アルゴリズムにさらなる改良を加えていきます。もし機械学習のアルゴ
リズムではなく学習データに問題があった場合は、次に収集する画像データの集め方やラベルの付け方につ
いても検討していかなければなりません。場合によっては、画像をゼロから集め直すこともありますし、ラ
ベルを最初から付け直すこともあります。

　ここまでで画像認識システムの学習プロセスはとりあえず終了です。しかし前述の通り、必要に応じて何
度も何度も繰り返されます。作り始めたばかりのシステムであれば、繰り返す回数は1回や2回ではなく、場
合によっては何十回と繰り返すことになります。そのたびに学習データを集め直し、ラベルを付けるわけで
すので、これは途方もない労力を伴うプロセスであることが分かるでしょう。

３．医療用人工知能で同じことができるのか
　前述の画像認識システムのプロセスは、画像・文字・音声などの認識タスクを行なう人工知能の多くで共
通しています。この学習プロセスをきちんと回すことができれば、一定水準の認識タスクを実行できる人工
知能が完成するでしょう。

　しかし、一見単純そうに見える学習プロセスにも大きな問題があります。学習に必要なデータが膨大なの
です。データはインターネットから適当に拾ってくるだけでは不十分で、ラベル付けなどの作業によって学
習に使えるデータに変えていかなければなりません。前述の画像認識システムのように「犬」を識別するだ
けの作業であればそれほど難しくはないでしょう。犬が何なんなのか認識してラベルを付けるだけであれば
小中学生だって構いませんし、日本以外にもいくらでも依頼できる相手が存在します。

　その一方で、認識するべき情報の「答え」が分かる人間が少ない場合には非常に厄介です。例えば、肺の
レントゲン写真を見てその「答え」となる疾患を当てることができる人間は医師など医療の専門家だけに限
られます。必然的にラベル付けの作業は経験豊富な医師に依頼せざるを得ませんが、こうした単純作業のた
めに医師を確保し、医師に見合った高額な報酬を支払うことは容易ではありません。

　問題は人手や費用が集めにくいだけに留まらず、医師であっても疾患があるかないかの判別は犬がいるか
いないかという判別に比べて遥かに難解で、画像によってははっきりと断定できない「疑いがある」レベル
に留まるようなケースも多いのです。開発者と作業者である医師間での基準に関する議論も欠かせないた
め、ラベルの判定基準ですら簡単には決められません。

　医療用人工知能に限らず、人工知能の学習は学習に用いる情報の認識・理解に高度な専門知識が必要な
ケースになるほど難しくなります。しかも、医療用人工知能の場合は学習に使うデータが個人情報に関わる
ケースも少なくないため、インターネットで何でも集まる時代であるにかかわらず、データを集めることに
も苦労します。そして、苦労して収集したデータにラベル付けをしようにも頼める医師もいなければ雇うお
金もないのです。

　医療用人工知能の開発が画像認識の人工知能のようには行かない理由はわかりました。では、実際に医療
用人工知能のケースでどのような作業が行われるのかについて説明していきましょう。

４．文献のリファレンスを表示する医療用人工知能の開発
　医療用人工知能にも様々な種類が存在し、中でも注目を集めているのが診断支援を行なう人工知能です。
今までは医師にしか識別することができなかった様々な疾患を、画像を含む各種検査データや症状から自動
で判別してくれるようになりました。これだけでも十分優れているのですが、もしこうした診断支援システ
ムが疾患に関連する文献のリファレンスを上げてくれたらどれほど医師の仕事が楽になるでしょうか。

　そこで、診断支援システムに文献のリファレンスを表示する機能を追加するとします。そのためには疾患
別のリファレンスリストが必要となりますが、次々に増えていく膨大なリストを人力で整理するのは難しい
でしょう。そこで文献を確認し、自動で整理してくれる分類用の人工知能を作ることにします。
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　この場合、膨大な医学文献を適切に分類するためのルールを人間の手で入力していくことは現実的ではな
いため、機械学習を用いて人工知能に自ら学ばせるのが現実的です。その際の学習プロセスは前述の画像認
識システムの学習プロセスと殆ど変わりません。ただ、医療用人工知能であるため、各プロセスで必要とな
る作業が微妙に異なってきます。

＜データの収集＞
　まず、文献データの収集を行います。画像認識システムの学習と同様にこれも自動で行ないます。ただ
し、検索時のキーワードは疾患名であったり医学用語であったり、より専門性の高いものとなるため、ヒッ
トする件数が少ないこともあれば無関係なものも少なくありません。また、今回はインターネットを使った
文献の収集であるため、実際に収集するのはウェブページのURLとなります。URLにはWikipediaから公的
機関の医療サイトまで含まれており、情報の形態は多岐に渡ります。画像認識システムの学習データのよう
に一つの動画から複数の画像ファイルを入手することもできなければ、ヒットした画像ファイルそのまま集
めれば良いというわけでもないので収集用のツールの開発も簡単ではありません。

＜ラベル付け＞
そうしてデータを収集した後は、URLのリンク先のウェブサイトを確認し、医療用の文献としてリファレン
スリストに掲載する価値があるかをチェックすることになります。この時点では、キーワードでヒットした
URLが集められているだけであり、疾患の名前が入っているだけで無意味なURLもあれば、疾患とは全く無
関係のURLも存在します。

分類用の人工知能には、まずこうした無価値な文献を可能な限り取り除いて貰う必要があります。価値のあ
る文献かどうかの確認は専門知識を持った人間にしかできないため、この作業は医師に依頼します。ただ、
医師に依頼するからといって実質的な作業内容が複雑になるわけではありません。タスクとしては極めて単
純で、URLリストに含まれている文献を１つ１つ確認し、価値があるか無いかのラベルをひたすら付けて
いくだけです。

＜データでの学習＞
　ラベル付きデータが完成したら、そのデータを使って分類用の人工知能が価値のあるデータだけを出力す
るように学習させます。この際、価値のあるデータだけではなく「不要」というラベルが付いたデータも同
時に入力することが重要です。インターネット上に存在する文献には無数の種類があり、価値ある文献に似
た無価値な文献も存在します。こうしたものも可能な限り正しく分類し、不要なデータを正確に「不要であ
る」と分類できるようにならなければなりません。

＜性能評価と改善＞
　学習完了後、改めて文献を分類させ評価します。価値あるデータが出てくれば良いのですが、そう簡単に
はいきません。価値のあるデータとして主力されたものの中に含まれる無価値なデータがなぜ含まれたのか
を分析し、アルゴリズムの改善やデータの収集・ラベル付けの改善に生かして行かなければなりません。こ
の際、ラベル付けには「価値がある」「価値がない」だけではなく、「なぜ価値があるのか」「なぜ価値が
ないのか」についてのラベルもあることが望ましいでしょう。
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　分類プログラム自体は「価値がある」「価値がない」という分類しかしませんが、人間が評価・改善を行
うためにより詳細なラベルが付いていることが望ましいからです。もちろん、この評価・改善プロセスで新
たにラベルが追加されることもあればラベルが修正されることもあり、収集・ラベル付け・学習・評価を繰
り返すことはより大きな意味を持ってきます。

５．医師による医学文献のチェック作業 －ガイドラインの策定－
　ここまでの解説で、内容に微妙な違いはあれども、大まかなプロセスは画像認識システムの学習と医療用
人工知能でさほど変わらないことは分かって頂けたと思います。ただ、小さな違いが大きな問題を生むこと
があります。それは「ラベル付け」の工程です。分類用人工知能に出力してもらいたいのは「医師がリファ
レンスとして読む文献として価値のあるもの」であり、その答えを知っているのは医師だけです。医学的な
知識がない人間には頼めません。そのため、医師に文献が使えるか使えないかのラベル付け作業をしてもら
うことになります。

　もう少し具体的に掘り下げてみましょう。まず、医師は大量のURLリストを渡され「有用な文献とそうで
ない文献を分けてください」と依頼されます。ところがすぐに、このケースで言う「有用な文献って何だ」
という話になります。つまり、判定基準に関する情報が不足しているのです。すぐにラベル付けに関するガ
イドラインの策定が必要になります。画像認識システムの学習のように「犬である」「犬ではない」という
話であれば簡単ですが、医療に関わるデータの分類はそう簡単な話ではありません。

　例えば、「Wikipediaなどのサイトでは、医学的に有用な情報はあるものの信頼できるとは言えない文献
がある。これは価値があるといえるのか？」「研究領域では価値があるものの、臨床現場では価値のない論
文はどうなるのか？」などの疑問が生まれます。こうした疑問に対し、人工知能の開発者は「明らかに不要
と思われるものだけを除外したい。そのため、用途によっては価値がある文献は価値があると判定して欲し
い」という回答を返します。

　最初にURLを数件チェックしただけでもこれぐらいの質疑応答が行われます。こうしたやり取りを経てよ
うやく暫定的なガイドラインが作られるのです。当然ながら、素人に「研究領域で価値のあるもの」と「臨
床現場で価値のあるもの」の区別はつきません。今回のケースでは両方共価値があるとされたましたが、臨
床現場だけで利用するものであれば区別する必要があったかもしれません。

６．医師による医学文献のチェック作業　－ラベル付け作業－
　暫定的なガイドラインが完成してようやく実作業に入ります。ただ、膨大なURLを1つ1つ開いてチェック
するのではどれだけ時間がかかるか分かりません。そのため、画像認識システムの学習時と同様に、チェッ
ク作業を効率化するツールが作られます。今回のケースでは、URLをいちいち開くのは手間なので、リンク
先のキャプチャー画像と一緒にラベル選択のボタンが表示されるツールが作成されました。これによって医
師はいちいちURLを開く必要がなくなり、少なくともキャプチャー画像のみで判断できるレベルのデータで
あれば簡単に分類できるようになりました。
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　しかし、ツールを用いたとしても単純作業がひたすら続くことには変わりありません。医療関係者向けの
公的機関のサイトで、内容的にも明らかに価値があるだろうと見ただけで判断できるケースもあれば、リン
ク先に飛び、文献をしっかり読まなければならないケースもあるため、集中力の必要な作業が続きます。さ
らに、その過程で先に作成した暫定的なガイドラインでは対応できない問題にも遭遇します。

　例えば、「疾患をまとめた便利なリストが含まれているケース」「医学的に価値があるが、そもそも動物
に関する疾患であるケース」「医学的な文献だけど情報不足なケース」「英語で書かれていない文献」など
です。これらの文献は状況によっては価値を持つ文献であり、一概に無価値と分類するのは避けたいとこで
す。そこで、人工知能の開発者はラベル付けのガイドラインを改定し、「リスト」「ミスマッチ」「情報不
足」「非英語」「その他」などのラベルを追加しました。

　それに合わせてツールを修正し、合わせてツールの使い勝手についても医師のフィードバックを受け、
ツールについてもより効率的に作業できるように改善していきます。こうしたやり取りを繰り返しながらガ
イドラインを確定することで、ようやく安定して作業が進むようになります。

７．医療用人工知能の完成に一歩近づいた
　分類用の人工知能はこうして分けられた文献を使って「価値がある文献」が何なのか学習していきます。
医学生なら、分類された文献を何件か読めば「価値がある」とされる基準を理解できるかもしれませんが、
人工知能ではそうはいきません。何千何万もの文献を読みながら、少しずつ学習していきます。また、何千
何万もの価値があると判定された文献の中に大量に実は「価値のない文献」が混ざっていると学習が進まな
いため、ラベル付けの質は重要です。単純作業だからと十分な知識のない人間に頼むと、せっかく集めた
データが無駄になってしまいます。人工知能の性能向上において、このラベル付けの作業は非常に重要な作
業と言えるでしょう。

　ラベル付けを終え、データを使って学習させ、評価と改善が終われば医療用人工知能が完成するかという
とそうは行きません。評価の内容次第では新たに文献を集めて同じ工程を繰り返す必要があります。そうし
て何とか分類用の人工知能が価値ある文献を見つけ出してくれるようになったとしても、これは診断支援シ
ステムに搭載する追加機能であるため、実際にどのように表示するのか、表示する順番はどう選定するの
か、関連のある文献をどう絞り込むのかなど、問題は山積しています。

　診断支援システムが鑑別と合わせて文献を表示し、それが医師の業務に役立つようなレベルに達するまで
の道のりはまだまだ遠いです。しかし、医療用人工知能が現場で使えるようになり、患者に治療に役立つよ
うになるためには、この長い道のりを少しずつ進んでいかなければなりません。

８．まとめ
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　機械学習を用いた人工知能の開発において、学習用データは必要不可欠です。しかし、学習用データの作
成過程で人間の手が必要になり、それが膨大な単純作業であることはあまり認識されていません。また、学
習に用いるデータによってデータの加工作業を行う人間に求められるスキルが違い、それによってこの単純
作業の担い手が限られ、人工知能の開発に大きな影響を与えることもあまり知られていません。

　残念ながら、医療用人工知能の学習では医師によるデータ加工が必要であるにも関わらずこの作業の重要
性が正しく理解されておらず、協力者を得ることが難しくなっています。データの加工作業自体は非常に単
調ではあるものの、こうした地道な作業が医療用人工知能の実用化には必要不可欠です。本記事を通じて、
医療用人工知能の開発には医師の協力が非常に重要である点をご理解頂ければ幸いです。

!

お問い合わせ プライバシーポリシー Copyright © hosted by Medical Crisis WG, WIDE Project, Japan.
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保健医療用人工知能を「知る・学ぶ・作る」サイト

Home / 医療用人工知能を作る / 医療用人工知能研究に求められるデータ生成・監査タスクを海外委託する

医療用人工知能研究に求められるデータ生成・
監査タスクを海外委託する

この記事は12分で読めます

サマリー
　医療用人工知能の学習データの作成には時間とコストがかかります。そこで、インターネットを活用して
軽作業を委託する「クラウドソーシング」を通じて海外の医療従事者に作業を委託する試みを行いました。
今回の試みでは、利用者の多いクラウドソーシングサイトである「UpWork」を利用し、スリランカ在住の
医師に自動的に生成した文献データの医学的な監査作業を委託しました。UpWorkでは委託管理のシステム
が確立されていため、実作業において、応募・作業・決済はスムーズに進みました。また、作業履歴も遠隔
で確認することができ、結果的に研究利用するうえで十分な品質のデータが完成しています。最終的に、国
内医師を雇用するケースに比べて5分の1程度のコストで監査作業を行うことができました。合わせて行っ
た作業者へヒアリングを行ったところ、作業者側にとっても大きなストレスなく作業を行えることが確認で
きています。クラウドソーシングを利用した作業委託は応用範囲が広いため、今後は医療用人工知能の研究
開発への活用が期待できそうです。

海外に作業を委託する理由
　近年、人工知能の研究開発が活発になっています。その中でも目覚ましい成果を上げているのが機械学習
によって能力を向上させていくタイプの人工知能です。この種の人工知能では多かれ少なかれデータが必要
になるため、データをどのように集め、学習させ、検証するかが人工知能研究の鍵になってきます。この人
工知能研究に必要となるデータの作成には、人間が関与せざるをえない部分が少なからず存在し、殆どの場
合は膨大な単純作業を必要とします。これは人手と時間がかかる作業で、大きな課題となっていました。

　これは医療用人工知能研究でも変わりません。プログラムが出力したデータが医学的に正しいか、有用で
あるかはその領域に関する知識と経験の豊富な人間が判断するしかなく、信頼のおける医療従事者が必要不
可欠となります。しかし、国内の医療従事者の人件費は高く、一般的な人工知能研究に比べてデータ生成に
かかるコストが高額となってしまうのです。この状況は、日本の医療用人工知能研究の研究コストを増加さ
せることとなり、人工知能の研究開発が進まない一因となっています。また、問題は開発コストだけではあ
りません。医師は精神的な集中を要求される膨大な単純作業を好まないため、予算があったとしても協力者
の確保は簡単なことではありません。

　もし、海外の医療従事者を効率的にリクルートし、データ生成業務を委託することが出来れば、この人件
費の問題と研究協力者の確保の問題が解決する可能性が出てきます。とりわけ、データ作成の多くは単純作
業であることから、コミュニケーションにハードルがある海外医療従事者であっても必要事項の伝達は容易
であり、データ生成業務の委託も現実的な選択肢として考えられるようになります。 加えて、クラウド
ソーシングサービスが発達したことで、最近では海外の単純作業者を探すことも容易になっています。大規
模なものになると世界数十カ国から一千万人以上のワーカーが集まり、総額一千億円以上の取引がなされる
巨大な労働市場が形成されています。言語を問わなければ有望な労働者をすぐに見つけられるでしょう。具
体的には、作業ジャンルを問わないクラウドサービスとして「UpWork」「Freelancer.com」が存在し、特
定の作業に特化したサービスとしては「Amazon Mechanical Turk」などが知られています。

　このクラウドソーシングを利用することで、委託者は海外の賃金の安い作業者を簡単に確保でき、作業者
は自国の賃金よりも高い報酬で作業ができることも多いため、多くの医師やエンジニアが海外の作業を受注
しています。そこで、こうしたサービスを利用することで、安価に医療用人工知能研究のデータ生成ができ
ないか検証を試みました。

医療用人工知能を作る

イベント報告・論文紹介

医療用人工知能と政策

医療用人工知能の作り方 / 研
究開発の中心となるデータ作
成の実際

医療用人工知能研究に求めら
れるデータ作成作業の海外委
託
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委託内容と作業手順
　今回クラウドサービスで委託する業務として取り上げるのは「医療に関するウェブページの内容検証作
業」です。ここで検証するウェブページは、医療関係のウェブサイトの中から有用と考えられるものをアル
ゴリズムが自動的に選んだ結果です。具体的な検証作業としては、ウェブサイトの名称やURLなどが含まれ
ている一覧ファイルに対し、作業者は各URLの内容を確認し、それが特定の疾患に関する医学的に有用な
ウェブサイトかどうかを判断するというものです。

（ウェブサイトの名称・URL・疾患名などが含まれる一覧ファイル）

　この一覧データに含まれるURLを「明らかに病気と無関係のデータ」や「有用性の低いデータ」として正
しく判定することで、アルゴリズムの性能向上に役立てることができます。リストに含まれるウェブサイト
の種類は多岐に渡り、公的機関の情報提供サイトや医学論文の概要を含むサイトもあればニュースの記事や
製薬会社のホームページなども含まれています。こうした理由から、作業者は専門知識を有する医師が望ま
しいでしょう。

　判定作業自体は極めてシンプルです。病名とURLが含まれるリストを渡された作業者はURLを1つ1つ確認
しながら、有用なサイトには「Useful」とラベルを付けます。そうでないサイトには「Non medical」
「Mismatch」「Poor」「List」「Other」「Garbage」「Non-English」のいずれかのラベルをつけます。こ
の場合、「Useful」以外は不適切なサイトとして扱われることになります。

作業委託に使ったツール
　この作業には時間がかかるため、Googleスプレッドシートのスクリプトを活用し、作業効率の向上が図
られました。具体的には、リストの中で判定に必要となる「病名」「URL」「ウェブサイトのサムネイル」
「ラベル（選択肢）」のみが画面表示され、作業者はサムネイルだけで判断できる場合はラベルをクリック
して先に進み、判断が難しい場合にURLをクリックして詳細を確認します。マウスのみでの作業も可能と
なっており、100個のURLを20-30分程度で判定できるGoogleスプレッドシートのスクリプトを用意しまし
た。
このツールを実現するために「判定に利用するウェブサイトのサムネイル作成」「URLリストの分割」
「Googleスプレッドシートの作成」「スプレッドシートへのスクリプトの埋め込み」等の環境整備を予め
行い、作業者が判定作業を行った後に「データのダウンロード」と「集計」を行って結果を出力する体制も
整えておきました。
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（ラベルとサムネイルが表示されている判定画面）

クラウドサービス上で作業者を募集する

（今回利用したクラウドサービス「UpWork」のホームページ）

　今回、作業者を探すのに使ったクラウドサービスは「UpWork」です。oDeskとして2003年にサービスを
スタートさせたUpWorkは、2017年の時点で全世界180カ国1400万人がユーザー登録しており、クラウド
サービスとしては世界トップレベルの規模を誇ります。雇用者側が負担する手数料は支払額の2.75%、作業
者側は報酬に応じて5%-20%の手数料が取られます（2018年1月時点）。高額の報酬になるほど手数料が減
るシステムとなっているのも大きな特徴の一つです。

　会員登録の段階ではクレジットカード情報などは不要で、必要な情報を入力したらすぐに仕事を作成して
募集をかけることができます。一般募集はせずにワーカーを検索して直接依頼する事も可能です。また、
ユーザー登録せずにワーカーを探すこともでき、利用の敷居を下げるための多くの工夫がこらされていま
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す。ただし、ユーザー登録をしなければコンタクトを取ることはできず、プロジェクトを作成しての募集も
できません。とりあえずワーカーを探してみて、見つかったら登録するという形で利用することできるで
しょう。

（UpWorkの求人票情報作成画面。ワーカーのレーティングなどを絞りこめる）

　求人票を作成するために入力可能な情報は様々ですが、業務内容の説明さえ記入すればとりあえずの求人
はできます。ただし、時給制かプロジェクト単位の支払いになるかは最初の段階で決めておく必要がありま
す。業務内容を説明する項目では必要なスキルなども記載することが一般的で、通常はこちらに記載する形
で募集するのが良いでしょう。その他にも、UpWork内での実績やレーティングを指定して絞り込むことも
可能で、UpWorkのシステムを理解してきたらより細かな条件で作業者を探すこともできるようになってい
ます。また、応募の際にワーカーが答える質問事項なども用意できるため、スキルの有無や実績についての
質問を用意しておけば、応募者の選定が容易になるはずです。

　求人票の提示段階では支払い方法の登録などは不要です。しかし、ワーカーと実際に契約する際には支払
いに必要な情報を登録する必要があります。方法はクレジットカードの他にPaypalがあり、クレジットカー
ドの場合は承認後に返金される数ドル程度事前課金（デポジット）が行われます。クレジットカードの課金
がすぐに確認できない場合には承認にやや時間がかかるため、早めに対応しておくことが望ましいでしょ
う。

応募者の確認と契約まで
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（応募者の一覧画面。UpWorkにおける平均時給や実績などが表示される）

今回の委託では、医療分野の専門知識を持つワーカーを募集しました。その結果、1週間で10名前後、3週
間で18名(辞退3名)の応募者が来ました。新規案件はユーザーに参照されやすいため、募集直後が最も応募
者が増えるようです。応募者に対してこの段階でメッセージのやり取りなどをすることが可能で、応募時に
用意した質問への回答を深掘りし、実績の詳細情報や医療従事者としての証明書の提示を求めることもでき
るようになっています。

今回の応募者を見てみると、職種は医師・薬剤師・研究者・医学生・ライターなどと幅広く、医師だけでも
5名いました。他にも実績の豊富な医療の専門家と思しきワーカーは6-7名おり、半数以上が作業に適した
医療関係者だったことになります。ただ、あくまでプロフィールや質問への回答から確認できるものだけで
あり、これだけでは信頼できるワーカーかどうかは分かりません。

また、募集してきたワーカーのUpWorkにおける平均時給は時給10ドルから65ドルと幅広いが、これは現在
の職業の他に応募者が居住する地域にも大きな影響を受けているため、平均時給が高いからといってスキル
のあるワーカーだとは限りません。むしろ、先進国の医師で時給が50ドル前後だった場合には却って注意
が必要かもしれません。

（UpWork上で確認できるワーカーの実績に関する資料）
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　作業者に目星をつけたら、直接メッセージを送って実績を証明できるものを提示してもらうこともできま
すし、UpWork上で今までの仕事の実績やフィードバックを確認することも可能です。過去の仕事の内容や
成果物が提示されているケースもあるため、過去に同様の仕事をこなし、高く評価されているのであれば判
断材料となるでしょう。

　しかし、あくまで「本物の医師」に作業を依頼したいという場合には「UpWork上での実績」だけでは不
十分です。日本や米国（州ごと）など医師データベースを提供している国ならそれを使用できますが、途上
国のようにそうしたシステムが無い場合やそもそも相手がデータベースに登録していない場合には医師免許
や学位証明書で医師であることを確認する必要があります。 また、過去の実績や所属病院のウェブサイト
を用いた存在確認の方法もあります。所属病院の医師リストと病院のドメインが入ったメールで本人確認す
れば良いため、こちらは手軽に行なえます。実際のスキルを確認する場合は、求人票により詳細な質問を加
えるか、Skypeでのインタビューの実施、小規模のプロジェクトによる試雇などが考えられます。実施する
プロジェクトに応じて、それに合わせた資格・スキルの確認を行うと良いでしょう。

採用した作業者と賃金について

（委託したワーカーのプロフィール画面）

　検討の結果、今回はスリランカのA医師に依頼することにしました。A氏はスリランカ最大の大学である
コロンボ大学を卒業しており、国の研究機関での勤務経験もありました。UpWork上での実績も豊富で、論
文の著者名でも名前が確認できていたため、A氏が専門的な知識を有するワーカーであることはほぼ間違い
ありませんでしたが、念のために学位証明書の提示を依頼すると快く証明書の写真を送ってくれました。

（UpWorkの契約内容画面。時給や上限などが確認できる）
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　契約を結ぶ前に金額などの条件についてワーカーと交渉します。A氏のUpWorkにおける平均時給は20ド
ル。この時給額をそのまま提示したところあっさり契約が成立しました。この時に「Weekly Limit」として
週あたりの最大労働時間を設定することができるため、時給制でも予算オーバーは避けられます。また、
UpWorkではワーカーの活動ログを測定するアプリを提供しており、アプリを使うことで労働時間の計測も
できるようになっていました。アプリによる活動ログの結果をワーカーと依頼者双方の合意のもとに修正で
きるようになっているため、適宜柔軟に対応することも可能です。

（UpWorkで確認できる活動ログ。スクリーンショットと活動頻度が表示される）

　この活動ログアプリを用いると、作業中に定期的に撮影されたスクリーンショット画像やキーボードとマ
ウスの使用頻度がUpWork上に保存されます。この画面だけでも記録としては十分ですが、より細かく確認
したければ1分おきに記録されたキーボードとマウスの使用状況を見ることができます。

（マウスとキーボードの使用ログ）

　このように、かなり細かくワーカー側の労働状況を確認することができるため、少なくともPC上で作業
するタスクを依頼する場合には、労働時間をサバ読んで請求されることはなさそうです。もちろん、スク
リーンショットや活動ログを見て作業をしていないと判断できる場合には合意の上で依頼者側が作業時間を
調整することも可能です。
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（UpWorkより発行される請求書）

　作業が実施されると、作業ログを元に週毎にUpWorkから請求が行われます。請求書は以上の様な形態と
なっており、この金額にUpWork手数料（2.75%）を足した金額が週毎にUpWork経由で請求されます。支払
いは登録された決済方法で自動的に行われるため、活動ログのチェックはそれまでに済ませなければいけま
せん。
さらに、契約途中での金額変更やボーナスの支払いも可能なシステムになっており、タスクの状況が変化す
れば同意の上で時給を変更すれることができます。予想以上の成果を挙げてくれた場合には追加報酬を支払
うことで次の仕事に繋げることもできるため、システム上の限られたやり取りであったにも関わらず、かな
り柔軟に報酬の設定を行うことができました。

委託の結果、時間あたりの作業量とコスト感

（全体及び曜日毎の労働時間と週毎の支払額）

　今回の委託における最終的な作業時間はおよそ35時間で、支払額は約700ドル程度となりました。完了し
た判定作業は約7000件。作業初期に発生した判定基準の変更による再判定や別件で行ったヒアリングなど
も作業時間に含まれているため、それらを除いた概算で「1時間あたり約300件」の作業効率となっていま
す。
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　作業に慣れる前はもう少し時間がかかっていたものの、最終的にはこの作業速度で落ち着きました。判定
作業の品質も問題ありませんでした。さらに、作業に際しては作業の効率化に資する意見なども出して頂
き、環境そのものを改善しながら進めることができたため、非常に有益な業務委託となりました。日本の医
師の時給はおよそ1万円前後とされているため、仮にこの作業を日本の医師に依頼した場合は5倍のコスト
がかかることになります。

　日本人の感覚からすると、医師を時給20ドルで働かせることに不安を覚えるかもしれません。しかし、
スリランカの医師の月収は600-700ドルの水準であり、これは日本の医師の20分の1です。それを踏まえれ
ば20ドルという時給は高額な部類に入り、今回の支払いだけでも月収に匹敵する収入になります。

　スリランカ以外にも同じ賃金レベルの国は数多く存在するため、最適な作業者を見つけられさえすれば、
より大規模な判定作業を行なうとしても同じようなコスト感で作業ができるワーカーを見つけられる可能性
は十分にあるでしょう。

作業者の反応
　今回はコストパフォーマンスの極めて高い作業委託となり、依頼者としては満足のいく契約になったが、
作業者側はどう感じているのかは疑問です。こうした委託が作業者にとって大きな負担となる場合、より大
規模且つ長期間に渡って作業をする場合に問題になります。そのため、A氏に今回の案件に関連して簡単な
ヒアリングを行ったところ、以下のような返答が得られました。

Q「今回の賃金には満足していますか？」
A「ええ、当時の平均時給でしたので十分に満足しています。」

Q「作業についてどのような印象を持ちましたか？またやりたいと思いましたか？」
A「今回の作業は私の医学的な知識をフルに使い真剣に情報を評価するもので、退屈どころか興味深いもの
でした。コンピューターだけで作業ができましたし、作業時間も自由です。気持ちよく作業できましたの
で、こういった仕事はまたやりたいですね。」

Q「クラウドサービスを通じて作業をしたい医師や医療関係者は多いと思いますか？」
A「途上国では給料も少ないので、副業をしている医師は多いです。私の回りにもUpWorkで作業をしたい
と考えている医師は何人かいますが、競争が激しいので最初の仕事を見つけるに苦労していますね。」

Q「UpWork以外でこうした作業を委託する作業者をどうやって見つければ良いと思いますか？」
A「同僚や知人を辿って探すことになるのではないでしょうか。UpWork以外にも作業者を見つける方法は
たくさんあると思いますが、先進国のクライアントにとってUpWorkは安価に雇用できる途上国のワーカー
を探す魅力的な場になると思います。」

Q「UpWorkで仕事を見つける時にどのような問題がありますか？」
A「興味深いタスクが中々見つからないことですね。提示額が低すぎるケースも多いです。あと、一番の問
題は他の応募者との競争が激しいことですね。応募しても中々採用されません。ただ、最近は定期的に招待
されるようになったので特に困っていませんが。」

まとめ
　委託者としては国内水準の5分の１という想定以上に安い費用で作業を委託できました。作業者側も満足
の行く賃金で作業できたようで、双方にとってメリットのある作業委託になったといえます。海外の作業者
とのコミュニケーションは殆どUpWorkのシステム上で行ったものの、契約・作業・支払いまでのプロセス
は非常にスムーズに進みました。実作業における作業プロセスが確立していれば、人員を増やしたとしても
特に大きな問題はなさそうです。

　一方、UpWorkのシステムではUpWork上で作業した実績しか参照できないため、実績のある作業者に依
頼が集中する傾向がみられます。実際、委託する側としても実績のないワーカーには依頼しにくいという事
情があるため、結果として最初の1件までのハードルが高くなり、潜在的なワーカーが仕事を得られていな
い事もヒアリングから明らかとなりました。こうしたワーカーの中から充分なスキルのある人材を見つけ出
すこともコストパフォーマンスを高めるためには重要になります。
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　プロフィールやメッセージのやり取りを通じて実績やスキルの確認は可能です。単にUpWork上の実績を
確認するだけではなく、手間を惜しまずUpWork上で実績の少ないユーザーとメッセージのやりとりをして
スキルの確認をすれば、隠れた有望なワーカーを見つけることもできそうです。

　そして、一旦信頼できるワーカーを見つけられれば、同僚を紹介して貰う形でワーカーを増やすこともで
きます。大規模な作業の前に小規模な作業を委託し手順を確立した上で、ワーカーを紹介してもらう形で作
業者を増やせば、より大きなプロジェクトにも応用できるのではないでしょうか。

　今回の作業はデータの検証作業でしたが、遠隔で作業が可能なシンプルなタスクであれば医療用人工知能
のデータ検証以外のタスクにも応用はできます。もちろん、医療分野の他にも各種専門家にタスクを依頼す
るような作業には有用でしょう。特に人工知能研究ではデータ生成関連の単純作業が多いため、応用範囲は
幅広いです。賃金についても、国内と海外の賃金格差の大きな職種ほどクラウドソーシングを使った海外業
務委託のメリットは大きく、相対的に賃金の高い日本の研究プロジェクトであれば十分にメリットがあるで
しょう。

　また、今回の委託によって研究中のアルゴリズムの精度が概算で現状87%程度あることが確認できまし
た。今回作成したデータを使って再度学習を進めることで、分類プログラムのさらなる性能向上が期待され
ます。今回の海外作業委託は成功だったと結論づけても良さそうです。このように、クラウドソーシングが
人工知能の研究開発に大きなインパクトを有することがご理解頂けたら幸いです。
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